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開会 午前１０時００分 
〇議長（千野秀一君） 

 改めまして、おはようございます。 
 平成２８年第１回北杜市議会定例会の開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 
 議員ならびに執行部の皆さまには年度末を控え大変お忙しい中、本定例会にご参集いただき

誠にありがとうございます。 
 世界的な金融市場の混乱の中、日銀はマイナス金利の導入を決定しましたが、不安定な市場

の動きは解消されていない状況であります。景気回復のためには地方創生のための政策の実行

が重要であります。 
 このような中、国では地方創生のための新型交付金を創設し、創生事業の地方負担について

地方財政措置が講じられたところであります。地方創生なくして一億総活躍社会の実現はあり

得ませんので、国の継続的な財政支援と地方においてはしっかりと施策を推進する必要がある

と考えております。 
 さて本定例会は平成２８年度各会計の当初予算をはじめ補正予算や条例の制定、一部改正な

ど多くの議案が提案されており、１年の中でも最も重要な議会であります。 
 議員各位におかれましては健康に十分にご留意の上、本定例会に提出されました議案につき

まして十分な審議をいただくとともに、円滑な議会運営にご協力をお願い申し上げ開会のあい

さつといたします。 
 本日の出席議員数は２０人であります。 
 定足数に達しておりますので、平成２８年第１回北杜市議会定例会を開会いたします。 
 これから本日の会議を開きます。 
 諸報告をいたします。 
 はじめに本定例会に提出する議案につき、市長から通知がありました。 
 提出議案は報告１件、承認１件、議案５０件であります。 
 次に監査委員会から平成２７年１１月から平成２８年２月実施分の例月現金出納検査、定例

監査および工事監査の結果について、お手元に配布のとおり報告がありました。 
 次に２月４日に山梨県市議会議長会議員合同研修会が昭和町において開催され、議員１８名

が参加いたしました。 
 次に２月９日に全国市議会議長会第１００回評議委員会が、２月１８日には第１５５回建設

運輸委員会が東京都において開催され、私が出席いたしました。 
 次に１月２１日に広報編集委員会研修が実施されました。 
 ここで広報編集委員長から研修報告をお願いいたします。 
 広報編集委員長、秋山俊和君。 

〇２２番議員（秋山俊和君） 
 広報編集委員会は去る平成２８年１月２１日に視察研修を行いました。 
 朗読をもって報告をさせていただきます。 
 平成２８年２月２６日 
 北杜市議会議長 千野秀一様 

広報編集委員会委員長 秋山俊和 
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 広報編集委員会行政視察研修報告書 
 当委員会では行政視察研修を行ったので、次のとおり報告します。 
 日   時 平成２８年１月２１日（木）午前１０時３０分から１２時 
 出席委員 秋山俊和、上村英司、齊藤功文、福井俊克、岡野淳、中山宏樹 
       中嶋新、小尾直知、内田俊彦、以上９名、全員出席でございます。 
 視察研修先 山梨県南アルプス市 
 研修テーマ 南アルプス市議会だより編集全般について 
 研修の概要 
 （編集方針・理念） 
 市長の所信表明は掲載していない。 
 すべて横書きで１行２２文字を基本としている。 
 代表質問は会派共通の１ページ、一般質問は半ページである。 
 「市民のひとこと」欄を募集告知としている。 
 配布方法は新聞折り込みとしている。 
 以上、考察しますと横書き、左側止めで会派人数に関係なくスペースが同じであるが、記事

ごとに多彩な文字の大小と文字種を変えることで、紙面として記事内容が分かりやすい。 
 質問者の写真についてはリアルタイムで撮影しているので臨場感がある。 
 政務活動の報告は、会派ごとに成果や提言を掲載してより参考となった。 
 配布方法は新聞折り込みであるため、購読できない世帯への考慮は必要であると考える。 
 次に同じく１月２１日の午後２時から３時３０分。 
 出席委員は午前と同じで、研修先は山梨県笛吹市。 
 研修テーマ 笛吹市議会だより編集全般について 
 研修の概要 
 （編集方針・理念） 
 市長の所信表明は掲載していない。 
 代表質問は３月・９月でありページの制限はなし。一般質問は１人当たり半ページである。 
 質問と答弁の色分けは一般質問のみで、代表質問はしていない。 
 審議内容は要点のみ掲載することから全案件の採決結果を一覧で掲載している。 
 市民の関心の高い百条委員会の設置、途中経過、調査結果を掲載している。 
 以上、考察しますと委員会での議論を大きく載せるなど議員間の討論や議会基本条例による

報告会など市民に開かれた議会を目指していることがよく分かる。 
 議会側の広報を重視しているため、市長の所信の掲載はあいさつ程度に留めているのは市政

の背景が見えなく、議会全般の動きが伝わらないように感じた。 
 両市の議会だよりはともに文字を大きく気軽に見やすい面もあるのに対し、本市における議

会だよりは関連写真等の掲載が多いことなどがあり、答弁の色分け、「声の広場」、「輝く市民」

等は改めてよい企画である。市民の皆さまが手に取ってみたいという紙面づくりを今後も継続

していきたい。 
 広報に対する考え方の違いがそれぞれあり、地方議会が地方自治の推進に向かうことの難し

さと多様な市民ニーズを議会だよりが果たす使命について、改めて考えていかなければならな

いと感じました。 
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 以上であります。 
〇議長（千野秀一君） 

 次に峡北広域行政事務組合議会から報告がございます。 
 峡北広域行政事務組合 中嶋新君、報告をお願いいたします。 

〇１５番議員（中嶋新君） 
 峡北広域行政事務組合議会の報告をいたします。 
 平成２８年第１回議会臨時会が１月２９日に開催され齊藤功文議員、福井俊克議員、岡野淳

議員、中山宏樹議員、清水進議員、保坂多枝子議員、内田俊彦議員、秋山俊和議員と私の９人

が出席し、加藤紀雄議員は一身上の都合により欠席いたしました。 
 審議しました議案の概要についてであります。 
 提出された議案は条例案件３件、その他案件１件、補正予算案件５件の計９案件であります。 
 まず、条例案件についてであります。 
 はじめに議案第１号 峡北広域行政事務組合情報公開条例の一部を改正する条例についてで

あります。 
 条例の内容は独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成２６年法律第６６号）の施行

に伴い、峡北広域行政事務組合情報公開条例の一部を改正するものであります。 
 次に議案第２号 峡北広域行政事務組合個人情報保護条例の一部を改正する条例についてで

あります。 
 条例の内容は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号）等の施行に伴い、峡北広域行政事務組合個人情報保護条例の一部

を改正するものであります。 
 次に議案第５号 峡北広域行政事務組合職員給与条例の一部を改正する条例についてであり

ます。 
 条例の内容は一般職の国家公務員の給与改定等に鑑み、峡北広域行政事務組合職員給与条例

の一部を改正するものであります。 
 次に、その他の案件についてであります。 
 議案第４号 山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更に伴う山梨県市町村総合

事務組合規約の変更についてであります。 
 案件の内容は、山梨県市町村総合事務組合が新たに入札参加資格申請処理および審査事務を

共同処理するため組合規約を変更しようとするものであります。 
 次に補正予算案件であります。 
 はじめに議案第３号 平成２７年度峡北広域行政事務組合常備消防特別会計補正予算（第

３号）についてであります。 
 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１億７７０万２千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を２５億２，１１３万円とするものであります。 
 補正の主な内容は、新庁舎整備事業における建築確認申請手数料および建設工事費を計上し

たものであります。 
 次に議案第６号 平成２７年度峡北広域行政事務組合一般会計補正予算（第２号）について

であります。 
 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３８万９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を７，
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８９６万１千円とするものであります。 
 補正の主な内容は、職員の給与改定に伴い給与等を増額補正したものであります。 
 次に議案第７号 平成２７年度峡北広域行政事務組合常備消防特別会計補正予算（第４号）

についてであります。 
 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，２９２万１千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を２５億３，４０５万１千円とするものであります。 
 補正の主な内容は、職員の給与改定に伴い給与等を増額補正したものであります。 
 次に議案第８号 平成２７年度峡北広域行政事務組合ゴミ処理特別会計補正予算（第３号）

についてであります。 
 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２７万４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

１８億５，５８１万４千円とするものであります。 
 補正の主な内容は、職員の給与改定に伴い給与等を増額補正したものであります。 
 次に議案第９号 平成２７年度峡北広域行政事務組合し尿処理特別会計補正予算（第２号）

についてであります。 
 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を１億

６３７万５千円とするものであります。 
 補正の主な内容は、職員の給与改定に伴い給与等を増額補正したものであります。 
 以上９議案、いずれも原案のとおり可決されました。 
 なお、議案および審議資料は議会事務局に備えてありますのでご参照ください。 
 以上で報告を終わります。 

〇議長（千野秀一君） 
 次に、山梨県後期高齢者医療広域連合議会から報告がございます。 
 山梨県後期高齢者医療広域連合議会 上村英司君、報告をお願いいたします。 
 上村英司君。 

〇１番議員（上村英司君） 
 山梨県後期高齢者医療広域連合議会の報告をいたします。 
 平成２８年第１回山梨県後期高齢者医療広域連合議会定例会が２月１７日に山梨県自治会館

１階講堂において開催され、私が出席いたしました。 
 提出された議案はその他案件１件、条例案件４件、補正予算案件２件、当初予算案件２件の

計９件であります。 
 まず、その他案件であります。 
 議案第１号 山梨県後期高齢者医療広域連合第３次計画の策定についてであります。 
 山梨県後期高齢者医療広域連合が地方自治法第２９１条の７の規定に基づき、事業を総合的

かつ計画的に実施するため、平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの５カ年の第

３次広域計画を策定するものであります。 
 次に条例案件であります。 
 はじめに議案第２号 山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてであります。 
 条例の内容は平成２８年、２９年における保険料率の改定および高齢者の医療の確保に関す

る施行令の一部を改正することに伴い、被保険者均等割額を軽減する所得判定基準を改定する

 １０



ため、条例の一部を改正するものであります。 
 次に議案第３号 山梨県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の一部を改正する条例の

制定についてであります。 
 条例の内容は行政不服審査法の全面改定に伴い、審理員による審理手続きに関する規程の適

用除外について定めるとともに審査請求にかかる関係規定を整備するため、条例の一部を改正

するものであります。 
 次に議案第４号 山梨県後期高齢者医療広域連合情報公開条例の一部を改正する条例の制定

についてであります。 
 条例の内容は行政不服審査法の全面改正に伴い、審理員による審理手続きに関する規程の適

用除外について定め、審査請求にかかる関係規定について整備するとともに個人情報保護審査

会および情報公開審査会との整合を図るため条例の一部を改正するものであります。 
 次に議案第５号 山梨県後期高齢者医療広域連合職員の手当に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてであります。 
 条例の内容は人事院勧告および県内市町村の状況を鑑み、職員の通勤手当について改めるた

め条例の一部を改正するものであります。 
 次に補正予算案件であります。 
 はじめに議案第６号 平成２７年度山梨県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第

２号）であります。 
 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ増額・減額せず、歳出予算の組み替えをするもので

あります。 
 次に議案第７号 平成２７年度山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２号）であります。 
 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，０６２万５千円を増額し、歳入歳出予算の総額

を９８３億５，０６４万１千円とするものであります。 
 次に当初予算案件であります。 
 はじめに議案第８号 平成２８年度山梨県後期高齢者医療広域連合一般会計予算であります。 
 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億７，２４４万５千円とするものであります。 
 次に議案第９号 平成２８年度山梨県広域高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算

であります。 
 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９７３億４１７万９千円とするものであります。 
 以上９議案、いずれも原案のとおり可決されました。 
 なお、議案および審議資料は議会事務局に備えてありますのでご参照願います。 

〇議長（千野秀一君） 
 ご苦労さまでした。 
 以上で諸報告を終わります。 
 なお報道関係者から撮影等の申し出があり、これを許可いたしましたのでご了承願います。 
 これから本日の日程に入ります。 
 本日の議事日程はあらかじめ、お手元に配布したとおりであります。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（千野秀一君） 
   日程第１ 会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議規則第８６条の規定により、 
 １１番議員 清水 進君 
 １２番議員 野中真理子君 
 １４番議員 坂本 君 
を本定例会の会議録署名議員に指名いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（千野秀一君） 
   日程第２ 会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 
 本定例会の会期は、本日２月２６日から３月１８日までの２２日間といたしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、会期は本日から３月１８日までの２２日間と決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（千野秀一君） 
   日程第３ 報告第１号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定）から日程第５４ 議案

第５０号 平成２８年度北杜市浅尾原財産区特別会計予算までの５２件を一括議題といたしま

す。 
 市長から所信および提出議案について説明を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 平成２８年第１回北杜市議会定例会の開会にあたり、私の市政の運営に対する所信の一端を

申し述べますとともに、提出いたしました案件につきましてその概要をご説明申し上げ、議員

各位ならびに市民の皆さまのご理解とご協力を賜りたいと存じます。 
 今年の冬は記録的大寒波があった一方、春一番が吹き夏日目前の陽気を記録するなど異常気

象が心配されるところであります。三寒四温と申しますが、春の訪れを待ち遠しく感じるとこ

ろであります。 
 さて国ではＧＤＰ６００兆円、希望出生率１．８、介護離職ゼロという３つの的を掲げ新し

い三本の矢を放つため、本年を一億総活躍元年の幕開けと位置づけ、挑戦する一年としており

ます。 
 また、県の総合戦略においては産業基盤の構築による雇用の創出など５つの基本目標を定め

るとともに東京オリンピックを契機とした経済、スポーツなどの振興および継承をはじめ産業

振興等へ取り組むダイナミックやまなし総合計画を策定しました。 
 本市では国・県の動向を注視する中で情報を共有しているところでありますが、平成２８年

度当初予算編成に当たっては北杜市総合戦略や八ヶ岳定住自立圏に基づく施策を具現化し、優

先順位をつけ重点的に実施するとともに、本市の重要課題にも的確に対応することにより若者
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が魅力を感じる地域づくりを推進してまいります。 
 なお、国の一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策等の方針に基づく地方創生

加速化交付金にスピード感を持ち対応するため、世界に誇る水の山ブランドの推進やフードバ

レー構築プロジェクト、日本版ＤＭＯの推進を計画しているところであります。 
 また、山梨大学など県内１１大学と横浜市立大学で地域志向の人材育成を目指して４つの教

育プログラムを行う地（知）の拠点大学による地方創生推進事業がスタートしました。 
 本市においてもツーリズムや子育て支援、生涯活躍のまちの３つのコースでフィールドの提

供や講師派遣などで連携してまいります。 
 学習を通して学生が北杜市の魅力を感じ市内へ就職することに期待するとともに「第２、第

３のふるさとは北杜市だ」という若者をたくさんつくりたいと思います。 
 ところで今年も冬のスポーツで、北杜の子どもたちの優れた活躍に喜んだところであります。

全国高校スケート選手権大会や国体スケート競技大会などで北杜高校の石川将之さん、帝京第

三高校の北原もえさん、宮嶋未奈美さんが優勝し、日本代表としてジュニアワールドカップと

世界ジュニア選手権に参加しました。 
 子どもたちの際立つ活躍に大きな拍手を送るとともに、ご指導されてきた方々に心より感謝

申し上げるところであります。 
 一方、山岳遭難救助活動に尽力された小淵沢町の竹内敬一さんがＪＰ生きがい振興財団の第

８回地域安全功労賞を受賞しました。八ヶ岳・編笠山の青年小屋管理人であり、北杜警察署山

岳救助隊長として遭難者の人命救助と署員の技術向上への貢献が評価されたものであります。 
 １２月５日には北杜市食生活改善推進員会が健やか山梨２１推進大会において、健康づくり

や食生活の改善に貢献した団体として知事表彰を受賞しました。減塩普及活動や食の伝承など

の取り組みが評価されたものであります。 
 また毎年、高い評価をいただいております梨北米が平成２７年産の食味ランキングにおいて

４年連続して最高ランクの特Ａの称号をいただきました。 
 関係者の皆さまのたゆまぬご努力、ご苦労に敬意を表するとともに「安全・安心 日本の台

所 北杜市」において、農業施策を進めている本市にとって大変喜ばしく誇りに思うところで

あります。 
 次に市政の状況について申し上げます。 
 はじめに寄附についてであります。 
 本市に思いを寄せる多くの皆さまからご寄附をいただいております。 
 高根町出身の故内田米雄様からは高根町のために役立ててほしいと多額の金銭をご遺贈いた

だきましたので、高根統合小学校の整備に充てたいと考えています。大変尊く、慈愛の念に耐

えないところであります。心よりお礼を申し上げるとともにご遺徳を偲んでまいりたいと思い

ます。 
 このほか多くの企業や個人からご支援いただいている環境保全協力金や芸術文化スポーツ振

興協力金、ふるさと納税におきましても大変ありがたく、心より感謝を申し上げるとともに北

杜市への熱い思いと大きな期待に身が引き締まるところであります。 
 これらのご寄附は、しっかりとした目的によりふるさと北杜の発展のために活用させていた

だきます。 
 次に、第２次北杜市総合計画の策定についてであります。 
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 総合計画は本市の魅力を十分に生かしたまちづくりを行う上で、非常に重要な役割を担って

おります。計画の策定に当たりましては市民アンケートの実施、各地域委員会からの意見聴取、

企業・各種団体からのヒアリングの実施など、多くの市民から第１次総合計画の検証や市の将

来に向けての夢と思いをいただいたところであります。 
 計画に当たりましては全庁的な体制である北杜市総合計画策定本部で検討し、北杜市総合計

画審議会においてご審議いただき、来年度中に策定してまいります。 
 次に、第４次行財政改革大綱の策定についてであります。 
 市の財政状況は少子化による人口減少、高齢化の進行、交付税の段階的縮減等により今後も

厳しい財政運営が続くと予想されます。 
 これまでも財政の健全化を一丁目一番地として、行財政改革大綱に基づく取り組み等を推進

することにより、来年度末における市債残高はピーク時の１，００９億円から６８３億円に、

基金残高は合併時の５０億円から１４９億円に、合わせた改善額は４２５億円となる見込みで

あります。 
 市民の皆さまに痛みも伴ったことと思いますが、ご理解・ご協力に感謝申し上げます。 
 このように一定の成果を上げてまいりましたが、来年度、第３次行財政改革大綱の計画期間

が終了することから平成２９年度からの第４次の大綱を策定し、将来をしっかり見据えた中で

健全財政を維持し将来に負を残さない安定的な行財政運営に努めることとしております。 
 次に、移住定住に向けた取り組みについてであります。 
 ふるさと回帰支援センターが過日発表した２０１５年の移住希望先ランキングでは、山梨県

は昨年に続き上位に付け、その中でも大多数が北杜市への希望でありました。 
 このような状況において昨年１２月以降、首都圏、名古屋市および大阪市等において延べ

１０回開催した移住定住セミナーには全国各地から多くの方々に関心を持っていただき、保育

園・小中学校など詳しい相談も数多くあったところであります。 
 今後もやまなし暮らし支援センターを活用した北杜市相談ウィークや移住・交流情報ガーデ

ンおよび甲斐適生活応援隊相談会とも連携を図り、各種相談会等を通じて本市の魅力を伝えて

まいります。 
 なお、セミナー等に参加いただいた子育て世代など５組の方々が、空き家や市営住宅に移住

していただくこととなりました。 
 次に空き家バンクの活用についてであります。 
 空き家の利用希望登録者が２００名を超えたところでありますが、本年度７回開催した現地

見学会には首都圏を中心に毎回１０組前後の方々が本市を訪れていただき、これまでに１８件

の成約につながりました。一方、空き家の物件は昨年、行政区長を通じ調査していただいたも

のを含め、現在２６件が登録されております。 
 また空き家バンク登録物件清掃費等補助金には４件の利用があり、好評をいただいていると

ころであります。 
 しかし空き家登録数は十分ではないため、清掃等の費用負担を軽減する補助金の周知を図り、

移住定住希望者のニーズに応えるよう空き家の確保に努めてまいります。 
 次に、就業促進住宅整備事業についてであります。 
 本市は市外からの通勤者が多いことから夜間人口よりも昼間の人口が多く、また県外からの

転勤世帯への社宅や新規採用社員のための民間アパートおよび社員寮等が、不足している状況

 １４



にあります。 
 このような中で社員の市内定住と雇用の促進を図るため、また白州町地域委員会などからの

住宅建設の要望もあることから所得制限なく入居できる、企業向けの就業促進住宅を白州町に

整備することとし、平成２９年度から工事着手を目指しているところであります。 
 次に、子育て支援住宅整備事業についてであります。 
 現在建設中の子育て支援住宅大泉団地は来年１月の入居開始に向け、本年６月に入居の募集

をする予定であります。また武川団地は来年度から整備工事に着手し、平成３０年１月の入居

を計画しております。 
 なお、ありがたいことに須玉団地は入居者から大変好評をいただいております。 
 次に、保健センター改修事業についてであります。 
 市保健センターは妊娠期から出産、子育て期までの切れ目ない支援をする日本版ネウボラと

して子育て世代包括支援センターを併設するため、施設全体の大規模改修を実施してまいりま

す。 
 次に、保育料第２子以降無料化についてであります。 
 本市において独自の子育て支援策として、平成２１年度から実施している第２子以降無料化

については、すべての児童を対象としているところであります。 
 国では子育て世代の経済的な負担を軽減し、少子化に歯止めをかけるため来年度から第３子

以降の保育料無償化の対象を拡大する方針が示されたところであります。 
 また、県においても多子世帯支援の一環として、第２子以降が３歳になるまでの間、保育料

を無料にする事業を本年４月から実施するところであります。 
 さらに国においては、ひとり親世帯等に対する優遇措置も併せて拡充させることから、保育

料負担軽減においても見直しを行っている状況にあり、児童扶養手当については第２子以降の

加算額を引き上げることとしたところであります。 
 今後もこれら国の動向を注視し、円滑な制度改正に取り組んでまいります。 
 次に、保育園等の入園申込状況についてであります。 
 保育園、認定こども園において、来年度の入園申込書を提出された児童は市外施設への広域

入所分を含め現在１，１０４名で、すべての児童の受入を決定したところであります。一方、

子どもたちが集団生活の中で学び、成長することができる環境を整備するための保育所型認定

こども園については、本年４月から須玉保育園、長坂保育園小泉分園および白州保育園の３園

を開設してまいります。幼稚園部門に３園で１９名の申込をいただき、受入を行うこととした

ところであります。 
 今後も子どもたちが健やかに育ち・学ぶことができる子育て環境づくりを進めるとともに子

どもたちの声が響くまち北杜を目指してまいります。 
 次に結婚支援についてであります。 
 昨年、総合戦略の一環として開設した出会いサポートセンターでの見合いにより、これまで

に５人が成婚しております。また八ヶ岳定住自立圏共生ビジョンの出会いイベント開催事業に

おいて、首都圏の独身女性が利用できる首都圏発八ヶ岳定住自立圏行き直行バスを試行的に運

行し、圏域内を訪れる機会の提供と婚活イベントにおいて首都圏女性と圏域内男性との出会い

の場を創出したいと考えております。 
 次に、山梨県トラック協会との協定締結についてであります。 
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 一般社団法人山梨県トラック協会の社会貢献事業による備蓄庫が長坂町内に設置され、先月

１５日に使用に関する協定を締結したところであります。備蓄庫には非常食・飲料水・簡易ト

イレが保管され、災害時には地元区長の判断で使用が可能となるため、身近な備蓄庫の存在が

地域の皆さまの安心に大きく役立つものと期待しております。 
 次に、自治体情報システム強靭化事業についてであります。 
 インターネット環境があらゆる業務に不可欠な現状において、昨年、日本年金機構における

個人情報流出事案は、住民情報を扱う地方自治体に重大な警鐘となりました。 
 国においては自治体情報システム強靭性向上モデルを示し、その取り組みについて支援する

事業が創設されたところであります。 
 本市では巧妙化しているサイバー攻撃等のリスクを低減するとともに、マイナンバー制度の

本格運用に向け万全を期するため、国・県等と連携し庁内情報ネットワークの構成を変更する

などの対応を行い、なお一層の情報セキュリティ対策を確実に実施してまいります。 
 次に、臨時福祉給付金についてであります。 
 国は来年度前半に個人消費の下支えに資するよう、賃金の引き上げの恩恵が及びにくい低所

得の６５歳以上の高齢者に３万円を給付することとしておりますので、本市でも準備を進めて

いるところであります。 
 なお、１０月以降には消費税８％による影響を緩和するため臨時福祉給付金の対象者へ３千

円、障害・遺族基礎年金を受給している方には３万円が支給される予定であります。 
 次に、企業型農業生産法人の参入についてであります。 
 本市では「安全・安心 日本の台所 北杜市」を実現すべく北杜市フードバレー構想を推進

しております。その実現に向け大きな力を発揮しているのが企業による農業参入で、新たに２社

が本市へ参入することが決定しました。武川町山高地区には、大規模施設によるホウレン草の

養液栽培を、須玉町江草地区には栄養価の高い野菜を栽培し、ジュース等に加工して東京など

の直売店で販売をする法人であります。 
 両法人とも雇用の創出など地域活性化を期待しており、今後、連携協定を結び国・県の事業

や制度資金を活用しながら、農業経営がスムーズに開始できるよう県等関係機関と連携し参入

を進めてまいります。 
 次に、南アルプスユネスコエコパークの推進についてであります。 
 昨年立ち上げた北杜市南アルプスユネスコエコパーク地域連絡会では、来年度は各専門部会

の事業計画に基づき研修や環境保全事業、調査研究事業、ＰＲ事業等を予定しております。市

としても、開山２００周年の甲斐駒ケ岳を中心とした世界に誇れる貴重な資源を再認識すると

ともに優れた自然環境の持続的な利活用を図る地域づくりを推進するため、地域連絡会と連携

し次世代につながる活動を支援してまいりたいと考えております。 
 次に市内小学校施設等の整備、改修についてであります。 
 須玉小学校は建築から３０年以上が経過し、老朽化が進んでいることから児童の教育環境を

整えるため、平成２９年度にかけて改修工事を行う予定であります。また、平成３１年度に開

校する高根地区統合小学校については、本年度において基本設計を行うとともに、高根地区新

しい学校づくり会議から要望のありましたスクールバス乗降所等を整備するため、高根東小学

校の校舎や屋内プールの設計、スクールバス等による通学の安全対策のための周辺整備を実施

してまいります。 
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 なお、高根地区統合小学校の校名などを検討する委員会等を設置し、検討・協議を進めてま

いります。 
 次に芸術文化・スポーツ振興事業についてであります。 
 先月３１日に日本の伝統芸能に触れる機会を創出するため、第１０回長坂まちなか寄席を開

催しました。このイベントは開催１０周年を記念して、芸術文化スポーツ振興基金を活用し行っ

たもので、上方落語協会会長の桂文枝さんと門下の噺家さんの落語には大きな笑い声に包まれ

ました。 
 一方、先月６日には第６３回峡北スケート大会を開催し小学校、中学校の２部門に１２８人

が参加し、日ごろの練習の成果を競いました。 
 また、先月２３日には八ヶ岳定住自立圏共生ビジョン事業の取り組みとしてオリンピック銅

メダリストの橋本聖子さんや岡崎朋美さんを指導された長田照正先生をお招きして、スケート

教室を開催しました。 
 このように県立八ヶ岳スケートセンターを積極的に活用することにより利用者が増加し、セ

ンターの存続が延長となりますので、この貴重な施設を市民の皆さまも多いにご利用いただき

たいと思います。 
 次に、無形民俗文化財の県指定についてであります。 
 市指定無形民俗文化財である白州町の下教来石の獅子舞と道祖神祭りが他にない特色や獅子

舞と併せて地域を挙げて行っていることが評価され、今月２２日に県指定の文化財となりまし

た。長い間、保存されてきた地元の方々に敬意を表するとともに、末永く継承されていくこと

を願うところであります。 
 次に平成２８年度の主な施策と予算について、北杜市総合計画の８つの杜づくりの体系に沿

いまして、ご説明申し上げます。 
 はじめに教育・文化に輝く杜づくりについてであります。 
 学校教育環境の向上を図るため、小学校施設等中長期保全化計画策定事業費として１，

７１４万円を計上し、計画的に小学校の施設改修等を実施することにより効率的な教育環境の

改善を進めるとともに情報化を推進するためＩＣＴ環境整備中長期計画を策定してまいります。 
 また老朽化が進む須玉小学校大規模改修事業費として９億５，４３３万１千円を統合に伴う

新たなプール整備の設計などを行う高根統合小学校整備事業費として８，４６０万１千円を計

上しております。 
 一方、生涯スポーツの充実としては国民体育大会関東ブロック大会ビーチバレーボール競技

が白州体育館サンドバレーボールコートで開催されることから、競技規則の規格を満たす施設

への整備費として１，５９０万９千円を計上しております。 
 第２に産業を興し、富める杜づくりについてであります。 
 ふるさと創生において雇用の確保は重要な課題であるため、引き続き市の立地条件を生かし

た基盤整備や耕作放棄地の解消を進め、企業や農業生産法人の誘致に取り組んでまいります。 
 主な事業としては就労者の住環境の向上や移住定住人口の増加を図るため、社員寮を建設す

る企業や就業者等の賃貸住宅などを建設する事業者への助成として２千万円を計上いたしてお

ります。 
 また道の駅こぶちさわの駐車場整備事業費として１億５千万円を、新たに創業する事業者を

関係機関が連携して支援する創業促進支援事業費として６６１万２千円を計上しております。 
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 第３に安全・安心で明るい杜づくりであります。 
 災害に強く誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指し、地域防災力を強化するとともに安

心して子どもを産み・育て、子どもたちが安全に元気で生活できる地域づくりに取り組みます。 
 主な事業としては市立２病院の自主的な取り組み方針を示すとともに経営の黒字化・安定化

を目指すための新北杜市立病院改革プラン策定事業費として１，０８０万円を計上し、安全･

安心な医療が提供できるよう経営改善を図ってまいります。 
 また、第３次北杜市地域福祉計画策定に当たりましては地域社会が抱える問題の多様化や地

域福祉ニーズの変化に呼応した施策を織り込んでまいりたいと考えております。 
 なお後期高齢者の増加に伴い、認知症高齢者の増加が見込まれる中で地域密着型サービスの

基盤整備を進めるため、認知症高齢者グループホームの施設整備および開設準備等を支援して

まいります。 
 一方、子育て世代包括支援センターの充実を図るため、保健センター改修事業費として１億

６，８５６万８千円を、住宅取得費用などの一部を助成する子育て世代マイホーム補助金とし

て１億１，１００万円を計上しております。 
 また本市独自の保育料第２子以降無料化を継続するとともに保育事業費に６億８，９３６万

１千円を計上し、認定こども園や病児・病後児保育園の設置運営など充実した保育を進めるこ

ととしております。 
 第４に基盤を整備し、豊かな杜づくりについてであります。 
 上下水道事業については平成３２年度からの地方公営企業会計への移行に向け、固定資産台

帳の整備を進めるとともに、上下水道施設の長寿命化や耐震化を踏まえた投資計画を把握する

ためのアセットマネジメントの策定や下水道等処理施設の効率的な更新計画を把握するための

設備情報のデータベース化などを行います。 
 また本市の観光の玄関口である小淵沢駅の駅舎、駅前広場などの整備とともに長坂駅のエレ

ベーター設置等によるバリアフリー化に向けた設備等の調査・検討に要する経費、合わせて

１４億３，５１５万７千円を計上しております。 
 一方、災害時などにおける迅速な飲料水供給体制を実現するため、災害対策給水車整備事業

費として１，４１２万２千円を、子育て支援と定住促進を図るため武川町の子育て支援住宅整

備事業費に５億７，０３３万１千円を、市内企業の雇用促進と社員の市内定住を図るため白州

町の就業促進住宅整備事業費に７，９６５万１千円を計上しております。 
 第５に環境日本一の潤いの杜づくりについてであります。 
 持続可能な社会の実現のため、再生可能エネルギービジョンに基づき「災害に強い安全・安

心のまちづくり」、「世界に誇れる再生可能エネルギー先進自治体を目指して」、「豊かな自然の

恵みを分かち合う」の３つを基本方針として取り組みます。 
 来年度は須玉保育園への太陽光発電設備や主要施設へのソーラー街路灯の設置等に要する経

費５，３２６万９千円を計上し、環境にやさしく、かつ災害に強いまちづくりを進めてまいり

ます。 
 また子どもたちが南アルプスの地域資源や歴史文化などを調査・発表を行うこども公民館劇

場や本年、甲斐駒ヶ岳が開山２００年を迎えることから開山２００周年記念事業を地域連絡会

等と連携し開催する予定でありますので、南アルプスユネスコエコパーク推進事業費に１億２，

０８９万９千円を計上しております。 
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 第６に交流を深め躍進の杜づくりについてであります。 
 本市の国際交流において、特に韓国抱川市とは職員の相互派遣を行うとともに双方の伝統民

俗芸能などの文化交流も積極的に取り組んでまいりました。 
 来年度は訪日外国人の誘客を目指し、韓国国内での本市の観光ＰＲを推進する観光客誘客事

業費として４７２万円を計上しております。 
 また昨年、韓国の新聞社などが選定した韓国を輝かせた世界の７０人の中に浅川巧が選ばれ

たことから、韓国内においてその活躍が改めて評価され、関心が高まっておりますので今後も

日韓が共に近くて近い間柄となるよう一翼を担ってまいります。 
 一方、結婚支援事業費として６２７万７千円を空き家バンク清掃費補助金、移住定住相談員

の設置、都内への移住定住臨時相談所の開設などにより移住定住の促進を図る定住促進対策事

業費として１，４５７万３千円を計上しております。 
 第７に品格の高い感動の杜づくりについてであります。 
 本市の地域資源を生かした多様な観光振興を展開するに当たり、八ヶ岳観光圏は日本の顔と

なる観光地ブランドの構築に向けて、住んでよし・訪れてよしの観光地域づくりに取り組んで

います。 
 来年度は環境保全と観光客の受け入れ態勢の充実として、八ヶ岳青年小屋へ環境対応型トイ

レの整備や川俣川渓谷獅子岩橋の吊り橋整備などを行う観光施設管理事業費として１億３，

３９３万４千円を計上しております。 
 また芸術・文化を育む教育や普及活動として質の高い文化芸術鑑賞の機会を提供するため、

八ヶ岳定住自立圏共生ビジョンにおけるショパン国際フェスティバルプレ事業のヴァイオリン

コンサートをはじめ、親子のためのクラッシックコンサートや一流の演出家による演劇、雅楽

のコンサートなどを行う芸術文化自主・共催事業費として２，１９０万円を計上しております。

一方、史跡梅之木遺跡の竪穴住居の復元などを行う文化財環境整備事業費に９，４８１万５千

円を計上しております。 
 第８に連帯感のある和の杜づくりについてであります。 
 行政機能の充実としてスマートフォンなどあらゆる情報端末に対応し、情報発信機能を充実

するためのホームページリニューアル事業費として１，０１２万３千円を、また庁内ネットワー

クを再構築してセキュリティを強化する自治体情報システム強靭化向上事業費として１億６，

５９４万９千円を計上しております。 
 一方、ふるさと納税については寄附される方の便宜性を図るため来年度からインターネット

で納付手続きが可能となる、ふるさと納税電子決済代理収納システムを導入するとともに多く

の方が本市に訪れたくなるような魅力ある返礼品を加え、一流の田舎まち北杜市をＰＲしてま

いります。 
 人口減少が進む中、国においては地方創生を最重要課題としております。 
 自治体の知恵比べの時代でもあります。自分たちのふるさとは自分たちで考え、自分たちの

責任の中でふるさと創生を進めてまいります。 
 これら８つの杜づくりを政策の柱に本市の強みを前面に出し、これまで以上に創意工夫を重

ね、未来に誇れる北杜市を築いてまいります。ベンチャー自治体北杜市として市民の目線で市

政運営に当たってまいりたいと思います。 
 続きまして、提出案件の内容につきましてご説明申し上げます。 
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 本定例会に提出しました案件は報告案件１件、承認案件１件、補正予算案件１１件、条例案

件１０件、平成２８年度当初予算案件２２件、その他案件７件の合計５２案件であります。 
 はじめに報告第１号 専決処分の報告（損害賠償の額の決定）については、地方自治法の規

定により専決処分をしましたので議会に報告するものであります。 
 承認第１号 北杜市税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告及び承認を求めることに

ついては地方自治法の規定により専決処分をしましたので議会に報告し、承認を求めるもので

あります。 
 次に平成２８年度当初予算の編成に当たりまして、その基本的な考え方を申し上げます。 
 来年度の財政状況を見ますと歳入面では地方交付税の段階的縮減が進む中、市税収入は固定

資産税の増加が見込まれ、引き続き財政調整基金の取り崩しを回避することができました。 
 歳出面では高齢化等による社会保障、福祉関係費の義務的経費の継続的な増加、上下水道事

業の法適用化対応や小淵沢駅舎整備など大型事業の本格実施に加え、北杜市総合戦略および

八ヶ岳定住自立圏共生ビジョンに基づく少子化対策、定住促進に関する施策を重点的に実施す

ることから大幅な増加となりました。 
 平成２８年度はこうした所要の財源を確保するとともに、財政健全化の取り組みをより一層

進めることとし、引き続き減債基金を活用して１８億６千万円にのぼる市債の繰上償還を行う

ことといたしました。 
 努力と工夫を重ね限られた財源の重点的かつ効率的な配分に努めることにより、市債の繰上

償還を積極的に行いながら、一般財源で本年度に比べ３億１千万円以上を節減するなど交付税

の段階的縮減に対応した予算としたところであります。 
 以上のような考え方に基づき当初予算を編成しました結果、平成２８年度北杜市一般会計予

算の総額は３２５億８，３４０万５千円となっております。 
 次に補正予算につきまして、ご説明申し上げます。 
 はじめに議案第１号の平成２７年度北杜市一般会計補正予算（第４号）については７億

４８１万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１８億３，３６８万５千

円と定めるものであります。 
 主なものは歳入では市税、地方交付税、寄附金、繰越金などの増額と市債などの減額であり

ます。 
 歳出については、県支出金の内示に伴う水田農業構造改革対策事業費の増額と繰上償還の財

源とするための減債基金積立金などを計上しております。また、公共事業等の事業費の確定に

よる減額、不用額の整理などを行っております。 
 次に議案第２号 平成２７年度北杜市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は高度医療

および肝炎新薬給付対象者の増加に伴い療養給付費の増額等が見込まれるため、増額補正をお

願いするものであります。 
 次に議案第３号 平成２７年度北杜市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は事業額

の確定に伴う不用額の精査によるものであります。 
 次に議案第４号 平成２７年度北杜市介護保険特別会計補正予算（第３号）は事業の確定に

伴い、支払準備基金への積立金を計上したものであります。 
 次に議案第５号 平成２７年度北杜市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）から議案第

７号 平成２７年度北杜市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）までの３案件につい
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ては、いずれも額の確定および不用額の精査などによるものであります。 
 次に議案第８号 平成２７年度北杜市新エネルギー事業特別会計補正予算（第１号）および

議案第９号 平成２７年度北杜市辺見診療所特別会計補正予算（第１号）については事業の確

定に伴い、基金への積立金を計上したものであります。 
 次に議案第１０号 平成２７年度北杜市白州診療所特別会計補正予算（第１号）については

事業費の確定に伴い、減額補正を行ったものであります。 
 次に議案第１１号 平成２７年度北杜市土地開発事業特別会計補正予算（第１号）について

は、分譲地４区画売却に伴う歳入の増額によるものであります。 
 続きまして、条例案件につきましてご説明申し上げます。 
 はじめに議案第１２号 北杜市法務専門職員の任用等に関する条例の制定についてから議案

第１４号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例についてまでの３案件に

ついては行政不服審査法の施行に伴い、法務専門職員の任用や行政不服審査会の設置を規定す

るほか、関連する条例について所要の改正を行うものであります。 
 次に議案第１５号 北杜市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正

する条例については平成２７年の人事院、山梨県人事委員会勧告に鑑み市議会議員、市長・副

市長・教育長および職員の期末・勤勉手当の改正のほか所要の改正を行うものであります。 
 次に議案第１６号 北杜市職員給与条例の一部を改正する条例については、地方公務員法及

び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴い、職員の職務の責任等の度合いに基

づく明確な給料額の幅を定める必要があるため、所要の改正を行うものであります。 
 次に議案第１７号 北杜市防災行政無線通信施設条例の一部を改正する条例については、市

の防災行政無線整備事業完了に伴い電波体系が統一されたため、固定系親局等の規定を改める

ほか所要の改正を行うものであります。 
 議案第１８号 北杜市地域支援事業の利用料に関する条例の一部を改正する条例についてで

あります。 
 介護保険法に規定する地域支援事業にかかるサービス利用料の徴収方法について新たに規定

するほか、所要の改正を行うものであります。 
 次に議案第１９号 北杜市立診療所条例の一部を改正する条例については、在宅医療と介護

を一体的に提供する体制を構築するため、訪問リハビリテーションを北杜市立診療所で行うこ

とができるよう所要の改正を行うものであります。 
 次に議案第２０号 北杜市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例については

１５歳までの障害児およびその保護者の負担軽減を図るため、窓口無料方式に変更することか

ら所要の改正を行うものであります。 
 次に議案第２１号 北杜市景観条例の一部を改正する条例については、北杜市景観計画の変

更に伴い、景観計画区域内で届出を要する行為に建築物に設置するものを除いた事業用太陽光

発電施設の設置の規定を追加するため、所要の改正を行うものであります。 
 続きまして、その他案件につきましてご説明申し上げます。 
 はじめに議案第２２号 北杜市過疎地域自立促進計画の策定については、過疎地域自立促進

特別措置法の一部が改正され、法の失効期限が５年間延長されたことから新たな北杜市過疎地

域自立促進計画を策定するため、議会の議決を求めるものであります。 
 次に議案第２３号 山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更に伴う山梨県市町
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村総合事務組合規約の変更の件であります。 
 同総合事務組合で共同処理する事務に新たな事務を加えることに伴い、組合規約を変更する

必要が生じたため、地方自治法の規定により構成団体の議会の議決を求めるものであります。 
 次に議案第２４号から議案第２６号までの３件、農地耕作条件改善事業土地改良事業計画に

ついては山梨県知事に農地耕作条件改善事業土地改良事業計画の協議をするに当たり、土地改

良法の規定により議会の議決を求めるものであります。 
 次に議案第２７号および議案第２８号の字の区域の変更については、区画整理工事の実施に

伴い、行政遂行上および土地の維持管理上支障があることから新字界を定める必要があるため

議会の議決を求めるものであります。 
 以上、私の所信の一端と提案いたしました案件につきましてご説明申し上げました。よろし

くご審議の上、ご議決のほどをお願い申し上げます。 
 なお、定例会でありますので追加案件もあろうかと思いますが、よろしくご理解をお願いし

ます。 
〇議長（千野秀一君） 

 市長の説明が終わりました。 
 ここで暫時休憩にしたいと思います。 
 再開は１１時３０分。 

休憩 午前１１時２０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時３０分 
〇議長（千野秀一君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 ただいま議題となっております５２件のうち承認第１号、議案第１６号から議案第２１号ま

での６件および議案第２３号から議案第５０号までの２８件は所管の常任委員会に付託するこ

とになっておりますので、ここで総括質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 小尾直知君。 

〇１８番議員（小尾直知君） 
 議案第２１号 北杜市景観条例の一部を改正する条例について総括質疑を行います。 
 平成２７年１２月２日、北杜市議会１２月定例会において北杜市議会は全会一致で地上設置

型太陽光発電施設の設置抑制を求める意見書を可決、国の関係機関に意見書を提出いたしまし

た。 
 提案理由は昨今の市内の状況は日照時間日本一の恵まれた環境により、山林等に地上設置型

太陽光発電施設が数多く設置されることとなり、住民の皆さまからは防災、自然景観保護の観

点から今後の太陽光発電施設のあり方について懸念する声があがり、住民の安心・安全と北杜

市の美しい景観を守るためでありました。 
 国に太陽光発電施設の適正な導入が図られるように１．地方自治体と連携し許可事業者の情

報共有と指導の強化。２．建築基準法および関連法整備を行い規制強化を図る。３．国におい

て防災および自然景観保護のためにさらなるガイドラインを設ける。以上の３項目を国に求め

ました。議会は上位法の厚い壁に阻まれ、指導要綱の策定および条例を制定しても北杜市の権
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限ではこれ以上の規制ができないと判断し、議会として権能を発揮したものと鑑みるところで

あります。 
 そこでいくつかお聞きいたします。 
  １．地上設置型太陽光発電施設の設置における許可、認可、電気事業契約、届出に至るま

でのプロセスはどうなっているのでしょうか。 
  ２．北杜市の権限について。 
  ３．県のガイドライン策定の影響、ならびに景観条例改正に至るまでの経緯。 
  ４．審議会におけるパブリックコメントの反映について。 
  ５．条例改正により事業者に求めることができる内容は。 
  ６．罰則等の適用。 
  ７．指導要綱の適用により今後北杜市が事業者、地元住民、地権者との協議や調整に関わ

ることは可能か。 
  ８．本来厳しい規制強化は、建築基準法に基づく工作物として定めることが必要ではない

か。 
  ９．地上設置型太陽光発電施設設置に限定した条例や規制を検討すべきではなかったか。 
 １０．施行日の考え方について、上位法との整合性を含め答弁をよろしくお願いいたします。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁を求めます。 
 神宮司建設部長。 

〇建設部長（神宮司浩君） 
 小尾直知議員から議案第２１号 北杜市景観条例の一部を改正する条例につきまして、いく

つかご質問をいただきました。順を追って答弁をさせていただきます。 
 まず届出に至るプロセスということでございますけれども、議員ご承知のとおり太陽光発電

施設につきましては、経済産業省が許認可を行っているという状況であります。本市にかかる

許認可権限というのは今のところないというのが実情であります。 
 続きまして２点目でありますけれども、北杜市の権限についてということであります。太陽

光発電設備の許認可権限がないということは今、申し上げたところでありますけども、太陽光

発電設備の設置を規制する法令がない。あるいは各種関連法令の手続きを行うものということ

となっております。例えばでありますけども、森林法でいうところの１万平方メートルを超え

る林地開発、これにつきましては県の許可が必要であります。本市におきましては、あくまで

も設置する上で各課題等に対応した、今ある指導要綱の範囲内で指導を行っているというふう

な状況であります。 
 また今回の景観条例の改正につきましても、景観に配慮を求めた設置を指導していくという

ことになろうかと思います。 
 続きましてガイドライン策定等、今回の景観条例改正に至る経緯ということであります。山

梨県が昨年の１１月４日、策定をいたしました適正導入ガイドラインにおきまして太陽光発電

事業者に防災あるいは景観、地域との合意形成に配慮しつつ適正導入を図ることを目的に作成

をされているということであります。その中に関係法令といたしまして市町村の景観条例が位

置づけられたと。このようなことから今回、景観条例に届出対象行為を加えるということで整

合性を図りたいということで、景観条例の改正を行いたいということで議会にお願いをしてい
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るということであります。 
 続きまして、パブリックコメントの反映ということであります。 
 パブリックコメントにつきましては１月から２月にかけてさせていただいております。パブ

リックコメントの意見を踏まえた内容を盛り込みまして、審議会でご了承をいただいたと。そ

して答申をいただいたというふうに考えております。 
 続きまして、事業者に求められることのできる内容ということであります。 
 これにつきましては届出対象、今までなかった工作物につきまして事業用太陽光発電施設で

１０キロワット以上、面積換算をいたしまして約１５０平方メートルくらいにはなろうかと思

いますけども、これ以上のものについて対象に加えるというものであります。 
 続きまして、罰則の適用ということだと思います。 
 届出された計画が例えば景観形成基準がございますけれども、それに適合しない場合は変更

命令、または勧告が行えると。景観条例では今言ったように勧告、命令に従わなかった場合は

氏名の公表ができるというふうな罰則規定になっております。 
 続きまして届出をしなかった場合、または虚偽の申告をした場合、国の上位条例であります

景観法によりまして３０万円以下の罰金が科されることがあると。これにはいろんな手続きが

必要になりますけども、罰金が科されることがあるというようなことであります。 
 続きまして事業者、地元住民、地権者との協議や調整にかかることはということだと思いま

す。事業者には現在、指導要綱で事業者の責務等で事業を行うよう指導しているところであり

ます。市としましてはその後、調査・指導を指導要綱によって行っていくということになろう

かと思います。 
 続きまして建築基準法に基づく工作物として定めることだと思いますけれども、ご指摘のと

おり建築基準法に基づく工作物に該当が現在されておりません。設置に当たって規制強化を図

る上では建築基準法に含めていただくと。国の制度のほうになりますけども、含めていくこと

が必要であるというふうにかように考えております。 
 続きまして、独自条例の検討をしなかったのかということであります。 
 現在の現行法令におきまして太陽光発電施設を規制する法令がないと。条例法令がない中で

独自条例を制定した自治体の例を見ましても、条例を制定しても効力を発揮することができな

いんではないかと、かように考えております。 
 また１２月の議会におきましては、中山宏樹議員発議によります地上設置型の太陽光発電設

備の設置抑制を求める意見書が全会一致で可決をされたと。また昨日の山日新聞でありますけ

れども、質問で景観トラブルなどに対応するため整備を規制する条例制定を検討すべきではな

いかという質問に対しまして、後藤知事は太陽光発電施設のみを対象とした規制の条例には課

題があると。昨年１１月に適正導入ガイドラインをつくったと。ガイドラインの周知徹底をし

防災や景観、地域の合意形成に配慮した適正導入を指導していくというふうなことを答弁され

ております。 
 続きまして施行期日の問題でありますけれども、施行期日につきましては景観条例が一番は

じめに制定された、平成２２年なんですけども、６カ月間の周知期間を設けております。そん

なことで１０月施行というふうにさせていただいておりました。しかしながら今回につきまし

ては一部改正ということもあり、３カ月間の周知期間ということで７月１日とさせていただい

たということであります。 
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 以上だと思われますが、よろしくお願いをいたします。 
〇議長（千野秀一君） 

 答弁が終わりました。 
 ほかにありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 ただいま議題となっております承認第１号、議案第１６号から議案第２１号までの６件およ

び議案第２３号から議案第５０号までの２８件につきましては、会議規則第３７条第１項の規

定によりお手元に配布してあります議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託いたします。 
 ただいま議題となっております報告第１号 専決処分の報告について、内容説明を担当部長

に求めます。 
 菊原企画部長。 

〇企画部長（菊原忍君） 
 報告第１号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定）であります。 
 地方自治法第１８０条第１項の規定によりまして、議会の議決により指定された市長の専決

処分事項について専決処分しましたので報告するものであります。 
 提案理由は損害賠償の額の決定について専決処分しましたので、議会に報告するものであり

ます。 
 なお、報告案件は２件でございます。 
 １ページめくっていただきまして、２ページをお願いいたします。 
 専決第１号 
 公有自動車事故による損害賠償の額の決定による専決処分の報告であります。 
 専決処分日は平成２７年１２月２６日。 
 損 害 賠償の額 １４万２千円 
 損害賠償の相手方 山梨県北杜市小淵沢町在住の男性です。 
 損害賠償の理由 平成２７年９月１５日、午前７時５５分ごろ、北杜市小淵沢町上笹尾

３３３２番地１７付近の市道交差点において市の職員が運転するス

クールバスが交差点を左折したところ、前方に自動車が停止していたた

めスクールバスを後退させた際に後方の確認不十分により相手方の軽

トラックと接触し破損させたため、市がこれに対する損害賠償を行うも

のであります。責任割合は市１００％でございます。 
 支 払 い 方 法 相手方の指定した口座に損害賠償額が公益社団法人全国市有物件災害共

済会から支払われるものであります。 
 １ページめくっていただきまして、３ページをお願いいたします。 
 専決第２号 
 公有自動車事故による損害賠償の額の決定による専決処分の報告であります。 
 専決処分日は平成２８年１月２１日。 
 損 害 賠償の額 １５万２，７２３円 
 損害賠償の相手方 山梨県北杜市長坂町在住の女性であります。 
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 損害賠償の理由 平成２７年１０月９日、午前７時５６分ごろ、北杜市長坂町白井沢

１４７８番地１付近の県道小荒間長坂停車場線において市の委託業者

の運転する市民バスが直進中にカーブで対向車とすれ違う際に停止中

の相手方普通自動車と接触し破損させたため、市がこれに対する損害賠

償を行うものであります。責任割合は市１００％です。 
 支 払 い 方 法 相手方の指定した口座に損害賠償額が公益社団法人全国市有物件災害共

済会から支払われるものであります。 
 以上、公有自動車に係る２案件をご説明いたしました。よろしくお願いいたします。 

〇議長（千野秀一君） 
 説明が終わりました。 
 以上で報告第１号の報告を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（千野秀一君） 
   次に日程第１９ 議案第１５号 北杜市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一

部を改正する条例についてを議題といたします。 
 内容説明を求めます。 
 伊藤総務部長。 

〇総務部長（伊藤勝美君） 
 議案第１５号 北杜市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する

条例について、ご説明申し上げます。 
 提案理由といたしましては、平成２７年の人事院勧告および山梨県人事委員勧告に鑑み市議

会議員、市長、副市長、教育長および職員の期末手当等について所要の改正を行うこととする

ため北杜市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、北杜市の市長及び副市長の給与

等に関する条例、北杜市教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例および北杜

市職員給与条例の一部を改正するものでございます。 
 改正の内容につきましてご説明いたします。 
 概要書が１ページから４ページまでございますけども、そのうしろに議案第１５号の説明資

料を添付してございます。それにつきまして、ご説明申し上げたいと思います。 
 説明資料の１ページをご覧いただきたいと思います。改正の内容でございます。 
 北杜市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正を第１条および第２条に

規定しており、北杜市議会議員の期末手当の年間支給月数を現行の３．００月から０．１０月

引き上げ３．１０月とするものです。 
 平成２７年度は１２月期末手当支給分として１．５５月から１．６５月とするもの。平成

２８年４月以降の支給月数は６月支給分が１．５０月、１２月支給分を１．６０月とするもの

でございます。 
 次に第３条および第４条では、北杜市の市長及び副市長の給与等に関する条例の一部改正に

ついて規定しており、第５条および第６条では北杜市教育長の給与、勤務時間、その他の勤務

条件に関する条例の一部改正について規定しております。 
 改正の内容につきましては両条例とも同様でございます。市長、副市長、教育長の期末手当

の年間支給月数を現行の４．０５月から０．１０月引き上げ４．１５月とするものです。 
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 平成２７年度は１２月期末手当支給分として２．１２５月から２．２２５月とするもの。平

成２８年４月以降の支給月数は６月支給分が１．９７５月、１２月支給分を２．１７５月とす

るものでございます。 
 次に北杜市職員給与条例の一部改正を第７条および第８条に規定しております。 
 （１）の月例給、アの給料表の改定についてであります。 
 山梨県職員の給料表に準じて行政職給料表、医療職給料表、福祉職給料表、教育職給料表の

引き上げ改定を行うものであります。今回の改定では若年層に重点を置いた改定を行い、平均

で０．４０％引き上げることといたします。 
 ２ページをご覧いただきたいと思います。 
 初任給を例にしますと初任給は民間との格差があることを踏まえ、１級の初任給を２，

５００円引き上げることとし、高等学校卒業の者が採用され勤務した場合の行政職初任給給与

月額は現行の１４万２，１００円から１４万４，６００円に変更となります。 
 また参考欄にありますけども北杜市職員、一般行政職の平均年齢の４１．８歳の職員を例に

とりますと年間５万６，８０８円の引き上げとなります。 
 次に月例給のもう１つの改正としましてイの初任給調整手当の改正を行います。医師、歯科

医師等の手当の限度額の引き上げ改定を行うものであります。 
 次に（２）の特別給期末・勤勉手当に関する改正であります。 
 改正の内容につきましては職員の勤勉手当の支給月数を０．１０月引き上げ、期末勤勉手当

の年間支給月数を現行の４．１０月から４．２０月とするものであります。平成２７年度は

１２月勤勉手当支給分として０．７５月から０．８５月とするもの。平成２８年４月以降の支

給月数は６月、１２月ともに０．８０月とするものでございます。 
 なお、表中の括弧書きにつきましては特定幹部職員に対する支給月数となります。 
 なお、附則では実施期間を規定しておりますが月例給初任給調整手当は平成２７年４月１日

に遡及。期末・勤勉手当は平成２７年１２月１日から適用。平成２８年度以降の期末・勤勉手

当支給率の改定は平成２８年４月１日からとすることとしております。 
 以上、条例の一部改正につきましてご説明いたしました。よろしくご審議のほどをお願い申

し上げます。 
〇議長（千野秀一君） 

 説明が終わりました。 
 これから質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題となっております議案第１５号につきましては、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会への付託を省略したいと思います。 
 これに異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１５号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
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 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これから議案第１５号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１５号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 
 以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。 
 次の会議は３月１１日、午前１０時に開きますので全員定刻にご参集ください。 
 本日は、これをもって散会いたします。 
 大変ご苦労さまでした。 

 
散会 午前１１時５５分 
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開議 午前１０時００分 
〇議長（千野秀一君） 

 改めまして、おはようございます。 
 本日もスムーズな運営のうちに進行できますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 ただいまの出席議員数は２０人であります。 
 定足数に達していますので、ただいまから本日の会議を開きます。 
 諸報告をいたします。 
 峡北地域広域水道企業団議会から報告がございます。 
 峡北地域広域水道企業団議会 坂本君、報告をお願いいたします。 

〇１４番議員（坂本君） 
 平成２８年第１回峡北地域広域水道企業団議会３月定例会の報告を行います。 
 平成２８年第１回峡北地域広域水道企業団議会３月定例会が３月２日に企業団事務所におい

て開催され小野光一議員、原堅志議員、野中真理子議員、小尾直知議員、渡邊英子議員、中村

隆一議員と私の７名が出席しました。 
 今定例会は昨年１０月に行われた韮崎市議会議員選拳後の議会構成の改変に伴う議長選挙が

行われ、指名推薦により韮崎市議会選出の一木長博議員が企業団議会における議長に当選され

ました。 
 今定例会に企業長から提出された案件は条例案件４件、予算案件２件の計６件でありました。 
 まず、条例案件についてであります。 
 議案第１号 峡北地域広域水道企業団情報公開条例の一部改正について、議案第２号 峡北

地域広域水道企業団行政不服審査会条例の制定について、議案第３号 峡北地域広域水道企業

団法務専門職員の任用等に関する条例の制定について、議案第４号 特別職の職員で非常勤の

者の報酬及び費用弁償に関する条例の制定についての４件につきましては、改正された行政不

服審査法の施行に伴う条例の新規制定および一部改正を行うものであります。 
 次に予算案件であります。 
 はじめに議案第５号 平成２７年度峡北地域広域水道企業団水道用水供給事業会計補正予算

（第１号）についてであります。 
 今回の補正予算は収益的収支においては収入を６０３万９千円増額し、総額１４億６，

６９８万１千円とし、資本的収支においては事業費確定に伴い支出を４０４万７千円減額し総

額２億５，９７４万９千円とするものであります。 
 次に議案第６号 平成２８年度峡北地域広域水道企業団水道用水供給事業会計予算について

であります。 
 平成２８年度予算につきましては、３条予算では収益的収入の予定額を１４億６，０４０万

円とし、これに対して収益的支出の予定額は１２億７，９７２万９千円となっております。 
 また４条予算では資本的収入の予定額を２，８４８万９千円とし、前年度に比較し７８９万

８千円の減額とする一方、建設改良費と企業債元金償還分を合わせた資本的支出の予算額は

４億８，７２８万３千円であり前年度に比較し２億２，３４８万７千円の増額となっています。 
 以上、今回、白倉企業長から提出された議案等につきましては、いずれも原案のとおり可決

されました。 
 以上で報告を終わります。 
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〇議長（千野秀一君） 
 ご苦労さまでした。 
 以上で諸報告を終わります。 
 なお報道関係者から撮影等の申し出があり、これを許可いたしましたのでご了承願います。 
 これから本日の日程に入ります。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（千野秀一君） 

   日程第１ 議案第１号 平成２７年度北杜市一般会計補正予算（第４号）を議題といたします。 

 内容説明を求めます。 

 菊原企画部長。 

〇企画部長（菊原忍君） 

 議案第１号 平成２７年度北杜市一般会計補正予算書（第４号）をご覧いただきたいと思い

ます。 
 １ページをお開きください。 
 今回の補正によりまして歳入歳出予算の総額にそれぞれ７億４８１万７千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を３１８億３，３６８万５千円とするものでございます。 
 次に８ページの第２表 継続費補正をご覧ください。 
 変更といたしまして８款土木費、５項都市計画費、小淵沢駅舎改築・駅前広場整備事業、総

額４億４，１０８万８千円について、ＪＲに委託して実施している駅舎改築事業の進捗の遅れ

などに伴い、駅前広場整備事業の一部を平成２９年度に実施する必要が生じたことから継続費

の設定年度を平成２９年度まで延長し、年割額を変更するものでございます。 
 次に９ページの第３表 繰越明許費補正をご覧ください。 
 追加といたしまして２款総務費、１項総務管理費、須玉町若神子地内建築物撤去事業５３４万

６千円は確定判決に基づく行政代執行による建築物撤去について関係機関との調整等に不測の

日数を要することから繰越明許費を設定するものでございます。 
 次に３款民生費、１項社会福祉費、重度心身障害児医療費助成システム改修事業２２２万８千

円は県の制度改正が年度内での事業完了が困難な時期であったことから繰越明許費を設定する

ものでございます。 
 次に４款衛生費、１項保健衛生費、分別収集袋作成事業７４１万５千円は生産終了間近のた

めの入荷遅延により年度内での納品が見込めないため繰越明許費を設定するものでございます。 
 次に６款農林水産業費、１項農業費、団体営土地改良事業３，０１０万８千円は換地に関す

る関係者との交渉や用地交渉などに不測の日数を要したため、農地耕作条件改善事業および農

業基盤整備促進事業について年度内での事業完了が困難となったことから繰越明許費を設定す

るものでございます。 
 次に同款同項県営土地改良事業２，２５３万５千円は、県営土地改良事業７地区におきまし

て関係機関等との調整に不測の日数を要し、県営事業が繰り越しになることから繰越明許費を

設定するものでございます。 
 次に同款同項道の駅はくしゅう駐車場整備事業５００万円は、事業認定に関する関係機関と

の調整等に不測の日数を要し、年度内での事業完了が困難となったことから繰越明許費を設定
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するものでございます。 
 次に７款１項商工費、地域経済循環創造事業費補助金５千万円は補助事業者が行う対象施設

の整備について年度内での事業完了が困難であることから、繰越明許費を設定するものでござ

います。 
 次に８款土木費、２項道路橋梁費、市単道路新設改良事業６，００７万２千円は市道高根清

里５７号線ほか３路線の道路工事におきまして用地交渉等に不測の日数を要したことから繰越

明許費を設定するものでございます。 
 次に同款同項道整備交付金事業９２８万７千円は市道浅尾新田浅尾線道路工事におきまして

用地交渉に不測の日数を要したことから繰越明許費を設定するものでございます。 
 次に同款同項防災安全社会資本整備交付金事業（交安）３８５万７千円は、市道須玉藤田５号

線道路工事におきまして用地交渉および物件補償交渉に不測の日数を要したことから繰越明許

費を設定するものでございます。 
 次に同款同項防災安全社会資本整備交付金事業（修繕）１，１５０万円は、中央自動車道に

かかる横針橋撤去の設計におきまして関係機関との協議、不測の日数を要したことから繰越明

許費を設定するものでございます。 
 次に同款５項都市計画総務費、小淵沢駅舎改築・駅前広場整備事業２億５，７６４万５千円

はＪＲに委託して実施する駅舎改築におきまして、関係者との協議に不測の日数を要したこと

から繰越明許費を設定するものでございます。 
 次に１０款教育費、３項中学校費、中学校スクールバス運行事業９６７万４千円は関係者と

の調整に不測の日数を要したことによりスクールバスの年度内の納入が困難となったことから

繰越明許費を設定するものでございます。 
 次に変更といたしまして８款土木費、２項道路橋梁費、社会資本整備総合交付金事業（改築）

の５，７００万円を１，７４９万８千円増額し、７，４４９万８千円とするものは市道白州台ヶ

原８号線道路工事におきまして用地交渉および物件補償交渉に不測の日数を要したことから繰

越明許費を変更するものでございます。 
 続いて１０ページをご覧いただきたいと思います。第４表 地方債補正でございます。 
 変更といたしまして合併特例事業債を１億３，７２０万円減額し限度額を１９億７，９８０万

円に、過疎対策事業債を２０万円減額し限度額を２億９，６９０万円とし、臨時財政対策債

１０億６００万円を全額減額するとともに緊急防災・減災事業債を３５０万円増額し限度額を

１億７，１４０万円とし、発行限度額の計を２４億４，８１０万円とするものでございます。 
 合併特例事業債と過疎対策事業債の減は事業費の確定および不用額の整理に伴う減で緊急防

災・減災事業債の増は当初、国庫補助金の充当を予定していた耐震性防火水槽について補助採

択されなかったことから緊急防災・減災事業債の充当事業としたことによるものでございます。 
 また臨時財政対策債につきましては、今年度の事業に充当する一般財源の総額を市税などの

臨時財政対策債以外の財源で確保できる見込みとなったことから、その全額を減額するもので

すが、交付税措置につきましては本市に配分された発行限度額に基づき行われるものでござい

ます。 
 次に歳入歳出予算の補正内容についてご説明いたしますので、恐れ入ります２ページ、３ペー

ジにお戻りいただきたいと思います。 
 はじめに歳入でございます。 
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 １款市税、１項市民税、２項固定資産税、３項軽自動車税、４項市たばこ税、６項入湯税、

合わせて２億７，１６９万１千円の増額につきましては決算見込み額による補正でございます。 
 ６款１項地方消費税交付金５，６４９万５千円の増額は、２月補正予算編成時点における交

付金の決定見込み額に伴うものでございます。 
 １０款１項地方交付税につきましては普通交付税の増、３億８，８０６万３千円および特別

交付税の増３億５千万円で補正後の額を１２１億２，４９５万３千円とするものでございます。 
 １２款分担金及び負担金、１項分担金４，７５７万５千円の減額は団体営土地改良事業およ

び県営土地改良事業の受益者分担金の減によるものでございます。 
 ２項負担金１５０万３千円の増額は学校給食費負担金が４２３万４千円の減となる一方、保

育所運営費負担金などの児童福祉費負担金が４４１万６千円の増、文化財保護費負担金も

１３２万１千円の増となることによるものでございます。 
 １３款使用料及び手数料、１項使用料１８４万１千円の減額は高等学校授業料などの学校使

用料を１９７万４千円増額する一方、住宅使用料が３５８万３千円減額となることなどによる

ものでございます。 
 １４款国庫支出金、１項国庫負担金１，５７８万７千円の増額は保育所運営費負担金など児

童福祉費負担金が１，７３５万４千円の減となる一方、保険基盤安定負担金などの社会福祉費

負担金が３，３４６万円の増となることなどによるものでございます。 
 ２項国庫補助金７，７５８万１千円の減額は地域子ども・子育て支援事業補助金などの児童

福祉費補助金が１，２７６万３千円の増。地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金などの

総務管理費補助金も９９０万４千円の増となる一方、活力創出基盤整備交付金などの社会資本

整備総合交付金が６，５８５万９千円の減。臨時福祉給付金事業費補助金などの社会福祉費補

助金も１，７５５万９千円の減となることなどによるものでございます。 
 １５款県支出金、１項県負担金２，４７７万２千円の増額は児童手当負担金などの児童福祉

費負担金が１９１万８千円の減となる一方、保険基盤安定負担金などの社会福祉費負担金が２，

８１８万１千円の増となることなどによるものでございます。 
 ２項県補助金１，９１８万３千円の減額は、活力ある水田農業支援事業費補助金などの農業

費補助金が７８２万１千円の増となる一方、重度心身障害者医療費助成事業補助金などの社会

福祉費補助金が１，０６２万１千円の減。放課後児童健全育成事業費補助金などの児童福祉費

補助金も１，０５２万２千円の減となることなどによるものでございます。 
 ３項県委託金７２２万１千円の減額は、委譲事務委託金などの総務管理費委託金が３３１万

６千円の増。徴税費委託金として県民税徴収取扱費交付金も３２０万円の増となる一方、選挙

費委託金として山梨県議会議員選挙委託金が９７５万７千円の減。農業費委託金として圃場整

備換地委託金も２６０万円の減となることなどによるものでございます。 
 １６款財産収入、２項財産売払収入１１４万６千円の増額は不動産売払収入でございます。 
 １７款１項寄附金９，００７万３千円の増額は、個人や企業からの指定寄附金などでござい

ます。 
 １８款繰入金、１項特別会計繰入金７６３万７千円の増額は新エネルギー事業特別会計繰入

金が１，２３１万円の減となった一方、土地開発事業特別会計繰入金が１，９９４万７千円の

増となったことによるものでございます。 
 ２項基金繰入金２，２０７万２千円の減額は、子育て世代マイホーム補助金に充当するまち
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づくり振興基金繰入金が３千万円の増となった一方、須玉小学校仮設校舎などに充当する公共

施設整備基金繰入金が３，５００万円の減。里山整備事業などに充当する環境保全基金繰入金

が１，５７２万９千円の減。須玉町、白州町、武川町における公共施設の指定管理料などに充

当する過疎地域自立促進基金繰入金も１００万円の減となったことなどによるものでございま

す。 
 １９款１項繰越金８億６，１９８万６千円の増額は、決算剰余金の確定に伴うものでござい

ます。 
 ４ページをお願いします。 
 ２０款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料５００万円の増額は市税の延滞金でございます。 
 ５項雑入５，３６０万２千円の減額は、本年度に実施を予定している行政代執行に伴う弁償

金が６０８万１千円の増。県環境整備事業団からの交付金が３，４２７万１千円の増となって

いる一方、山梨県農地中間管理機構からの補助金が９，１０６万６千円の減となったことなど

によるものでございます。 
 ２１款１項市債１１億３，９９０万円の減額は事業費の確定や不用額の整理に伴い、合併特

例事業債を１億３，７２０万円減額し、過疎対策事業債も２０万円減額し、また臨時財政対策

債を発行しなくても財源が確保できることから１０億６００万円の全額を減額し、さらに当初

は補助事業として整備する予定であった耐震性防火水槽について補助採択されなかったために

緊急防災・減災事業債を充当することとし、３５０万円を増額するものでございます。 
 次に５ページの歳出でございます。 
 １款１項議会費１，８０９万６千円の減額は、議場システムの事業費の確定などに伴う補正

でございます。 
 ２款総務費、１項総務管理費８，５４６万１千円の減額は財務会計システムなどのシステム

関係経費や子育て世代マイホーム補助金の事業費の確定や市民バス運行費の不用額の整理など

に伴う補正でございます。 
 ２項徴税費１，７９０万３千円の減額は市税賦課徴収費の不用額でございます。 
 ４項選挙費９８３万３千円の減額は県議会議員選挙費の不用額でございます。 
 ５項統計調査費２３４万６千円の減額は国勢調査費の不用額などでございます。 
 ６項監査委員費１６６万４千円の減額は、職員給与費の確定に伴う不用額の整理に伴う補正

でございます。 
 ３款民生費、１項社会福祉費３，１６８万６千円の増額は医療扶助の減少などにより障害者

福祉費が減となった一方、国民健康保険の基盤安定繰出金や財政安定化支援事業繰出金などの

増加により社会福祉総務費が増となることなどによるものでございます。 
 ２項児童福祉費１億１，６０９万３千円の減額は、児童措置費として児童手当支給費が減と

なったことや保育所費の不用額の整理などに伴う補正でございます。 
 ４款衛生費、１項保険衛生費１，６２７万９千円の減額は予防接種者数の精査による感染症

予防事業費の減などによるものでございます。 
 ５款労働費、１項労働諸費１，１５０万円の減額は就労者等のための賃貸住宅建設助成の事

業費の確定によるものでございます。 
 ６款農林水産業費、１項農業費２億７，９０２万２千円の減額は県支出金の内示に伴い水田

農業構造改革対策事業費が増となる一方で団体営土地改良事業費、県営土地改良事業費および

 ３７



農業振興費の減によるものでございます。 
 ６ページをお開きください。 
 ２項林業費４４１万９千円の減額は、松くい虫防除対策事業費の減などによるものでござい

ます。 
 ７款１項商工費３，９７８万円の減額は、産業立地事業費助成金の事業費確定による減。指

定管理施設費の不用額の整理などに伴う補正でございます。 
 ８款土木費、１項土木管理費３９０万６千円の減額は職員給与費の確定に伴う土木総務費の

不用額の整理に伴う補正でございます。 
 ２項道路橋梁費１億２１４万５千円の減額は、事業費の確定に伴う交付金道路新設改良費の

減によるものでございます。 
 ４項住宅費６，８７９万６千円の減額は、子育て支援住宅整備事業費の確定に伴う住宅建設

費の減などによるものでございます。 
 ５項都市計画費１，６８２万２千円の減額は、下水道事業特別会計繰出金の減などによるも

のでございます。 
 ９款１項消防費３，３４８万４千円の減額は事業費の確定などに伴う消防団活動費、消防施

設整備費および防災対策費の減などによるものでございます。 
 １０款教育費、１項教育総務費８９８万円の減額は事業費の確定に伴う教育推進事業費の減

などによるものでございます。 
 ２項小学校費７，００７万７千円の減額は事業費の確定などによる小学校施設整備費、高根

統合小学校事業費および小学校スクールバス運行経費の減などによるものでございます。 
 ３項中学校費３６０万円の増額は、事業費の確定などにより中学校施設整備費などが減と

なった一方、昨年事故にあったスクールバス車両の更新を行うため中学校スクールバス運行経

費が増となったことによるものでございます。 
 ４項社会教育費２，５８３万円の減額は、職員給与費の確定に伴う社会教育総務費および生

涯学習推進費の不用額の整理や事業費の確定に伴う埋蔵文化財調査事業費の減などによるもの

でございます。 
 ５項保健体育費２，３７３万２千円の減額は、各給食センター費の不用額の積み上げなどで

ございます。 
 ６項高等学校費３４４万５千円の減額は、甲陵高等学校費の事業費確定に伴う不用額でござ

います。 
 ７ページをご覧ください。 
 １１款災害復旧費、１項農林水産施設災害復旧費４５０万円の減額は国の災害査定等に伴う

農地農業用施設災害復旧費の減などによるものでございます。 
 １２款１項公債費１，２７０万６千円の減額は、市債借入額の確定に伴う償還利子の減など

でございます。 
 １３款諸支出金、２項基金費１６億４，６８１万６千円の増額は繰上償還等の財源とするた

めの減災基金への積み立てが１１億２，１０９万９千円の増。公共施設整備等の財源とするた

めの公共施設整備基金への積み立てが５億３，２１８万１千円の増。芸術文化スポーツ振興基

金への寄附金などの積み立てが３４４万８千円の増。環境保全基金では寄附金等の減で

３９３万２千円の減。明野永井原太陽光発電設備基金が５４３万６千円の減などとなったもの
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でございます。 
 以上でございます。よろしくご審議の上、ご議決いただけますようお願い申し上げます。 

〇議長（千野秀一君） 
 説明が終わりました。 
 これから質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま、議題となっております議案第１号は会議規則第３７条第３項の規定により委員会

への付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 反対討論ですか。 
 中村隆一君。 

〇２１番議員（中村隆一君） 
 議案第１号 平成２７年度北杜市一般会計補正予算書（第４号）に反対の立場で討論します。 
 アベノミクスの下で深刻になっているのが貧困と格差の拡大です。日本の相対的貧困率は全

世帯で１６．１％、子どものいる世帯で１６．３％（２０１２年）です。日本は６人に１人が

貧困ラインを下回る社会になっています。とりわけ女性と子どもの貧困は深刻です。ひとり親

家庭の子どもの貧困率は５４．６％（２０１２年）、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟３４カ

国で最悪です。日本が世界有数の貧困大国であります。 
 平成２７年度剰余金１６億４，６８１万６千円のうち１１億２，１０９万９千円を減債基金

積立金に積んでいます。繰上償還に全部使うのでなく、この剰余金の一部を使って子どもの貧

困解消のための就学援助金の拡充、子どもの医療費窓口無料を高校３年生まで拡充するなど市

民の暮らしを支えることが今、求められています。 
 以上を述べて討論を終わります。 

〇議長（千野秀一君） 
 次に、原案に賛成の発言を許します。 
 内田俊彦君。 

〇２０番議員（内田俊彦君） 
 議案第１号 平成２７年度北杜市の一般会計補正予算（第４号）につきまして、賛成の立場

で討論をさせていただきます。 
 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７億４８１万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ３１８億３，３６８万５千円とするものでございます。 
 主な歳入を見てみますと、まず地方交付税が約７億３千万円ほど増加しているわけでござい

ます。そして特筆すべき点につきましては、臨時財政対策債が約１０億円あったわけでござい
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ますが、第４表の地方債補正によりまして、これを０円にしました。ということは臨時財政対

策債を本年度借りずに、簡単に言うと２７年度の予算が執行できるということとなったわけで

ございます。そしてそれらの影響を考えさせていただきますと、向こう２０年間におきまして

地方交付税に算入される。また２千万円以上の利子等のさらに追加の分も入ってくるというこ

とでございまして、北杜市のさらなる財政基盤に資するわけでございます。 
 鑑みますと北杜市が誕生したときに借金、起債につきましては１，００９億円がございまし

た。そして平成２６年、非常に頑張りまして決算ベースでは約７２４億円となったわけでござ

います。しかし、本市におきましては平成２８年度の予定では６８３億円ということになるわ

けでございますが、これを実現するためにはやはり先ほどの中の基金の繰り入れ、繰り出しと

いうことになっていくわけでございます。減債基金に約１１億円、そして公共施設整備基金に

約５億３千万円を積み立てるわけでございます。そしてそれらを平成２８年度におきまして繰

上償還の財源に充てるということになります。社会保障費の伸びは年々大きくなっております

し、国民健康保険におきましても今回もこのあとに出てきますが、補正が増額になっておりま

す。またそれに伴う社会保障費も増額になっているわけでございます。社会保障につきまして

は、国の制度においてやっているわけでございますが、本市におきましても保育園の第２子以

降の無料化をいち早くやったり、ほかにも素晴らしい子育て支援をしているわけでございます。

ひとり親家庭につきましても本市は非常に早くから取り組みました。国もそれらの経緯の中で

今後も、平成２８年度においても予算化をされているというふうに思っております。 
 あらゆる総合的な見地から立ちますと、今回の一般会計補正予算（第４号）につきましては

それは年度末の精査ということの中で、できる限り決算剰余金を残さず、それを年度内に消化

し、次の年度の財源に充て、そして平成２８年度の予算がより組みやすく、そして今後さらに

北杜市の将来を見ました中で、地方交付税が削減されるという中で将来を見据えた、これは補

正予算だというふうに考えるのが妥当だというふうに思っているところでございます。 
 それらの理由によりまして、本案件につきまして賛成をいたします。 

〇議長（千野秀一君） 
 ほかに討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 これで討論を終結いたします。 
 これから、議案第１号を採決いたします。 
 この採決は起立により行います。 
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
 （ 起 立 多 数 ） 
 起立多数であります。 
 したがって、議案第１号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（千野秀一君） 
   日程第２ 議案第２号 平成２７年度北杜市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 
   日程第３ 議案第３号 平成２７年度北杜市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 
   日程第４ 議案第４号 平成２７年度北杜市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

の以上の３件を一括議題といたします。 
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 内容説明を求めます。 
 平井市民部長。 

〇市民部長（平井光君） 
 それでははじめに議案第２号 平成２７年度北杜市国民健康保険特別会計補正予算書（第

２号）をご覧いただきたいと思います。 
 予算書１ページをお開きください。 
 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億１，５８６万８千円を追加し、予算の総額をそ

れぞれ７３億７，６８９万６千円とするものであります。 
 ２ページをご覧ください。はじめに歳入でございます。 
 １款１項国民健康保険税１億８３万４千円の減額は、被保険者の減少などに伴う減額になり

ます。 
 ３款国庫支出金、１項国庫負担金６，５９６万９千円の減額は療養給付費等国庫負担金の確

定によるものです。 
 ２項国庫補助金５，１４９万５千円の減額は普通調整交付金、特別調整交付金の確定による

ものです。 
 ４款１項療養給付費等交付金２，９０４万４千円の減額は、現年度分交付金の確定によるも

のでございます。 
 ５款１項前期高齢者交付金４，０３７万４千円の増額は交付金の確定によるものです。 
 ６款県支出金、１項県負担金１０４万１千円の増額は高額医療費共同事業負担金の確定によ

るものです。 
 ２項県補助金２億１，３０７万７千円の減額は調整交付金の確定によるものでございます。 
 ７款１項共同事業交付金１億９，７６１万９千円の増額は、高額医療費共同事業交付金およ

び保険財政共同安定化事業交付金の確定によるものでございます。 
 ９款繰入金、１項他会計繰入金１億４６６万８千円の増額は保険基盤安定繰入金、財政安定

化支援事業繰入金など事業費確定に伴う一般会計からの繰入金の増額によるものです。 
 ２項基金繰入金５，５２８万８千円の増額は、事業費確定に伴い財政調整基金からの繰入金

を増額するものでございます。 
 １０款１項繰越金２億７，６９３万７千円の増額は、２６年度繰越金を全額充当するもので

ございます。 
 次に４ページをご覧ください。歳出になります。 
 ２款保険給付費、１項療養諸費１億４，８００万円の増額は一般被保険者療養給付費の見込

み額の不足分を増額するものでございます。 
 ２項高額療養費２５０万円の増額は、退職被保険者等高額療養費の見込み額の不足分を増額

するものでございます。 
 ３款１項後期高齢者支援金等４，８４６万３千円の減額は、後期高齢者支援金の確定による

ものでございます。 
 ７款１項共同事業拠出金９，０９０万３千円の増額は、高額医療費共同事業および保険財政

共同安定化事業の拠出金の確定によるものでございます。 
 １１款諸支出金、３項繰出金２，２９２万８千円の増額は塩川病院医師住宅、ならびに塩川

病院、甲陽病院の医療機器整備に対する国からの特別調整交付金を病院事業特別会計に繰り出
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すものでございます。 
 続きまして議案第３号 平成２７年度北杜市後期高齢者医療特別会計補正予算書（第１号）

をご覧ください。 
 予算書、１ページをお願いいたします。 
 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１００万８千円を減額し、予算の総額を５億４，

６７５万９千円とするものであります。 
 ２ページをご覧ください。歳入になります。 
 １款１項後期高齢者医療保険料１４５万９千円の減額は、保険料徴収見込み額の減少による

減額になります。 
 ３款繰入金、１項一般会計繰入金１９０万８千円の減額は広域連合共通事務費などの確定に

よる減額になります。 
 ４款１項繰越金１７９万４千円の増額は２６年度繰越金を全額充当するものでございます。 
 ３ページをご覧ください。歳出になります。 
 ２款１項後期高齢者医療広域連合納付金１５０万８千円の減額は、後期高齢者医療広域連合

への事務費納付金など額確定による減額になります。 
 続きまして議案第４号 平成２７年度北杜市介護保険特別会計補正予算書（第３号）をご覧

ください。 
 予算書の１ページをお願いいたします。 
 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，０１１万９千円を追加し、予算の総額を３９億

５，４８８万円とするものでございます。 
 ２ページをご覧ください。歳入になります。 
 １款保険料、１項介護保険料２，１７７万３千円の減額は保険料徴収見込み額の減少による

減額になります。 
 ３款国庫支出金、２項国庫補助金４４５万円の減額は地域支援事業交付金の確定による減額

になります。 
 ４款１項支払基金交付金２８７万９千円の増額は、介護給付費交付金および地域支援事業交

付金の確定による増額になります。 
 ５款県支出金、３項県補助金２２２万５千円の減額は地域支援事業交付金の確定による減額

になります。 
 ７款繰入金、１項一般会計繰入金２２２万５千円の減額は地域支援事業繰入金の確定による

減額になります。 
 ８款１項繰越金３，７９１万３千円の増額は、２６年度繰越金を全額充当するものでござい

ます。 
 次に３ページをご覧ください。歳出になります。 
 ５款地域支援事業費、１項介護予防・生活支援サービス事業費１，７８０万円の減額は介護

予防・生活支援サービス事業費の確定による減額になります。 
 ６款１項基金積立金２，７９１万９千円の増額は、事業費確定に伴う剰余金を介護給付費支

払準備基金に積み立てるものであります。 
 以上、よろしくご審議の上ご議決いただけますようお願いいたします。 
 すみません、訂正があります。議案第２号の国保の特別会計、２ページの歳入になります。
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６款の県支出金、１項県負担金の補正額でございますけども１０４万１千円と申してしまいま

したけど、正しくは１４０万１千円でございます。よろしくお願いいたします。 
〇議長（千野秀一君） 

 説明が終わりました。 
 これから質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題となっております議案第２号から議案第４号までの３件は、会議規則第３７条

第３項の規定により委員会への付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２号から議案第４号までの３件は委員会への付託を省略することに決定

いたしました。 
 これから討論を行います。 
 討論がある場合は、議案番号および議案名を述べてから討論に入ってください。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これから、議案第２号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 
 これから、議案第３号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第３号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 
 これから、議案第４号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第４号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（千野秀一君） 
   日程第５ 議案第５号 平成２７年度北杜市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 
   日程第６ 議案第６号 平成２７年度北杜市下水道事業特別会計補正予算（第２号） 
   日程第７ 議案第７号 平成２７年度北杜市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 
   日程第８ 議案第８号 平成２７年度北杜市新エネルギー事業特別会計補正予算（第１号） 

の以上４件を一括議題といたします。 
 内容説明を求めます。 
 名取生活環境部長。 

〇生活環境部長（名取文昭君） 
 議案第５号 平成２７年度北杜市簡易水道事業特別会計補正予算書（第１号）について、ご

説明いたします。 
 補正予算書、１ページをお願いいたします。 
 今回の補正によりまして歳入歳出予算の総額からそれぞれ７，１６５万６千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を２３億５，０２０万３千円とするものであります。 
 ４ページをお願いいたします。第２表 繰越明許費でございます。 
 １款２項施設管理費９４０万７千円の繰越明許費は１月１８日の大雪により高根、大泉町内

の水道量水器の法定交換工事が年度内での事業完了が見込めないため、繰越明許費を設定する

ものであります。 
 次に第３表 地方債補正でございます。 
 これは簡易水道事業債等の借り入れ限度額を６３０万円減額し、限度額を３億５，０４０万

円に定めるものであります。 
 ２ページにお戻りください。第１表 歳入歳出予算の補正でございます。 
 はじめに歳入でありますが、２款１項負担金８０２万６千円の減額補正は新規給水にかかる

加入負担金の減によるものであります。 
 次に３款１項国庫補助金２，０１３万円の減額は、国庫補助金の額の確定によるものであり

ます。 
 次に５款１項繰入金４，３７２万８千円の減額は、水道管移設工事費など他会計からの繰入

金および上水道施設維持管理費など歳出の減に伴う基金繰入金の減によるものであります。 
 次に６款１項繰越金１，７２７万８千円の増額補正は、前年度決算によるものであります。 
 次に７款３項雑入１，０７５万円の減額補正は、県工事等による水道管の移設補償費などの

減によるものであります。 
 次に８款１項市債６３０万円の減額は事業費確定によるものであります。 
 ３ページをお願いいたします。歳出でございます。 
 はじめに１款１項総務管理費２，３００万円の減額は消費税確定に伴うものであります。 
 次に１款２項施設管理費の７３０万円の減額は不用額の精査などによるものであります。 
 次に２款１項水道施設建設費の５千万円の減額は、国庫補助金の減額交付決定および県事業

による補償工事の減により不執行となる事業費を減額するものであります。 
 次に４款１項基金積立金の８６４万４千円の増額補正は、地方財政法に基づき繰越金の２分

の１に当たる額を簡易水道事業基金へ積み立てを行うものであります。 
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 続きまして議案第６号 平成２７年度北杜市下水道事業特別会計補正予算書（第２号）につ

いてご説明いたします。 
 補正予算書の１ページをお願いいたします。 
 今回の補正によりまして歳入歳出予算の総額からそれぞれ４，８５９万８千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を２６億６，１７１万８千円とするものであります。 
 ４ページをお願いいたします。第２表 地方債補正でございます。 
 下水道事業債の借入限度額を４，７５０万円減額し、借入限度額を６億１，９３０万円に定

めるものであります。 
 ２ページにお戻りください。第１表 歳入歳出予算の補正でございます。 
 はじめに歳入でありますが、３款１項の国庫補助金は事業費の確定に伴い４００万円を追加

補正するものであります。 
 次に６款１項の繰入金は、施設管理費の不用額および事業費等の確定により１，６４３万２千

円の減額であります。 
 次に７款１項の繰越金は前年度決算により１，１３３万４千円を追加するものであります。 
 次に９款１項の市債は事業費確定により４，７５０万円の減額補正であります。 
 ３ページをお願いいたします。歳出であります。 
 １款１項の総務管理費は３千万円の減額補正でありますが、これは消費税確定に伴う納付用

額が主なものであります。 
 次に２款１項の事業費は委託料や工事費等の額の確定に伴い１，８５９万８千円の減額であ

ります。 
 続きまして議案第７号をお願いします。平成２７年度北杜市農業集落排水事業特別会計補正

予算書（第２号）についてご説明いたします。 
 補正予算書の１ページをお願いいたします。 
 今回の補正によりまして歳入歳出予算の総額からそれぞれ４，６００万円を減額し、歳入歳

出予算の総額を９億２，３６４万４千円とするものであります。 
 ４ページをお願いいたします。第２表 地方債補正であります。 
 下水道事業債の借入限度額を７４０万円減額し、借入限度額を２億２４０万円に定めるもの

であります。 
 ２ページにお戻りください。第１表 歳入歳出予算の補正でございます。 
 はじめに歳入でありますが２款１項の使用料は４１７万５千円減額するもので使用水量の減

少に伴うものであります。 
 次に６款１項の繰入金は施設管理費の不用額および事業費の確定により１，２６０万円の減

額補正であります。 
 次に７款１項の繰越金は前年度決算により６１７万５千円を追加するものであります。 
 次に８款１項の雑入は２，８００万円の減額であります。これは県道改良事業に伴う下水道

施設移設補償費の減によるものであります。 
 次に９款１項の市債は事業費確定により７４０万円の減額補正であります。 
 ３ページをお願いいたします。 
 歳出でありますが１款１項の総務管理費は消費税確定に伴う５００万円の減額補正でありま

す。 
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 ２款１項の事業費は県道および市道の整備にかかる事業費確定に伴う工事費の減により４，

１００万円の減額となるものであります。 
 続きまして議案第８号 平成２７年度北杜市新エネルギー事業特別会計補正予算書（第１号）

についてご説明いたします。 
 補正予算書１ページをお願いいたします。 
 今回の補正によりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，０７３万２千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を１億３，６５７万５千円とするものであります。 
 ２ページをお願いいたします。第１表 歳入歳出予算の補正でございます。 
 歳入の主なものにつきまして説明いたします。 
 ７款１項の繰越金３，０７２万４千円は前年度繰越金であります。 
 ３ページの歳出でございます。 
 １款１項総務管理費１，６８１万円の減額補正でございますが、消費税確定による減額等で

ございます。 
 次に４款１項基金積立金４，７５４万２千円の増額補正は、新エネルギー事業基金へ積み立

てを行うものであります。 
 以上、議案第５号から議案第８号までよろしくご審議の上ご議決いただけますようよろしく

お願い申し上げます。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 説明が終わりました。 
 これから質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題となっております議案第５号から議案第８号までの４件は、会議規則第３７条

第３項の規定により委員会への付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５号から議案第８号までの４件は委員会への付託を省略することに決定

いたしました。 
 これから討論を行います。 
 討論がある場合は、議案番号および議案名を述べてから討論に入ってください。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これから、議案第５号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 
 これから、議案第６号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第６号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 
 これから、議案第７号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第７号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 
 これから、議案第８号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第８号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（千野秀一君） 
   日程第９ 議案第９号 平成２７年度北杜市辺見診療所特別会計補正予算（第１号） 
   日程第１０ 議案第１０号 平成２７年度北杜市白州診療所特別会計補正予算（第１号） 

 以上の２件を一括議題といたします。 
 内容説明を求めます。 
 平井市民部長。 

〇市民部長（平井光君） 
 それでははじめに議案第９号 平成２７年度北杜市辺見診療所特別会計補正予算書（第１号）

をご覧ください。 
 予算書の１ページをお願いいたします。 
 歳入歳出予算の総額にそれぞれ８２１万４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を１億１，

４９６万６千円とするものであります。 
 ２ページをご覧ください。歳入になります。 
 １款診療収入、１項外来収入４２０万円の減額は後期高齢者診療収入の収入見込み額の減少

による減額になります。 
 ５款１項繰越金１，２４５万２千円の増額は、２６年度繰越金を全額充当するものでござい

ます。 
 次に３ページをご覧ください。歳出になります。 
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 ３款諸支出金、１項基金積立金８２１万４千円の増額は事業費確定に伴う剰余金を基金に積

み立てるものでございます。 
 続きまして議案第１０号 平成２７年度北杜市白州診療所特別会計補正予算書（第１号）を

ご覧ください。 
 予算書の１ページをお願いいたします。 
 歳入歳出予算の総額からそれぞれ７２７万円を減額し、歳入歳出予算の総額を９，９７６万

２千円とするものであります。 
 ２ページをご覧ください。歳入になります。 
 １款診療収入、１項外来収入１千万円の減額は後期高齢者診療収入の収入見込み額の減少に

よる減額になります。 
 ４款繰入金、２項基金繰入金４８９万１千円の減額は事業費確定による減額になります。 
 次に５款１項繰越金７６２万１千円の増額は、２６年度繰越金を全額充当するものでござい

ます。 
 次に３ページをご覧ください。歳出になります。 
 １款総務費、１項総務管理費３００万円の減額は事業費確定による減額になります。 
 ２款１項医業費４５６万３千円の減額は、事業費確定による減額でございます。 
 以上、よろしくご審議の上ご議決いただけますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（千野秀一君） 
 説明が終わりました。 
 これから質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題となっております議案第９号および議案第１０号の２件は、会議規則第３７条

第３項の規定により委員会への付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第９号および議案第１０号の２件は委員会への付託を省略することに決定

いたしました。 
 これから討論を行います。 
 討論がある場合は、議案番号および議案名を述べてから討論に入ってください。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これから、議案第９号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
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 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第９号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 
 これから、議案第１０号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１０号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（千野秀一君） 
   日程第１１ 議案第１１号 平成２７年度北杜市土地開発事業特別会計補正予算（第１号）を議

題といたします。 
 内容説明を求めます。 
 神宮司建設部長。 

〇建設部長（神宮司浩君） 
 議案第１１号 平成２７年度北杜市土地開発事業特別会計補正予算書（第１号）であります。 
 １ページをお開きいただきたいと思います。 
 歳入歳出予算の総額にそれぞれ１，９８７万９千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞ

れ２，０１８万９千円とするものであります。 
 第１表 歳入歳出予算補正でご説明申し上げますので２ページ、３ページをお願いいたしま

す。 
 まず歳入であります。 
 １款財産収入、１項財産売払収入１，９９４万７千円の増額であります。これにつきまして

はみずきタウン４区画の売払収入であります。 
 続きまして、歳出をご説明申し上げます。 
 １款土地開発費、１項土地開発事業費１，９８７万９千円の増額であります。これにつきま

しては売払収入を一般会計に繰り出すものであります。 
 以上であります。ご審議の上、ご議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（千野秀一君） 
 説明が終わりました。 
 これから質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題となっております議案第１１号は、会議規則第３７条第３項の規定により委員

会への付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
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 したがって、議案第１１号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これから、議案第１１号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１１号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 
 以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。 
 次の会議は３月１６日、午前１０時に開きますので全員定刻にご参集ください。 
 本日は、これをもって散会いたします。 
 大変ご苦労さまでした。 

 
散会 午前１１時０４分 
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日程第１ 会派代表質問 
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明政クラブ 相吉正一君 
市民の声 齊藤功文君 
市民フォーラム 野中真理子君 
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 １番 上 村 英 司  ２番 小 野 光 一 
 ３番 齊 藤 功 文  ４番 福 井 俊 克 
 ６番 加 藤 紀 雄  ７番 原  堅 志 
 ８番 岡 野  淳  ９番 中 山 宏 樹 
１０番 相 吉 正 一 １１番 清 水  進 
１２番 野中真理子 １４番 坂 本   
１５番 中 嶋  新 １６番 保坂多枝子 
１７番 千 野 秀 一 １８番 小 尾 直 知 
１９番 渡 邊 英 子 ２０番 内 田 俊 彦 
２１番 中 村 隆 一 ２２番 秋 山 俊 和 
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 ５２



 
４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（４４人） 
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監査委員事務局長 長 坂 隆 弘 農業委員会事務局長 小 石 正 仁 
明野総合支所長 五 味  正 須玉総合支所長 中 田 二 照 
高根総合支所長 植 松  広 長坂総合支所長 武 井 武 文 
大泉総合支所長 浅 川 正 人 小淵沢総合支所長 高 橋 一 成 
白州総合支所長 赤 羽  久 武川総合支所長 秋 山 広 志 
産業観光部次長 濱 井 和 博 政 策 秘 書 課 長 丸 茂 和 彦 
総 務 課 長 織 田 光 一 企 画 課 長 小 松 武 彦 
財 政 課 長 植 村 武 彦 地 域 課 長 仲 嶋 敏 光 
税 務 課 長 岩 波 信 司 管 財 課 長 中 山 晃 彦 
介 護 支 援 課 長 中嶋登美子 福 祉 課 長 平 島 長 生 
子育て支援課長 小 澤 章 夫 環 境 課 長 早 川 昌 三 
上 水 道 課 長 井 出 良 司 下 水 道 課 長 小 尾 民 司 
農 政 課 長 小 澤 隆 二 林 政 課 手 塚 清 作 
観光・商工課長 清 水 博 樹 まちづくり推進課長 坂 本 孝 典 
住 宅 課 長 中 澤 貞 夫 道 路 河 川 課 長 土 屋  裕 
教 育 総 務 課 長 中 山 雅 史 生 涯 学 習 課 長 山 内 一 寿 

 
 

５．職務のため議場に出席した者の職氏名（３人） 
 

議会事務局長 坂 本 吉 彦 
議 会 書 記 清 水 市 三 
   〃    田 中  伸 
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開議 午前１０時００分 
〇議長（千野秀一君） 

 改めまして、おはようございます。 
 本日もスムーズな運営のうちに進行できますよう、よろしくお願いを申し上げます。 
 ただいまの出席議員数は２０人であります。 
 定足数に達していますので、ただいまから本日の会議を開きます。 
 なお報道関係者から撮影の申し出があり、これを許可いたしましたのでご了承願います。 
 これから、本日の日程に入ります。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（千野秀一君） 
   日程第１ 会派代表質問を行います。 

 今定例会では、７会派すべてから会派代表質問の発言通告がありました。 
 ここで各会派の質問順位および代表質問、一般質問の割り当て時間をお知らせいたします。 
 １番 ほくと未来、６０分。２番 明政クラブ、４５分。３番 市民の声、３０分。４番 市

民フォーラム、３０分。５番 公明党、３０分。６番 日本共産党、３０分。７番 北杜クラブ、

７５分となります。 
 本日は５会派の代表質問を行います。 
 それでは順次、質問を許します。 
 はじめに、ほくと未来の会派代表質問を許します。 
 ほくと未来、１番議員、上村英司君。 

〇１番議員（上村英司君） 
 ほくと未来を代表して質問をさせていただきます。 
 まずは３月１１日、東日本大震災の発生から５年が経過いたしました。お亡くなりになられ

た方々のご冥福をお祈り申し上げます。また行方不明者の身元がご家族のもとに届きますこと、

そして一日も早い復興がなされますことを心からお祈り申し上げます。 
 このたび北杜市の移住ナビの取り組みで、総務省から北杜市が総務大臣賞を受賞・表彰され

たということでございます。本当におめでとうございます。日々の移住に対する成果だという

ふうに思います。職員の皆さまのご努力に敬意を表したいと思います。 
 また先日、甲陵中学校のスーパーサイエンスハイスクールの発表を見てまいりました。子ど

もたちのプレゼンが大変立派で、子どもたちの将来に無限の可能性を感じたところでございま

す。財政が厳しい中でありながら、北杜市が続けてきた原っぱ教育の成果が着実に表れている

ことを実感いたしました。これからもチャレンジ精神旺盛な子どもたちを育てる教育を大事に

していかなければいけないというふうに思います。 
 北杜市は合併以来、財政健全化に取り組み平成２６年度決算においてもその取り組みの成果

は顕著に表れ、県内１３市の中でも上位の財政状況にまで改善しております。そしてさまざま

な課題がある中で他の自治体に先駆けて少子高齢化問題を北杜市の最重要課題に位置づけ、子

育て支援住宅の整備や子育て世代、マイホーム補助金など他に類を見ない施策に果敢に取り組

んでおられることは市内だけでなく、市外からも高い評価を受けております。市長の先見性を

高く評価するところであります。 
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 少子化対策はまさに今、取り組まなければいけない大きな課題であります。ふるさと北杜市

の存続を左右する問題であります。子どもの声が近所から聞こえることは誰もが願うことであ

り、その実現に議会と執行、市民が一丸となって取り組んでいかなければいけないと思います。 
 また全国的に急速に設置が進む地上設置型太陽光発電設備については、自然との調和も考え

なければいけない問題です。自然は先代の方が守り育てたものであり、私たちはお借りしてい

るものであり、将来世代に引き継いでいく責務があります。北杜市ではいち早く指導要綱を作

成し、また今議会でも景観条例の一部改正が議会に提案されておりますが、適宜指導体制を強

化しております。議会でも国にいち早く意見書を提出しておりますが、早急な国による地上設

置型太陽光発電設備抑制の法整備が待たれるところであります。 
 北杜市は世界有数の自然景観を有し、その恩恵により多くの観光客が北杜市を訪れてくれて

おります。雄大な山々やおいしいお米や水、野菜や温泉など地元の方が思う以上の魅力が都会

から訪れる方にはあると聞きます。この北杜市の宝の数々を多くの人に知っていただき愛して

いただくように、そして北杜市が魅力的なふるさとであり続けますように私たちほくと未来の

議員４人も行政と両輪となって努力していく所存でございます。 
 本日は市政について、５項目について質問をさせていただきます。 
 １項目めは、平成２８年度当初予算について質問をさせていただきます。 
 一般会計の予算規模で３２５億８，３４０万５千円、前年比１１．５％増という平成２８年

度の当初予算が議会に提出されております。歳入面では普通交付税の合併算定替えが平成

２６年度で終了し、平成２７年度から段階的に縮減され、平成３２年度には約３２億円の減額

が予想されます。将来の財源不足に備えていかなければいけない状況であります。 
 また歳出面では合併特例債の発行期限も平成３２年までと期限が迫る中、公共施設やインフ

ラの老朽化を見据え、前倒しで整備を加速するなどの将来へ投資をする大事な当初予算編成に

しなければいけないと思います。 
 また高齢者が増えている状況で、国・県の医療や介護制度への変更にも柔軟に対応して高齢

者が安心して暮らせることも大切であると思います。 
 また北杜市総合計画や北杜市総合戦略に掲げた施策を果敢に実行し、人口減少の克服や定住

促進に全力で取り組まなければならない状況であると思います。 
 平成２８年度当初予算編成について以下、質問いたします。 
 １．当初予算編成方針はどのようになっているでしょうか。 
 ２．新規事業はどのようなものがあるでしょうか。 
 ３．平成２８年度末時点での基金残高と市債残高の予想は、どのようになっているでしょう

か。 
 ４．合併特例債の起債の期限が平成３２年と迫っております。老朽化した公共施設への対応

はどこの自治体も悩んでいるというふうに思いますが、合併特例債の活用はどのように実

施していくお考えでしょうか。 
 ５．北杜市には橋梁がたくさんございます。特に橋梁のインフラ整備の方針はどのようになっ

ているでしょうか。 
 ６．自主財源として、ふるさと納税がございます。現在１，２００万円ほどであると思いま

すが、ふるさと納税による自主財源を増やしていく今後の対応はどのようになっているで

しょうか。 
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 ２項目めは、北杜市総合戦略についてお聞きいたします。 
 人口減少・少子高齢化の課題解決に向けて、平成２７年度９月に策定されました北杜市総合

戦略を着実に実施し、若者世代の定住を増やし観光客などの交流人口を増やし北杜市を持続的

で活力ある地域にしていかなければいけないと思います。また国の地方創生交付金に柔軟、か

つスピード感を持って対応しながら北杜市総合戦略の施策を実行していかなければいけません。

北杜市総合戦略の計画に対する現状の進捗と今後の方針についてお聞きいたします。 
 １．若者の定住促進を目指して計画されました北杜市総合戦略において、国の地方創生交付

金の対象となった事業はどのようなものがあるでしょうか。また今後、交付金措置される

可能性がある事業はどのようなものがあるでしょうか。また交付金によって総合戦略へど

のような影響があるのか、お伺いいたします。 
 ２．人口ビジョンについてお聞きいたします。 
 過去３年間の北杜市から転出先で多いのが韮崎市、甲斐市、甲府市などの近隣自治体で

ございます。転出人数と年齢構成、また要因を把握できているでしょうか、お聞きいたし

ます。 
 ３．住宅についてお聞きいたします。 
 住宅政策は若者が定住するために最も重要な要因であります。計画に対する進捗状況、

特に子どもの移住者の増加状況をお聞きいたします。 
 ４．産業、企業について６点ほどお聞きいたします。 
 ①起業の支援体制はどのようになっているでしょうか。 
 ②地域おこし協力隊として北杜市でたくさんの方が活動されております。地域おこし協

力隊の方が活動を終えたあとの起業支援はどのようになっているでしょうか。 
 ③北杜市企業交流会でもたくさんの要望が出ていると思います。要望への取り組み状況

はどのようになっているでしょうか。 
 ④現在、農業生産法人が１７社、北杜市に進出して雇用などに貢献してくださっている

ということであります。農業生産法人の現況と今後の進出状況はあるのでしょうか、お

聞きいたします。 
 ⑤技術者が少ないという声がありまして研究機関の誘致が望まれるところであります。

医療がいいとか、バイオがいいとか、水素がいいとかいろいろな意見があると思います

が、やはりターゲット、目的が重要かなというふうに思っております。今後の方針につ

いてお聞きいたします。 
 ⑥地元に帰って就職すれば免除されるような奨学金免除制度を導入している自治体もご

ざいます。Ｕターン就職のインセンティブにもなると思います。企業と連携しながら導

入を検討するべきだと思いますが、見解をお聞きいたします。 
 ５番目としまして、観光についてお聞きいたします。 
 ①非常に地域活性化に期待が持てる分野が観光分野でございます。観光客を３７６万人

から４５１万人にする計画でありますが、その根拠はどのようなものでしょうか。 
 ②国でも進めております外国人観光客を呼ぶ、いわゆるインバウンドでございますが具

体的な計画についてお聞きしたいと思います。呼ぼうとしている国や人数、方法など具

体的に計画されているでしょうか、お聞きいたします。 
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 ③世界に誇る水の山プロジェクトが昨年から始まりました。今後の展開方針と八ヶ岳観

光圏事業、南アルプスユネスコエコパーク事業との連動はどのようになっているでしょ

うか、お聞きいたします。 
 ④東京オリンピック・パラリンピックが２０２０年に開催されます。多くの地域が今ま

での友好都市関係などの関係で合宿への誘致へ手をあげ始めております。北杜市の合宿

誘致への対応はどのようになっているでしょうか、お聞きいたします。 
 ６番目としまして子育て、教育について２点お聞きいたします。 
 ①中学生の学習の習得にはどうしても差が出てしまうというふうに思っております。先

生も部活などで大変、時間的な余裕がないというふうに聞いております。中学生を対象

に放課後など学習を支援する仕組みを導入するべきだというふうに思います。見解をお

聞きいたします。 
 ②小学生３、４年生から外国語活動の授業が広がるということで予定されております。

小学校１年生から外国語を学ぶモデル校を選定して、まずその前に取り組みを始めるべ

きではないかというふうに思っております。見解をお聞きいたします。 
 総合戦略については以上で終わります。よろしくお願いいたします。 
 ３項目めは、北杜市再生可能エネルギービジョンについてお聞きいたします。 
 北杜市は再生可能エネルギーのトップランナーとして、大規模太陽光発電事業や公共施設や

住宅への太陽光発電設備の設置、村山六ヶ村小水力発電所の設置などを積極的に進め平成

２７年度までに公共施設で３．７メガワット、住宅用太陽光発電で４メガワットの導入が図ら

れております。今後も地球温暖化防止やＣＯ２削減を積極的に行うことは大変重要であり、世

界に誇る再生可能エネルギー先進自治体を目指すべきだと思います。 
 しかしながら、民間業者が設置する地上設置型太陽光発電の急速な普及により大規模な森林

伐採や防災上の問題、景観との調和という新たな問題も出ております。無秩序な開発で北杜市

の豊かな自然や景観が失われてはいけません。しっかりしたルールのもとに再生可能エネル

ギーが導入され、自然環境や生物多様性との調和を図っていくビジョンを示すことが重要であ

ります。今後の再生可能エネルギービジョンについて以下６点、質問いたします。 
 １．ビジョンの目的と施策はどのようなものでしょうか。 
 ２．再生可能エネルギービジョンの基本方針についてお聞きいたします。 
 ３．豊かな自然と再生エネルギーの調和を図るための景観条例などの今後のルールづくりへ

の取り組みはどのように行っていくでしょうか、お聞きいたします。 
 ４．ＣＯ２削減対策として節電への取り組みはどのように行っていくでしょうか。 
 ５．先導的な研究拠点づくりの考え方はどのようなものでしょうか。 
 ６．再生可能エネルギーを通じた環境教育の推進についてお聞きいたします。 
 ４項目めは、高齢者福祉についてお聞きいたします。 
 北杜市は高齢者の割合が３３％を超えるなど高齢化が進んでおります。また在宅ひとり暮ら

しの高齢者や認知症高齢者も増えている状況にあります。しかしながら国の借金が積み上がり

続けている状況では、介護費や医療費に対応できる財源も限られているのが現状であります。 
 そのような状況でありますが、北杜市は地域のコミュニティがしっかりしていることに大き

な可能性があるというふうに考えております。行政だけでなく家族、地域、ＮＰＯ、民間企業

などオール北杜で高齢者を見守る社会となることが喫緊の課題であると思います。 
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 住民や地域が担えるボランティア活動もたくさんありますが、行政からの発信が非常に大事

になると思います。また現在、地域で芽生えている住民のボランティア参加、ＮＰＯの活動を

北杜市全域に水平展開していくことやＮＰＯの育成も大事になってくると思います。介護予防

事業も北杜市に移管されました。地域支援活動の重要性がますます高まっておりますが、地域

で高齢者を支える取り組みについて、以下質問をいたします。 
 １．福祉活動全般を大きく担っている社会福祉協議会の活動内容は、どのようなものがある

でしょうか。 
 ２．高齢者支援において地域で活動するＮＰＯの活動内容は、どのようなものがあるでしょ

うか。先進的な取り組みを他地域へ水平展開することはできるのか、お伺いいたします。 
 ３．市民の介護ボランティアなどへの参加状況はどのようになっているでしょうか。 
 ４．災害時に高齢者を把握できる災害時要援護者支援制度の登録状況は、どのようになって

いるでしょうか。また行政区や民生委員さんとの連携状況はどのようになっているでしょ

うか。 
 ５．サービス付き高齢者住宅の現状と課題、今後の展開はどのようになっているでしょうか

お聞きいたします。 
 ５項目めでございます。投票率を上げる取り組みについてお聞きいたします。 
 選挙権を得られる年齢が２０歳以上から１８歳以上へ引き下げられました。夏の参議院選挙

から施行になります。有権者になった１８歳、１９歳が投票所に背を向けることがないように

しなければいけないと思います。そのためには高校生を対象にした主権者教育の充実を急がね

ばなりません。若者がこの国や地域の将来を自ら考えるよいきっかけになると思います。 
 以下、３点質問いたします。 
 １．高校生が政治参加するための主権者教育などの取り組みは、どのように行っていくでしょ

うか。 
 ２．投票率を上げるために人が賑わう場所での投票所の設置を検討すべきだと思いますが、

見解をお伺いいたします。 
 ３．郵便などで行うことができる投票や投票所に行けないお年寄りへの対応はどのように実

施していくでしょうか、お伺いいたします。 
 以上５項目、ご答弁をよろしくお願いいたします。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 上村英司議員の、ほくと未来の代表質問にお答えいたします。 
 平成２８年度当初予算について、いくつかご質問をいただきました。 
 はじめに、当初予算編成方針についてであります。 
 来年度の財政状況を見ますと歳入面では地方交付税の段階的縮減が進む中、市税収入は固定

資産税の増加が見込まれ、引き続き財政調整基金の取り崩しを回避することができたところで

あります。 
 歳出面では高齢化等による社会保障、福祉関係費の義務的経費の継続的な増加、上下水道事

業の法適用化対応や小淵沢駅舎整備など大型事業の本格実施に加え、北杜市総合戦略および
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八ヶ岳定住自立圏共生ビジョンに基づく少子化対策、定住促進に関する施策を重点的に実施す

ることから大幅な増加となりました。 
 来年度はこうした所要の財源を確保するとともに、財政健全化の取り組みをより一層進める

こととし、引き続き減債基金を活用して１８億６千万円にのぼる市債の繰上償還を行うことと

いたしました。 
 努力と工夫を重ね限られた財源の重点的かつ効率的な配分に努めることにより、市債の繰上

償還を積極的に行いながらも一般財源で本年度に比べ３億１千万円以上を節減するなど交付税

の段階的縮減に対応した予算としたところであります。 
 次に新規事業についてであります。 
 来年度の当初予算の主な新規事業としては、まず市内に新たに創業する事業者を関係機関が

連携して支援し、創業費用などを助成することや市内企業の雇用促進と社員の市内定住を図る

ため、白州町への就業促進住宅の整備に着手するなど北杜市総合戦略に基づく施策を重点的に

計上しております。 
 また、八ヶ岳観光圏の玄関口となる道の駅こぶちさわの駐車場整備や南アルプスユネスコエ

コパークの推進など、八ヶ岳定住自立圏共生ビジョンに基づく施策についても積極的に実施す

ることといたしました。 
 さらに計画的に小学校の施設改修等を実施することにより、効率的な教育環境の改善を進め

るとともに情報化を推進するための計画の策定、認知症高齢者の増加が見込まれる中、地域密

着型サービスの基盤整備を進めるための認知症高齢者グループホームの施設整備や開設準備等

への支援、災害時などにおける迅速な飲料水供給体制を実現するための給水車の整備、環境に

やさしく、かつ災害に強いまちづくりを進めるための須玉保育園への太陽光発電設備や主要施

設へのソーラー街路灯の設置など、市政各般にわたる重要課題に対応する予算も計上したとこ

ろであります。 
 次に、平成２８年度末時点での基金残高と市債残高の予想についてであります。 
 基金残高は合併時の５０億円から９９億円の増加となる１４９億円と見込まれます。一方、

市債残高はピーク時の１，００９億円から３２６億円の削減となる６８３億円、基金と市債を

合わせた全体の改善額は４２５億円となる見込みとなっております。 
 次に、北杜市総合戦略における住宅施策についてであります。 
 総合戦略において、子育て世代の住まいづくりを支援する北杜市子育て世代マイホーム補助

金についてはこれまでに８３件、補助金額１億１，３００万円を超える計画書の提出をいただ

いております。 
 内容については新築、建売・中古住宅の購入が対象となる子育て住宅購入費補助が７４件で

あり、本年度計画の５０件を大きく上回っている状況にありますが、子育て住宅リフォーム費

補助および住宅ローン利子補給においては、計画の３０件を下回っている状況にあります。移

住者は市外から１８世帯、５５人の予定であり高校生以下の子どもの数は１９人であります。 
 また子育て支援住宅については須玉団地に１８世帯、７０人に入居いただいており、そのう

ち９世帯、３５人が市外からの転入者で高校生以下の子どもの数は１７人であります。大泉団

地は来年１月の入居開始に向けて建設工事を進めており、６月から入居者の募集を行います。

また武川団地については平成３０年１月の入居に向け、準備を進めております。 
 次に、北杜市再生可能エネルギービジョンにおける基本方針についてであります。 
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 再生可能エネルギーは、地球温暖化対策としてＣＯ２削減に資する重要なクリーンエネル

ギーであり、また東日本大震災の教訓から災害に強いまちづくりを目指すため活用の推進は重

要であります。 
 そこで再生可能エネルギーの技術向上のための先進的研究開発拠点づくりに貢献することや

活用によるＣＯ２削減対策を推進することで本市のブランドイメージを高め、加えてそれから

得られる恵みを多くの市民に分かち合えるまちづくりを目指し「災害に強い安全・安心のまち

づくり」、「世界に誇れる再生可能エネルギー先進自治体を目指して」、「豊かな自然の恵みを分

かち合う」の３つの基本方針を掲げ、引き続き公共施設等への太陽光発電設備の導入や住宅用

太陽光発電システム設置費補助金を継続しながら小水力、木質バイオマスや地中熱利用の導入

を検討するなど施策を推進してまいります。 
 その他につきましては、教育長および担当部長が答弁いたします。 

〇議長（千野秀一君） 
 藤森教育長。 

〇教育長（藤森顕治君） 
 上村英司議員の、ほくと未来の代表質問にお答えいたします。 
 北杜市総合戦略について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、東京オリンピック・パラリンピック合宿への対応についてであります。 
 合宿誘致は、世界トップレベルの競技を身近で見ることで市民のスポーツや健康への関心を

高められるとともに、子どもたちには将来のアスリートを目指す契機となるなど本市のスポー

ツ振興に大きく寄与するものと期待しているところであります。 
 また、諸外国の選手が本市を訪れることで観光面などの活性化にもつながることも考えられ

ることから本市ではバレーボール、バスケットボール、自転車モトクロス、いわゆるＢＭＸの

３つの競技種目について合宿受け入れの意思表明を県教育委員会を通して公益財団法人東京オ

リンピック・パラリンピック競技大会組織委員会に行っております。 
 現在、市は国内キャンプ候補地ガイドへの掲載に向け、練習施設にかかる基準要件の適合確

認を進めているところであり、今後、基準要件の適合が確認された練習施設について情報を配

信するとともに県などと連携して関連事業の検討や課題整理を行い、合宿誘致の実現に向けて

取り組んでまいりたいと考えております。 
 次に、中学生対象の放課後などの学習支援の仕組みづくりについてであります。 
 学習が遅れがちな中学生に対して、基礎学力の定着や学習習慣を確立させることは重要であ

ると考えております。現在、中学生については放課後や夏休みなどを利用し、教員による学習

指導や学習相談等を実施しております。 
 また来年度において教育委員会が実施する新規事業として、保護者や地域住民が学校運営に

参画する学校運営協議会を設置し、今日の教育課題への対応や地域の特色を生かした学校教育

の実現に向けコミュニティスクールを導入し地域と共にある学校づくりを推進してまいります。 
 こうしたことも踏まえ、学習支援の仕組みづくりに関しましても教員ＯＢや大学生などの協

力体制づくりや課題について整理し、検討してまいりたいと考えております。 
 次に、小学校１年生から外国語を学ぶモデル校等の取り組みについてであります。 
 文部科学省においては、平成３２年度から現在の５・６年生が行っている外国語活動を３・

４年生に導入し、また５・６年生は英語を教科化することとしております。現在、市内の小学
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校５・６年生においては担任が英語補助教員、いわゆるＡＬＴと連携して音声や表現に慣れ親

しませることを目標に外国語活動を行っており、１年生から４年生においても歌やあいさつ、

ゲームの中で簡単な英語を使った活動を取り入れているところであります。また英語の絵本や

図書を購入し、児童に貸し出しを行い外国語に触れる機会も提供しております。 
 モデル校の導入につきましては今後、校長会とも協議し、原っぱ教育指定校の事業の一環と

して検討してまいりたいと考えております。 
 次に投票率を上げる取り組みにおける高校生への主権者教育についてであります。 
 選挙権の年齢が１８歳以上に引き下げられたことに伴い、文部科学省では政治や選挙権に関

する副教材「私たちが拓く日本の未来」を昨年１１月に全国の高等学校に配布いたしました。

甲陵高校ではこの教材を全校生徒に配布し指導の重点項目を設定した上で、２・３年生には政

治・経済において「選挙と政治参加」をテーマに授業を行ったところであります。 
 また４月には新２・３年生を対象に県選挙管理委員会から講師を招き、「選挙権年齢の引き下

げに関して」と題して選挙違反やネット選挙などの講演を行う予定となっております。 
 今後、授業や生徒会役員選挙などを通して主権者として自ら考え自ら判断し行動できる生徒

の育成を目指し、指導の充実に努めてまいります。 
〇議長（千野秀一君） 

 伊藤総務部長。 
〇総務部長（伊藤勝美君） 

 上村英司議員の、ほくと未来の代表質問にお答えいたします。 
 平成２８年度当初予算における、ふるさと納税への対応についてであります。 
 寄附者の便宜性を図るため、これまでの申し込みをいただいたあとに金融機関で入金してい

ただく方法に加え、来年度からインターネットで納付手続きが可能となるふるさと納税電子決

済代理収納システムを導入することとしております。 
 また、市内の特産品生産者などからの提案を随時受け、多くの方が本市に訪れたくなるよう

な魅力ある返礼品を加えるなどの工夫をしながら、さらなる制度のＰＲを行い自主財源確保へ

努めてまいりたいと考えております。 
 次に北杜市総合戦略について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、地方創生関連の交付金についてであります。 
 国の平成２６年度補正予算の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金、地方創生先行型

において結婚支援事業、移住定住促進事業、防災体制強化整備事業、助産所開業支援事業、世

界に誇る資源のブランド化推進事業、観光誘客事業、空き店舗を活用した交流促進事業、海外

販路開拓支援事業費補助金事業等の各種事業に取り組み、移住定住の促進につなげたところで

あります。 
 また地域消費喚起・生活支援型において、プレミアム付き商品券発行事業により子育て世代

をはじめとする多くの市民に好評をいただきました。 
 さらに同交付金の上乗せ分として昨年秋に子ども医療費助成事業、就労支援賃貸住宅等建設

促進事業費補助金事業、空き家バンク清掃費等事業費補助金事業の３事業を国に提案し交付決

定がされました。 
 また国の平成２７年度補正予算において、一億総活躍社会の実現に向けた緊急対応として地

方創生加速化交付金が創設されたことから世界に誇る水の山ブランドの推進、フードバレー構
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築プロジェクト、日本版ＤＭＯの推進の３事業を提案し、平成２７年度の繰越明許予算として

取り組むこととしております。 
 今後は平成２８年度において事業費ベースで２千億円、複数年度事業も対象となる地方創生

推進交付金、いわゆる新型交付金が創設されることから策定が義務づけられる地域再生計画と

併せて、北杜市総合戦略に掲げる事業をもとに先駆性があり既存事業の横展開のできる事業を

国に提案してまいりたいと考えております。 
 次に人口ビジョンについてであります。 
 近隣自治体への転入・転出数、性別、年代等については地域経済分析システム、ＲＥＳＡＳ

の人口マップから把握、分析しております。 
 転出の要因としては、本市の借家数が韮崎市や甲斐市などの近隣の市と比較して著しく低い

ことが主たるものと考えております。 
 また年齢構成は民間アパート等が少ないためか、２０代から３０代の若い世代が多く見られ

ます。 
 次に投票率を上げる取り組みについて、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、人が賑わう場所での投票所の設置についてであります。 
 本市では公民館や集会所など４０カ所に投票所を設置し、さらには選挙期日に仕事や旅行等

で投票できない有権者のために総合支所８カ所で期日前投票を行い、身近な場所で投票できる

環境の整備を図っております。 
 最近ではいくつかの自治体において、利便性の高い大型商業施設や若年層の投票率の向上を

狙い大学等で期日前投票を行うなどの取り組みが報告されています。こうした有権者が投票し

やすい環境を整備することは投票率の向上を図る有効な１つの手段ではありますが、一方で不

特定多数の人が出入りする場所での投票は、より厳正さが求められる選挙執行において安全

面・費用面などの課題もあることから、本市においては公的な施設以外での投票所の設置につ

いては慎重に検討していく必要があると考えております。 
 次に、郵便等による投票や投票所へ行けない方への対応についてであります。 
 投票は原則投票所で行うこととされていますが、身体障害者や介護認定で介護度の高い方な

ど投票所へ出向くことが困難な有権者は、不在者投票として郵送による投票が可能となる制度

がありますので、今後も制度の周知に努めてまいります。 
 また投票所へ出向くことができない高齢者等の投票機会の確保については高齢化が進む中、

全国的な課題でもあることから、他の自治体の取り組み事例等を参考に検討してまいります。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 菊原企画部長。 

〇企画部長（菊原忍君） 
 上村英司議員の、ほくと未来の代表質問にお答えいたします。 
 平成２８年度当初予算における合併特例債の老朽化した公共施設への活用についてでありま

す。 
 合併特例債は、普通交付税の算定において元利償還金の７０％が基準財政需要額に算入され

る有利な起債であり、新市建設計画に基づいた公共施設または公用施設の建設事業に充当でき

ることとされています。 
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 このため老朽化した公共施設についても、例えば近い将来に大規模改修が必要になる主要施

設について、合併特例債の活用が可能なものは前倒して実施するなど、平成３２年度までの発

行期限を見据え、有効に活用してまいります。 
 また、通常では起債の対象とならない公共施設の解体に要する経費についても現在策定して

いる公共施設等総合管理計画に基づいて行われる場合には合併特例債の対象とすることが可能

となるため、今後、計画に基づく公共施設の整理統合に伴う解体の財源としても活用していき

たいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 平井市民部長。 

〇市民部長（平井光君） 
 上村英司議員の、ほくと未来の代表質問にお答えいたします。 
 高齢者福祉について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、高齢者支援で活躍するＮＰＯ法人の活動内容と他地域への水平展開についてであ

ります。 
 市内で活動している２つのＮＰＯ法人は介護保険事業の指定を受けていないことから、介護

保険対象外の訪問サービスや福祉有償運送などが主な活動となっています。 
 ＮＰＯ法人の地域への水平展開については、立ち上げから実際の活動を行ってきた尊い経験

を今後活動を予定している団体等への相談支援や後継者の育成、新たな担い手育成のための講

習などに生かしていただける体制づくりを考えております。 
 次に、介護支援ボランティアなどへの参加状況についてであります。 
 平成２８年２月現在の介護支援ボランティア登録者数は１４７名、介護予防サポートリー

ダーは６６名、認知症サポーター養成を行うキャラバン・メイトは５７名であります。 
 昨年度、介護支援ボランティア活動を実施した人は４９名で老人保健施設など３０施設にお

いてボランティア活動を行い、介護予防サポートリーダーは公民館カフェを２１施設において

開催し、キャラバン・メイトは認知症サポーター養成講座を市民および市内小中学校の児童生

徒を対象に２月までに２０回実施しております。 
 次にサービス付き高齢者住宅の現状と課題、今後の展開についてであります。 
 サービス付き高齢者住宅はバリアフリー構造等を有した高齢者向けの賃貸住宅で、市内には

５棟９４戸があり、今月１日現在の入居戸数は８７戸になっており、県全体の約８％が市内に

設置されている状況であります。 
 整備にあたっては国土交通省が補助金交付を行うなどして推進をしており、高齢化により全

国的には今後急増していくことが予想されますが、入居費用が高額という課題があります。 
 また今後の展開については本市の高齢者は持ち家の方が９割と多く、ひとり暮らしになった

ときや家族の介護力が期待できない場合に、見守りや生活支援が提供できることからサービス

付き高齢者住宅は住み替えに適した施設であるといえます。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 茅野福祉部長。 
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〇福祉部長（茅野臣恵君） 
 上村英司議員の、ほくと未来の代表質問にお答えいたします。 
 高齢者福祉について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、社会福祉協議会の活動内容についてであります。 
 社会福祉法に基づく社会福祉協議会は、地域福祉の推進役として位置づけられた社会福祉法

人であります。北杜市社会福祉協議会は市民参加の地域福祉を推進することから、市民等から

の会費と市からの福祉活動専門員設置費補助金、介護や福祉サービス事業に関わる委託事業等

で運営を行っております。 
 社会福祉協議会の活動内容は小中学校での福祉体験学習、高齢者に対する傾聴ボランティア

養成講座や自身で金銭管理がうまくできない方々を支援する日常生活自立支援事業を行うとと

もに北杜市老人クラブ連合会等の事務局も担うほか、介護保険事業を行っています。 
 次に、災害時要援護者支援制度の登録状況や行政区等の連携状況であります。 
 北杜市災害時要援護者支援制度では７５歳以上の高齢世帯の方、身体障害者手帳２級以上の

方や要介護３以上の方等、避難するためになんらかの手助けを希望する方の登録をしており現

在２７０名であります。それぞれの行政区長や民生委員が災害時要援護者支援台帳を保管し、

災害時に活用することとなっております。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 名取生活環境部長。 

〇生活環境部長（名取文昭君） 
 上村英司議員の、ほくと未来の代表質問にお答えいたします。 
 北杜市再生可能エネルギービジョンについて、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに目的と施策についてであります。 
 市では平成１８年３月に北杜市地域新エネルギービジョンを策定し１０年が経過しました。

その間、東日本大震災や再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度の開始などエネルギーを

取り巻く社会情勢が変化しております。 
 このため本年度に策定した北杜市総合戦略における具体的施策、環境にやさしいまちづくり

に位置づけ、人と自然と文化が躍動する環境創造都市の基本理念に基づき、持続可能な社会の

実現に向けた取り組みの方向性を示すことを目的に、北杜市再生可能エネルギービジョンを策

定したところであります。 
 次に、今後のルールづくりへの取り組みについてであります。 
 本ビジョンの３つの基本方針の１つである豊かな自然の恵みを分かち合うとして、アクショ

ンプランに自然環境に配慮したルールを掲げ、再生可能エネルギー発電設備の設置に当たって

は地域との協調を図り、自然環境等に配慮しながら進めていくこととしており、北杜市太陽光

発電設備設置に関する指導要綱、山梨県の太陽光発電施設の適正導入ガイドラインおよび北杜

市景観条例を踏まえ、地域環境に配慮した取り組みが併せて行われるよう示しております。 
 次にＣＯ２削減対策とした節電への取り組みについてであります。 
 東日本大震災以降、節電への取り組みが行われており、さらなる省エネルギー対策として、

省エネルギー診断の実施や高効率な省エネルギー機器などの導入を進めてまいります。このた

め、来年度は公共施設へのＬＥＤ街路灯の設置を計画しております。 
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 なお、国においても地球温暖化対策として、地方公共団体と連携したＣＯ２排出抑制対策促

進事業を実施することとしており、本市においても事業導入の検討を行ってまいりたいと考え

ております。 
 次に、先導的な研究拠点づくりについてであります。 
 市営北杜サイト太陽光発電所は、大規模太陽光発電の実証サイト太陽光発電実証の杜として

現在でも多くの視察者を、また独立行政法人国際協力機構を通じて海外からの視察も受け入れ

ております。 
 世界的にも知名度のある北杜サイト太陽光発電所を中心に、今後、農業用水路を活用した小

水力や地中熱利用など、さまざまな再生可能エネルギーの実験・研究を行う機関や企業を誘致

するなど、先進的な研究フィールドとして本市の取り組みに対するブランドイメージの向上を

図ってまいりたいと考えております。 
 次に、再生可能エネルギーを通じた環境教育の推進についてであります。 
 再生可能エネルギーは言うまでもなく持続可能なエネルギーであり、地球温暖化対策に対す

る理解を深め、地域社会全体での環境に対する意識向上を図ることは必要不可欠であると考え

ております。 
 再生可能エネルギーを活用する創エネとエネルギー使用量を少なくする省エネを両輪に持続

可能な社会の実現に向けて今後も積極的に環境教育に取り組んでまいりたいと考えております。 
〇議長（千野秀一君） 

 田中産業観光部長。 
〇産業観光部長（田中幸男君） 

 上村英司議員の、ほくと未来の代表質問にお答えいたします。 
 北杜市総合戦略について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、起業支援体制についてであります。 
 市では、総合戦略の日本の機関車（雇用創出）プロジェクトにおけるチャレンジできる杜づ

くりの中で、新たに事業展開を行う企業や起業を行う個人に対して積極的な情報提供を行うと

ともに関係機関と連携してサポートしていくこととしております。 
 来年度から新たに創業促進支援事業を創設し、北杜市商工会や北杜市企業交流会、金融機関

等と連携して、本市で新たに創業する事業者や個人に対して創業時の初期投資費用の一部の補

助や金融機関からの融資に対する利子補給等において、積極的に支援してまいりたいと考えて

おります。 
 次に、地域おこし協力隊が活動を終えたあとの起業支援についてであります。 
 農業地域おこし協力隊員は平成２１年度事業開始後１３名が北杜市に定住しており、定着率

は６０％となっております。また観光地域おこし協力隊員は、本市への定住を要件に募集して

おり、市としても３年間の活動期間中に隊員が活動している支援先で業務の習得や人間関係を

築き観光事業者等に就職することを想定しております。 
 今後も協力隊員の定着率の向上を図るため、地域おこし協力隊事業で認められている国から

の定額の起業支援や青年就農給付金事業などを活用し協力隊員の支援を行ってまいります。 
 次に、北杜市企業交流会からの要望に対する取り組み状況についてであります。 
 企業交流会からの要望については昨年６月の総会で会員からの要望をまとめることとし、事

務局で要望調査を行ったところ、道路等の周辺整備や技術者の確保への要望と交流会事業の研
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修事業や婚活事業への意見がありました。 
 市としては各担当課と連携して要望に対し、できる限り対応をしてまいりたいと考えており

ます。 
 次に、農業生産法人の現況と今後の進出状況についてであります。 
 現在操業を開始している法人は、おおむね計画どおり農業経営を行っていると聞いておりま

す。進出状況については武川町山高地区に大規模施設による野菜の養液栽培、須玉町江草地区

に土耕栽培による野菜の栽培・加工、高根町箕輪地区に単棟ハウスによる土耕の野菜栽培を行

う３法人の参入がこのたび決定しましたので、合わせて２０社となりました。 
 今後とも地域の活性化のため耕作放棄地等を再生しながら農業参入を推進してまいります。 
 次に、研究機関誘致の方針についてであります。 
 市内企業等の課題として、技術者の確保に苦慮している状況があります。 
 また昨今は新分野での事業展開を図るためには大学等の研究機関と連携し、新たな技術の開

発を行い大型プロジェクト等に参加していく必要もあるため、研究機関等が近くにあることは

大変望ましいことと考えます。 
 このため本市の首都圏からの利便性や自然環境、水資源等を活用して北杜市商工会や北杜市

企業交流会、北杜市農業企業コンソーシアム等からの情報収集を図る中で、今後進めていく技

術分野等の方向性を見据え、県等の協力もいただきながら研究機関や企業の研究部門の誘致を

模索してまいりたいと考えております。 
 次に、企業と連携した奨学金免除制度の導入の考えについてであります。 
 本市への就業と定住等を条件に奨学金の返済にかかる補助を行い、本市への就業と定住を促

すことは、産業人材の確保につながります。しかしながら財源の確保や効果等、検討しなけれ

ばならない課題もたくさんあります。 
 なお、来年度から山梨県ではものづくり人材就業支援基金積立金事業で奨学金の返済に対す

る補助制度を始めることから、この制度を積極的に活用できるよう周知を図るとともに活用状

況を注視する中で市単独で実施できるか、市内企業との意見交換を行ってまいりたいと考えて

おります。 
 次に、観光客３７６万人を４５１万人とする計画の根拠についてであります。 
 北杜市の平成２２年から平成２６年までの過去５年間の観光客入込客数の伸び率は９％で大

幅な増加は得られていない状況にあります。しかし、総合戦略の魅力ある観光まちづくりの推

進では入込客数を増加させるために地域の稼ぐ力を創出し、新たな観光施設等の産業を生み出

す計画であります。 
 計画では八ヶ岳観光園が観光地域づくりプラットフォームを構築し、滞在プランやイベント

の知名度が上がってきたこと、全国１３の観光圏と連携した周遊ルートのＰＲを行っているこ

と。南アルプスがユネスコエコパークに登録され、地域連絡会を組織して市民が中心となった

交流人口の増加策を図ること。八ヶ岳定住自立圏共生ビジョンにおいて、八ヶ岳観光圏の２次

交通整備や情報発信、ユネスコエコパークエリアの駐車場やトイレの整備などにより、５年間

で２０％の観光客の増加を計画したところであります。 
 外国人を呼ぶための具体的な計画についてであります。 
 市では宿泊施設等に対し、来訪している外国人の情報や実際に外国人を招き、本市のどのエ

リアに魅力を感じるかなどを調査し、事業を計画しております。 
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 具体的には台湾、香港を中心に現地での旅行博覧会への出展、現地旅行雑誌への掲載など情

報発信をしております。 
 また日本への来訪者は中国に次いで韓国が多いことから、浅川巧の関係もありますので韓国

ソウル市と連携した観光誘客事業を実施していくこととしております。 
 受入態勢の整備としては言語の壁がある施設でも受け入れやすい環境を整備するため、翻訳

機能を有した観光案内用情報ソフトを作成し、配布する計画であります。 
 さらにこれらアジア諸国の誘致に加え、欧米系外国人に魅力のある南アルプス周辺や増富ラ

ジウム温泉などの情報発信を検討してまいります。 
 世界に誇る水の山プロジェクトの今後の展開方針と八ヶ岳観光圏事業、南アルプスユネスコ

エコパーク事業との連携についてであります。 
 昨年５月に世界に誇る水の山宣言を行い、市民と行政、そして水資源を利活用する企業が連

携し、環境保全活動に加え水資源のブランド化も行っていくことで地域課題の解消に向け、協

働で活動する仕組みを構築し、事業展開を開始したところであります。 
 来年度はさらにパートナーとして協働で事業実施するとともに、取り組みを発信できる企業

を増やし、本市の水資源のブランド力を高める計画であります。 
 この計画は、八ヶ岳観光圏で計画している日本型ＤＭＯ事業としても世界に発信していく中

心的なコンテンツとなるものでありますので、八ヶ岳観光圏、南アルプスユネスコエコパーク

地域連絡会と一体的な事業として積極的に連携し、事業展開を図ってまいります。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 神宮司建設部長。 

〇建設部長（神宮司浩君） 
 上村英司議員の、ほくと未来の代表質問にお答えいたします。 
 平成２８年度当初予算における橋梁等のインフラ整備の方針についてであります。 
 市では１，０９２キロメートルの市道、４８３橋を維持管理しているところであります。こ

れらの橋の多くは昭和５０年代から高度経済成長期に集中して建設されており、建設年次が判

明している２３８橋のうち建設後５０年以上を経過した橋梁が３８橋あり、建設年次不明の橋

を含めるとこれ以上の高齢化橋梁があると推察しております。 
 市では平成２０年度までに５メートル以上の橋梁の遠方目視点検を実施し、平成２２年３月

に橋梁長寿命化実施計画を策定し、これに基づき国の交付金事業等を活用しながら補修・補強

を実施しているところであります。 
 また平成２６年の道路法等の改正による２メートル以上の橋梁の近接目視点検を平成２６年

度から年次計画により実施しているところであります。来年度では竣工後４０年が経過し損傷

度レベルの高い中央自動車道に架かる横針橋の撤去および橋梁点検を実施しております。 
 今後は全橋梁の点検結果に基づき橋梁長寿命化実施計画の見直しを行い橋梁の安全性の確保

とライフサイクルコストの平準化および将来負担の縮減を図ってまいりたいと考えております。 
 以上であります。 

〇議長（千野秀一君） 
 当局の答弁が終わりました。 
 ここで暫時休憩といたします。 
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 再開は１１時２０分といたします。 
休憩 午前１１時０６分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
再開 午前１１時２０分 

〇議長（千野秀一君） 
 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 神宮司建設部長。 

〇建設部長（神宮司浩君） 
 大変申し訳ありません。 
 先ほどの答弁でありますけども、２点訂正をお願いしたいと思います。 
 先ほど昭和５０年代から高度成長期という趣旨の答弁をさせていただきましたけども、昭和

３０年代の誤りであります。 
 もう１点でありますけれども、橋梁点検を実施しておりますというふうな答弁をさせていた

だきましたけれども、橋梁点検を計画しておりますということでありました。大変申し訳あり

ませんでした。 
〇議長（千野秀一君） 

 上村英司君の再質問を許します。 
 上村英司君。 

〇１番議員（上村英司君） 
 平成２８年度当初予算について３点、質問をさせていただきます。 
 この当初予算編成には、市長が少子化対策を絶対にやり抜くんだという強い決意を感じます。

また１８億６千万円という引き続き大きな繰上償還によって、将来世代にツケを残さないんだ

という意志も感じます。子育て支援住宅やマイホーム補助金、保育料第２子以降無料化、医療

費中学３年生まで無料化の拡大と少子化対策に本気で取り組み、将来世代にツケを残さない予

算編成方針であるという理解でよろしいかどうか、改めてお聞きしたいと思います。 
 ２点目といたしまして、橋梁のインフラ整備についてご答弁をいただきました。４８３本を

管理しているということでございます。点検補修に関して大変な負担がかかっているというふ

うに思います。現在、分かっているだけで建設から５０年以上経った橋梁が３８本あるという

ことでございます。今後この３８本についてはどのような対応をしていくのか、具体的にお聞

きしたいというふうに思います。 
 ３点目といたしましては、ふるさと納税についてお聞きいたします。 
 ふるさと納税については３５億円にのぼる自治体もあります。たしかに返礼品競争はよくな

いと思いますが、自治体間競争も始まっているのが事実であります。ふるさと納税上位の自治

体は返礼品にもさまざまなアイデアを駆使しております。カタログで選べるようなものですと

か、ポイントが貯められるなど工夫が凝らされております。 
 北杜市でも北杜市に訪れていただくような企画、また乗馬体験などなどまだまだ増やす余地

があるのではないかというふうに思います。まず１億円を目指して取り組みを強化していくべ

きではないかなというふうに思うわけでございますけども、見解をお伺いいたします。 
 以上です。 
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〇議長（千野秀一君） 
 答弁を求めます。 
 伊藤総務部長。 

〇総務部長（伊藤勝美君） 
 上村議員から再質問をいただいております。 
 最初に私のほうからふるさと納税に対して北杜市に訪れてもらうような企画など、まだ増や

す余地があるのではないかということで取り組み強化したらどうかというご質問でございます。 
 平成２８年度から市内生産者等からの特産品の提案を随時受けまして、北杜市の魅力を伝え

られる特典を現在考えて検討しております。また北杜市へ訪れていただける品として宿泊施設

とか飲食店、市内施設利用券を特典として加えて寄附者に訪れてもらう、知っていただくとい

うことを考えながら本市の魅力を体験していただける特典についても今現在、検討していると

ころであります。 
 先ほど議員のほうからも申し上げられましたけども、生まれ育ったふるさと、あるいは心の

ふるさと、第２のふるさとというふるさとを応援するという本来の趣旨を理解しながらも貴重

な自主財源の確保についてこれからも努めてまいりたいと、かように考えております。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 菊原企画部長。 

〇企画部長（菊原忍君） 
 上村英司議員の再質問にお答えいたします。 
 当初予算編成方針についての取り組み内容等の再質問でございます。 
 来年度の当初予算におきましては本市の最重要課題であります人口減少、あるいは少子化対

策に全力を挙げて取り組むために子育て支援住宅の整備や保育料第２子以降無料化、従来から

実施している本市の先進的かつ効果的な人口減少や少子化対策を継続するとともに子育て世代

マイホーム補助金、子ども医療費窓口無料化の中学３年生までの拡大、就労者のための賃貸住

宅建設の助成、新たな就業促進住宅の建設など総額で３億８千万円にのぼる総合戦略関連事業

を計上したところであります。 
 またこれらの人口減少・少子化対策を積極的に実施することによりまして、将来の税財源や

交付税の減少の抑制を図るとともに、次の世代が償還することとなる市債の残高を削減するた

めに１８億６千万円にのぼる繰上償還を実施するなど、議員ご理解のとおり持続可能で後世に

負を残さないための施策を盛り込んだ予算であるというふうに考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 神宮司建設部長。 

〇建設部長（神宮司浩君） 
 上村英司議員の再質問にお答えをしたいと思います。 
 建設後５０年以上を経過した橋梁が３８橋あるということで、状況はということであります。 
 これにつきましては、緊急対応が必要な橋梁はないというふうに考えております。橋梁長寿

命化実施計画で５メートル以上の橋梁につきましては損傷度でありますとか、あるいは耐震性

などの判定結果および重要度でありますとか交通量などを勘案して、優先的な指標を定めて年
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次計画で随時補修、補強の対策を講ずることとなってございます。これまでにも三村橋であり

ますとか高川橋、あるいは流川橋というふうな橋の補修・補強を実施したところであります。

道路改良工事におきましても大武川線の塩沢橋というところを架け替えするということで現在、

行っております。現在、行っている全橋梁の近接目視点検の結果を踏まえまして国・県の技術

支援を受けながら計画を見直しまして安全・安心な暮らしのため、適切な対応を今後取ってま

いりたいというふうに考えております。 
 以上であります。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁が終わりました。 
 上村英司君。 

〇１番議員（上村英司君） 
 続きまして、総合戦略について再質問をさせていただきます。何点かございます。 
 住宅支援に関しましては市長からのご答弁で子育て世代マイホーム補助金に関しましては

８３件の計画があがっており、移住される方が市外から５５人増えているということでござい

ます。子育て支援住宅におきましても須玉団地で市外から３５人が移住されたということで、

若者が非常に増えているなということが実感できる内容でうれしく思うところでございます。 
 その中でやはり移住される方が増えてきますと、家を建てるための住宅地の確保ということ

がやっぱり心配になってくるわけでございますけれども、学校のそばなどにあまり住宅地がな

いということも聞かれるわけであります。市有地などを利用して住宅地の確保を努めてくだ

さったと思いますけれども、現在の進捗についてお聞きしたいと思います。 
 続きまして仕事関係について４点、お聞きしたいと思います。 
 農業生産法人の誘致を積極的に進めていただいておりまして、参入が２０社になったという

ことで、大変雇用に貢献しているかなというふうに思っております。そういう状況の中でフー

ドバレー構想を立ち上げたということでございます。地元の農家も農業団体もやはり販路が非

常に望まれるところでありまして、大手の企業の販路というのは非常に魅力的だというふうに

思っておりますけれども、そういう小規模な農業者に販路が適用されるようなそういう構想で

あるというふうな理解でよろしいかどうか、そのあたりをお聞きしたいというふうに思ってお

ります。 
 続きまして創業に当たって、初期投資を補助してくださる制度をつくるということでござい

ますけれども、まず金額についていくらなのかというのをお聞きしたいと思います。 
 また秋田県なんかでは、コンペ方式で優勝者の方にまとまった３００万円を補助しておりま

して、優れたアイデアに、少数の方に多くの金額を補助するような制度をつくっているところ

もございます。 
 今後どのような制度になっていくのか、柔軟に対応していただきたいと思うわけですけども、

そのあたりの見解をお聞きしたいというふうに思います。 
 また北杜市に縁があって来た地域おこし協力隊の方の支援でございますけれども、地域おこ

し協力隊の方の中にはデザインやＩＴという非常に専門性の高い能力を持った方が多くいらっ

しゃいます。ぜひ北杜市で起業したいという方も多いと思いますので、物心両面で手厚い支援

をして、帰ってしまわないように北杜市に留まっていただくようにぜひしたいというふうに思

います。３年という期間であると思いますので、もうあと１年ちょっとしか、たぶんないとい
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うふうに思いますけども、観光業に専念するがあまり自分の起業ができないというようなこと

があってはいけないと思いますので、そのあたりぜひ支援をしていただきたいなというふうに

思うわけでございますけれども、見解を伺いたいと思います。 
 また企業と連携した奨学金の件でございますけども、現在１５０万人の方が奨学金を利用さ

れているというふうに言われておりまして、地方創生関連でふるさとに就職したら免除される

という制度を取っている自治体も４自治体あるというふうに言われております。 
 山梨県もＵターン就職が２０％台と非常に低い状況でございますので、一部でもいいのでそ

ういう制度を北杜市でも早急につくっていただきたいというふうに思うわけでございまして、

再度改めて見解をお聞きしたいと思います。 
 続きまして観光について２点、お聞きいたします。 
 国は外国人の観光客３千万人を目指すという目標を掲げておりまして、約３倍という目標を

掲げております。北杜市は１．２倍ということでございましたけれども、やはり北杜市は観光

資源たくさんございますし、大きな目標を持って取り組むべきではないかというふうに思って

おります。主に台湾、香港、韓国からお客さまを呼ぶということでございましたけれども、現

地のＰＲが非常に大事だというふうに思っております。現地の例えば旅行者などにツテがある

のかどうか、どのようにＰＲしていくのかどうか、そのあたりを含めて具体的な見解について

もう一度お聞きしたいと思います。 
 続きまして、水の山プロジェクトについてでございます。 
 昨年度からの取り組みだと思いますけれども、具体的に昨年度取り組んだ事業があると思い

ますけれども、そのあたりを教えていただければということと、あと具体的に今年度からどの

ような取り組みをしていくのか、そのあたりが分かっていれば教えていただきたいなというふ

うに思います。 
 教育・子育て支援について、２点質問させていただきます。 
 お隣の富士見町でも放課後、中学生を対象に学習支援をしているということでございます。

受験時の３年生は塾に行かなければなかなか希望の高校に入れないというような、今、現状が

ございまして、なかなか親の経済的負担も非常に大変だということであります。コミュニティ

スクールの取り組みを今年からやっていくということでございますけれども、ぜひそういう学

習支援をしていただくような取り組みを早期にやっていただければというふうに思います。お

そらく退職された方々も地域に貢献したいという気持ちも非常に強くあると思いますので、ぜ

ひそのような仕組みをつくっていただければというふうに思います。 
 また外国語教育でありますけれども、多くの学校がモデル校として１年生から外国語を学ぶ

仕組みをつくって、それをモデルとして市内全校に英語教育を普及していくような仕組みを

取っているというふうに思いますので、３・４年生から外国語の学習が広がっていくというこ

ともございますので、ぜひ早期にモデル校を１校つくっていただきたいなというふうに思うわ

けでございますけども、改めてお聞きしたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁を求めます。 
 田中産業観光部長。 

 

 ７１



〇産業観光部長（田中幸男君） 
 上村英司議員の再質問にお答えいたします。 
 総合戦略における産業、それと観光について６点いただいたと思います。 
 最初にフードバレー構想について小規模農家の販路というご質問だと思いますけど、フード

バレー構想につきましては、本年度地方創生の加速化交付金におきまして北の杜フードバレー

構想プロジェクト事業を実施する予定でございます。この事業は地域の稼ぐ力を向上させるた

め参入企業を核として集落営農組織、それと新規就農者等を有機的に連動させて、その地域の

運営のネットワークを構築する計画でございます。 
 この中で企業が中心となり本市の地域資源を生かした情報発信、それと収集力、経営能力を

生かし顧客ニーズの共有、消費者へのきめ細やかな農畜産物の生産、販路の拡大等の推進を実

施することとしております。 
 ２点目といたしまして起業支援の創業費用の内容というご質問だろうと思いますけど、北杜

市の創業促進支援事業につきましては、初期投資の直接補助をもう少し、８０万円からアップ

できないかというご質問であると思います。 
 新規に起業する場合の初期投資費用は、全国的な統計水準でみますと自己資金が１６０万円、

借入金が５４０万円、合計７００万円ということであります。このため支援策として自己資金

の２分の１の８０万円を手当し、借入金の５４０万円につきましては５年間の利子補給を行う

支援を行うこととしております。 
 今後、利用状況、利用者の意見を参考にする中で必要に応じて改善を図ってまいりたいと考

えております。 
 ３点目でございますが、地域おこし協力隊のご質問でございます。 
 地域おこし協力隊の起業支援や就農の支援についてでありますが、市といたしましても観光

事業者等、それとスキルに合わせて就業の紹介は積極的に行ってまいりたいと考えております。

また隊員からの提案を考慮する中でしっかり支援し、市内の定住人口の拡大を推進してまいり

たいと考えております。 
 ４点目でございますが、市内へ就職した場合の奨学金の免除制度というご質問だろうと思い

ます。 
 こちらにつきましては、先ほどの答弁と繰り返しになりますが今後、県の制度の動向や市内

起業者との意見交換と行う中で今後、市単独での補助制度の導入について検討してまいりたい

と考えております。 
 次に観光についてのご質問でございます。 
 総合戦略における目標指数の計画の根拠というご質問でございますが、本市におきましては

宿泊施設が少なくトップシーズンにおいては一杯ということで、オフシーズンでの対応の誘客

数の増加を図る必要があるものと考えております。 
 少子化や国内旅行の冷え込む中で、外国人観光客をターゲットとした誘客策を図っておりま

すが、全国旅行者数の中で外国人旅行者の比率が低い状況もございますので、倍増するような

計画はなかなか難しいのかなというふうなところでございます。 
 それにおきまして観光誘客を図る戦略でございますが、このエリアの持つ魅力を世界に発信

し、外国人旅行客のさらなる誘客を図ることでこのエリアの旅行者数の増加を図ることを当面

の目標として事業を進めてまいりたいと考えております。 
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 最後の６点目の水の山のプロジェクトというご質問でございますが、水の山プロジェクトに

つきましては昨年から始めたということもあり、具体的に成功した取り組みをあげるのはなか

なか難しい状況であります。企業と共同としてブランドのイメージをつくり、市内外に広く配

信し多くのメディアに取り上げられ、市の１つのブランドイメージの構築ができたことが１つ

の成果なのかなというふうに考えます。 
 来年度の事業につきましては、先ほどの答弁でも申し上げましたがパートナー企業をさらに

増やし、一緒に水の山ブランドの醸成と発信を行い、市内企業等による水の山サポーターの登

録を推進する中でこのエリアの魅力や水にかかる商品の提供を行うことで、誘客を図ってまい

りたいと考えております。 
 またこのエリアの森や水を守りながら観光や経済につなげるための取り組みで、ユネスコエ

コパークに登録されたということもありまして、水の山プロジェクトのほうを南アルプスユネ

スコエコパーク地域連絡会とも積極的に連携して、このエリアの自然を守り、また発信するた

めの人材育成を行いながらプロジェクトを推進してまいりたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 神宮司建設部長。 

〇建設部長（神宮司浩君） 
 上村英司議員の再質問にお答えをいたします。 
 市営住宅の跡地利用ということであります。 
 現在、長寿命化計画の見直し作業をさせていただいております。その中で木造戸建て住宅、

現在５９件の方が入居をされているというふうな状況でありますけれども、建築後すでに

３０年以上経っているということで、期限を定めまして用途廃止をさせていただきたいという

ことで各戸を職員と委託業者でまわりまして、どういう状況なのかということを確認させてい

ただいて、期限までに移っていただいて取り壊しをしたいというふうなことを考えております。 
 本年度、２７年度でありますが木造戸建ての住宅については１４棟を解体させていただいた

というふうな状況であります。今年度も解体をするという状況であります。 
 いずれにいたしましても５９戸の皆さんのご意思を確認させていただいて、順次、別の市営

住宅に移っていただいて取り壊しに掛かりたいと。そのあと用地については、子育て支援等々

で活用をしてまいりたいというふうに考えています。 
 以上であります。 

〇議長（千野秀一君） 
 浅川教育部長。 

〇教育部長（浅川一彦君） 
 ほくと未来、上村議員の再質問にお答えをいたします。２点伺ったと思います。 
 まず中学生への放課後などの学習支援ということでございます。 
 放課後、それから夏休みなどを利用した学習支援につきましては教育委員会としても実施に

向けて取り組んでまいりたいというふうに考えております。来年度は実施する教科、それから

指導していただける教員、ＯＢ、また大学生のボランティアなどの確保といったものが課題に

なると思いますので、そうしたものの課題に取り組むと同時に継続的に対応できるような体制

といったものも考えていきたいと考えているところでございます。 
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 次に外国語のモデル校の取り組みということでございます。 
 小学校低学年においては、学校の中で英語を学ぶ時間を確保するということは大変な状況で

はありますけども、現在でも総合的な学習、それから特別活動、また余った時間などを活用し

て各学校独自に英語に触れる機会を設けているというふうな状況でございます。 
 今後、正式な教科として文科省から３年生から６年生までの授業の取り組みということが昨

日も新聞の中で報道されまして、週１時間、一コマずつ増えていくということを示されており

ます。その確保というものもやはり課題になっているという状況でございます。そうした状況

が今後示される中で、低学年の対応についても校長会等で原っぱ教育などのモデル校などで指

定して、そうしたモデルとしてうまく活用できないかということは考えているという状況でご

ざいます。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁が終わりました。 
 上村英司君。 

〇１番議員（上村英司君） 
 昨年、天然水かき氷が非常に市内で大ブレークしておりまして、それも水の山プロジェクト

の成果なのかなと思いまして聞いてみたんですけれども、期待しておりますのでよろしくお願

いしたいと思います。 
 続きまして再生可能エネルギービジョンについて４点、再質問をさせていただきます。 
 自然に配慮したルールにより、施設の安全に配慮を求めることは非常に重要であるというふ

うに考えております。太陽光発電は国の経済産業省で設備認定されますと、市ではどこに設置

されるのか分からない状況でありますが、法律に違反し設置工事を進める業者への指導から法

律や条例に違反しないが地域住民との十分な合意ができないという指導まで、民間では解決が

難しい問題などさまざまあり、行政の指導力に期待されるところであります。それらを含めて

行政での指導について、今後の方針について再質問をさせていただきたいと思います。 
 またＣＯ２削減のためにはＬＥＤや電気自動車などへの取り組みが欠かせません。電気代や

燃料代の削減にも寄与いたします。具体的に市庁舎や公共施設にＬＥＤを導入していく計画、

行政区が導入しやすいような補助金の創設、電気自動車を導入する計画はどのようになってい

るでしょうか、お伺いさせていただきます。 
 また、研究機関では市内でも高い蓄電技術を持つ企業などがございます。北杜サイトなどへ

の実証実験はできないでしょうか。県の米倉山では市内企業が参画して実証実験を実施してい

るということを聞いております。市内企業と連携して太陽光施設などで蓄電池研究などを積極

的に行うべきだと考えておりますけれども、見解をお聞きいたします。 
 ４点目といたしまして小水力、木質バイオマス、地中熱を利用して再生可能エネルギー導入

を検討していくという旨の答弁がございました。再生可能エネルギーの導入には専門的な知識

が不可欠であります。国では水素発電なども進めております。専門的な知識のある機関との連

携が不可欠だと思いますけれども、今後の再生可能エネルギーの導入方針について再質問をさ

せていただきます。 
 以上です。 
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〇議長（千野秀一君） 
 名取生活環境部長。 

〇生活環境部長（名取文昭君） 
 上村議員の再質問にお答えします。 
 ４点の内容ということで、まず１点目ですが自然に配慮したルールについてですが、該当す

る法令はもちろんのことでありますが、地域との協調を図り自然環境に配慮しながら進めてい

く必要があると考えております。特に地上型太陽光発電については、答弁でも申し上げました

が市の指導要綱、また県の適正導入ガイドラインや北杜市景観計画等に基づいて今後も指導を

行ってまいりたいと考えております。 
 なお、民間同士での問題に対しましては、法令等に基づくほかは慎重に対応すべきものと考

えております。 
 ２点目ですがＬＥＤの導入、また行政区が導入しやすい補助金等の質問でありますが、ＬＥ

Ｄを導入していく計画につきましては、防災拠点となる主要な公共施設をまず段階的にＬＥＤ

照明に切り替えていきたいと考えております。国の補助事業などを活用してまいりたい、その

ように考えております。 
 またＬＥＤ照明につきましては、補助金の創設について、防犯面の関連も踏まえ今後、庁内

で検討を行ってまいりたいと考えております。 
 なお、電気自動車でありますが市では現在２台導入しております。災害時にも活用が可能で

ありますから、導入台数の増加の検討も行っているところであります。 
 また電気自動車の普及には当然、充電スタンドの整備が必要であります。現在、急速充電器

につきましては市役所、また道の駅３カ所に設置がしておりますが、民間事業者による市内へ

の設置も見られておりますので、今後、市内の設置状況を確認して検討してまいりたいと考え

ております。 
 ３点目ですが、蓄電池研究を積極的に行うべきかという内容かと思います。 
 北杜サイトの太陽光発電所を実証研究フィールドとして、東京工業大学が研究を行っており

ます。昨年から本年まで東京工業大学と共同で、地元企業が太陽エネルギーを利用した蓄電技

術にかかる研究を行ったところであります。市としましても今後の蓄電技術向上は大いに期待

しているところであり、地元企業と連携した研究についても今後検討していきたいと考えてお

ります。また国においても再生可能エネルギーおよび蓄電技術にかかる実証研究を行うとの情

報が入っておりますので、これに対しても積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 
 最後、４点目ですが専門的な知識のある機関との連携等についてですが、本市では新エネル

ギー事業に精通する方、電気自動車、また金融機関の方、環境事業推進団体等で構成する北杜

市新エネルギー推進機構がありますので、さらに連携を図り施策を推進してまいります。 
 なお、水素利用については危険度も高く専門的な技術を要すことから推進を前提に今後検討

してまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 上村英司君。 

〇１番議員（上村英司君） 
 高齢者福祉について３点、お聞きいたします。 
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 介護サポートリーダーが開催している公民館カフェが２１施設で開催されているということ

でございました。お年寄りが週に一度とか気軽に集まれる場所づくりが非常に大事だというふ

うに思っております。さまざまな取り組みをやっていらっしゃると思いますが、行政区に今後

任せていくのか、社会福祉協議会主導でやっていくのか、今後の取り組み方針についてお聞き

したいと思います。 
 またＮＰＯが行っている活動に、介護保険事業以外の訪問サービスや福祉有償運送などがあ

るというご答弁でございました。訪問サービスでは買い物代行なのかというふうに思っており

ます。今、買い物難民が増えているということもございますので買い物代行や、また高齢者を

スーパーや病院に連れて行く取り組みなどが大事になってくると思います。ＮＰＯを立ち上げ

て運営していくのは大変なご苦労があると思いますけれども、ＮＰＯに対する相談支援や講習

などを支援していくということですが、現在多くの相談が寄せられているのかどうか。また実

際に事業をできるＮＰＯが立ち上がりそうなのかどうか、そのへんを改めてお聞きしたいと思

います。 
 ３点目ですけども、災害時要援護者支援制度についてはどういう方が登録されているか、地

域の市民にも分からないという課題がございます。個人情報保護のためだと思われますが、例

えば隣近所、消防団などと情報共有できなければいざというときに助けられないんではないか

なと思います。制度の改良を考えているのかどうかお聞きいたします。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁を求めます。 
 平井市民部長。 

〇市民部長（平井光君） 
 上村英司議員の再質問にお答えいたします。私のほうから２点いただいています。 
 はじめに公民館カフェの今後の取り組みというようなことでよろしいんでしょうか。公民館

カフェにつきましては介護予防活動支援事業というものに位置づけられており、専門の研修を

受けました介護予防サポートリーダーに事業を展開していただいております。 
 開催場所につきましては、地区の公民館を利用しておりますので行政区のサポートは必要で

ございます。現在２１カ所の地区で行っておりますけども、これを今後市内全域に広げていき

たいというふうに考えておりますので、介護予防サポートリーダーの養成に力を入れていきた

いというふうに思っています。 
 次に２点目のＮＰＯから相談が寄せられているか、立ち上がったＮＰＯがあるかというとこ

ろでございますけども、ＮＰＯに関する相談につきましては山梨県ボランティアＮＰＯセン

ターというのを山梨県ボランティア協会が運営しておるんですけども、そこで相談支援を行っ

ております。介護支援課ではそのような相談があればこちらのほうを紹介しているという状況

でございますけども、現在のところそのような相談もございませんし、立ち上がったＮＰＯと

いうのもありません。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 茅野福祉部長。 
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〇福祉部長（茅野臣恵君） 
 上村英司議員の再質問にお答えいたします。 
 災害時要援護者支援制度についてということのご質問でございます。 
 要援護者の名簿でございますけれども、災害が起きたときに手助けを必要とする方のお名前

や連絡先、近所で支援してくれる方などをあらかじめ市に登録していただくことにより、災害

時に支援者、行政区、消防団、民生委員、児童委員などと連携して支援をするというものでご

ざいます。名簿については日ごろから地域で見守り等を行っていただくために行政区長と民生

委員さんに配布をさせていただいております。また地域においては有事に備え、日ごろから地

域の中で支援方法などを話し合っておくことが非常に重要であるため、今後も機会あるごとに

制度の周知、地域での取り組みの推進を図ってまいりたいと考えております。 
 今後は個人行動計画を作成しなければならないということもありますので、今、台帳整備を

行っておりますけれども、それをもっと突っ込んだ中での個人計画というものを策定してまい

りたいというふうに考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 上村英司君。 

〇１番議員（上村英司君） 
 最後、投票率を上げる取り組みについて１点お聞きいたします。 
 北杜市での甲陵高校の授業の取り組みについてお聞きいたしました。例えば国政だけでなく

市政についても市民の生活に議会や行政がどのように関わっているのか分かりづらいというこ

ともよく言われておりますので、ぜひ選挙だけでなく若者に社会性や公共性を高めるような教

育をやっていただきたいと思いますし、今後の北杜市や日本を担っていく若者をぜひこの教育

によって育てていただきたいというふうに思いますので、ぜひ主権者教育について今後、市内

でどのように広めていくのか、改めてお聞きしたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 浅川教育部長。 

〇教育部長（浅川一彦君） 
 上村議員の再質問にお答えをいたします。 
 主権者教育ということで、現在、甲陵高校においても先ほど答弁したような内容で活動を、

昨年１１月に副読本といいますか、教本が公表されたというふうなことで、それをベースにま

だ３カ月、４カ月という段階でできる範囲の部分をやっているというふうな状況であります。 
 こうしたことから今後ある程度、その主権者教育の中で話し合いや討論の手法、それから模

擬的な選挙、請願、それから議会といったふうな形での社会に通じるような授業といったもの

の取り入れ方も当然進めていくということは考えているところでございます。 
 以上です。 

〇１番議員（上村英司君） 
 終わります。 

〇議長（千野秀一君） 
 上村英司君の質問が終わりました。 
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 関連質問はありますか。 
 （ な し ） 
 以上で質問を打ち切ります。 
 これで、ほくと未来の会派代表質問を終結いたします。 
 ここで昼食のため、暫時休憩といたします。 
 再開は１時３０分といたします。 

休憩 午前１２時００分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 １時３０分 
〇議長（千野秀一君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 次に、明政クラブの会派代表質問を許します。 
 明政クラブ、１０番議員、相吉正一君。 
 相吉正一君。 

〇１０番議員（相吉正一君） 
 明政クラブを代表して質問をさせていただきます。 
 さて、北杜市が合併してから早いもので１２年目を迎えました。こうした中で私たち議員の

任期も残すところわずかとなりました。 
 さて今、国会では本年度予算案が衆議院を通過し、現在、参議院で集中審議が行われていま

す。安倍政権は一連の閣僚や自民党国会議員の不祥事や不適切な発言により、話題は事欠きま

せん。そうした中にもかかわらず、安倍総理は強気な発言を続け憲法改正までも言及をしてい

ます。 
 一方、景気の動向ですが世界的な原油安による資源国の動揺、ヨーロッパでの金融不安、ア

メリカや中央経済の失速の影響で国内では急激な円高ドル安が進み、株価の変動が激しく初め

ての日銀のマイナス金利政策によりお金が借りやすくなった半面、景気がよくなるのか依然と

して不透明であります。 
 そうした中でも、庶民にとってよかったことはガソリンや灯油が安くなったことです。所得

格差が進む中で少しでも社会が明るくなるような政策が求められています。 
 さて北杜市の最重要課題は急激に増え続け、自然環境や景観・生活環境を破壊している地上

型太陽光発電施設に対する適切な導入を図るための行政指導の強化と適切なルールづくりです。

国の再生可能エネルギー政策としての太陽光発電施設の推進と本市の貴重な財産である自然環

境と景観・生活環境を脅かしている問題、相反するこの問題を解決しないで北杜市の将来のま

ちづくりは語れないほど大きな問題を投げかけています。 
 以下、太陽光発電に関わる問題を中心に５項目の質問をいたします。 
 最初に景観計画と景観条例の一部改正について。 
 山梨県の太陽光発電施設の適正導入ガイドラインが示されたことにより、本市でもまちづく

り審議会で審議がされ、事業用太陽光発電施設が工作物として届け出の対象になり、景観形成

基準に位置づけがされました。景観計画の素案を示しパブリックコメントを求めたところ、多

くの市民の皆さまから意見が寄せられました。このことを踏まえて、以下伺います。 
 １点目ですが、景観計画に関するパブリックコメントについて。市民の意見は主にどんなも
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のがあったのでしょうか。２６３件に及ぶ市民の意見を景観計画にどのように反映させました

か。またパブリックコメントされた市民に対して返答は考えているのでしょうか。 
 ２点目ですが、景観計画の考え方について。太陽光パネルの高さ、道路境界、敷地境界から

の後退距離緑化率を数値化できなかった理由は何か。数値化をしないで適正な指導ができるの

でしょうか。 
 ３点目ですが、景観条例の施行時期について。周知期間があるので７月１日から施行とのこ

とですが、できる限り速やかに施行すべきと考えますがいかがでしょうか。併せて県内市町村

の施行状況も同じかどうか伺います。 
 ２項目めですが、太陽光発電施設にかかる諸問題について。 
 北杜市が速やかに解決すべきことは自然環境と景観、生活環境を阻害している太陽光発電施

設にかかる設置事業者と住民との問題点の解決です。行政として強い指導力を発揮し、解決を

図っていくことが喫緊の課題として求められています。以下、見解を伺います。 
 １点目ですが小淵沢町住民の太陽光発電訴訟について。市としてはどのように受け止めてい

ますか。自然環境と景観、生活環境の悪化に対して行政としての指導責任はないのでしょうか。 
 ２点目です。大滝湧水付近のメガソーラー計画について。地域住民の不安に対し市としての

対応について伺います。名水百選など湧水地付近への設置は水源を守るために避けなければな

らないと考えます。この場所は山梨県のガイドラインで定める八ヶ岳南麓湧水群の１つで立地

に慎重なエリアとして指定がされています。設置を規制していく考えはあるか伺います。 
 ３点目です。太陽光発電施設の設置により伐採された森林面積と農地転用面積、その他の面

積はどのくらいありますか。森林の伐採などにより生態系に影響は出ていないのでしょうか。 
 ４点目です。議会では、国および関係機関に地上設置型太陽光発電施設の設置抑制を求める

意見書を提出しましたが、市としての対応状況は。 
 ３項目めです。太陽光発電設備設置に関する指導要綱の充実と指導体制の強化について。 
 平成２７年１０月現在、本市における太陽光発電施設認定件数は４，６５０件、導入件数は

１，０９１件で月に約５０件の勢いで増え続けています。 
 このままの状態で３，５５０件増えれば、本市は一体どうなってしまうのでしょうか。適正

な導入を図るためには山梨県のガイドライン、ならびに指導要綱に基づく強力な指導体制が必

要です。指導の現状と課題について、以下伺います。 
 １点目ですが、指導要綱に基づく指導の現状と課題について。届出件数、市内と市外事業者

の内訳と面積、指導について。届出の際に指導要綱別表に掲げる地区住民等に対して事業内容

の周知に努めること。水害防止対策、自然環境、風景および風土を重視し、これらの環境との

共生に努めること。適度な距離の確保、植栽により遮蔽、事業者の連絡先の表示等、９項目の

要件について具体的にどのように指導をしているのか。また課題があれば課題は何か伺います。 
 ２点目ですが、指導要綱を実効性のあるものにしていく考えはありますか。太陽光発電施設

の設置を巡るトラブルの原因は、事前に行政区や住民に事業の説明がされていないことにある

と思います。行政区と住民との合意形成を図ることを義務化する考えはありませんか。 
 ３点目です。景観条例の一部改正により指導要綱はどのように見直しがされますか。 
 ４点目、現状の指導体制は担当者が少ないと思います。景観条例と指導要綱にかかる指導体

制を強化、充実していく考えはありますか。 
 ５点目ですが、昨年１２月の明政クラブ代表質問の答弁では、県のガイドラインに準じて事
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業者を指導していくとのことでしたが、ガイドラインに基づく具体的な指導の内容については

どのように指導をしていますか。本市でも近隣の韮崎市、甲斐市、南アルプス市のようにゾー

ンを設ける考えはありますか。 
 ６点目ですが、分譲式太陽光発電施設については特に電柱の乱立や太陽光パネルが異常に高

く圧迫感があるケースが多く見受けられます。今後どのように指導をしていくのか伺います。 
 ４項目めですが、土地改良事業の受益者負担金の見直しについて。 
 北杜市の基幹産業である農業を巡る環境は、高齢化や消費動向の変化などにより厳しさを増

しています。その結果、生産規模の縮小、非農家化、耕作放棄などさまざまな問題が生じてい

ます。 
 このような状況の中で北杜市は国、県の支援を受けながら農業基盤整備事業や担い手の育成

および支援、新規就農者の確保などハードおよびソフト事業に積極的に取り組んでいます。 
 効率的な農地活用のため農道や用排水路、ため池などの整備・改修等を行う土地改良事業は

将来を展望したスピード感ある取り組みが求められています。 
 土地改良事業には受益者負担が伴い、北杜市では分担金徴収条例により一律１０％から

１５％を受益者が負担する仕組みになっています。 
 また土地改良事業では多額の事業費がかかるため、地元負担金が捻出できず事業を断念する

ケースがあります。そうした中、国営および県営土地改良事業における地方公共団体の負担割

合の指針によると県営事業によっては、地元負担がゼロの事業や５％以下と定められている事

業もあります。 
 本市でも近隣市町村の地元負担金の状況を調査して現状の一律１０％の地元負担金の軽減、

見直しに向けて早急に取り組むべきと考えますが、以下見解を伺います。 
 １点目ですが、近隣市町村の土地改良事業に伴う分担金の状況は。 
 農道・農業用排水路・圃場整備等、区分して設定がされていればその工種ごとの設定状況に

ついて伺います。 
 ２点目ですが、北杜市が県営土地改良事業において国の指針に準拠できない要因はなんで

しょうか。 
 ３点目ですが北杜市土地改良事業分担金条例を一部改正し、受益者分担金を見直す考えはあ

りますか。 
 最後、５点目、長坂駅および周辺の整備事業について伺います。 
 長坂駅のバリアフリー化については昨年度調査委託費が予算化され、利用者へのアンケート

調査などを行い、利便性の向上を図った上で今年度からエレベーター設置等の調査を行い、順

次整備する計画になっています。長年の懸案事項が実現に向けて大きく前進し地域関係者一同、

感謝をしているところであります。 
 ところで長坂駅は八ヶ岳南麓４カ町村の中心駅として栄えてまいりましたが、近年、駅前商

店街に空き店舗が多く見受けられます。今回の整備計画に合わせ、地域の活性化を図るために

駅西口への乗降口の検討や駅前公衆トイレのバリアフリー化、跨線橋の改修など駅周辺の環境

整備が必要になっています。 
 長坂駅は北杜市の中心駅であり、玄関口を整備することにより駅前商店街の活性化を図るこ

とができます。小淵沢駅前整備同様にＪＲ東日本鉄道と協議をしていただき、長坂駅および周

辺の整備事業に積極的に取り組んでいただきたいと思いますが、見解を伺います。 
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 以上で質問を終わります。答弁をよろしくお願いいたします。 
〇議長（千野秀一君） 

 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 相吉正一議員の、明政クラブの代表質問にお答えいたします。 
 太陽光発電施設にかかる諸問題における、地上設置型太陽光発電施設の設置抑制への対応に

ついてであります。 
 議会では国に地方自治体と連携し、許可事業者の情報共有と指導の強化を行うこと、建築基

準法および関連法整備を行い規制強化を図ること、防災および自然景観保護のためさらなるガ

イドラインを設けることを要望していただきました。 
 市では昨年１０月に県市長会を通じて、山梨県に対し都市計画法や建築基準法において法整

備するよう国に働きかけるとともに、県として太陽光パネルの設置基準や規制を義務付ける条

例の制定を要請したところであります。 
 次に、太陽光発電施設設置における指導体制についてであります。 
 景観条例については届出が義務化されることとなり、指導要綱についても併せて指導を行う

必要があることから分掌事務等の見直しを検討しているところであります。 
 次に、長坂駅および周辺の整備事業についてであります。 
 長坂駅はホームまでが急な階段であるため、高齢者をはじめ子育て世代などの利用者にとっ

て課題となっていることから、エレベーター設置は生活基盤の整備を図り、暮らしやすいまち

づくりを進めるためにも重要であり、長坂町区長会、長坂地域委員会からも要望をいただいて

おります。 
 来年度についてはエレベーターの設置場所等、現況の把握や地形測量を行うための設備調査

検討業務をＪＲ東日本と協議してまいります。 
 長坂駅周辺整備についてはすでにまちづくり交付金事業で駅前駐車場整備、駅前ロータリー

舗装整備などを行ったところでありますが、今後とも状況を把握した上で国・ＪＲなどと協議

してまいります。 
 その他につきましては、担当部長が答弁いたします。 

〇議長（千野秀一君） 
 名取生活環境部長。 

〇生活環境部長（名取文昭君） 
 相吉正一議員の、明政クラブの代表質問にお答えいたします。 
 太陽光発電施設にかかる諸問題について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、小淵沢町住民の太陽光発電訴訟についてであります。 
 これまで近隣住民からの相談を受けたことから、事業者に対して北杜市太陽光発電設備設置

に関する指導要綱に基づき指導を行ってまいりましたが、近隣の住民は事業者の対応に納得し

ないことから事業者を被告に太陽光発電施設の建設禁止等を目的に提訴したものであります。

市としましては、今後の経過を見守ってまいりたいと考えております。 
 次に、大滝湧水付近の規制についてであります。 
 大滝湧水付近は現在、北杜市太陽光発電設備設置に関する指導要綱に基づく届出はなく、県
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においても林地開発行為の許可申請もないと伺っております。 
 県の太陽光発電施設の適正導入ガイドラインにおいて、立地に慎重な検討が必要なエリアと

なっていることからも、地元の意向を踏まえながら今後も指導要綱により慎重に対応してまい

りたいと考えております。 
 次に、太陽光発電施設の設置における平成２４年７月から平成２８年２月末までの伐採等の

面積および生態系への影響についてであります。 
 伐採された面積は８４．０４ヘクタール、農地転用面積は２９．９２ヘクタールであります。

その他については経済産業省からの情報がなく、面積を把握することは困難な状況ではありま

すが、パトロール等を行うなど状況把握に努めているところであります。 
 また伐採による生態系への影響については太陽光発電設備設置のみならず、すべての開発を

伴う行為は生態系に影響を与える行為であるものと考えております。 
 次に太陽光発電設備設置に関する指導要綱等の充実と指導体制の強化について、いくつかご

質問をいただいております。 
 はじめに指導要綱に基づく届出件数と面積、指導内容および課題についてであります。 
 北杜市太陽光発電設備設置に関する指導要綱に基づく、本年２月末時点での届出件数は

６５２件であり、市内事業者が３８６件、市外事業者が２６６件、面積は１７８．８７ヘクター

ルとなっております。 
 また、具体的な指導内容については届出書提出時に事業者等の責務に掲げる具体的事項に関

して聞き取りやパトロール等による状況確認を行い、指導要綱による取り組みがなされていな

い場合には指導を行っております。 
 なお、課題については建築基準法など法令に基づく義務的事項ではないため、行政指導であ

ることから事業者等の理解、協力が必要となることであります。 
 次に、指導要綱の実効性および地域との合意形成についてであります。 
 法令、条例に基づく規制のほか法令等に規定のない事項については、引き続き指導要綱にお

いて指導を行ってまいります。 
 また行政区、住民との合意形成の義務化については、宅地開発など他の開発行為についても

義務ではないことから、太陽光発電設備のみを対象に義務化することは難しいものと考えてお

ります。 
 次に、景観条例の一部改正に伴う指導要綱の見直しについてであります。 
 景観条例の一部改正に伴い、事業者等の責務に掲げる事項について条例と整合性を図る必要

がありますので、県のガイドラインも踏まえ、景観条例の施行に併せ北杜市新エネルギー推進

機構および北杜市環境審議会のご意見を伺いながら見直しを行う予定であります。 
 次に、県の太陽光発電施設の適正導入ガイドラインに基づく具体的な指導内容等についてで

あります。 
 これまで県の林地開発行為に該当する案件、また地区住民からの要望がある案件等について

は、県と連携して事業者に指導を行っております。 
 また近隣の市のようにゾーンを設けることについてですが、設置の制限を課せるのは一定の

範囲の景観において、そのエリアの市民、土地所有者および関係者の景観合意の上、実施でき

るものでありますので、慎重に対応する必要があるものと考えております。 
 次に、分譲式太陽光発電施設に対する今後の指導方法についてであります。 
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 分譲式太陽光発電施設については、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す

る特別措置法施行規則の改正により、平成２６年３月までに国の設備認定を受けたものが該当

となります。 
 設備認定に関する情報は国から得ることができませんので、北杜市景観条例に基づく届出や

北杜市太陽光発電設備設置に関する指導要綱に基づく届出および林地開発行為の許可申請等に

より確認を行い、必要な指導を行ってまいります。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 田中産業観光部長。 

〇産業観光部長（田中幸男君） 
 相吉正一議員の、明政クラブの代表質問にお答えいたします。 
 土地改良事業の受益者負担金（分担金）の見直しについて、いくつかご質問をいただいてお

ります。 
 はじめに、近隣市町村の土地改良事業に伴う分担金の状況であります。 
 韮崎市では圃場整備事業については工事費の１０％を分担金としており、それ以外の事業に

ついてはありません。 
 南アルプス市では用排水施設、道路整備、圃場整備事業とも国・県の補助金を除いた工事費

の１０％を、甲斐市では圃場整備事業については工事費の１０％としており、それ以外の事業

ついてはありません。 
 次に、分担金を国の指針に準拠できない要因であります。 
 土地改良事業の負担割合については、国の国営および都道府県営土地改良事業における地方

公共団体の負担割合の指針についてで、事業ごとに標準的な費用負担の水準を示しております

が、北杜市においては合併時に旧町村により異なっていた負担割合を統一しました。これは分

担金のなかった旧町村もあることから、受益者分担金について農家の理解を得て浸透させるた

めには、地域や事業によらず負担割合を一律にすることが公平であるとされたことから国の指

針には準拠しておりません。 
 次に、受益者分担金の見直しについてであります。 
 土地改良事業については受益者の申請に基づいて行う事業であり、一定の負担は受益者に求

めるものと考えております。 
 北杜市においては土地改良事業の申請件数も多いことから、負担割合見直しについては財政

負担の影響を考慮する中で検討してまいります。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 神宮司建設部長。 

〇建設部長（神宮司浩君） 
 相吉正一議員の、明政クラブの代表質問にお答えいたします。 
 景観計画と景観条例の一部改正について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、景観計画に関するパブリックコメントについてであります。 
 地上設置型太陽光発電施設に関しての景観計画の一部改正については、北杜市まちづくり審

議会を昨年１１月から計３回開催しご審議をいただき、素案のご承認をいただくとともに市民
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の皆さまのご意見をいただくため、本年１月８日から２月１日までの間、パブリックコメント

を行ったところであります。 
 主なご意見としてはパネルの具体的に高さの制限を設定すべき、具体的に道路等からの後退

距離の制限を設定すべき、説明会と住民の同意・合意を義務化すべきなどでありました。また、

これらのご意見を踏まえ２月１０日開催の審議会においてご審議いただき、景観形成基準（案）

の「できるだけ」を「できる限り」に、「必要に応じて」と一部の「配慮する」を削除すること

とし、審議会でご了解をいただきました。 
 なお、パブリックコメントの内容は市ホームページに掲載しております。 
 次に、景観計画の考え方についてであります。 
 建築基準法においても太陽光発電施設は除外されているなど、上位法がないため数値化につ

いては基準となるべきものがないため困難な状況にあり、まちづくり審議会においてもご審議

いただきましたが、法的根拠がないことからご了解をいただいたところであります。 
 今後は、北杜市太陽光発電設備設置に関する指導要綱や山梨県の太陽光発電施設の適正導入

ガイドラインに沿って指導してまいります。 
 次に景観条例の施行時期についてであります。 
 県内市町村の施行期間につきましては、甲府市では景観条例改正時に約２カ月程度の周知期

間としていましたが、今回の条例改正は市民への周知も必要なことから３カ月として７月１日

としたところであります。 
 以上であります。 

〇議長（千野秀一君） 
 当局の答弁が終わりました。 
 相吉正一君の再質問を許します。 

〇１０番議員（相吉正一君） 
 最初に景観計画と景観条例の一部改正について、再質問をさせていただきます。 
 パブリックコメントについてですが、２６３名の市民のパブリックコメントが提出されまし

た。今、答弁にありましたようにパネルの高さ、道路・敷地境界からのセットバック、そして

住民との合意形成、事業説明について多かったという答弁だと思います。住民の意見を聞いた

パブリックコメントでありまして、もっと住民の意見を景観条例に反映すべきではなかったの

でしょうか。今、数値化されていませんけども、事業者にとっても住民にとっても曖昧な基準

では混乱するだけではないでしょうか。 
 そして具体的な設置基準を定めずに、太陽光施設の設置に対して効果的な規制ができるので

しょうか。具体的な設置基準を定めずに、市ではどのようにして景観に配慮していると判断す

るのでしょうか。 
 先ほど法的な根拠がないという答弁もありましたけども、例えば市の景観形成基準では塀・

垣根には高さ１．５メートル、建築物の配置については敷地の許す範囲で幹線道路の境界から

５メートル以上、後退するものと規定してあります。また緑化については山岳景観地域では

３０％、田園景観地域では２０％以上の緑地を確保するなど数値化が現実にされています。ま

た南アルプス市ではパネル面積が１００平方メートル以上の場合には、道路や周囲の住宅から

パネルが見える場合、土地の境界線より２メートル以上後退し、植栽等で目隠しを行うなど周

囲の景観と調和させることとしています。本市ではなぜできなかったのか、改めて伺います。 
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〇議長（千野秀一君） 
 神宮司建設部長。 

〇建設部長（神宮司浩君） 
 相吉正一議員の再質問にお答えをいたします。 
 まず規制はできないのかというふうなお話がございましたけども、あくまでも自然と調和し

た設置をお願いするというものだと思います。それとここに再生エネルギーの固定買い取り制

度のガイドラインというものがあるんですけども、例えば出力１０キロワット以上、かつ２０％

以上の出力の減少、これについては従来、契約をしていた金額ではなくて、その変わった時点

で新しい買い取り価格になるんですよというふうなガイドラインでございます。ということは、

今申し上げましたように極度の後退距離を取ることによって、事業者が４２円で契約していた

ものが現行２７円ぐらいだと思いますけども、２７円で契約をしなければならなくなってしま

う。それが果たして市の説明責任として説明ができるのかということであります。 
 いずれにいたしましても、ご意見の中には５メートルというふうな具体的な例が多かったで

ありますけども、南アルプス市で、言うように例えば２メートル、この間の経済環境常任委員

会でも申し上げましたけども、中標津については１万平方メートル以上のものについて２メー

トル程度の後退距離を取りなさいということで、非常にあいまいな数字ばかりであります。そ

ういうことも含めまして、われわれといたしましては現場、あるいは事業者の責務において後

退をしていただくと、そういうことでこういう文言にさせていただいたということであります。 
 以上であります。 

〇議長（千野秀一君） 
 当局の答弁が終わりました。 
 相吉正一君。 

〇１０番議員（相吉正一君） 
 再々質問をさせていただきます。 
 今の建設部長の答弁では私はよく理解ができません。例えば景観法施行令第５条のイですか、

ロ、そこにも規定されています。これは読むと、そこを解釈すればできないことはないように

私は解釈しています。建設部長は今できないということですから、ぜひ、北杜市は今、太陽光

発電が２６年４月から昨年の１０月まで約１，１００件ですよね。事業用発電です。地上型が。

やはりそこを指導する中で、やはりそういう、例えば３メートル以上とか５メートル以上、大

きい場合には、メガソーラークラスになれば５メートル以上セットバックとか、今、南アルプ

ス市に２メートル以上、やっぱりそこで例えばいろいろな問題が生じていますので、ぜひ検討

をしていただきたいと思います。 
 次に景観条例の一部改正の施行時期の案ですが、今７月１日となっていますけども、私は法

的な根拠がないと思います。周知期間は３０日あれば私としては十分であると思います。景観

条例に基づく対象行為の届出は着手する３０日前までとなっています。今、無届の悪質な事業

者がいる中で９０日の周知期間、これは３月１８日に議決すれば１００日を超えます。やはり

そこのへんは、今、先ほどの答弁では６５０件ぐらいですか、指導要綱が制定してから６５０件

ということは半年間ですね、昨年の９月１日に指導要綱が施行されてから２月までで６カ月間、

それが今、６００何件ですか、１１０件近い勢いで建設がされています。やっぱりそういうの

を鑑みますと９０日以上、１カ月に１００件ですよ。例えば９０日、３カ月置けば３００件が
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増えるようになりますので、ぜひそのへんについて、私はなぜ５月１日にしなかったのか伺い

たいと思います。 
 それともう１点は景観条例が今度議決されれば、設置事業者１０キロワット以上の届出が義

務化されるわけですが、どのような成果、効果があると考えていますか。この２点伺います。 
〇議長（千野秀一君） 

 神宮司建設部長。 
〇建設部長（神宮司浩君） 

 相吉正一議員の再々質問にお答えをさせていただきます。 
 まず施行期日の件でありますけども、これにつきましては景観条例を２３年に公布したとき

に、７月公布の１１月１日施行ということで３カ月間の周知期間を取らせていただいておりま

す。いろんなことを考えまして、先ほども甲府市だと２カ月程度だということで今回は７月１日

というふうな施行期日にさせていただきました。 
 なお、先日の経済環境常任委員会の附帯決議も重く受け止めております。そんなことがあり

まして、現在、執行のほうで検討をさせていただいているという状況であります。ご理解をい

ただきたいというふうに考えております。 
 それとあと景観条例が公布されて、施行されてどういうことがあるのかということでありま

すけども、再三の答弁で申し訳ありませんが、景観条例につきましては形態、意匠と色彩とい

うものが主であります。それに付け加えて植栽でありますとか、そういうものを努力義務とし

て付けさせていただいております。再三の答弁で申し訳ありませんが、太陽光の設置に関する

指導要綱と県の適正導入のガイドライン、それと景観条例、三本の矢と申しますか、三位一体

で指導をしてまいりたいというふうに考えています。 
 以上であります。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁が終わりました。 
 相吉正一君。 

〇１０番議員（相吉正一君） 
 次に太陽光発電施設にかかる諸問題について、再質問をさせていただきます。 
 最初に小淵沢町の太陽光発電訴訟の件について。 
 新聞報道によると、事業者が３月１日から太陽光発電施設の建設を強行着工したことについ

て事業者から市への届出は出されていますか。また指導要綱に基づく事業者への指導はどのよ

うになっていますか。 
 ２点目として大滝湧水の隣接地にかかるメガソーラー計画案ですが規模は約３ヘクタール、

１万５千枚のパネルということを聞いています。それについてですが、大滝湧水は北杜市水資

源の確保と保護に関する条例第８条に規定する水資源保護地域、この条例を見ますと水源周辺

およびその上部区域としての指定を受けているのかどうか。受けていませんか。条例の第８条

で指定している資源、水資源保護地域はどこなのか分かればお伺いしたいと思います。 
 なお、大滝湧水が指定されていないとすれば今後、水資源審議会で審議をする考えはあるか

伺います。 
 ３点目ですが現在、山林が８４ヘクタールですか、農地転用が約８０ヘクタールぐらいです

か、１１４ヘクタールの膨大な土地が太陽光施設となっています。先ほど生態系への影響があ
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るという答弁だったと思いますが、今後、北杜市はやっぱり自然環境の素晴らしいまちであり

ます。ある程度、環境アセスメント調査との検討をしなければならない事態にもなっていると

思いますが、そのへんについての考えをお聞きしたいと思います。 
〇議長（千野秀一君） 

 答弁を求めます。 
 名取生活環境部長。 

〇生活環境部長（名取文昭君） 
 相吉議員の再質問にお答えいたします。 
 まず１点目ですが、小淵沢の訴訟の関係でよろしいですか。市への届出については平成２７年、

昨年８月に届出書が提出されております。指導につきましては指導要綱第５条、事業者等の責

務について指導を行っております。 
 なお現在、訴訟を行っている原告からの指導の要望も市のほうにあったことから重ねて指導

を行ってきたところであります。 
 次に２点目ですが、大滝湧水関係で水資源の条例関係についてであります。 
 まずこの条例、北杜市水資源の確保と保護に関する条例でありますが、この中で第２条にお

いて規制対象施設としては１つ、産業廃棄物処理施設、これは廃棄物の処理及び清掃に関する

法律に規定する施設をいいます。あと１つとして協議対象施設のうち水質の汚濁、または汚染

をもたらす恐れがあると認定された施設と定義されております。協議対象施設とは工場、また

は事業所のうち汚染、または廃液を公共用水域へ排出し、または地下へ浸透させることのある

ものをいうとありますので、この条例の解釈、または客観的な判断として太陽光発電設備が明

らかに水質の汚濁、または汚染をもたらす施設とは判断することはできないと考えております。 
 また審議会の設置ですが北杜市合併以降、産業廃棄物処理施設など特に重要事項はありませ

んでしたので設置はしておりませんでした。 
 続きまして３点目ですが、生態系への影響ということでありますが、先ほど答弁の中で山林

および農地について、それぞれ面積のほうを申し上げましたが、当然、答弁の中でもお答えい

たしましたが、いかなる開発についても大なり小なり生態系への影響はあると考えております。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁が終わりました。 
 相吉正一君。 

〇１０番議員（相吉正一君） 
 今、答弁をいただいたわけですが、市で水資源の確保と保護に関する条例がありますよね。

小淵沢はそれには該当していないということだと思いますけども、この条例によりますと水資

源保護地域は水源周辺およびその上部地域をいうと定義されています。そして８条において水

資源保護地域の指定ということで記載されています。市長は水資源を保護するために水資源保

護地域を指定することができる。これは先ほど審議会もありますので、大滝湧水は本当に市の

大切な観光資源でもありますし、また３ヘクタールの森林、上部の山林はやっぱり水源が将来

的に、すぐには枯れないと思いますがそういう可能性も十分あると思いますし、大滝湧水は簡

易水道の水源にもなっています。そのへんよく精査して、審議会で検討していただきたいと思

います。 
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 あと生態系の調査については、しょうがないというふうなことかもしれません。今、北杜市

には４，６５０件、あと３，５５０件、たしかあるわけです。今、東京電力がまた高圧線を増

強して、今、２月に受け付けたのかな、１０月からまたメガソーラークラスを受け付けるとい

う話も聞いています。やはりそういうことを鑑みますと自然環境の素晴らしい北杜市、景観、

やっぱり私は大事にしていかなければいけないと思っています。 
 そうした意味で急増する事業用太陽光の問題点は、現状ではどこにでも設置ができる感じが

しています。それが自然環境を阻害しているのではないでしょうか。そして事前に住民との合

意形成、説明があれば私は別に推進していいと思っているんです。やはりそれが見えないよう

に植栽して、見えないようにする。そういうことが環境創造都市北杜市の役割だと思っていま

すので、そのへんについてぜひ検討をしていただきたい。そして事業者に設置基準をしっかり

守るような体制づくり、これは先ほど県のガイドラインでも植栽をして、セットバックして植

栽する絵が２０何ページかにあります。やはりそれは１１月４日から施行されていますから、

指導しているという答えでしたけども、そのへんをよく見てやっぱり指導体制も強化していた

だきたい。ぜひ区長の同意を取れば別に問題は、私は解決すると思っています。そのへんにつ

いての見解を伺います。 
〇議長（千野秀一君） 

 名取生活環境部長。 
〇生活環境部長（名取文昭君） 

 相吉議員の再々質問にお答えいたします。 
 まず大滝湧水関係でありますが、実は施工業者は急きょですけど今月３月１０日、地元自治

会区長および農業水路関係、行政区長、これは隣の長坂町の区長さんも説明会へ急きょ参加し

ました。小淵沢の総合支所内で開催したわけであります。その以前に県のほうには施工業者が

行って、県のガイドラインのその内容について県と協議したあと地元の小淵沢のほうへ赴き、

説明したとのことであります。 
 当然、業者は本計画について、以前に地元区長さんらとお話をした中で大滝湧水への影響を

心配しているという連絡をいただいて計画を変更し、例えば発電容量を少なくしたりとか、残

地森林を多く設けた計画書を今回持ってきて説明してきた、そんな状況であります。 
 今後、各行政区、総会での話し合いの機会を持っていただくよう区長さん、班長さんには市

のほうではお願いをしたところであります。そして相吉議員おっしゃるとおり、当然、市では

今後、各行政区からの意見を伺い、またその意向等については大変重く受け止めていくと考え

ておりますし、またこれらについても今後、慎重に県とも当然、情報を交換しながら共にこの

課題に対して対応してまいりたいと、そのように考えております。 
 あと２点目ですけど、先ほど現在、約１千件、これから３千件という、以前の議会でもそう

いうお話があります。これから当然、月に３０、４０件ですか、この最近の経済産業省の統計

を見ますと月に３０件から４０件増えているのは以前に許可されたものが実質、北杜市内で稼

働していると。そんな実際は内容のようです。最近の東電の関係もありますので、月に、現実

に許認可している数というのは内訳をちょっと調べてみましたが、１０件あるかないかという

ような状況です。しかしながら、経済産業省のほうもこれらの具体的な情報は自治体のほうに

は当然いただいておりませんので、パトロール等で把握するということですけれど、当然、市

としましても今後も市の指導要綱、また県のガイドライン、景観条例ですか、それらによって
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対応する、そのような考えでおります。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁が終わりました。 
 相吉正一君。 

〇１０番議員（相吉正一君） 
 ３項目めの太陽光発電設備設置に関する指導要綱等の充実と指導体制の強化について、再質

問をさせていただきます。 
 隣の韮崎市内で見る太陽光発電施設は北杜市と比べて全体的にパネルの高さが低く、圧迫感

が感じられません。そういう中で指導の仕方があるのではないかと私は思っていますので、そ

のへんもよく近隣ですからよく聞いていただいて、指導に生かしていただきたい。 
 あと２点目としては指導要綱による指導の結果、適正に設置されている個所はどのくらいあ

るのか。また指導要綱の中で、９項目の中で事業者の連絡先等の表示はほとんどの個所、メガ

ソーラーはありますけども、小さい個所では設置がされていないと思います。そのへんについ

てはなぜなんでしょうか。結果として指導がまた不足しているのではないかと推察しますけど

も、そのへんについて伺います。 
 あと１点、３点目ですが先ほど市長の答弁で、今度、指導体制は事務分掌を見直すとの答弁

がありましたけども、今回、景観条例の施行により指導体制はまちづくり課と環境課になりま

すけども、まだ林政課、１万平方メートル以上については県のほうに、森林開発許可で林政課

にも協議が必要になります。また農転については農業委員会、課税については税務課など多岐

にわたる課、５課は関係すると思いますが、そういう意味でどういった指導をしていく考えが

あるか伺いたいと思います。 
〇議長（千野秀一君） 

 名取生活環境部長。 
〇生活環境部長（名取文昭君） 

 相吉議員の再質問にお答えいたします。 
 まず１点目ですけど、韮崎の件ということでよろしいでしょうか。はい。韮崎のほうはゾー

ンのほうも、これは県のガイドラインにゾーンを設定しております。その概要ですが、韮崎の

ほうも当然、私たちも参考に見ております。以前から。これは景観計画の届出対象行為に追加

するとか届出の対象規模を５００平方メートル、または１千平方メートルとゾーンによって設

定すると。市では１０キロワット以上、約１５０平方メートル以上が対象でありますが、それ

と太陽光発電施設等に関する景観形成基準を新設するというような内容であります。韮崎、隣

の市でありますが、この中でも景観形成基準において県ガイドラインに指定されたエリアにつ

きましても周囲の景観に違和感を与えないよう特に配慮すること。眺望場所からできるだけ避

けて設定し、やむを得ず視認できる場所に設置する場合は周辺景観と調和するよう位置、形態、

意匠、色彩等について特に配慮することとしており、設置自体を禁止できるものではないと考

えております。 
 ２点目でありますが指導要綱について適正に順守しているかどうかということですけど、こ

れは答弁させていただきましたが、届出の際、チェックシートによりその内容についてこちら

のほうで届出の際に指導していると。順守している件数はということですが、これについては
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統計を取っていませんのでお答えすることはできません。 
 ３点目でありますが、表示について当然、指導要綱の中で表示に対してもお願いをしている

わけであります。事業者の責務として。この表示について当然、５０キロワット以上について

は、以前から説明していますとおり電気事業法によって義務付けられております。５０キロワッ

ト未満についての表示の件でありますが、市としても事業者の協力が必要だというふうに考え

ておりますが、中にはこういう事例もあります。その表示を個人の住所、名前、連絡先を表示

すると逆にいたずらとか、そういうことをされる恐れがあるからあえて表示はしていないと。

当然これらも理解できるようなことでありますが、できる限り市としましても指導要綱により

今後指導してまいりたいと考えております。 
 ４点目ですけど、組織の統一の件でありますが現在、指導要綱と景観条例の両届出の一元化

等について庁内で検討しているところであり、市長の答弁にもありましたが現在、検討してい

ると、そのような内容であります。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 相吉正一君。 

〇１０番議員（相吉正一君） 
 再々質問ですが、ちょっと重複するかもしれませんが・・・。 

〇議長（千野秀一君） 
 相吉議員、ちょっともう少しマイクを。 

〇１０番議員（相吉正一君） 
 山梨県のガイドラインと指導要綱の別表を事業者に周知徹底を図るためには、指導マニュア

ルと９項目のチェックシートの作成が必要だと思います。そのへんについての考えを伺います。 
 あと最後に市はこれまでの答弁の中で上位法で規制する法令がない、法的根拠がないから条

例では規制することができないという答弁をたしか２年間、繰り返していたと思います。そし

て２６年の９月に要綱、昨年の９月に指導要綱が一部改正されましたが、指導の成果や効果が

見られなかったということはマスコミ等ですごくこういうトラブル記事が掲載されています。

そして上黒沢の、あれは林地開発許可ですが５メートルぐらい高さの開発分譲地があります。

そして国道１４１号線の高根消防署の上のやっぱり分譲式の太陽光発電、たぶん林地開発だと

思いますけども、やっぱりそういうところをいかに指導するか。それがなければ、高ささえ守っ

てくれれば私は問題ないと思っています。 
 そうした意味で、これから３，５５０件が立たる可能性があります。やはりしっかりと指導

をしていただきたい。これは市民憲章の中でも自然を大切にするとか再生可能エネルギー、先

般説明がありましたが、そこにおいても人と自然と文化が躍動する環境創造都市、市長が常々

言っている一流の田舎まち、やはりそうした意味でしっかり、国の上位法や県の基準を待って

いたのでは本市の恵まれた自然環境・景観はすべて私は、４，６５０件が万が一建設されれば

失われる可能性があるとすごく危機感を持っています。改めて市長に事業用太陽光発電の推進

と自然環境と景観と市民の生活環境を守る姿勢について、市長に見解を伺いたいと思います。

よろしくお願いいたします。 
〇議長（千野秀一君） 

 名取生活環境部長。 
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〇生活環境部長（名取文昭君） 
 相吉議員の再々質問にお答えいたします。 
 まず１点目ですが県の導入のガイドラインとまた市の指導要綱、これらのチェックシートの

というお話ですけれど、以前にも答弁の中でお話ししておりますが、届出の際ですね、チェッ

クシートを指導要綱の中で詳細に作成しておりまして、これによって事業者に事業者の責務と

して守っていただくよう、協力していただくようお願いしてある状況でありますので、これか

らも、また具体的に良い方法があればまたそれらも検討して取り入れていきたいと考えており

ます。 
 ２点目ですけど、当然、市のほうでもこの太陽光発電設備と景観の課題については、一つ、

相吉議員が申し上げましたが上位法がないということも、これは市のほうとしましても当然で

すね、強い規制とかということについては踏み切ることは当然できない状況かと思います。あ

えて申し上げれば、過日、２月県議会で県知事も答弁の中で課題があるからということで県の

ガイドラインで指導していくと、そういう答弁をしているところであります。かといって市と

しましても当然、この北杜市の豊かな自然、これは大事な財産と考えておりますので、今後と

も答弁と同様になりますが指導要綱、また県のガイドライン、そして景観条例、これらで対応

していくと、そのように考えております。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁が終わりました。 
 相吉正一君。 

〇１０番議員（相吉正一君） 
 次に土地改良事業の受益者負担金の見直しについて、再質問をさせていただきます。 
 先ほど答弁の中で財政の影響を考慮して検討したいというような答弁があったと思います。

国・県の指標、ガイドラインについては１２年前に合併があったから、合併時に８町村で分担

金を取る町村と取らない町村があったということで今日まできていると思います。先ほどの県

の指標、ガイドラインについては近隣市町村の韮崎市、甲斐市、南アルプス市の例がありまし

た。韮崎市はたしか圃場整備で１０％、その他は取っていないということでした。南アルプス

市については国県補助を引いた中の１０％、甲斐市でも圃場整備工事の１０％、その他は取っ

ていないというような答弁だったと思いますけども、そろそろ合併１０年以上経ちました。や

はり農業者も高齢化しています。負担金を捻出するのが厳しい地区もあると聞いています。で

きればそこの指標見直しを計画的に、財政は厳しくともやはり近隣市町村、県内の状況も調査

していただいて、できるだけ早い機会に見直しをしていただきたいと思いますが、その考えは

あるかどうか再度お伺いいたします。 
〇議長（千野秀一君） 

 答弁を求めます。 
 田中産業観光部長。 

〇産業観光部長（田中幸男君） 
 相吉正一議員の再質問にお答えいたします。 
 先ほども答弁させていただいたんですけど、国のガイドラインについては事業ごとに標準的

な費用負担の水準ということを示しておりまして、合併して１０年になりますけど、ガイドラ
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インに準拠しますと同じ地区内でも費用負担の差が出るということで、市民の理解は得にくい

ということもございます。北杜市におきましても財政の健全化ということも第一に考えなけれ

ばいけない問題でございますので、慎重に検討してまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 相吉正一君。 

〇１０番議員（相吉正一君） 
 今の答弁で分かったわけですが、ぜひやっぱり今後の検討課題として早急に検討していただ

きたいと思います。 
 もう１件だけ、今、圃場整備事業で田んぼとか畑の圃場整備がされて３０年近く経過した圃

場整備、またそこに農道があります。農道でも人通りが多いところは市道として管理されてい

ますから負担はないわけですが、ある程度、不特定多数が通る農道もかなりあると思います。

そうした場合について今の１０％だとちょっと違うかなと。やっぱり調査をしていただいて、

可能な限り国県の補助金を有効活用していただきたいと思いますが、そのへんについての考え

方についてお伺いをいたします。 
〇議長（千野秀一君） 

 田中産業観光部長。 
〇産業観光部長（田中幸男君） 

 相吉正一議員の再々質問にお答えいたします。 
 圃場整備して３０年ぐらい経つということの中で農道等を市道にするようなお考えというよ

うな質問でよろしいかと思いますけど、農道で整備してきたという経過もございます中で、あ

と市道にするということになれば関係部局と調整するなり、またその道路の交通量ということ

もございますので、それらについては今後、関係部局と調整し検討してまいりたいと考えます。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 相吉正一君。 

〇１０番議員（相吉正一君） 
 最後に長坂駅および周辺の整備事業について。 
 先ほどお答えをいただいて感謝をしております。なお、今回の整備についてエレベーターの

設置、私も現地を詳しく見ました。先ほど市長の答弁でまちづくり事業で駅前整備、広場、駐

車場はたしかにまちづくり事業で、当時、私が担当していました。しかし今回の場合はエレベー

ターを２基付けると。跨線橋近くも、跨線橋もかなり老朽化して腐食しています。そのへんも

併せて。またトイレがあるんですが、これは長坂町でやったんですね、公衆トイレ。駅に隣接

してあります。これもかなり古くて洋式化されていません。ぜひ跨線橋、トイレのバリアフリー

化も検討課題として、先ほども状況を把握して検討したいという答弁がありました。再度その

へんについての答弁をお願いしたいと思います。 
〇議長（千野秀一君） 

 神宮司建設部長。 
〇建設部長（神宮司浩君） 

 相吉正一議員の再質問にお答えをいたしたいと思います。 
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 先ほども市長が答弁させていただきましたように、現在はもう整備済みだということであり

ます。しかしながらお話のように跨線橋、あるいはトイレ等が老朽化しているということであ

ります。今後の状況を把握した上で国、あるいはＪＲ等々と協議しないと事が進みませんので、

そういうところと協議をさせていただきたいというふうに考えています。 
 以上であります。 

〇議長（千野秀一君） 
 いいですか。 
 （ な し ） 
 関連質問はありませんか。 
 （ な し ） 
 ないようです。 
 これで質問を打ち切ります。 
 以上で、明政クラブの会派代表質問を終結いたします。 
 ここで暫時休憩といたします。 
 ２時５０分まで休憩といたします。 

休憩 午後 ２時４１分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ２時５０分 
〇議長（千野秀一君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 次に、市民の声の代表質問を許します。 
 市民の声、３番議員、齊藤功文君。 
 齊藤功文君。 

〇３番議員（齊藤功文君） 
 市民の声を代表して質問いたします。 
 はじめに今年は８町村が合併して１２年目を迎えました。北杜市は多くの自然的・社会的資

源にも恵まれていて夢多い地域でもありますが、一方、少子化、超高齢化、介護、医療、教育、

環境をはじめ課題も山積しております。 
 私は生まれ育ったこの北巨摩の地域の発展と、この北杜市が住んで誇れる地域だとみんなが

胸を張って言えるようなまちづくり、地域づくりを掲げ取り組んでまいりました。私が言うま

でもありませんが、行政はそこに生活する人々へのサービスを公平に執行することが一番の基

本であると常々考えております。私たち議員の任期も１年を切りました。市民のために全力疾

走いたします。 
 私たち会派市民の声は志を同じくする人たちと連携し、市民の皆さんの声をしっかりと受け

止め市民目線に立ち、これからも議会活動の中でなお一層、深めてまいります。 
 今議会でも会派市民の声に寄せられたご意見・ご提案等を踏まえ、皆さんの声を市政に反映

すべく次の４つの項目について質問いたします。 
 まず第１は、地上設置型太陽光発電施設にかかる北杜市景観条例の一部改正と固定資産の課

税についてであります。 
 景観豊かな自然環境、安全・安心な生活環境などを守るために地上設置型太陽光発電施設の
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景観条例への適用を含め、しっかりとしたルールづくりや指導体制の取り組みについて、私た

ち会派市民の声は、北杜市政の中でも喫緊の課題であると今までにも議会でただしてまいりま

した。 
 ２月１０日開催の第４回北杜市まちづくり審議会において、北杜市景観計画の一部改正が審

議され、２６３件に及ぶ制度始まって以来、最大のパブリックコメントが寄せられました。太

陽光パネル設置は建築基準法の適用外だからでは済まされない問題がここにあるわけでありま

す。景観、防災、課税、その他多くの問題があります。 
 そこで以下、質問いたします。 
 （１）パブリックコメントを改正条例に生かすことができたのは、どのような改正点になの

か。 
 （２）地上設置型太陽光発電施設建設に関わる住民監査請求、近隣住民等５名による訴訟、

水源池周辺におけるメガソーラー建設反対の動き等々がある中で、改正条例施行前に設

置された発電施設への適用はどうなるのでしょうか。 
 （３）また今後、改正条例、北杜市太陽光発電設備設置に関する指導要綱、山梨県の太陽光

発電施設の適正導入ガイドライン（２７年１１月４日）の事業者への順守の効力のある

方策をどのように今後進めていくのか。 
 （４）太陽光発電設備にかかる固定資産の課税についてであります。平成２３年から２７年

まで、年ごとの推移はどうでしょうか。 
①課税対象施設を市はどのようにして把握しているのか。 
②用地（敷地）、太陽光発電設備（償却資産）の課税の実態は。件数・面積など。 
③未申告、滞納の実態と今後の対応策は。 
④一昨年、移住希望地日本一となった北杜市ですが、昨年は移住希望地域のランキング

で首位の座に長野が２年ぶりに返り咲いたとの報道がありました。北杜市の生活環境、

北杜市の誇れる自然環境、里山景観などとの調和を図るために、また後世に禍根を残さ

ないためにも早急に改正条例を施行し指導要綱、県のガイドラインの厳正な適用と事業

者への順守を徹底することを強く求めます。ご所見を伺います。 
 第２は、北杜市里山整備事業および地域林業振興への取り組みについてであります。 
 市役所発行のパンフレット「森林整備を進めましょう」の冒頭あいさつで、市長は次のよう

に述べておられます。「森林は水源涵養や国土保全、生物多様性保全など極めて重要な機能を有

しており、市民生活に欠かせない大切なものであります。市はこの大切な森林を守り育て次世

代へと引き継いでいくため北杜市里山整備事業を実施していき、これにより手入れ不足森林が

解消され、未来へとつながる夢のある杜づくりが可能になるものと考えております」と。そこ

で北杜市の平成２３年度から平成２７年度、今日までの５年間の推移について以下質問いたし

ます。 
 （１）北杜市里山整備事業の利用実態について。年度ごと、件数、面積、補助金額等。 
 （２）この事業を活用した山林の他用途への転用実態は。年度ごと、転用目的、件数、面積、

補助金返還額等。 
 （３）この事業を活用した山林で、県の林地開発許可により太陽光発電施設等に転用した実

態は。年度ごと、転用目的、件数、面積、補助金返還額等。 
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 （４）近年、直交集成材の技術が開発され、今後地元のカラマツ材を公共工事等へ生かす施

策の構築も地域林業振興にとって重要施策と思うがお考えは。 
 第３は、公共施設等総合管理計画策定および公共施設老朽化問題への取り組みについてであ

ります。 
 人口減少社会、超高齢社会の到来する中でどのように今ある公共施設を生かしていくのか、

北杜市政の中でも喫緊の課題であります。 
 また２０１２年１２月２日に、中央自動車道の笹子トンネルで天井板が落下して走行中の車

が複数巻き込まれ、多くの死傷者を出す事故が発生しております。この事故を契機に公共施設、

それも特に土木系インフラの老朽化が世間の注目を浴びるようになりました。そこで以下質問

いたします。 
 （１）公共施設等総合管理計画策定の進捗状況は。 
 （２）この計画策定を踏まえ、今後の施策にどう生かすのか。 
 （３）市道はじめ農道、中央自動車道にかかる道路橋など橋梁、トンネル、水路等の点検の

実態は。上下水道などインフラ施設の老朽化対策への取り組みは。 
 第４は、市役所職場環境および機構改革等についてであります。 
 従業員が抱えるストレスの状況を定期的に検査することを５０人以上の事業所に義務付ける

ストレスチェック制度が昨年１２月１日にスタートしました。そこで以下質問します。 
 合併以降の実態についてであります。 
 （１）市役所保健室への相談件数および相談内容は。年度ごとに。 
 （２）内規等による定年前退職の実態は。年度別人数、職種、職階、退職理由などは。 
 （３）年度別新規採用職員の実態は。 
 （４）機構改革等についてであります。 

 ①今年度末、人事異動にあたっての基本方針を伺います。 
 ②北杜市景観条例、北杜市太陽光発電設備設置に関する指導要綱を順守することの事

業者への徹底指導のためにも組織体制の充実は欠かせません。また北杜市上下水道事業

地方公営企業法適用化基本計画（平成２８年２月策定）によると、上下水道関係の組織

再編も提案されています。また平成２８年度末には、多数の定年退職者が予定されてい

るとのことです。 
 一方、合併１２年目となり市民へのさらなる行政サービスの向上と迅速な対応などを

図るためにも思い切った組織改革が求められてきます。こうした現状を踏まえて行政

サービスの迅速な対応、組織のスリム化などを図るためにも現在の部長制から新たな課

長制の充実と職員の待遇改善を併せて図るべく機構改革を求める声を聞きますが、お考

えを伺います。 
 以上で質問を終わります。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 齊藤功文議員の、市民の声の代表質問にお答えいたします。 
 北杜市里山整備事業および地域林業振興への取り組みにおける、地元カラマツ材を公共事業
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等への活用施策の構築についてであります。 
 市は従来から公共施設等への木材利用を推進しているところでありますが、価格や強度、ま

た森林から原木等を搬出する経費、市内に製材業者がいないことなどの課題があり、多くの利

用には至っていない状況であります。 
 国では来年度の地方財政対策として、森林吸収源対策等の推進を重要項目として予算計上し

ており、その中に公共施設への木材利用があることから今後は施策の詳細を注視し、関係機関

と情報を共有しながら対応してまいりたいと考えております。 
 次に公共施設等総合管理計画策定および公共施設老朽化問題への取り組みにおける、今後の

施策への反映についてであります。 
 人口減少による税収減に加えて地方交付税の段階的縮減などから、厳しい財政状況が続くと

予測される中、今後、市が所有する多様な公共施設等が老朽化してくること等から、多額の更

新や改修費用が見込まれております。 
 また人口減少による施設規模の見直しなど、市民ニーズに適切に対応することが求められて

います。このことから公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点をもって更新・統廃合・

長寿命化などを計画的に行うことにより、後世の負担とならないよう財政負担を軽減・平準化

するとともに、地域社会の実情に合った将来のまちづくりに反映してまいりたいと考えており

ます。 
 次に市役所職場環境および機構改革等における、本年度末の人事異動方針についてでありま

す。 
 平成２８年度は、昨年策定した北杜市総合戦略や八ヶ岳定住自立圏共生ビジョンに基づく具

体的施策を計画から実施する重要な年であり、認定こども園、病児・病後児保育園や子育て世

代包括支援センター、就業促進住宅の整備など子育て支援・定住促進対策を進めてまいります。 
 また南アルプスユネスコエコパークの推進、小淵沢駅舎改築・駅前広場整備、須玉小学校大

規模改修、上下水道事業の法適用化対応、第２次北杜市総合計画の策定、市ホームページのリ

ニューアル等にも迅速に対応する必要があることから、市役所全体の人員バランス等も考慮し

ながら適正な職員配置に努めることとしております。 
 その他につきましては、担当部長が答弁いたします。 

〇議長（千野秀一君） 
 伊藤総務部長。 

〇総務部長（伊藤勝美君） 
 齊藤功文議員の、市民の声の代表質問にお答えをいたします。 
 太陽光発電設備にかかる固定資産の課税について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、課税対象設備の把握についてであります。 
 関東経済産業局へ照会を行い設置者の情報を活用しており、また農業委員会へ提出された転

用に関する許可、北杜市太陽光発電設備設置に関する指導要綱による届出および林政課への伐

採届などの資料をもとに航空写真による確認を行い、稼動の有無について担当職員が現地確認

を行うなど把握に努めております。 
 次に用地・太陽光発電設備の償却資産の課税の実態についてであります。 
 平成２５年度に土地について太陽光発電設備用地の評価を定め、平成２６年度から土地およ

び償却資産に対し併せて課税しております。 
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 平成２６年度は土地が２４７筆、２８万１千平方メートルで４６０万円、償却資産が５７件、

３，１００万円で合計３，５６０万円であります。平成２７年度は土地が５６１筆、６３万６千

平方メートルで１，１１０万円、償却資産が２７７件、８，３７０万円で合計９，４８０万円

であります。 
 次に未申告、滞納の実態と対応策についてであります。 
 償却資産の申告については地方税法で償却資産の所有者に毎年、申告義務を課しています。

申告のあったものについては滞納はないものと考えております。しかし、新規設置したもので

無届等により関係資料からも把握できないものについては不明でありますので、引き続き課税

客体の把握に努めてまいります。 
 今後、申告が必要な所有者を把握した場合は電話や通知で申告を促し、それでも申告のない

場合は税務署で所得税の申告状況等を確認し、必要に応じて税務署と連携し申告を督促してま

いります。 
 次に市役所職場環境等について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、市役所保健室への相談件数および相談内容についてであります。 
 産業カウンセラーを設置した平成２０年度以降の市役所保健室における相談延べ件数は平成

２０年度５２件、２１年度１２３件、２２年度１３６件、２３年度１４２件、２４年度１４５件、

２５年度１３７件、２６年度１８９件、２７年度は昨年末までで１２５件であります。 
 相談内容としては異動に伴う人間関係や業務の悩みのほか、健康面や家族関係の悩み等の相

談が寄せられております。また、最近の傾向としては嫌なことを家に持ち帰らないための相談

や上司や同僚からの相談も増え、早期に対応できる相談体制の環境が整いつつあるように感じ

ております。 
 次に、内規等による定年前の退職の実態についてであります。 
 定年前の職員の退職理由は、北杜市職員退職勧奨実施要綱に基づく勧奨退職や自己の都合に

よる退職であります。合併以降の年度別退職者数は平成１６年度は勧奨退職７名、自己都合退

職７名の計１４名であります。職種については行政職８名、保育職３名、保健師２名、病院職

１名、行政職８名の職階は課長・課長補佐３名、副主幹４名、主査１名であります。 
 次に平成１７年度は勧奨退職１８名、自己都合退職１４名の計３２名であります。職種につ

いては行政職１７名、保育職４名、病院職７名、教育職３名、技能職１名で行政職１７名の職

階は部長・支所長８名、課長・課長補佐５名、副主幹１名、主査１名、主任２名であります。 
 次に平成１８年度は勧奨退職２５名、自己都合退職１６名、死亡退職１名の計４２名であり

ます。職種については行政職２１名、保育職７名、病院職１１名、教育職１名、技能職２名で

行政職２１名の職階は部長・支所長８名、課長・課長補佐１０名、主幹１名、副主幹１名、主

査１名であります。 
 次に平成１９年度は勧奨退職２８名、自己都合退職９名、死亡退職１名の計３８名でありま

す。職種については行政職２１名、保育職２名、保健師１名、病院職１０名、教育職２名、技

能職２名で行政職２１名の職階は部長・支所長９名、課長・課長補佐１２名であります。 
 次に平成２０年度は勧奨退職３１名、自己都合退職１６名の計４７名であります。職種につ

いては行政職２８名、保育職４名、病院職１０名、教育職２名、技能職３名で行政職２８名の

職階は部長・支所長１７名、課長・課長補佐５名、主幹２名、副主幹１名、主任３名でありま

す。 
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 次に平成２１年度は勧奨退職１５名、自己都合退職６名、死亡退職２名の計２３名でありま

す。職種については行政職１６名、保育職１名、病院職４名、教育職１名、技能職１名で行政

職１６名の職階は部長・支所長１２名、課長・課長補佐２名、主幹１名、主任１名であります。 
 次に平成２２年度は勧奨退職２０名、自己都合退職９名の計２９名であります。職種につい

ては行政職２０名、保健師１名、病院職６名、技能職２名で行政職２０名の職階は部長・支所

長８名、課長・課長補佐８名、主幹１名、主査２名、主事１名であります。 
 次に平成２３年度は勧奨退職１１名、自己都合退職９名の計２０名であります。職種につい

ては行政職８名、保育職２名、病院職６名、教育職１名、技能職３名で行政職８名の職階は部

長・支所長１名、課長・課長補佐３名、主幹１名、副主幹２名、主任１名であります。 
 次に平成２４年度は勧奨退職２６名、自己都合退職１３名の計３９名であります。職種につ

いては行政職２１名、保育職４名、保健師２名、病院職１１名、教育職１名で行政職２１名の

職階は部長・支所長７名、課長・課長補佐１０名、主幹３名、主査１名であります。 
 次に平成２５年度は勧奨退職１４名、自己都合退職１６名の計３０名であります。職種につ

いては行政職１３名、保育職３名、保健師１名、病院職１３名で行政職１３名の職階は部長・

支所長９名、課長・課長補佐３名、主査１名であります。 
 次に平成２６年度は勧奨退職８名、自己都合退職１１名、死亡退職３名の計２２名でありま

す。職種については行政職１０名、保育職２名、保健師３名、病院職６名、技能職１名で行政

職１０名の職階は部長・支所長１名、課長・課長補佐７名、主幹１名、主査１名であります。 
 次に、年度別新規採用職員の実態についてであります。 
 新規採用の職員数は病院、学校を含め平成１７年度２０名、１８年度８名、１９年度１４名、

２０年度２１名、２１年度２２名、２２年度１８名、２３年度１７名、２４年度２２名、２５年

度３３名、２６年度２４名、２７年度３０名であります。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 菊原企画部長。 

〇企画部長（菊原忍君） 
 齊藤功文議員の、市民の声の代表質問にお答えいたします。 
 公共施設等総合管理計画策定および公共施設老朽化問題への取り組みにおける計画策定の進

捗状況についてであります。 
 公共施設等総合管理計画の策定に当たっては、計画策定の基礎資料となる公共施設にかかる

個別計画の有無・各種資料・データ等の確認、北杜市公共施設マネジメント白書作成以降の大

規模修繕・改修等の状況および劣化度等について庁内関係部署からヒアリングを行い、これら

の内容について整理を終えたところであります。 
 また、現在はこれらの資料をもとに公共施設の最適配置に向けての基本方針を庁内で組織す

る行政改革推進本部で検討を行っております。 
 これらの方針は北杜市行政改革推進委員会等のご意見を伺いながら、公共施設等総合管理計

画に反映することとし、来年度中の策定を目指しております。 
 次に、新たな行政事務に対応した機構改革についてであります。 
 本市の行政組織は職員数の減少や地方分権社会に対応するとともに、市民の負託に応える組

織機構を整備するため、平成２２年４月に抜本的な行政組織機構改革を行い現在に至っており
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ます。 
 機構改革は人口減少や高齢化などによる新たな行政ニーズ、多様化する行政課題を効率的か

つ機能的に進める上で必要と考えており、また上下水道事業の地方公営企業法適用や子育て世

代包括支援センターなど、担当部局のみでは対応しきれない状況もあることから今後、総合的

に検討してまいりたいと考えております。 
 また部長制から課長制への移行については、機構改革との関連や人事管理上の課題も踏まえ

る必要があると考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 名取生活環境部長。 

〇生活環境部長（名取文昭君） 
 齊藤功文議員の、市民の声の代表質問にお答えいたします。 
 地上設置型太陽光発電施設にかかる北杜市景観条例の一部改正と固定資産税の課税における

改正条例、指導要綱、県のガイドラインの事業者への順守の今後の方策についてであります。 
 地上設置型太陽光発電施設の設置に関しては、景観条例の一部改正により景観計画区域内行

為届出書の提出が義務となります。このことから引き続きパトロール実施による把握や情報収

集に努め、また県とも連携を図り、防災、地域の合意形成などにも配慮なされるよう指導して

まいります。 
 次に公共施設等総合管理計画策定および公共施設老朽化問題への取り組みにおける上下水道

等インフラ施設の老朽化対策についてであります。 
 上下水道事業の施設規模は上水道事業では水源８１カ所、配水池１１４カ所、管路は総延長

で約１，０３８キロメートルに及んでいます。また下水道事業等では終末処理場３９カ所、管

渠延長が７７２キロメートルと多くの施設を有しております。 
 昨年度末における減価償却累計率は上水道施設が約５０％、下水道施設が約３５％と老朽化

が進んでおり、大きな課題となっております。 
 このことから、上水道事業においては平成２３年度から実施している簡易水道統合整備事業

により老朽化が著しい水道管や漏水事故等が多発する管路を優先的に布設替えを行うなど、老

朽化対策を進めているところであります。 
 また、下水道事業等においては昨年度策定した長寿命化基本計画に基づいて、供用開始が最

も早かった高根町清里地区の下水処理について、老朽化対策と効率的な下水処理を実現するた

め、処理施設の統合も含めた整備事業に来年度から着手してまいります。 
 なお、施設の更新など老朽化対策には多額の費用が必要とされることから、事業経営への影

響を軽減する取り組みとしてアセット・マネジメントなども取り入れ、上下水道事業の安定と

持続可能な経営に努めながら、老朽化対策を進めてまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 田中産業観光部長。 

〇産業観光部長（田中幸男君） 
 齊藤功文議員の、市民の声の代表質問にお答えいたします。 
 北杜市里山整備事業および地域林業振興への取り組みについて、いくつかご質問をいただい

 ９９



ております。 
 はじめに、北杜市里山整備事業の利用実態についてであります。 
 年度ごとの件数・面積および市の補助金額は平成２３年度４７５件、１５６．３ヘクタール、

１，５４２万円。平成２４年度５６４件、１８６．１ヘクタール、２，３６９万７千円。平成

２５年度６２０件、２０６．３ヘクタール、２，７３６万９千円。平成２６年度３８１件、２０８．

９ヘクタール、２，１５６万５千円。平成２７年度２月まで４５４件、１２２ヘクタール、２，

２６７万３千円であります。 
 次に他用途への転用実態についてであります。 
 年度ごとの転用目的・件数・面積および市への補助金返還額は平成２３年度伐採２件、０．

４ヘクタール、２万１，１５１円。樹種転換１件、１．１ヘクタール、９万円。太陽光施設設

置１件、０．０３ヘクタール、２，３８０円。平成２４年度伐採２件、１．１ヘクタール、８万

７千円。宅地１件、０．０６ヘクタール、２万１，２４９円。平成２５年度土採取１件、０．

９ヘクタール、２２万９，０１０円。樹種転換１件、１．５ヘクタール、８万９，３５６円。

太陽光施設設置１件、０．５ヘクタール、２万３，４００円。平成２６年度太陽光施設設置２件、

１．３ヘクタール、５５万７１０円。平成２７年度２月まで太陽光施設設置３件、１．９ヘク

タール、５４万９，１９３円であります。 
 次に、県の林地開発許可により太陽光発電施設に転用した実態についてであります。 
 平成２６年度の３件のみであり、補助対象面積は２．３ヘクタール、市への補助金返還額は

２２万３，２５６円であります。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 神宮司建設部長。 

〇建設部長（神宮司浩君） 
 齊藤功文議員の、市民の声の代表質問にお答えいたします。 
 地上設置型太陽光発電施設にかかる北杜市景観条例の一部改正等について、いくつかご質問

をいただいております。 
 はじめに、パブリックコメントを生かした改正条例の改正点についてであります。 
 パブリックコメントでのご意見を踏まえ、本年２月１０日開催の審議会においてご審議いた

だき景観形成基準（案）の「できるだけ」を「できる限り」に、「必要に応じて」と一部の「配

慮する」を削除することとしました。 
 次に、改正条例施行前に設置された発電施設への適用についてであります。 
 北杜市景観条例の一部改正施行日以前に設置された事業用太陽光発電施設は、景観条例の対

象になりません。したがいまして、施行日以前に設置されたものについては、従来どおり北杜

市太陽光発電設備に関する指導要綱や山梨県の太陽光発電施設の適正導入ガイドラインにおい

て届出するよう指導してまいります。 
 次に改正条例の施行と指導要綱、県のガイドラインに基づく事業者への指導についてであり

ます。 
 北杜市景観条例の改正については、３カ月の周知期間を経て７月１日に施行してまいりたい

と考えております。また北杜市太陽光発電設備設置に関する指導要綱、山梨県の太陽光発電施

設の適正導入ガイドラインについては関係部署と連携し、引き続き事業者へ指導してまいりま
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す。公共施設等総合管理計画および公共施設老朽化問題への取り組みにおける点検についてで

あります。市道の点検は職員によるパトロールの実施や市民からの情報提供を受け、随時行っ

ているところであります。 
 市道で管理している橋梁は４８３橋で、うち１７橋が中央自動車道に架かる跨道橋であり、

平成１９年度および２０年度で遠方目視点検を、また平成２６年度から近接目視点検を平成

３０年度までの５カ年の計画で実施しており、本年度までに跨道橋１７橋を含む８９橋の点検

を実施したところであります。 
 またトンネルは５つを管理しているところであり、平成２４年１２月の笹子トンネルの天井

板崩落事故後の平成２５年１月に職員による緊急点検を実施するとともに、平成２５年度には

専門業者による点検を行いました。 
 一方、農道・農業用水路は受益者の管理であり、多面的機能支払交付金事業等を活用しなが

ら受益者が点検を行うこととなっております。 
 また農道橋１３カ所については、平成２５年度に県の指導により点検を行ったところであり

ます。 
 以上であります。 

〇議長（千野秀一君） 
 当局の答弁が終わりました。 
 齊藤功文君の再質問を許します。 

〇３番議員（齊藤功文君） 
 再質問をいたします。 
 まず第１項目でございますけれども、まずまちづくり審議会において、議論の中で委員から

規制に関わる数値化を求める意見が強く出されました。今回の一部改正条例を見ますとこうし

た多くの市民の声、意見を重く受け止めたとは私にはとても思えない改正条例となっています。

何ゆえこうした多くの意見を取り入れられなかったのか、市長の見解を伺います。これが１点

目です。 
 また太陽光発電施設が増えて固定資産、償却資産が増えたというようなことで税金が増えた

というような流れがありましたけれども、一方ではこの土地を、要するに北杜市のこの地域を

愛するがゆえに移住して骨を埋める覚悟でいるという方もいることは事実であります。突然、

住まいの周辺が太陽光パネルに囲まれて市に問い合わせたら、その方は届出はされているけれ

ども指導要綱にある事業者名や連絡先などもさっぱり分からず、表示板の設置などひとつとっ

ても指導要綱を順守されていないという事例が各地で見られるということであります。こうし

たことからも真剣に市は事業者を指導し、その後、確認しているのか大変疑問に思われる点で

あります。また太陽光パネル周辺に生活されている市民の皆さんが指導要綱を守るよう、事業

者に指導を市へ要請しても一向に改善されていないという現実があります。こうしたこと一つ

ひとつが積み重なって行政に対する不信感を招いております。このままの行政では困るという

声を私は多く聞いております。こうした現実を見てどのようにご認識されているか、ご所見を

伺います。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁を求めます。 
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 神宮司建設部長。 
〇建設部長（神宮司浩君） 

 齊藤功文議員の再質問にお答えをしたいと思います。 
 まちづくり審議会においての委員の意見をどう組み入れたのか、あるいは市民の意向をどう

汲み取ったのかということだと思います。 
 これにつきましては、再三の答弁で申し訳ありませんけれども市が責任を持てる範囲のもの

を形成基準に入れさせていただいたということだと思います。訴訟でありますとか、いろんな

リスクを考えた場合にこういう形成基準しかないということで、ご了解をいただいたものとい

うふうに考えています。 
 以上であります。 

〇議長（千野秀一君） 
 名取生活環境部長。 

〇生活環境部長（名取文昭君） 
 齊藤議員の再質問にお答えいたします。 
 指導要綱が守られていないと、きちっと確認しているのかということの内容かとは思います。 
 まず繰り返しになりますが、事業者には届出の際にチェックシートなども窓口で職員が確認

して事業者の責務として事業者に順守していただく内容を指導しております。それで当然、答

弁の中でも申し上げましたが事業者の協力、これが必要と考えているところであります。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 当局の答弁が終わりました。 
 齊藤功文議員。 

〇３番議員（齊藤功文君） 
 再々質問をさせていただきます。 
 先ほどからも質問に出ていましたけど、国からの認定件数は４，６５０件、１０月現在です

が、これまでの設置件数は１，０９１件というふうな国の発表がありますけども、こういう数

字を見ますと、これだけの数字を見ても今の４倍の設置数がこの北杜市に設置される予定だと

いうことであります。私たちのまちは世界に誇れる田園風景、山岳風景などとの調和ある発展

を今強く求められています。また八ヶ岳中信高原国定公園をユネスコの世界ジオパークの認定

登録に向けての動きもあるわけであります。こうした、あと４倍もの設置数がこの北杜市に設

置されればというようなことで、先日、市民の方からそんな北杜市はこうなれば、あと４倍の

数が設置されれば、今度は北杜市は太陽光パネルのまち北杜市とでも付ければいいねなんて、

そんなことを私は聞いております。 
 先ほど部長が経済環境常任委員会の附帯決議を重く受け止めて、なんか施行日についても検

討を内部でしているというようなことでありますけれども、改正条例案は７月１日施行となっ

ていますけれども、議決をしましたら短縮して速やかに施行することを再度強く求めるもので

す。ご所見をお願いします。 
〇議長（千野秀一君） 

 答弁を求めます。 
 名取生活環境部長。 
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〇生活環境部長（名取文昭君） 
 齊藤議員の再々質問にお答えいたします。 
 市内のあと３千件、経済産業省のデータがその件数という内容かと思います。 
 これまでの議会の中でも分譲型の件について説明しております。市のほうで、環境課のほう

で把握している中で分譲型に関してちょっと中身を詳細に調べてみたところ、１件当たり一番

多いところで３４件の分譲型があります。平均すると１件当たりが４件から５件というような

内容で分譲型は先ほど来、説明しているとおり平成２６年３月以降は経済産業省でこれは設備

認定をしないと。それ以前までがそういう件数があったということでありまして、あと単純に

現在、約１千数十件の稼働件数でありますが、あと３千件が何件なのかということはこの数字

よりかは少なくなると考えております。それで経済産業省のほうに市としましても当然、議会

からも国のほうへ意見書を出していただきました。市でも経済産業省のほうに問い合わせをし

ました。今後、経済産業省の情報はどんなふうな状況であるかということを問い合わせたとこ

ろ、設備認定の情報提供でありますが新エネルギー庁においては現在、提供のため法整備を進

めているというところだと。施行は２９年４月１日を予定しており、現在、作業というのはそ

の伝達の情報システムを今、構築しているところだというようなことで伺っております。 
 当然このような状況の中、市としましても今後、別にパネルでいっぱいになってうんぬんな

んていう市を私どもも考えておりません。市といたしましても。今あるこの現状の中で市の要

綱とまた景観条例、ガイドライン、これにおいてこれらの課題について対応したいと考えてお

ります。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 神宮司建設部長。 

〇建設部長（神宮司浩君） 
 齊藤功文議員の再々質問にお答えをいたします。 
 経済環境常任委員会で附帯決議をされております。２８年の６月１日に施行しろということ

でありました。全会一致ということでわれわれも重く受け止めております。そういうことでこ

ちら側で今、検討をさせていただいておりますのでご理解をいただきたいというふうに考えて

います。 
 以上であります。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁が終わりました。 
 齊藤功文君。 

〇３番議員（齊藤功文君） 
 それでは、第２項目めに移らせていただきます。 
 再質問でありますけれども、調査したところ県の林地開発許可において太陽光発電施設に転

用した山林のうち高根町箕輪地内で建設中の個所も補助金をもらってしたということでありま

す。この林地開発は昨年１２月、県議会においても問題になったケースでありますが、補助金

をもらって５年以内に山林以外に転用する場合は補助金の返還義務があるということで、県議

会でも補助金を返して済む問題ではないという、そういう同様の事案が起きないように要請し

たと聞いております。これに対して県の森林整備課長は森林保全の事業目的を果たすため、今
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後も転用がないよう指導していくと答えております。ここで市は、今後里山整備地域林業振興

に対してどのような姿勢で取り組みをしていくお考えか、ご所見を伺います。 
 またもう１点、林地開発にかかる事例として大泉地内の大泉大湧水の上流域に無届で山林を

伐採して１ヘクタールを超える山林に太陽光設置が計画されたと言いましたが、隣接する地区

住民や水利権を持つ地元の団体から反対がありました。その後、この事業者は市に対してなん

らかの相談、届出があったでしょうか伺います。 
〇議長（千野秀一君） 

 答弁を求めます。 
 田中産業観光部長。 

〇産業観光部長（田中幸男君） 
 齊藤功文議員の再質問にお答えいたします。２点いただいたかと思います。 
 １点目につきましては里山整備事業の補助金、５年以内の返還、里山整備事業において他用

途に変更した場合の５年以内の補助金の返還というところのご質問だと思います。 
 里山整備事業におきましては国、県、それと市の要綱で行っていまして、この要綱の中で５年

以内に他の用途に転用する場合は返還ということがなされていますので、これをすぐにどうこ

うということは難しいことなのかなと考えております。たしかに補助金を活用して森林の植林

をしたというところは残念なところでございますが、太陽光というところ、それから他の目的

ということで所有者のいろんな考えもございます。これにつきましては今後、国・県とも十分

協議を行ってまいりたいと考えております。 
 ２点目につきましては、大泉の湧水地区への太陽光発電のその後と、届出ということでござ

いますが、現時点まで届出のほうは出されておりません。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 説明が終わりました。 
 齊藤功文君。 

〇３番議員（齊藤功文君） 
 それでは第３項目めであります。再質問をさせていただきます。 
 今後、公共施設のマネジメントはいわゆる造るから繕うというようなものへ転換が求められ

ています。そうした観点から市は国や県へ積極的にインフラ整備の財政支援を要請したり、ま

た国道１４１号線や２０号線、県道各路線の改修や補修事業へのさらに整備要請に取り組むこ

とが求められているのではないでしょうか。今までにどのような取り組みをしてきたのか。ま

たこれからの取り組みについても併せて伺いたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁を求めます。 
 神宮司建設部長。 

〇建設部長（神宮司浩君） 
 齊藤功文議員の再質問にお答えしたいと思います。 
 取り組み内容はというふうなことだと思います。 
 道路等をはじめとしますインフラ整備にあたりましては、ご承知のとおり国・県の補助金等
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を活用して取り組んでいるところであります。支援策につきましても、なるべく早く対応でき

るように日ごろから取り組んでいるというふうな状況であります。 
 また国県道の改修でありますけども、地域からの要望を国・県に上申すること、ほか市長会

を通じまして要望等を行っているというふうな状況であります。 
 実施に当たりましては、地域の声を反映できるように事業主体とともに事業説明、あるいは

用地交渉というふうなことに取り組んでおります。 
 今後も国・県と継続してまいりたいというふうに考えております。 
 以上であります。 

〇議長（千野秀一君） 
 齊藤功文君。 

〇３番議員（齊藤功文君） 
 再々質問をさせていただきます。 
 北杜市の２７年の国調人口によりますと、前回の２２年の国調に比べて１，８５２人の減少

となっていて、また国立社会保障人口問題研究所の推計によりますと平成５２年の推計人口は

３万２，８８０人となり、今から２５年後には１万２，２３６人もの人口減少と予測されてい

ます。１年だと４００人弱という人口が減少するというふうな事態であります。 
 例として、中央自動車道にかかる道路橋の安全対策ひとつとっても多くの財源が必要となる

わけであります。また年々人口も減少する中で国も県も市も老朽化したインフラ整備が喫緊の

課題であります。並行して超高齢化、少子化の進む中で介護、医療、教育、子育て支援等が課

題となっております。行政はこうした現実を直視し、これからの公共施設の老朽化問題へ対応

していかなければならないと考えるわけですけれども改めてご所見をいただければと思います。 
〇議長（千野秀一君） 

 菊原企画部長。 
〇企画部長（菊原忍君） 

 齊藤功文議員の再々質問にお答えいたします。 
 超高齢化、少子化が進む中での公共施設の老朽化問題の対応というご質問でございます。 
 これにつきましては少子高齢化による人口減少につきましては、さまざまな面で影響を及ぼ

すものというふうに考えております。本市におきましては合併特例措置の終了によります交付

税の段階的縮減もあり、財政の将来見通しにつきましては楽観できるものではないというふう

に認識しております。またそういった中で今後老朽化が進む公共施設におきましては現在、準

備を進めております公共施設等総合管理計画の策定におきまして、公共施設の最適配置に向け

た方針を示し、実効性のある計画としていきたいというふうに考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁が終わりました。 
 齊藤功文君。 

〇３番議員（齊藤功文君） 
 第４項目めの再質問をさせていただきます。 
 嘱託職員である産業カウンセラーの、先ほど答弁の中でも保健室での相談業務があり、多く

の職員が相談に訪れているという実態がよく分かったわけでありますけれども、そこで保健室
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への相談件数の推移を、先ほどのデータを見ますと２７年度まで、今日までの中で特に平成

２６年度が例年に比べて約１．４倍と特に多かったことが分かるわけであります。また休職・

傷病休暇数をちょっと調べてみましたら２６年が非常に多いということを聞いております。こ

うしたことからも、なんか２６年は市役所の組織の中に、何か職員が具合が悪くなるような点

があったのではないか、そんなことがこのデータから見えてくるわけですけれどもご所見を伺

います。 
 また新採用で数年以内で退職するというふうなケースもあるわけですけれども、合併以降、

こうしたケースはあったのでしょうか。 
 また退職者と先ほどのデータで新採用と出ておりますけれども、退職に見合ったデータが採

用がされているんですけれども、今後の定員管理と言うんですか、また類似団体との比較はど

うなるのか、ご所見を伺いたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 伊藤総務部長。 

〇総務部長（伊藤勝美君） 
 齊藤功文議員さんの再質問、３点ほどいただきました。 
 先ほどの相談件数の中で、２６年度が保健室の相談件数が特に多いと。その理由ということ

でございますけども、１つ目として考えられることは平成２６年度の年度自体、気候面でだい

ぶ寒暖の差が激しかった年だったと記憶しております。特に夏場、夏季については猛暑という

ことでそれに伴って体調を崩してメンタル面で不調に陥った職員がいたということで、この点

で相談者が前年より多くなってきているというように考えています。 
 また年度途中の退職者が何人かいたということでございますけども、これはそのようなこと

の影響もありまして、一時的に業務量が増えるなどの理由で体調を崩したということで相談に

訪れる者も多かったということでございます。 
 それから２点目の職員の中で、数年で退職したという事例もあるということでございますけ

ども、ほとんどはそういう事例はございませんで、あるとすれば寿退社といいますか、ご結婚

をされて退職されるという職員もおりました。 
 それから他の自治体との比較でございますけども、当然、北杜市については県内最大の面積

を有する地域でございまして、そのへんが北杜市の地域特性であろうかと思います。それに伴っ

て人口の減少、少子高齢化も踏まえて当然、業務量も増加するわけでございますけども、それ

に見合ったこれからも職員の人事管理、健康管理、メンタル面を含めて人事面での当然、相談

件数も増えるかと思いますけども、そのへんも考慮しながらこれからも職場環境の充実に努め

てまいりたいと、かように考えています。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 齊藤功文君。 

〇３番議員（齊藤功文君） 
 再々質問をさせていただきます。 
 先ほど言いましたように今年は合併して１２年目というようなことでありますけれども、

１２年も経てば組織の中にもいろいろ歪みも生まれてくるわけでありまして、そこで思い切っ
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た改革が求められているわけですけれども、本庁とか総合支所の関連なども含めて総合的に機

構改革を求める、そんな市民の声も出てきています。今後どのような組織改革、機構改革に向

けて取り組んでいくのか、取り組みについてご所見を伺います。 
〇議長（千野秀一君） 

 菊原企画部長。 
〇企画部長（菊原忍君） 

 齊藤功文議員の再々質問にお答えいたします。 
 今後の組織機構についての考えということでございますけれど、これにつきましては議員の

質問にもございますように、例えば部長制を廃止して課長制ということも考えられますけど、

そういったときに課長制にすれば当然、機動力等も上がって組織が早くなるというメリットも

あります。ただし大きくなり過ぎて組織の統一が取れないというデメリットもありますので、

今後はある程度、規模が大きい中では部長制も必要かなというふうに考えておりまして、今後

も機構改革等の関連、また人事関連の問題等も踏まえまして今後、関係部署等で調整していき

たいというふうに考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 以上で質問を打ち切ります。 
 関連質問はありませんか。 
 小野光一君。 

〇２番議員（小野光一君） 
 よろしくお願いします。地上設置型太陽光施設の固定資産税の課税についてということで、

ちょっと１つ伺いたいことがございます。 
 ご答弁の中に今まで届出が義務付けられていなかったわけですから、届出がされたもの、分

かったものには課税をしていくというご答弁があったと思います。当然、もし今回の景観条例

の一部改正が通ったときは、こういうことがなくなるという認識でよろしいんでしょうか。 
 それとこれから通産省のほうに届けられたものがフィードバックされてくるという、現在の

状態はちょっと消極的な形でしか、その固定資産税、課税ができないという感じなのかなとい

う印象なんですが、今後そういったことが、調査が行き届けばきっちりとした課税ができるの

かと、そういうことを確認したくて伺います。お願いします。 
〇議長（千野秀一君） 

 伊藤総務部長。 
〇総務部長（伊藤勝美君） 

 小野光一議員の関連質問でございます。 
 これから太陽光施設について、しっかりした課税ができるかというご質問だと思います。 
 当然、先ほども説明の中でも申し上げたと思いますけども、償却資産の課税客体をこれから

十分に把握する中で、当然課税しなければならないものは当然しっかり調査し、かつ申告して

いないものについては、先ほども言いましたけども税務署等々と協議をする中でしっかり課税

をしていきたいと、かように考えています。 
 以上です。 
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〇議長（千野秀一君） 
 ほかに。 
 いいですか。 
 （ な し ） 
 以上で質問を打ち切ります。 
 これで、市民の声の会派代表質問を終結いたします。 
 ここで暫時休憩といたします。 
 再開は４時５分といたします。 

休憩 午後 ３時５５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ４時０５分 
〇議長（千野秀一君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 本日の会議時間はあらかじめ延長いたします。 
 次に市民フォーラムの会派代表質問を許します。 
 市民フォーラム、１２番議員、野中真理子君。 
 野中真理子君。 

〇１２番議員（野中真理子君） 
 ３項目について、市民フォーラムの代表質問をいたします。 
 最初は予算編成方針についてです。 
 ①平成２８年度一般会計当初予算は３２５億８千万円強、対前年度当初比１１％増と合併直

後の暫定予算を除いて過去最大規模になりました。大幅増の理由を伺います。 
 ②地方交付税の縮減、市町村合併による行政の効率化等を考えれば北杜市財政健全化計画で

示されたように予算規模は縮小の方向に動くべきですが、今回、財政健全化計画に反して予

算規模を大幅に拡大したことについての市の見解と財政の長期的な見通しを伺いたいと思い

ます。 
 ③国勢調査の結果が予算編成に及ぼした影響はどのようなものでしょうか。 
 ④北杜市は合併後一貫して財政健全化を政策の最優先事項に位置づけ、その具体策として市

債償還額以内に市債発行額を抑える発行抑制と市債繰上償還を２本柱とする財政健全化策を

貫いてきました。しかし平成２８年度末の市債残高は平成２７年度末より増える見込みです。

市は市債残高削減を柱とするこれまでの財政健全化方針を転換するのでしょうか。また繰上

償還と市債残高についての将来的な見通しもご答弁願いたいと思います。 
 ⑤市税収入の増額を見込んでいますが、その根拠はなんでしょうか。固定資産税については

事業用太陽光発電設備によるものと固定資産家屋全棟調査結果を受けた課税家屋の拡大によ

るものについて、それぞれのおおよその税額も伺いたいと思います。また入湯税については

税額算定における利用客数の見込みもお願いいたします。 
 ２項目めは、太陽光発電施設と市の景観行政についてです。 
 ①景観行政団体として、市は市内の太陽光発電施設の現状をどう見ているのでしょうか。市

内の過大な太陽光発電施設の存在が観光業や不動産業に悪影響を与えていると思いますが、

見解をお聞かせください。 
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 ②市は太陽光発電施設は工作物ではないから始まり、景観法に該当する設備ではない等の間

違った前提の答弁を繰り返し、２年もの月日を費やしました。この２年間で何が起こったで

しょうか。市内に太陽光パネルが爆発的に増え、生活環境を脅かされた住民が裁判を起こし、

大滝湧水への計画が大問題になっています。県内他自治体の多くは景観条例に太陽光発電施

設をすでに位置づけました。景観行政団体としては大変対応が遅く鈍かったと思います。ま

た昨年９月議会でも景観条例に位置づけることは考えていない。まちづくり審議会への諮問

も別案件と答えていましたが、まちづくり審議会の審議で太陽光発電施設が景観計画に位置

づけられることになりました。これまでの対応の誤りや経緯をどのように説明するのでしょ

うか。 
 ③市は今回の景観計画の見直しに至った経緯について、山梨県において各市町村の景観条例

を位置づけた太陽光発電施設の適正導入ガイドラインが平成２７年１１月４日に策定された

ため、北杜市景観計画との整合性を図るため北杜市景観計画の対象に事業用太陽光発電施設

を届出対象行為に加えるものになりますと説明しています。ガイドラインは景観条例の上位

法ではありませんが、整合性を図るとはどういう意味でしょうか。 
 ④市は景観計画の見直しにあたって、景観行政団体としての自らの姿勢や市内外から寄せら

れた１万筆以上の署名にまったく言及していませんが、これらのことをどのように考えてい

るのでしょうか。 
 ⑤市は景観形成基準に太陽光発電設備の高さやセットバックの具体的数値を入れる場合には

根拠が必要、不当な制限をするなと法にもある。制限によって事業者に訴えられることも考

えられると説明しています。しかし国交省は不当な制限とは工作物の機能を発揮できない形

態を定めることにより、結果的に工作物の建設ができなくなるなどの過度の制限としていま

す。パブリックコメントで多くの人が求めた高さ１．５メートル以下、セットバック５メー

トル以上は太陽光発電施設が建設できなくなるような過度の制限に当たるのでしょうか、見

解を伺いたいと思います。 
 ⑥太陽光発電施設を位置づける北杜市景観条例の一部改正が施行された場合、未届や虚偽の

届出については全件告発し、刑事事件として罰則が適用されるようにすべきと考えます。見

解を伺います。 
 ⑦太陽光発電施設用地の課税について、北杜市では太陽光発電施設用地の評価は設置する付

近の宅地１平方メートル当たりの評価額の３０％として算出しています。３０％とした根拠

はなんでしょうか。また他市と比較してこの割合は高いのでしょうか、低いのでしょうか。 
 ⑧今回のパブリックコメントには、北杜市の景観に魅かれて移住してきた人のコメントが多

数ありました。市は定住促進計画、総合戦略を策定し移住者を積極的に呼び込もうとしてい

ますが、移住者のコメントをどのように受け止め、定住促進や人口増加のための施策に生か

していくのでしょうか。 
 ⑨景観は多くの人が共有するものとして、そのあり方については地域の合意が重要です。届

出がされたときに市が近隣住民に速やかに伝えることを考えているでしょうか。 
 ⑩今後のまちづくり審議会の開催も含め、北杜市の景観行政をどのように進めていくのか伺

いたいと思います。 
 ３項目めは地域福祉についてです。 
 

 １０９



 ①ゆうゆうふれあい計画の中の地域包括ケアシステムと地域福祉計画の地域福祉のネット

ワークの関係はどのように考えられているのでしょうか。また地域包括ケアシステムでの行

政区の役割はどのようなものでしょうか。 
 ②公民館カフェの位置づけと支援をどのようにお考えでしょうか。はつらつシルバーとの関

係も伺いたいと思います。 
 ③アンケートによれば介護予防事業は認知も参加意向も低く、参加するために必要な条件は

身近な地域で行われることに回答が集中していました。現在の介護予防事業の改善策をどの

ように考えておられるのでしょうか。例えば温泉施設を利用した介護予防事業を実施しては

いかがでしょうか。 
 ④認知症、引きこもり、虐待、介護者、例えば介護離職や男性介護者の問題等、それぞれの

現状について市はどのような認識をお持ちでしょうか。平成２８年度に策定される第３次北

杜市地域福祉計画には、これらの課題が盛り込まれるのでしょうか。課題解決の方向性も併

せて伺いたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 野中真理子議員の、市民フォーラムの代表質問にお答えします。 
 予算編成方針について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、平成２８年度当初予算が前年度に比べて増額となった理由についてであります。 
 来年度当初予算の規模が本年度より大きくなった理由としては高齢化等による社会保障、福

祉関係費の義務的経費などの継続的な増加に加え、昨年度から平成２９年度までの継続事業と

して実施している小淵沢駅舎改築・駅前広場整備事業において、駅舎工事など最も事業費が大

きくなる年度であり、本年度より９億円の増額となっていること、老朽化により緊急に校舎の

全面的な改修が必要となった須玉小学校の大規模改修事業の建設工事費などとして約１０億円

を計上していること、本市の最重要課題である人口減少、少子化対策に全力を挙げて取り組む

ため北杜市総合戦略および八ヶ岳定住自立圏共生ビジョンに基づく施策を重点的に実施するこ

となどが主な要因であります。 
 またこれまで財政健全化を一丁目一番地として位置づけ、市民の皆さまの多大なご理解とご

協力をいただく中、実質公債費比率が１１％、将来負担比率も２６．９％と県内１３市の中で

も上位に位置するまでに財政状況が大幅に改善されてきたことが、このような大きな規模の予

算を可能にしたものであります。 
 次に、予算規模を拡大した市の見解と財政の長期的見通しについてであります。 
 来年度の当初予算については大規模事業が重なったことなど、主に臨時的な要因によって規

模が大きくなっているものの国等の財源や有利な起債を最大限に活用し、市政各般にわたる重

要課題に対応するとともに１８億６千万円にのぼる市債の繰上償還を行いながらも、一般財源

で本年度に比べ３億１千万円以上を節減するなど、交付税の段階的縮減に対応する予算とした

ところであり、今後も行財政改革に取り組むことにより、引き続き持続可能な財政運営を行う

ことができるとの見通しを持っております。 
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 次に、地域福祉における温泉施設を利用した介護予防事業などの改善策についてであります。 
 高齢者が社会参加することが介護予防につながることから、定期的に集える居場所があるこ

とが大変重要だと考えており、第４次ほくとゆうゆうふれあい計画の策定に当たって行った市

民アンケートにおいても、歩いていける身近な場所にあることが理想との結果でありました。

そのために運営の主体が介護予防サポートリーダーなどボランティアが主体になって運営して

いただくことを広めております。 
 今後、高齢者等の増加が見込まれる中、「気にかける」「声をかける」「異変に気付く」などお

互いに関心を持ち住民同士で支え合う活動ができるよう、意識の醸成と仕組みづくりに取り組

んでいるところであります。 
 その他につきましては、担当部長が答弁いたします。 

〇議長（千野秀一君） 
 伊藤総務部長。 

〇総務部長（伊藤勝美君） 
 野中真理子議員の、市民フォーラムの代表質問にお答えいたします。 
 予算編成方針における市税収入の増額を見込んだ根拠についてであります。 
 来年度当初予算については景気の動向、税制改正および本年度の決算見込み額を重視して計

上しております。 
 市税収入増の主な要因として、法人市民税は日銀甲府支店が発表した山梨県金融経済概観に

より県内景気は横ばいで推移とのことからわずかな増加としております。 
 固定資産税は、償却資産が太陽光発電設備を含めた新規の設備投資が既存の資産の減価を上

回ること、また新築家屋および家屋全棟調査による課税家屋の増加によるものであります。 
 軽自動車税は課税台数の増加と税率の改正による増額であり、これらトータルで１億２千万

円余りの増額を見込んでおります。 
 また固定資産税の主なものとして、事業用太陽光発電設備の償却資産分については昨年に比

べ約６，９００万円増の１億円余り、固定資産家屋全棟調査による増額は約２，７００万円を

見込んでおります。入湯税については、昨年より１万８千人増の６５万人の利用客数を見込ん

でおります。 
 次に太陽光発電施設と市の景観行政について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに太陽光発電施設用地について、宅地の評価額の３０％とした根拠についてでありま

す。 
 太陽光発電施設用地に関する評価方法が国の固定資産評価基準に定められていないことから

山梨県不動産鑑定協同組合に意見書を求めたところ、評価については宅地比準方式で宅地の評

価額に対する割合は３０％との意見書をいただき、適用している宅地比準表との整合性や他市

の状況等を検討し、平成２５年度に決定いたしました。 
 また他市との比較ですが本市と同様に宅地比準３０％課税は１市であり、他市は同一市内に

おいても都市計画区域の指定など地域ごとの実情により１０％から８０％の課税を行っており

ます。 
 次に、移住者からのコメントの定住促進への活用についてであります。 
 本市に移住定住を希望されている方の多くの方々は、気象条件や豊かな水資源があることな

どに魅力を感じ、また子育て世代は子育て支援策の充実度に関心があります。 
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 今後も各種相談会や市ホームページ等を通じて、本市を希望される方々が求めている情報の

提供に努めてまいりたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 菊原企画部長。 

〇企画部長（菊原忍君） 
 野中真理子議員の、市民フォーラムの代表質問にお答えいたします。 
 予算編成方針について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、国勢調査結果が予算編成に及ぼした影響についてであります。 
 来年度の地方交付税については、県から提示された試算額に本年度実績などを勘案して見込

んだ結果、本年度を４．５％下回る額としております。 
 県では試算に当たり、普通交付税の算定基礎として今回から平成２７年国勢調査の速報値の

人口を用いていることから、前回国勢調査からの１，８００人余りの人口減少が交付税試算額

のマイナス要因の１つとなっております。 
 次に、市の財政健全化方針の転換の有無および繰上償還と市債残高の将来的な見通しについ

てであります。 
 来年度末の市債残高見込みが本年度末見込みを上回る要因は、来年度の当初予算に臨時財政

対策債を発行限度額どおり約１０億円計上する一方、本年度の当初予算にも同様に計上してい

た約１０億円については２月補正で全額減額したことから、結果として臨時財政対策債の残高

が増加するためであります。 
 一方、臨時財政対策債を除く市債の発行については、第３次行財政改革アクションプランに

基づき、当該年度の元金償還額の範囲内に抑制して市債の残高を増加させない財政健全化の方

針を堅持しているところであります。 
 今後ともこの方針に基づき市債発行を抑制するとともに市債の繰上償還についても、引き続

き減債基金の活用などにより可能な限り継続していくことにより、将来的に市債残高を削減し

ていくことは可能であると考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 平井市民部長。 

〇市民部長（平井光君） 
 野中真理子議員の、市民フォーラムの代表質問にお答えいたします。 
 地域福祉について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、ゆうゆうふれあい計画の中の地域包括ケアシステムと地域福祉計画の地域福祉

ネットワークの関係についてであります。 
 地域包括ケアシステムは高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるために医療・

看護・介護・リハビリテーション・保健・予防・住まい・生活支援・福祉サービスが包括的に

確保される体制の構築に向けて、より一層の連携と地域づくりに重点が置かれた取り組みであ

ります。 
 一方、地域福祉ネットワークは地域の中で高齢者や障害者、児童などの各分野と地域で活躍

するさまざまな市民が横断的につながり、助け合い支え合う関係づくり、体制づくりを行う取
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り組みになります。 
 そのために地域包括ケアでは地域ケア推進会議を、地域福祉ネットワークでは事業所や関係

機関を構成員とする個別の支援会議において情報共有、連携強化の場として話し合うことで地

域福祉を推進しているところであります。 
 次に地域包括ケアシステムでの行政区の役割についてでありますが、市民一人ひとりが持っ

ている力を発揮し、地域のつながりや住民の力を生かすことが大切であり、地域ぐるみの取り

組みを行っていく単位として行政区は活動しやすい組織だと考えております。 
 行政区における地域の人材は豊富だと考えており、高齢者が身近な場所で気軽に立ち寄れる

場や通いの場を設け、家事や買い物などの生活への援助ができる仕組みをつくり上げていける

圏域だと考えております。 
 次に公民館カフェの位置づけと支援、はつらつシルバー事業との関係についてであります。 
 公民館カフェは平成２５年から介護予防サポートリーダーを養成し、そのサポートリーダー

が中心となり、地区の身近な公民館を活用して月１回定期的に高齢者に貯金体操の普及を目的

に高齢者の健康づくりを現在２１カ所で開催しており、サポートリーダーにおいてはボラン

ティアでありますが自身の生きがいでもあり、役割をもって活動されております。 
 はつらつシルバー事業は保健福祉推進員が各地区の区長、班長、食生活改善推進員との協力

のもと、６５歳以上の方を対象に地区の公民館などを利用して随時、高齢者や地域の人との交

流の場を目指し開催しております。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 茅野福祉部長。 

〇福祉部長（茅野臣恵君） 
 野中真理子議員の、市民フォーラムの代表質問にお答えいたします。 
 地域福祉における第３次北杜市地域福祉計画の策定についてであります。 
 平成２４年度から平成２８年度までの第２次北杜市地域福祉計画においては「地域福祉意識

が浸透し地域福祉活動が活発なまち」、「誰もが安心して生活できるまち」を推進してまいりま

した。 
 高齢化や家庭環境、地域社会の状況の変化により認知症や介護者、引きこもり、虐待、生活

困窮等の問題が新たな課題となっていることから、来年度策定する第３次地域福祉計画におい

ては第２次計画を評価・検証するとともに市民アンケートを通じ市民ニーズを把握し、地域に

必要な福祉施策について、北杜市地域福祉計画策定委員会でご審議をいただき策定してまいり

ます。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 神宮司建設部長。 

〇建設部長（神宮司浩君） 
 野中真理子議員の、市民フォーラムの代表質問にお答えいたします。 
 太陽光発電施設と市の景観行政について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、市内の太陽光発電施設の状況と観光業や不動産業への影響についてであります。 
 太陽光発電施設は、地球温暖化対策としてＣＯ２削減に資するクリーンエネルギーであり、

 １１３



東日本大震災の教訓から災害に強いまちづくりを目指すため、再生可能エネルギーの活用は必

要であることから、観光業や不動産業には影響はないものと考えております。 
 次に太陽光発電施設の景観計画への位置づけに対する対応や経緯の説明についてであります。 
 地上設置型太陽光発電設備については、建築基準法第２条第１号に規定する建築物や建築基

準法施行令第１３８条第１項に規定する工作物に該当しておりません。 
 一方、景観法は工作物の形態意匠や色彩を定めるものであり、太陽光発電設備は形態意匠と

色彩は限られるため、北杜市景観条例の工作物に位置づけることは適当ではないと判断したと

ころであります。 
 しかしながら、山梨県が昨年１１月に策定した太陽光発電施設の適正導入ガイドラインでは

太陽光発電事業者に対して防災や景観、地域の合意形成に配慮しつつ適正な導入を図ることと

し、その主な関連法令に市町村の景観条例が位置づけられたことから北杜市景観条例に加える

こととしたところであります。 
 次に、県のガイドラインとの整合性についてであります。 
 山梨県において太陽光発電設備の適正導入ガイドラインが策定され、各市町村の景観条例が

主な関係法令として位置づけられたことから県との整合性を図ることとしたところであります。 
 次に景観計画の見直しにあたって、景観行政団体としての姿勢や市内外からの署名について

であります。 
 地上設置型太陽光発電施設を加える景観計画の見直しについては、北杜市まちづくり審議会

でのご審議やパブリックコメントにおいてさまざまなご意見をいただきましたので、これらを

踏まえて景観計画の見直しを行ったところであります。 
 次に数値による制限についてであります。 
 数値化については建築基準法等による基準となるべきものがないため、昨年１２月に議員発

議により地上設置型太陽光発電施設の設置抑制を求める意見書が全会一致で採択されたものと

承知しております。 
 法的な根拠がない中で高さ等を規定することで、事業を制限することは財産権の侵害など多

くの課題があるものと考えております。 
 次に未届や虚偽の届出に対する罰則の適用と届出に伴う近隣住民への周知についてでありま

す。 
 景観条例に定める他の届出を要する行為と同様に対応してまいります。 
 次に、今後のまちづくり審議会の開催も含めた景観行政の進展についてであります。 
 北杜市まちづくり審議会は必要に応じて開催し、さまざまなご意見をいただく中で景観に関

する事業を進めてまいります。 
 以上であります。 

〇議長（千野秀一君） 
 当局の答弁が終わりました。 
 野中真理子君の再質問を許します。 

〇１２番議員（野中真理子君） 
 それでは、まず予算編成方針についての再質問を行います。 
 ２番目の項目で質問しました予算規模縮小の方向に動くのかということですけれども、ご答

弁では臨時的に２８年度は大きくなったということと、国のいろいろな交付税とかそういうも
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のがあるからということで、なかなかはっきりとは予算規模を今後縮小していくというご答弁

はなかったかと思うんですけども、そこについて長期的な見通しでいま一度ご答弁願いたいと

思います。 
 また４番の市債残高の削減についてですけども、この間、一貫して市長は市債残高を減らし、

基金を積み立てという預貯金の関係で、こうやって総額を増やしてということをおっしゃって

きた中で、今回やはり２７年度末に比べて２８年度末の市債残高が数字として大きくなるとい

うことについては、やはり市民の方が見たときにも明らかに今まで流れと違うというふうに見

えると思うのですが、そこをいま一度ご答弁願えたらと思います。お願いいたします。 
〇議長（千野秀一君） 

 菊原企画部長。 
〇企画部長（菊原忍君） 

 野中議員の再質問にお答えいたします。２点いただいております。 
 まず第１点目でございますけれど、平成２８年度の予算規模の大きな要因等々、今後の見通

しということでございますけれど、適正な予算規模というものにつきましては以前は当然、そ

の数字的な大きさで、大きい小さいという判断をしておりましたけれど、第３次の行財政アク

ションプランを作成するに当たりまして、歳出の規模というものは数字でなくて実質単年度収

支によるものだということで、そういったことに焦点を当てまして、その単年度収支の減額と

か交付税の特例措置終了の影響額というものを比較する中で、今後持続可能な財政運営ができ

るか否かということで推計しておりますので、単純に数字の大小として捉えておりません。 
 第２点目でございます。２８年度の市債残高が大きいという理由でございますけれど、これ

につきましては全会計におきましては臨時財政対策債を含めますと当然、２７年度より２８年

度は約１億円、上回っております。ただしアクションプラン等を比較する場合には臨時財政対

策債を除くということになっておりまして、実質的な数値といたしましては平成２７年度は

６１７億円、平成２８年度は６１５億円ということで２億円の削減というふうになっておりま

すので、アクションプランの目標値も達成しておりますし、今後の市債残高の減少というもの

にも当然影響しているものと思っております。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁が終わりました。 
 野中真理子君。 

〇１２番議員（野中真理子君） 
 それでは２項目めの太陽光発電施設と市の景観行政について再質問を行いたいと思います。 
 この質問の根底にあるものは、市がどのような姿勢で景観行政に臨むのかということを問い

質したいということと、市民または議会に対してきちんと説明責任を果たすべきだという思い

を持って全体の構成をつくりました。 
 例えば最初の質問で、観光業や不動産業にまったく影響を与えていないというご発言でした

けれども、実際にこちらの北杜市に移住してきた方たちがこんなパネルが目の前に迫るような

ところで暮らしたくはなかった。そういうことが、自分の都会にいるお友だちだとかそういう

人に伝われば、こちらに来る人は減りますよね。当然その土地の価値が下がるということにも

なりますし、観光客の人があのパネルを見たときに、例えばこの気持ちのいい中でお散歩をし
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ていた、パネルばっかりだということに対して、また次に来ようという気持ちが失せるという

ことは当然考えられることです。そういうことを敏感に感じた上で観光業とか、そういうこれ

からの組み立てをしていかないと、その北杜市としての将来、いろんなことはないんではない

かと。もっと外から来た人がどう見るか。その土地の、せっかく移住してきた人がどのように

見ているかということは、もう少し感じなければいけないんではないかと思います。まずはそ

こをご答弁願いたい。 
 それから２番目は、特に説明責任をしっかりということで言いました。実際に今も景観条例

に当たる工作物ではない。そういうことをおっしゃいながら実際には景観条例に位置づけたわ

けですよね。県のガイドラインができたから、整合性が取れたからやるんだ、まったく市独自

の、本来やるべきということで考えられていないように思います。景観条例というものがもと

もと最初から工作物かどうかということで２年間、ほぼ２年間争ってきたわけですけれども、

こんな中でこの説明がまったく責任を果たしていない。それからまちづくり審議会の開催に

至って、これがなったことの経緯についてもまったく説明がなされていないと思いますので、

その経緯とかそういうことをもう少し話していただきたいと思います。 
 実際に他の自治体は景観条例を位置づけているわけですし、自らの姿勢がないということが

一番の景観行政団体で問題であると思うんです。例えば前のどなたかの代表質問のお答えの中

で認定をされても１０キロワット未満とか、それから２０％未満でなければ変更はできないと

いう、買い取り価格が変わってしまうからそれは市としてはやりにくいんだということをおっ

しゃいましたけども、そのように言うか、または１０％未満ならできるというふうに考えて、

ここに住んでいる人や景観を大事にして、この行政をやるんだといってやるのはまったく違う

と思います。 
 例えば１千平方メートルぐらいの土地でしたら、大体１００キロワットですから１０キロ

ワットを減らしてもらう。１０キロワット近く減らしてもらう。そうすると、かなりの例えば

セットバックなり、そういうことができるはずなんです。たしかに事業の買い取り価格を、何

年か前に有利な買い取り価格を変更するということは事業者にとっても大変、受け入れがたい

ものだとは思います。しかし、この北杜市で設置をする以上は北杜市の思いとか、北杜市民の

思いに従って、ある程度のセットバックに応じるということは当然、業者だってやるべきだし、

やってもらえるんではないか、それこそが市の姿勢を示す大事なことだと思いますので、そこ

について１０キロワット未満、もしくは２０％未満の変更であればできるということも含めて

部長にご答弁願いたいと思います。 
 それとまた景観形成基準の数値化に、これはもちろん１０％以上になってしまえばなかなか

受け入れがたいということがありますけれども、それは除いて例えば景観形成基準の数値化に

対する根拠に、上位法が必要かどうかということで実際には経済環境常任委員会でもかなりや

りとりさせていただきましたけど、上位法は必ずしも必要がないはずですよね。そういう結論

になりましたよね。そこも含めてその上位法が必要か、どう考えているか、根拠をどのように

考えているか、この場でご答弁願いたいと思います。 
 それから条例の効果についても全体、ほかの方の質問で、ただその意匠とかそういうのが変

更できるだけだということをおっしゃいましたけど、これは景観法に基づいて、刑事告発をす

ることによって、その罰金、無届や虚偽の届出については罰則規定が設けられるわけですよね。

そういう法律がある中でそういうことができる、それをやるぞという姿勢を示すことによって
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届出というものはやはり出さなければいけない。これはまずいぞと、市はこれだけ本気でやっ

ているぞみたいなことが、そういうことも含めてやはり業者にしっかりと出させる、市の姿勢

を示すということが大事かと思いますけども、その点についてもご答弁願いたいと思います。 
 また最後になりますけど、まちづくり審議会の開催についてはあまりはっきりしたご答弁は

いただけなかったと思いますが、この一部改正の検証等、大変大事な案件、これからも見守っ

ていかなければいけないことがたくさんあると思います。この太陽光発電に限らず、景観を大

事にする市として、まちづくり審議会でいろんなことが話し合われることは大事だと思います

ので、ぜひ必ず今後も定期的にとか、この検証を行っていくということを明確にしていただけ

ればと思います。ご答弁をお願いいたします。 
〇議長（千野秀一君） 

 答弁を求めます。 
 神宮司建設部長。 

〇建設部長（神宮司浩君） 
 野中真理子議員の再質問にお答えをいたします。 
 まずはじめに観光業や不動産業の悪影響について、もう一度答弁をお願いしたいということ

であります。 
 議員もご存じのとおり太陽光発電施設を抑止すると。止めるという法律が存在いたしません。

そんなことでわれわれとしましては、こういうことになったというふうなことだと思います。

いずれにしましても止めることができないと。観光に影響があるんではないかということにつ

いては、先ほど申しましたようにガイドライン、あるいは形成基準で見えないように修景して

くださいという項目を入れさせていただいております。これについては、そういうことで指導

をしていくということだと思います。 
 それと２番目の説明責任が果たされていないと。これについてはガイドラインの整合性で景

観条例に入れるのはいかがなものかというお話だと思いますけれども、根本のお話といたしま

して平成２６年６月、県からの通知は前にご披露したと思います。その内容は景観条例を改正

する、または要綱を設置してくださいということでありました。またはという文書ですから、

指導要綱にいたしましても景観条例でも同等だというわれわれは解釈をして、２６年９月１日

に要綱、すなわち今言ったように早くできる要綱を策定させていただいたと。その折にもご説

明を申し上げたと思いますけども、景観条例を変更するのには太陽光発電だけではないと。ビ

ニールハウス、あるいは今、農業法人がやっているドームハウス、そういうものも工作物に入

れるのか、入れないのか、そういう論議が必要だということで要綱を２６年９月１日に制定を

させていただいたということだと思います。 
 続きまして１千平方メートルの土地に対してというようなお話がありましたので答弁させて

いただきますけども、例えば１千平方メートルの土地に５メートル、５メートル、セットバッ

クをしたということになりますと、１千平方メートルですから４０メートルの２５メートルと

いう土地だったとしますと３０メートルの１５メートルという有効の面積になります。

３０メートルの１５メートルということになると４５０平方メートルということで、今言った

ように１千平方メートルに対して４５０平方メートルしか使えないと。これについては５５％

の、今言ったように土地が使えないと。こういうものがわれわれとしては過度の制限ではない

かという解釈をさせていただいているということであります。 
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 次の質問ですけども、景観形成基準に数値が入らないのかということであります。これにつ

いては数値が入っているものもございます。それについては山梨県の景観条例、前にありまし

た景観条例の１３メートルでありますとか、清里地区の５メートルの建築物のセットバック、

そういうものの数字は入っております。入ることは可能だと思います。しかしながら、先ほど

の説明と同じように過度の制限をしてはいけないと。ですから一律のセットバックをするとい

うのは非常に問題があるのではないかという解釈であります。 
 続きまして、条例の効果ということで罰金刑はということであります。 
 これにつきましても告発ですとかいろんな問題がありまして、検察で取り上げてくれるかど

うかという問題等々もございます。これにつきましては関係機関と協議をさせていただいて、

告発できるものについては告発をさせていただきたいと。 
 なお、まちづくり審議会でもそういう場合には今言ったように指導する、あるいはいろんな

ことを審議させていただいて、可能であればしたいというふうに考えております。 
 最後にまちづくり審議会の開催ということでありますけども、まちづくり審議会から答申が

まいっております。それには３つの条件が付いておりますけども、景観計画については今後関

係法令等が成熟していく中で、住民から要望や現状を鑑み改正が必要と認める際は速やかに改

正に向け検討していただきたいということでありますので、いろんな法整備がされたのちには

速やかにまちづくり審議会を開催し、景観形成基準に数字が入るものであれば入る、そういう

ことをご審議いただきたいというふうに考えております。 
 以上であります。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁が終わりました。 
 野中真理子君。 

〇１２番議員（野中真理子君） 
 それではこの項目について再々質問をいたします。 
 １番目の観光業や不動産業に悪影響を与えているのではないかという、今のご答弁では抑制

する法律はない。そういうことで、ある程度規制することができないんだということと現状を

どう見ているかということはまったく違う話になるはずです。そういう抑制をする法律がない

から、現状甘んじて、しょうがないから、これはこのままこんなものだろう、不動産や観光業

にも悪影響を与えていないだろうと。そういう考えはおかしいと思いますよ。やはり規制する

法律はない。ただ、この北杜市にとっては今の現状はこう思う。だからこういう観光業や移住

者のためにもよくない。だから私たちはできることをやるという、そういうことを表すことが

必要なんではないですか。まったくそういうのが感じられませんし、それともう１つ、一番問

題だと思いましたのは、ここにも書きましたけども、市民の皆さんが例えば署名とか、それか

らいろんな直談判に行かれていることもあります。そういう声というものにまったく耳を傾け

ていないというか、重要視されていないことです。どうもそういうこともあって、なかなか景

観条例に位置づけられなかったということだけども、この間、どれだけの方が太陽光を位置づ

けてくれ、景観条例に位置づけてくれということで部長のところへ訪れましたか。そういうこ

とを、市民の声を聞いて景観条例に位置づけるということだって、市としてしなければいけな

いことだと思いますので、そういうことを重く受け止めていただきたいのと、それとやはりま

ちづくり審議会のこと、今、部長のご答弁の中にも住民からの要望にも応えると書いてありま
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すから、住民からの要望があれば速やかにやっていただけるというようなご答弁をいただけれ

ばと思います。 
〇議長（千野秀一君） 

 神宮司建設部長。 
〇建設部長（神宮司浩君） 

 野中真理子議員の再々質問にお答えをいたします。 
 １番の項で観光業や不動産業の影響を全然考えていないというふうなお話でありました。 
 再三の答弁で申し訳ありませんけれども、いずれにいたしましても市といたしましては修景

をする。見えないようにする。そういうことで今後、設置をしていただくと。事業者の責務と

してやっていただくということだと思います。 
 続きまして市民の署名をどう生かすかということと、先ほどのまちづくり審議会をというこ

とであります。 
 先ほどの再三の答弁で申し訳ありませんけども、やはり数値については何らかの数値が必要

だと。それについてはいろんなことがありますけども、裁判の判例でありますとか、いろんな

ことがあると思います。そういうことが起きれば、すぐにまちづくり審議会を開催して検討は

させていただきたいということだと思います。 
 住民の要望に対して、まちづくり審議会はということであります。 
 これにつきましても数値が大事だと。例えば、今言ったようにどうしても住民の方があの太

陽光施設はどうも景観条例にも指導要綱にも合致しないんだというふうなお話があれば、今

言ったようにまちづくり審議会の委員さんにお諮りをして、現地を確認したいということはや

ぶさかではないというふうに考えております。 
 いずれにいたしましても数値あるいはそういうもの、先ほど言いましたけども判決の判例と

かいろいろなものが、数値目標ありますけども、そういうものが出ましたらすぐにまちづくり

審議会は開催したいというふうに考えております。 
 以上であります。 

〇議長（千野秀一君） 
 野中真理子君。 

〇１２番議員（野中真理子君） 
 それでは３項目めの再質問をいたします。 
 公民館カフェなんですけれども、はつらつシルバーが保健福祉推進委員を中心にやっている。

それと公民館カフェがとても分けにくいというか、そういうところもあるように思うんですけ

ども、それぞれの関係というか、どのように考えられているか、もう一度ご答弁をいただきた

いのと、それから介護予防事業についてはとても人気がないようなこと、アンケートの結果で

はあれですが、例えば温泉を使って、午前中入浴してお昼を食べて午後体操してみたいな、そ

ういう事業が考えられないかどうかということと、福祉計画の中で認知症や引きこもり、これ

らのことを地域の中でどのように市と協力してやっていくのかをいま一度伺いたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 平井市民部長。 
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〇市民部長（平井光君） 
 野中議員の再質問にお答えいたします。 
 私のほう２点だと思います。公民館カフェとはつらつシルバーとの関係が分かりづらいとい

うようなことでございます。 
 はつらつシルバーにつきましては、一般介護予防事業の中に位置づけられておりまして、介

護予防の普及啓発をする事業というふうに位置づけられております。したがいまして、保健福

祉推進委員さんを中心に普及啓発を行っていただいております。 
 公民館カフェにつきましては、一般介護予防事業の中の介護予防活動支援事業というものに

位置づけられておりまして、サポートリーダーさんに運動などを中心とした介護予防事業です

ね、活動を行ってもらっているという、すみ分け、啓発と活動と。はつらつシルバーのほうも

少ないところでも年１回、多いところでは年６回とかというようにやっている中で、中身的に

は啓発からいろいろな事業をやってくれているところもありますので、その点ではカフェと同

じような内容になっているというようなところもございますけども、とりあえず基本的な分け

方はそういうことになってございます。 
 次に２点目の介護予防事業で、温泉施設の利用をしてみたらどうかということの中でござい

ますけども、先ほどもアンケートの回答の中で参加しない人が多いんですけども、その理由と

して身近な地域で行われること、また参加したことが実感できること、一緒に参加できる仲間

がいることというふうなことが参加の条件にあげられております。身近な地域で仲間がいて気

軽に参加できるという介護予防事業としましては、公民館カフェは地区単位で行っております

ので最も適しているというふうに考えております。現在は２１カ所でございますけども、今後

市内全域にこれらを展開していけるような、まずそちらのほうを考えていきたいと思っており

ますのでよろしくお願いいたします。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 茅野福祉部長。 

〇福祉部長（茅野臣恵君） 
 野中真理子議員の再質問にお答えいたします。 
 地域福祉計画の中で、認知症などの問題を市民とどのように進めていくかというご質問だと

思います。 
 地域福祉は、住み慣れた地域でみんなが安心して暮らせるよう地域住民や福祉関係者がお互

いに協力して、地域の福祉課題の解決に向けて取り組むというような考えでございます。 
 最近は認知症や引きこもりや虐待、また高齢者や障害者の権利問題など新たな社会的課題の

対応が急速に求められてきております。このような地域の共通課題の解決には、地域での支え

合いの取り組みが大切であるというふうに考えております。本市におきましてはこれらの多様

な福祉ニーズを捉え、来年度中に第３次地域福祉計画を策定してまいりたいというふうに考え

ております。 
 地域福祉を進めるに当たっては、特に大切なことは自分たちの地域は自分たちの手で住みや

すくしていこうという市民の主体的な活動が必要でございます。行政だけでの取り組みでは不

十分であり、市民との協働が不可欠であることから地域で活動する行政区や民生委員、児童委

員、社会福祉協議会、福祉関係者など地域福祉を担うそれぞれが相互に連携した役割を果たし
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ながら推進していくものというふうに考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁が終わりました。 
 ありませんか。 
 （ な し ） 
 関連質問はありませんか。 
 岡野淳君。 

〇８番議員（岡野淳君） 
 関連質問をさせていただきます。 
 まず太陽光関係のことですけれども、先ほどの部長の答弁を聞いていまして行政としての責

任感がまったく感じられないんですね。止める法律がないからこうなったとおっしゃいました。

それから罰則のところでも検察が取り上げてくれるかどうか分からないというようなことを

おっしゃったんです。だけどやるのは市なんです。行政なんですよ。修景にしてもそうです。

業者の責任でやってもらう。それは当たり前なんだけど、それをやらせるのは行政ですよ。北

杜市の、この景観とか景色とかというのを私が守るという、そういう責任感が今の答弁からまっ

たく感じられない。僕はそういうふうに受け止めたんですけども間違いですか。その１点だけ

伺います。 
〇議長（千野秀一君） 

 神宮司建設部長。 
〇建設部長（神宮司浩君） 

 岡野淳議員の関連質問にお答えをしたいと思います。 
 まったく行政が責任を感じていないということでありますけども、言わせていただきますと

１２月の議会で意見書を提出していただきました。それについては関係法令がないんだという

ことであります。われわれは過度の数値設定は難しいだろうと。答えになっているかどうか分

かりませんけども、まちづくり審議会の委員さんももし数値を設定して、例えば裁判になった

と。裁判にわれわれが負けてお金を払ったと、それでもいいではないかと。その損失と観光業、

あるいは不動産業、それがプラスになればそれでいいんではないかという委員さんもいました。

しかし今、申し上げたようなことが行政として果たしてできるのかと。今言ったように裁判に

なって負けるということが分かっていながらその数値目標を入れたり、あるいは過度の指導を

したりということができるのかということであります。ですからガイドラインにも入っており

ますし、指導要綱にもありますけれども、事業者の責任において事業者が自らやってください

というしか今はないというのが状況だということだと思います。ご理解をいただきたいと思い

ます。 
 以上であります。 

〇議長（千野秀一君） 
 岡野淳君。 

〇８番議員（岡野淳君） 
 理解はしないんですけど、次にいきます。 
 地域福祉について１点聞かせていただきたいんですが、この中で介護離職と男性介護の問題
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というのがあって、先だって介護支援課のほうで男性介護者の集まり、僕もちょっとお願いを

して参加させてもらったんですけども、実は僕、勉強会の仲間にも１人、いつも遅れてくる人

がいて話を聞いてみたらご両親を１人で看ているということが分かって非常に身の詰まされる

思いをしたんですけども、ぜひ男性介護、それから介護離職の問題というのをこれから積極的

に取り組んでいただきたい。予備軍がたぶんいっぱいいるんだろうと思うんです。そのことだ

け、ぜひ今後のお考えを伺わせていただきたいと思います。 
〇議長（千野秀一君） 

 平井市民部長。 
〇市民部長（平井光君） 

 岡野議員の関連質問にお答えいたします。 
 介護離職についてでございます。 
 たしかに最近は核家族化が進んできておりますので、昔でしたら奥さんが看たり、嫁さんが

看たりというふうな介護の担い手というのは女性だったんですけども、最近は男性も介護に従

事しなければならないというようなことが増えてきております、たしかに。その中で介護離職

の問題につきましては、企業側の問題もございますけども、うちのほうとしましてはなるべく

介護者に負担がかからないようなサービスの提供の仕方ですね、いつどういうようにしたらよ

ろしいのかというような相談には、十分答えていきたいというふうに考えております。という

ことでよろしいでしょうか。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 以上で質問を終わります。 
 これで、市民フォーラムの会派代表質問を終結いたします。 
 ここで暫時休憩といたします。 
 再開は５時１５分。 

休憩 午後 ５時０５分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ５時１５分 
〇議長（千野秀一君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 次に、公明党の会派代表質問を許します。 
 公明党、１８番議員、小尾直知君。 
 小尾直知君。 

〇１８番議員（小尾直知君） 
 公明党代表質問をいたします。最後ですので、しっかり聞いていただきたいと思います。 
 大きく３点について質問します。 
 はじめに情報システム強靭化向上事業、情報セキュリティ強化への取り組みについて、いく

つか質問します。 
 マイナンバーを管理する自治体へのサイバー攻撃対策の一環として、政府は全国の市町村の

インターネット接続を都道府県単位で集約するよう要請し、市町村ごとにばらつきのあるサイ

バー攻撃の監視水準を底上げし、迅速な対処を求めています。市町村によっては情報セキュリ
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ティの専門知識を持つ職員や専門家を確保できず、他の市町村ともあまり情報交換をしないた

めサイバー攻撃を受けた場合、迅速な対応や被害拡大防止が難しいケースが多い。 
 マイナンバー制度は今年１月から個人番号カードの交付や利用が開始され、平成２９年７月

からは国と地方自治体間での情報連携が始まります。この制度が本格運用することにより、各

種申請にかかる手続きや添付書類の簡素化が図られることや行政機関相互の連携が行われ、よ

り正確な情報を得ることが可能となり、よりきめ細やかな新しい社会保障制度ができるなどメ

リットがあることは承知しています。併せて行政のあらゆる業務にインターネット環境が欠く

ことのできないことも事実であります。 
 しかしながら一方では、昨年の日本年金機構における個人情報流出問題や国の機関や地方自

治体を狙ったサイバー攻撃はあとを絶たず、行政の業務に欠くことのできないインターネット

環境は常に外的な脅威に晒されています。国では日本年金機構における事案を受け、自治体情

報セキュリティ対策検討チームを創設し、昨年１１月には新たな情報セキュリティ対策の抜本

的強化に向けてと題した報告がありました。この報告について情報システム強靭化向上事業、

特に情報セキュリティ強化への取り組みについて以下、質問します。 
 １．マイナンバー利用にかかる情報システム管理についての取り組みは。 
 ２．来年７月からは国と地方自治体間での情報連携が始まるが、情報収集のインターネット

閲覧等にかかる情報セキュリティ対策は。 
 ３．昨年の１１月に新聞報道がありましたインターネット接続に関して、都道府県と市町村

が協力して高度なサイバー対策を講ずる情報セキュリティクラウドの進捗は。 
 次に子ども・子育て支援について、いくつか質問します。 
 子ども・子育てを巡るさまざまな課題を解決するために、平成２７年４月から子ども・子育

て支援新制度がスタートしました。本市においては保育料第２子以降無料化や病児・病後児保

育園の開設や本年４月からは認定こども園の開設など子育て支援を重点的に取り組んでいます。 
 平成２７年５月、国は利用者支援事業ガイドラインを作成し県、市町村へ通達しました。本

事業は子ども・子育て支援法の施行に伴い、同法第５９条に規定する地域子ども・子育て支援

事業の１類型として創設され、市町村の責務の１つとして子どもおよび、その保護者が置かれ

ている環境に応じて、子どもの保護者の選択に基づき多様な施設、または事業者から良質かつ

適切な教育および保育、その他、子ども・子育て支援が総合的かつ効率的に提供されるよう、

その提供体制を確保することが掲げられています。 
 この事業は、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与す

るという大きな目標のもと、子育て家庭にとって身近な場所で相談に応じ、その個別のニーズ

を把握して適切な施設や事業等を円滑に利用できるよう支援する内容となっている。またこの

ような機能を果たすためには、日常的に地域のさまざまな関係機関や子育て支援団体等とネッ

トワークを構築し、状況に応じて不足している社会資源を開発していく必要がある。こうした

機能を持つ本事業は市町村が上記の責務を果たし、地域の子育て家庭のニーズを実際の施設や

事業等の利用に結びつける上で重要な事業であります。 
 保護者は保育をはじめ、さまざまな子育て支援に関する情報の入手や相談する場を望んでい

ます。本市のこの事業の取り組みについて以下、質問いたします。 
 １．市の取り組み状況は。 
 ２．保健・医療・福祉など関係機関との連携が必要と考えるが見解は。 
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 次に市内中小企業者等の育成支援策について、いくつか質問します。 
 世界経済の失速感がみられる中、本市の中小企業等の運営も大変な舵取りが求められており

ますが、昨年のノーベル賞受賞者、梶田先生をリーダーとする重力波測定装置に関わる等、新

たな技術革新に取り組む市内企業もあり、大変期待をしてまいりたいと考えています。 
 市内の事業所数を見ると平成２３年の２，３９０事業所から平成２７年の２，３８８事業所

とほぼ横ばい状態で推移しています。県内有数の観光地であることを背景に飲食、宿泊業、卸

売、小売業の事業所数が増加傾向に、また優良な農業地帯として市が進める新規就農促進や集

落営農組織の構築などの施策展開により、農林事業者数が平成１８年度調査から２．５倍と大

幅に増加に転じております。また高齢化の進展に伴い医療、福祉関連の事業者数も１．３倍と

増加しています。 
 商工会調査では２，３８８事業所のうち９０％に当たる２，１５０事業所が小規模事業所と

なっている。商工会では地域の小規模事業所から経営相談を巡回、窓口、合わせて年間１万１千

件の対応を行っているが、より一層の地域事業者のニーズに合った支援強化を図るため、支援

ニーズアンケート調査を行い、これまで重点的に取り組んできました。税務、金融、労働の項

目については高い評価があるものの、経営についての取り組みは活用度、満足が低い状況であ

り、売上、利益向上など一層の経営支援の強化を望む声があります。 
 また同調査で併せて行った事業後継者の項目では後継者あり２６％、後継者なし５１％との

結果になっており、経営改善改革による事業を永続的に継続できる事業者の増加対策や事業所

継承に向けた経営支援の対応強化が必要となっています。 
 事業者からの経営課題についてのヒアリングでは製造業では需要の停滞、製品単価の値下げ、

原材料・人件費の増加。建設業では官公・民間需要の停滞、請負単価の低下、材料・人件費の

増加。小売業では大型店等との競争激化、購買力の流出、消費者ニーズの多様化などで売上・

利益の確保について課題を抱える声が多くなっています。支援ニーズアンケートの結果から見

ると地方の小規模事業者の経営状況は、いまだ回復の兆しが見えないと同時に早急な経営改善、

改革の必要性を感じている事業者が多い。 
 市の総合計画に示される産業振興方針として、産業を興し富める杜づくりがあるが地域経済

の活力を創出していくには個々の企業力向上に向けた取り組みが必要不可欠であり、企業の改

善、改革活動なくしては個々の企業の成長も地域経済の活性化も成し遂げられない。この企業

改善改革活動を展開するには目まぐるしく移り変わる経済、景気動向や市場環境変化への対応

も求められる。このことから環境変化に順応した企業づくりの支援を強化し、これまで勘や経

験を中心とした経営から現況分析を行い、先行きの方針や経営計画としてまとめ、その計画に

基づいた経営への転換が求められております。 
 今後、小規模事業者への経営支援強化を展開するには事業者を取り巻く経済状況や業種別の

経営実態について幅広く調査・分析するとともに、その結果を踏まえた対策、施策の展開を講

じることとするとともに分かりやすく情報を開設し、小規模事業者の経営に生かせる情報とし

てタイムリーに提供していくことが必要となります。 
 市内の中小企業者の中には経営の安定化を図るために国の補助制度のものづくり、商業、サー

ビス、革新補助金、小規模事業者持続化補助金を活用して商品開発や新規顧客の開拓に努力さ

れている中小企業者もいると聞いております。 
 市内の中小企業者を育成支援するため、国等の支援策と併せて市としてどのような支援を考
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えているか、以下質問いたします。 
 １．市内の中小企業者が国等の補助制度を利用しようとするとき、その相談窓口はどこにな

るのか。 
 ２．市内で新たに事業を始めようとする創業希望者が市内の空き店舗等を利用して創業しよ

うとするときに支援策はあるのか。 
 ３．人口減少が進行する中、市内の中小企業においても人材確保が課題になっていると考え

るが、技術者などの人材確保に対する支援策はあるか。 
 以上、答弁よろしくお願いいたします。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 小尾直知議員の公明党の代表質問にお答えします。 
 情報システム強靭化向上事業への取り組みにおける、マイナンバー利用にかかる情報システ

ム管理についてであります。 
 昨年の日本年金機構などにおける個人情報流出事案は、多くの住民情報を扱う地方自治体に

とって重大な警鐘となりました。国ではこのような事案を受け、自治体情報セキュリティ対策

を抜本的に強化するため、自治体情報システム強靭化向上モデルを示し、その取り組みに対し

財政面で支援する事業であります自治体情報システム強靭化向上事業が昨年１２月に創設され

たところであります。 
 本市においては従前より住民基本台帳や地方税、社会保障等のマイナンバーを利用する業務

系システムについては外部との通信ができないようになっており、インターネットを介しての

サイバー攻撃を受けることはありませんが、自治体情報システム強靭化向上モデルを踏まえ、

パソコン端末の接続許可認証の複数化など、ハード面での対応を進めてまいります。 
 そのほか、情報システム運用の指針となるセキュリティポリシーの見直しや情報セキュリ

ティを脅かす事案発生時の即応体制整備などのソフト面を来年度末までに完了し、ハード・ソ

フト両面にわたってのセキュリティ対策を講じ、行政情報をさまざまな脅威から守り安全・安

心な情報システムの管理を図っていくことといたします。 
 次に子ども・子育て支援における利用者支援事業の取り組み状況についてであります。 
 子ども・子育て支援新制度における利用者支援事業は子どもとその保護者、また妊娠してい

る方がその家庭に必要な教育や保育施設、地域の子育て支援事業等を円滑に受けられるよう身

近な場所で情報収集・提供を行い、必要に応じ相談・助言等ができる環境づくりを目指すもの

であります。 
 本市では子育て世代包括支援センターにおいて、利用者支援事業のうち本年度から母子保健

型を実施し、保健師、助産師等による専門性を生かした相談支援を実施しているところであり

ます。 
 さらに来年度からは基本型にも取り組み、母親が子どもの年齢に合わせた子育て支援事業を

円滑に利用できるようコンシェルジュを設置し、情報提供の拡大を図るとともに悩みを抱えた

母親の必要な相談が受けられるよう、家庭児童相談員も増員してまいります。 
 母子保健型と基本型を合わせて行うことにより、妊娠期から子育て期までの切れ目のない相
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談支援体制を整え、北杜市版ネウボラの構築を目指してまいります。 
 来年度は市保健センターの大規模改修工事を予定していることから、子育て世代包括支援セ

ンターの機能を一時的に長坂保育園秋田分園に移し運営を行ってまいりますが、平成２９年度

は子育て世代包括支援センターにおいて相談業務、子育て支援、母子保健が一体となった運営

を行ってまいりたいと考えております。 
 次に市内中小企業者等の育成支援策における、創業希望者への支援についてであります。 
 市内の地域資源や地域特性などを活用して新たに市内で創業する方を支援するため、来年度

予算に北杜市創業促進支援事業を計画しております。 
 この事業は市内の空き店舗等を利用して創業する場合には店舗の改装費や賃借料、機械器具

購入費など創業開始までに必要な初期投資費用の一部を補助するとともに借入に対する利子補

給と信用保証料の補助を行い、創業者を支援するものであります。 
 この事業の活用により、新規創業のきっかけが地域経済の活性化と新たな雇用の創出につな

がるものと期待しており、新規創業希望者を積極的に支援してまいります。 
 その他につきましては、担当部長が答弁いたします。 

〇議長（千野秀一君） 
 菊原企画部長。 

〇企画部長（菊原忍君） 
 小尾直知議員の、公明党の代表質問にお答えします。 
 情報システム強靭化向上事業への取り組みについて、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、情報収集のインターネット閲覧等にかかる情報セキュリティ対策についてであり

ます。 
 現在、本市の庁内ネットワークは外部からの不審メール等によるコンピューターウィルスの

侵入等を防ぐシステム等を導入しセキュリティの確保に努めているところでありますが、庁内

で利用している財務会計システム等の内部情報系システムは、インターネットの閲覧や外部と

のメール通信システムと同じネットワークであるため、巧妙なサイバー攻撃を受けた場合にシ

ステムに障害が生じる恐れがあります。 
 このため自治体情報システム強靭化向上モデルを踏まえ、内部情報系システムとインター

ネットの閲覧等、外部との通信ができないよう分離対策を講じ、より高いセキュリティ対策を

図ってまいります。 
 次に、情報セキュリティクラウドの進捗についてであります。 
 情報セキュリティクラウドは、県や市町村のインターネットやメールなど外部との通信接続

を県単位で集約し、専門的な運用監視体制のもとサイバー攻撃などの監視水準を高めるととも

に障害発生時には迅速に対処するものであります。 
 現在、県と市町村等の公共団体で構成する行政手続きの電子化業務の協議組織である山梨県

電子化業務運営協議会でワーキンググループを立ち上げ、高度なセキュリティを維持するため

の専門的な運用監視体制の構築や経費等の協議を始めることとしております。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 茅野福祉部長。 
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〇福祉部長（茅野臣恵君） 
 小尾直知議員の、公明党の代表質問にお答えします。 
 子ども・子育て支援における関係機関との連携についてであります。 
 虐待等の早期発見や相談したくても相談できない方を必要な相談に結びつけるには、さまざ

まな機関との情報交換、連携が必要となります。 
 利用者を待つのではなく基本型のコンシェルジュと保健師、助産師、母子相談員等が連携し、

つどいの広場や保育園、学校、放課後児童クラブ等に出向き、情報収集を行うとともに保健所、

助産所、産科・小児科等の医療機関、児童相談所、女性相談所のほか警察署との連絡・調整、

連携を図り、相談体制の強化を図ってまいりたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 田中産業観光部長。 

〇産業観光部長（田中幸男君） 
 小尾直知議員の、公明党の代表質問にお答えします。 
 市内中小企業者等の育成支援策について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、中小企業者が国等の補助制度を利用する際の相談窓口についてであります。 
 新たな事業展開や商品開発を行う際に国の補助制度を利用しようとする中小企業者からは、

北杜市商工会と市で相談を受け付けております。その相談内容によって商工会を経由して申請

するもの、市を経由して申請するものなど補助制度ごとに受付窓口が異なりますが、商工会と

市が連携して対応しているところでありますので、どちらの窓口でも同様にワンストップで相

談対応ができる体制となっております。 
 次に、技術者などの人材確保に対する支援策についてであります。 
 市では市内企業における技術者等を含めた人材不足を解消するため、北杜市商工会、北杜市

企業交流会、北杜市農業企業コンソーシアムと連携して市内企業に限定した就職ガイダンスを

開催するとともにＵターン、Ｉターン就職者の増加を図るため、就職関連ホームページの充実

を図り、市内企業情報と求人情報を積極的に発信してまいりたいと考えております。 
 また、東京などで行う移住セミナーにおいて市内企業と協働し、就職に特化したセミナーを

計画するなど、市内企業の求める人材が確保できるよう支援してまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 当局の答弁が終わりました。 
 小尾直知君の再質問を許します。 
 小尾直知君。 

〇１８番議員（小尾直知君） 
 再質問をさせていただきます。 
 最初に情報システムの関係について、いくつか質問したいと思います。 
 このマイナンバー利用等にかかる情報セキュリティの強化については、国のモデル等を踏ま

えてハード・ソフトの両面から万全を期すという答弁でありました。しかしながら民間企業へ

のサイバー攻撃等に晒されているのは事実でありまして、２０１５年だけでもこれは日本の国

内外からの数だと思うんですが、２０１５年、５４５億１千万件、こういう膨大な天文学的な
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数字のサイバー攻撃がなされているわけですよね。こういう報道に接しますと攻撃等を受けな

い対策を講ずると、その対策を破るような攻撃が出てきます。イタチゴッコという思いもある

んですが、こういう攻撃等を防御するのみではこの先、不安でもあります。この見解について

お伺いしたいのが１つ。 
 もう１つはこの事業は自治体情報システム強靭化向上事業で、財政面からの支援があるとの

答弁でありましたが、今後も継続して支援があるのか。それとも継続支援がなければ今後シス

テムの保守など、継続的な経費は市単独経費となるのかお伺いします。 
 もう１つ、セキュリティポリシーの見直し等を行い、ソフト面からも対応するという答弁で

ありましたが、セキュリティを脅かすようなことが発生した場合、職員の対応策等の研修会等

を行っているのかどうか、ここも併せてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 
〇議長（千野秀一君） 

 答弁を求めます。 
 菊原企画部長。 

〇企画部長（菊原忍君） 
 小尾直知議員の再質問にお答えいたします。３点いただいております。 
 まず第１点目でございます。サイバー攻撃等への対応についてというご質問でございます。 
 これにつきましては、対策を講ずればまたその対策を破るようなことが起こるということで

互いに同じようなことを繰り返す、議員おっしゃるとおりイタチゴッコということがあります。

そのため攻撃を受けないようなセキュリティの強化策を講ずることはもちろんでありますけれ

ど、もし仮に攻撃を受けた場合でも被害を最小限に抑えるという対応が必要でございますので、

そのへんを重要なものと捉えまして、その対策についても検討しております。 
 ２点目でございます。このシステム構築についての今後の財政面での支援というご質問でご

ざいます。 
 これにつきましては、この事業が昨年の１２月に国の平成２７年度補正予算の事業というこ

とで創設されました事業のため、その財源措置といたしましては国庫補助金、またその補助金

の残額については補正予算債が充てられるということになっております。またこの国庫補助に

ついて継続的に措置されるかどうかということについては、まだ今のところそういった情報は

ありません。ただし平成２８年度の地財対策におきましては、所要の経費が計上されていると

いうことは承知しております。 
 ただ、しかしシステムの保守料などのランニングコスト、これにつきましては市単の経費と

いうことになります。 
 ３点目でございます。職員対応等の研修の予定というご質問でございます。 
 これにつきましては、情報セキュリティにかかる研修会につきましては、その対策を総合的

かつ計画的に推進するために部局長をもって組織する委員会というものと、あと課長で組織し

て専門的事項を調査・研究する専門部会というものがありまして、その両方で行っております。

また新規の採用職員、ならびに課長に新たに昇任するそういった職員については自治体情報セ

キュリティ緊急強化対策というものを踏まえまして、そういった方たちを対象に職員への研修

会、ならびに訓練等を行っていきたいというふうに考えております。 
 以上でございます。 
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〇議長（千野秀一君） 
 答弁が終わりました。 
 小尾直知君。 

〇１８番議員（小尾直知君） 
 それでは２項目めの子育て支援の関係ですが、先ほど市長のほうから北杜市版ネウボラの構

築を目指すということでご答弁をいただきましたが、いずれにしても秋田分園でとりあえずは

運営を行って、２９年度においては子育て世代包括支援センターで行うということですが、庁

内でも健康増進課とか子育て支援課とかといろいろ課がまたがっておりますけれども、このへ

んの考え方について、窓口をどうされるのかが１点お伺いしたいと思います。 
 それと病児・病後児保育が今年の１月から始まりましたが、利用料の件ですけども、市内の

方が２千円、１日。市外の方は３千円ということで聞いているわけですけども、子育て支援と

いう観点からすると中学校３年生まで無料にしたり、医療費の。そういうことも含めて考えま

すと、これ２千円はちょっと高いような気もします。このへんのことも併せてできたらなんと

か、半分とは言いませんけども、そういう見解があればお伺いしたいと思います。 
〇議長（千野秀一君） 

 答弁を求めます。 
 平井市民部長。 

〇市民部長（平井光君） 
 小尾直知議員の再質問にお答えいたします。 
 １点目の子育て世代包括支援センター、それぞれの課にわたっているので窓口をどうするの

かというご質問でございます。 
 せっかく北杜市版ネウボラを保健センターで行うにあたりまして、健康増進課、また子育て

支援課という関係部署に分かれてしまっておりますので、来年度、保健センターを改築して、

今度そこで本格的に子育て世代包括支援センターを行いますので、その際には健康増進課の保

健師も含めて、子育て支援課の職員を含めてそちらのほうで新たな組織として運営していくよ

うなことを現在のところ考えております。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 茅野福祉部長。 

〇福祉部長（茅野臣恵君） 
 小尾直知議員の再質問にお答えいたします。 
 病児・病後児保育の利用料についてというご質問でございます。 
 病児・病後児保育の利用料については、韮崎市の施設との総合利用を図るため韮崎市と同額

の市内の子どもは２千円、市外の子どもは３千円としたところでございます。小尾議員が言わ

れるように市民も高いというふうに感じられている方もおられ、また２月２９日に行った子ど

も・子育て会議においても少し高いんではないかというご意見をいただいたところでございま

す。病児・病後児保育の運営につきましては国・県からの補助金、地域子ども・子育て支援事

業補助金の対象経費の要件も緩和されておりまして、また総合戦略で進める働きながら子育て

を行う世帯への経済的支援の充実の面からも減免措置について検討をさせていただきたいとい

うふうに考えております。 
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 以上でございます。 
〇議長（千野秀一君） 

 小尾直知君。 
〇１８番議員（小尾直知君） 

 最後に中小企業の支援についてお伺いします。 
 ２つあるんですが、その前に先ほども申しましたが事業継承について、５１％の中小企業者

の方が後継ぎがいないとこういうことでありますので、県でも事業引継支援センターという、

これは４５都道府県に設置されて山梨県にも設置されていると思うんですが、こういうものも

利用していただきたいということを指摘だけしておきます。 
 質問は近年、中小企業小規模事業者対策において国の補助制度を活用した北杜市内の事例が

あるかどうかお聞きしたいと思います。 
 もう１つは企業が連携して新たな分野などの事業展開の可能性も考えられるが、事業を連携

し拡大していくことにこういう支援策があるかどうかお伺いをしたいと思います。よろしくお

願いします。 
〇議長（千野秀一君） 

 答弁を求めます。 
 田中産業観光部長。 

〇産業観光部長（田中幸男君） 
 小尾直知議員の再質問にお答えいたします。 
 最初に中小企業、それと小規模事業者対策において国の補助制度の活用事例はあるかという

質問でございますが、中小企業者が新しい商品の開発など事業革新に向けた取り組みを行う際

に利用できる補助制度といたしまして、国のものづくり商業サービス革新補助金がございます。

活用事例としましては平成２６年度の１件、平成２７年度１件、いずれも北杜市商工会を通し

て製造業者が新たな商品の開発事業で活用しております。 
 ２点目の企業が事業を連携して拡大していくことの支援策はあるのかというご質問でござい

ますが、小規模事業者が販路拡大に取り組む際に利用できる補助制度として小規模事業者持続

化補助金がございます。平成２６年度２０件、平成２７年度は６５件の活用実績があり、製造

業のほかサービス業、飲食業、宿泊業などの事業者が新たな商品づくりや新規顧客の獲得に向

けたサービスの開発、宣伝活動など販路を開拓する取り組みを商工会を通して活用しておりま

す。また地域資源を活用して新たな事業化に取り組む際に利用できる地域経済循環創造事業交

付金につきましては、平成２７年度の１件の実績がございまして、地域資源を活用したレスト

ラン事業など地域経済の好循環を図る取り組みで活用しております。 
 次に企業が連携して新たな分野などへ事業展開する取り組みに対する取り組みというご質問

でございますが、複数の中小企業が共同でものづくりに取り組む際の補助制度としまして、も

のづくり商業サービス新展開支援補助金がございます。また大学等と連携して行う革新的な開

発事業に取り組む際の補助制度として戦略的基盤技術高度化連携支援事業などの制度があり、

中小企業者を支援するための国の制度はいくつかございます。これらの補助制度を活用するた

めには北杜市商工会をはじめ山梨県、山梨産業支援機構などの関係機関と連携した支援が必要

となりますので、市内の中小企業者の新たな事業展開を促進するため市といたしましてもサ

ポート体制を強化し、中小企業者を支援してまいりたいと考えております。 
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 以上でございます。 
〇１８番議員（小尾直知君） 

 終わります。 
〇議長（千野秀一君） 

 小尾直知君の質問が終わりました。 
 関連質問はありますか。 
 （ な し ） 
 以上で質問を打ち切ります。 
 これで、公明党の会派代表質問を終結いたします。 
 以上をもちまして、本日の日程は終了いたしました。 
 次の会議は３月１７日、午前１０時に開きます。全員定刻にご参集ください。 
 本日は、これをもって散会いたします。 
 大変ご苦労さまでした。 

 
散会 午後 ５時５３分 
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開議 午前１０時００分 
〇議長（千野秀一君） 

 改めまして、おはようございます。 
 本日もスムーズな運営のうちに進行できますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 ただいまの出席議員数は２０人であります。 
 定足数に達していますので、ただいまから本日の会議を開きます。 
 報道関係者から撮影の申し出があり、これを許可いたしましたのでご了承を願います。 
 これから本日の日程に入ります。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（千野秀一君） 

   日程第１ 会派代表質問を行います。 
 本日は２会派の代表質問を行います。 
 それでは順次、質問を許します。 
 はじめに、日本共産党の会派代表質問を許します。 
 日本共産党、２１番議員、中村隆一君。 
 中村隆一君。 

〇２１番議員（中村隆一君） 
 白倉市長に４項目、質問します。 
 質問の第１は公務労働のあり方についてです。 
 安倍内閣は女性の活躍、一億総活躍社会を掲げ女性や高齢者を活用し、世界で一番企業が活

動しやすい国にと労働法制の規制をさらに緩和させようとしています。労働者派遣法は、いつ

までもどこでも派遣労働者を使い続けられるように改悪され、今や非正規雇用労働者は４割を

超えました。雇用不安、長時間・過密労働などで心身の健康を損なう人があとを絶ちません。

今、求められているのは正規雇用が当たり前の働き方と労働時間の短縮、生活できる賃金です。 
 以下、何点かお伺いします。 
 ①月８０時間の残業・過労死の限界を超えた長時間過密労働のために精神疾患での休職者が

増えていると聞くが、その実態について把握しているか。市の職員、また教職員について。 
 ②労働安全衛生委員会は設置されているか。またその役割として過重労働対策、メンタルヘ

ルス対策、ストレスチェックはしているか。市職員、また教職員について。 
 ③正規の保育士と同様に仕事をしているが基礎給与が低い。子どもにとってよりよい保育を

するためにも仕事に見合った給与にすべきであることから臨時保育士の待遇改善を求めます。 
 ④この４月から実施が予定されている教員に対する人事評価制度はどんな内容か。 
 ⑤教職員みんなが協力して子どもを育てる学校現場に人事評価制度はふさわしくないものと

思います。県に中止を要請できないか伺います。 
 質問の第２は貧困対策についてです。 
 （１）子育て支援について。 
 アベノミクスのもとで深刻になっているのが貧困と格差の拡大です。日本の相対的貧困率は

全世帯で１６．１％、子どもがいる世帯で１６．３％、２０１２年調査です。日本は６人に１人

が貧困ラインを下回る社会になっています。貧困は特別な人の問題ではない。多くの国民にとっ
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て貧困がすぐ身近にある、他人事でない状況が生まれてきています。とりわけ女性と子どもの

貧困は深刻です。ひとり親家庭の子どもの貧困率は５４．６％（２０１２年）と経済協力開発

機構（ＯＥＣＤ）加盟３４カ国で最悪です。日本は世界有数の貧困大国です。以下、何点か質

問します。 
 ①県が保育料第２子まで無料にしたことから、県から北杜市に２，２５０万円余入ると言わ

れているが、このお金を使ってさらなる子育て支援策を考えているか。 
 ②貧困状態にある子どもは毎日の朝食の欠食率が高い。しっかり食べられるのは学校給食だ

けだという子どもが増えているといわれている。そこで子育て支援のために小中学生の給食

費の補助を求めます。 
 ③就学援助率は、山梨県は全国より低い状況にあります。山梨県は１０．１４％、全国は１５．

６８％。援助が必要な児童生徒の保護者に対して、漏れなく就学援助が実施されるよう周知

する必要があると思うが、どうなのか。生活保護基準の引き下げの影響はあるのか伺います。

就学援助を受けている人数、１人当たりの援助額を小中学生別に。援助の内容についてもお

聞きしたい。小・中学への入学準備のために２月・３月の支給はできないか。またメガネ、

制服、カバンなどを就学援助を拡充して必需品に加えられないか、お伺いします。 
 ④返済の必要のない給付奨学金を生活保護世帯から始められないか。高校生の中途退学者が

多いと聞いていますので、返済のない給付奨学金を出してもらえないか。 
 （２）高齢者支援について。 
 日本の高齢者の９割が下流化すると警鐘を鳴らす藤田孝典著「下流老人」、一億総老後崩壊の

衝撃が話題です。普通の生活をしている人が貧困に陥るケースが増えています。下流老人とは

生活保護基準相当で暮らす、またはその恐れのある高齢者のことです。生活保護基準かそれ以

下の高齢者は全国で約３４０万人、６５歳以上の貧困率は２２％。４人ないし５人に１人は貧

困です。さらに単身の場合、男性は３８％、女性は５２％が貧困です。このうち生活保護を受

けている人は全国で約１００万人にすぎません。下流老人の特徴は収入がない。十分な貯蓄が

ない。頼れる人がいないこと。多くは低年金・無年金です。慎ましく暮らしていても医療費負

担や親の介護で貯蓄がなくなった、非正規労働や病気で自立できない子どもがいる、離婚によ

る資産分与や収入低下などをきっかけに下流化します。能力不足や怠惰が原因ではなく、国や

社会システムが生み出しているのです。そこで２点お伺いします。 
 ①北杜市のあんきじゃんネットワークの実績を伺います。 
 ②ひとり暮らしの世帯数はどのくらいか、どんな対応をしているか伺います。 
 質問の第３は、３つの市民要求についてです。 
 （１）今年１月から中学３年生まで医療費が窓口無料になり、子育て中の親や家族、医療機

関から大変喜ばれています。子どもの医療費無料化は少子化、貧困と格差拡大の打開策

につながります。そこで高校３年生まで医療費無料を求めます。本市で試算をして、そ

の実施に踏み切れないか伺います。 
 （２）消えた白線（道路標識）の復活を求めます。 
 （３）ゴミ袋を現在の半分のものを作ってくれないか。半分のものは使い勝手がいいので、

ぜひ作ってくださいとこういう要望が寄せられています。 
 質問の第４は安保法制（戦争法）・環太平洋連携協定（ＴＰＰ）についてです。 
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 （１）安保法制（戦争法）について。 
 日本国憲法に真っ向から背く安保法制（戦争法）が昨年７月１９日に強行成立してから５カ

月となった２月１９日、日本共産党など野党５党首は国会内で会談し安保法制（戦争法）の廃

止や国政選挙で最大限の協力を行うことなどで合意しました。 
 安倍首相は積極的平和主義を掲げてＰＫＯで南スーダンへの派遣での武器使用の緩和、武器

輸出など戦争できる国への道を歩んでいます。私は今、日本は戦争か平和かの岐路に立ってい

ると思います。市長の見解を伺います。 
 （２）環太平洋連携協定（ＴＰＰ）について。 
 自民党は２０１４年１２月の総選挙でＴＰＰ断固反対と公約し、国会では米や牛肉など重要

５品目を交渉から除外、段階的関税撤廃も認めないと決議しました。 
 これらの選挙公約や国会決議に反し、アメリカに譲歩したのが今回のＴＰＰ大筋合意です。

ＴＰＰは農業、医療、保険、食品安全、知的財産権など国民の暮らしに重大な影響を及ぼしま

す。しかし大筋合意でＴＰＰ交渉が決着したわけではありません。今後、批准のために国会の

承認が必要です。 
 北杜市の農業・畜産業にどんな影響があると考えていますか。また米について影響を試算し

た結果を伺います。 
 ＴＰＰによって日本の食糧自給率は４０％から１３％に落ち込む恐れがあり、食料の安全保

障もおぼつかなくなります。このように厳しい環境の中で農業後継者の育成・遊休農地の活用

等、本市の農業施策を伺います。 
 以上で終わります。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 中村隆一議員の、日本共産党の代表質問にお答えいたします。 
 公務労働のあり方における臨時保育士についてであります。 
 臨時保育士の業務には、保育士の資格を必要とすることから北杜市職員の初任給、昇格、昇

給等に関する規則における短大卒相当職の初任給の給与に準じ、時給額を算定しているところ

であります。 
 本年度は賞与の見直しを行ったところでありますが、毎年度、正規職員の給与改定に伴い時

給額の見直しを行っている状況にあります。しかし国においても子育て支援施策に力を入れる

中、全国的に保育士が不足し確保が難しいことから、来年度からは複数年勤務をいただいた臨

時保育士については嘱託職員として月給制での任用に切り替え、感染症まん延防止休暇や忌引

きについては正職員に準じるなど、処遇改善を行ってまいりたいと考えております。 
 また土曜保育にかかる処遇については代休を原則で対応してまいりますが、代替保育士が確

保できない場合には、時間外勤務手当で対応してまいります。 
 次に貧困対策について、第２子以降保育料無料化についてであります。 
 県では多子世帯への経済的支援を目的に、平成２８年度から年収約６４０万円未満の世帯に

おいて、第２子以降が３歳になるまでの間、保育料を無料としたところであります。 
 本市では特色ある子育て支援策として平成２１年度から所得制限や年齢制限を設けず、保育
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園、幼稚園および認定こども園に通う第２子以降の園児を対象に保育料を無料としたところで

あります。 
 今回の県における制度創設は、すでに本市が実施している取り組みを財政的に後押しいただ

けるものであると考えておりますので制度の拡大等については現在のところ考えておりません。 
 次に安保法制についてであります。 
 わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中、国家の安全、国民の生命・財産を守るた

め、現実に起こり得るすべての事態への対応を考慮する必要があることから、国において安保

関連法の成立と集団的自衛権の行使容認の閣議決定がなされたものと理解しております。 
 しかし、いまだに安保法制を不安視する国民がいることも事実でありますので、今後も国会

や各政党、国民の間で幅広く議論されることを期待いたします。 
 その他につきましては、教育長および担当部長が答弁いたします。 

〇議長（千野秀一君） 
 藤森教育長。 

〇教育長（藤森顕治君） 
 中村隆一議員の、日本共産党の代表質問にお答えいたします。 
 公務労働のあり方について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、教職員の長時間労働等による精神疾患での休職の実態把握についてであります。 
 文部科学省では昨年、公立小中学校の教職員の勤務時間、各業務への負担感等について、全

国調査を公表し１日の勤務時間の平均は小学校教員で１１時間３５分、中学校教員で１２時間

６分という結果となりました。 
 市立小中学校の教職員については現在休職中の教職員もおりますが、それらの要因について

は生徒指導、保護者対応、人間関係等のさまざまなものがあり休職に至っている状況でありま

す。 
 次に、労働安全衛生委員会の設置およびメンタルヘルス対策についてであります。 
 子どもの豊かな学びを保障するためにも、教職員が健康で生き生きと働き続ける環境の整備

は不可欠であります。 
 労働安全衛生法の改正に伴い、昨年１２月からストレスチェックが５０人未満の事業所にお

いても努力義務とされました。こうしたことから、教育委員会では学校に設置している労働安

全衛生委員会からの報告を受け、来年度から教職員に対してストレスチェックを実施し、メン

タルヘルス不調の予防を図り働きやすい職場環境の実現を目指していきたいと考えております。 
 次に、教職員に対する人事評価と県に対して中止の要請についてであります。 
 人事評価制度については地方公務員法の規定により実施するものであり、教職員の主体的な

取り組みを促すとともに教育活動を的確に評価し、評価結果を教職員に戻すことにより教職員

の職務能力の向上や学校組織の活性化を図ることとされております。こうしたことから、県に

対して中止の要請は考えておりません。 
 次に貧困対策について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、小中学生の給食費補助についてであります。 
 市では本年度も物価の上昇などに対応して安定した給食を提供できるよう、子育て支援およ

び地産地消推進として約３，４００万円を給食食材購入に充てることにより、１食当たり小学

生３６円、中学生５４円の補助を行っています。 
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 このことにより本市の給食費は合併以降、徴収単価を１食、小学校２４０円、中学校２８０円

に据え置くことで保護者の経済的負担の軽減を図っております。 
 また経済的に困窮している家庭には、給食費も援助対象になる就学援助制度の周知を図って

おりますが、さらに小中学校と連携を密にしながら児童生徒の支援に努めてまいります。 
 次に、就学援助の周知と充実についてであります。 
 教育委員会では学校を通じてすべての保護者宛てに就学援助の案内を通知し、制度の利用を

希望する保護者へ申請書を配布しております。 
 生活保護基準の引き下げの影響については、前年度または当該年度に生活保護法に基づく保

護の停止または廃止の措置を受けた保護者に対しては、就学援助費の支給対象者として認定し

ていることなどから直接的な影響はないものと考えております。 
 本年度においては現在小学校１５８人、中学校１２０人が認定されており、１人当たりの援

助額については小学校で約６万４千円、中学校で約９万６千円となっております。 
 助成内容については、国の特別支援教育就学奨励費負担金等および要保護児童生徒援助費補

助金交付要綱に沿って学用品費、校外活動費、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費、学校給

食費などの助成を行っております。 
 入学準備時期の支給については、支給年度の課税状況等が認定要件になっていることなどか

ら難しいものと考えております。 
 メガネなどについては就学時のみならず、日常生活においても必要なものであると考えられ

るため対象外であると考えております。 
〇議長（千野秀一君） 

 伊藤総務部長。 
〇総務部長（伊藤勝美君） 

 中村隆一議員の、日本共産党の代表質問にお答えいたします。 
 公務労働のあり方について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、職員の長時間労働等による精神疾患での休職の実態把握についてであります。 
 長時間・過密労働による精神疾患の休職者は現在存在していないと考えておりますが、業務

への適性、対応力等への個人差や個別病的要因等から精神的な負担を感じ１カ月以上休職して

いる職員は今月１日現在で２人となっております。 
 次に、労働安全衛生委員会の設置およびメンタルヘルス対策についてであります。 
 本市では労働安全衛生法に基づき、職員の安全および健康を確保するとともに快適な職場環

境の形成を促進するため、北杜市職場安全衛生委員会を平成１６年に設置しております。職場

安全衛生委員会では市職員の健康教育、健康相談など職員の健康保持・増進を計画的に講ずる

よう努めており、職場巡回による過重労働の防止をはじめ全職員を対象としたストレスチェッ

クでは、労働安全衛生法改正による昨年１２月からの義務付けに先立ち、平成２１年度から実

施し、精神的に悩む職員の早期把握と的確な対応に努めてまいりました。このほか、心理学講

座や全職員を対象としたメンタルヘルスセミナー、階層別研修などを年間通して開催しメンタ

ルヘルス対策を講じております。 
 今後も引き続き、職員の心の健康づくりのさらなる充実に努めてまいります。 
 以上です。 
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〇議長（千野秀一君） 
 茅野福祉部長。 

〇福祉部長（茅野臣恵君） 
 中村隆一議員の、日本共産党の代表質問にお答えします。 
 貧困対策について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、給付制の奨学金についてであります。 
 生活保護世帯の就学について、中学生までは教育扶助費の支給があり、高校生からは生業扶

助費の対象となります。通学にかかる費用や教材費も給付されており、高等学校への進学や通

学が可能であります。また低所得世帯においては、国の奨学のための給付金が受けられます。 
 次に、あんきじゃんネットワーク事業についてであります。 
 あんきじゃんネットワーク事業は、平成２４年９月から市内の事業者で住民に接する機会の

多い新聞事業者、宅配事業者、金融機関等、現在２１の事業所と協定を結び、家庭での異変を

察知した場合に市へ通報していただく見守り体制として機能しています。 
 あんきじゃん通報を受けた件数は平成２５年度は６件、平成２６年度は１件、平成２７年度

は３件でありました。 
 次に、ひとり暮らしの高齢者世帯数と対応についてであります 
 平成２７年４月現在で、ひとり暮らしの高齢者世帯数は３，２３７世帯であります。ひとり

暮らしの高齢者への対応については、生活に困っている場合は福祉課の福祉相談窓口で受けて

おります。また、地域からの情報に基づき保健師等が訪問して状況を把握しております。 
 なお、身近な存在としての民生委員に高齢世帯への訪問や見守り活動を行っていただいてお

ります。 
 次に３つの市民要求における医療費無料についてであります。 
 子ども医療費の無料化において、本年１月から拡大した中学生においては１学年約７００万

円、３学年で約２，１００万円を見込んでいるところであります。高校生においては体の成長

により中学生よりも病院等にかかる回数が少なくなることから、医療費も中学生より少ないも

のと思われます。 
 一方で、義務教育が終了する１５歳以降は進学や就職など個々の生活も変わってくる状況と

なり、本制度の目的である子育て世帯への経済的支援の観点からも平等な子育て支援とならな

いものと考えることから、現時点での高校３年生までの拡大については考えておりません。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 名取生活環境部長。 

〇生活環境部長（名取文昭君） 
 中村隆一議員の、日本共産党の代表質問にお答えいたします。 
 ３つの市民要求における半分の大きさのゴミ袋の作製についてであります。 
 現在、北杜市のゴミ袋については合併時に１枚当たり１５円と定めて可燃・不燃・資源物の

３種類を取り扱っておりますが、半分の大きさのゴミ袋は１枚当たりの製作コストが現行サイ

ズと比較すると割高になってしまいます。 
 また、峡北広域環境衛生センターを利用している韮崎市や甲斐市での利用状況や市民ニーズ

などを参考にしつつ、必要に応じて検討いたしますが現時点での予定はございません。 
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 以上です。 
〇議長（千野秀一君） 

 田中産業観光部長。 
〇産業観光部長（田中幸男君） 

 中村隆一議員の、日本共産党の代表質問にお答えします。 
 ＴＰＰについて、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、北杜市の農業・畜産業への影響と米への影響の試算結果についてであります。 
 ＴＰＰについては、畜産業を含め農業関係では国の関連対策により、引き続き生産量や農家

所得が確保されるとの政府の試算も公表されていることから、北杜市についても大きな影響は

ないと想定されていますが、県やＪＡ等関係機関と連携しＴＰＰの動向を注視してまいります。 
 次に米についての影響の試算でありますが、政府と同様の手法を用い試算をしたところ、北

杜市についても現状では影響の見込みがないとの結果でありました。 
 次に、農業後継者の育成・遊休農地の活用等の市の農業施策についてであります。 
 農業後継者の育成については、多様な担い手を確保し農業後継者として育成することが重要

だと考えております。市としては、規模拡大を図る認定農業者への支援や集落営農組織の育成

を行い、また国の事業等を有効活用しながら新規就農者の定着を図るとともに企業による農業

参入を促進することにより、少子・高齢化による担い手不足を起因とする耕作放棄地になりそ

うな農地を有効活用してまいります。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 神宮司建設部長。 

〇建設部長（神宮司浩君） 
 中村隆一議員の、日本共産党の代表質問にお答えいたします。 
 ３つの市民要求における道路の白線についてであります。 
 市道の白線等維持補修は職員によるパトロールのほか、地域からの要望や情報提供などによ

り、担当者が現地を確認し随時施工しているところであります。 
 本年度も地域の活性化事業を活用した維持補修工事で外側線約２３キロメートル、センター

ライン約４キロメートルなどの補修を行い、来年度以降も利用者の安全確保のため、継続して

実施してまいりたいと考えております。 
 以上であります。 

〇議長（千野秀一君） 
 当局の答弁が終わりました。 
 中村隆一君の再質問を許します。 
 中村隆一君。 

〇２１番議員（中村隆一君） 
 最初の貧困対策のところですね、子育て支援ということでさっき答弁がありましたけれども、

この小学校に入学する児童、中学に入学する児童というんですか、この人たちにあらかじめ民

生委員などを通じてその家庭の状況が分かるわけですから、入学準備金として３月には前もっ

てお金を支給して入学の準備に当たるようにと、こういうことはぜひ実行していただきたいな

と思いますけれども、いかがでしょうか。 
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〇議長（千野秀一君） 
 答弁を求めます。 
 浅川教育部長。 

〇教育部長（浅川一彦君） 
 中村隆一議員の再質問にお答えをいたします。 
 入学する子どもたちに準備金として支給ができないかというふうなことだと思います。 
 これにつきましては先ほど来申し上げていますとおり、なかなか所得の確認というふうな部

分で、年度が変わってから確認をした上で支給をするというふうな仕組みでございます。そう

したことから現時点では、なかなか難しいというふうに言わざるを得ないというふうに考えて

おります。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁が終わりました。 
 中村隆一君。 

〇２１番議員（中村隆一君） 
 次に公務労働のあり方ということで、地方公務員法に基づいて今年から実施をするというこ

とですけれども、この人事評価を通じて、これが賃金に影響するとこういうふうになってきま

すと、学校の現場というのは子どもを育てるということで教職員のチームワークが非常に大切

な職場です。そういう中で賃金に差がつくようなことが実際に行われると職場環境が非常に悪

くなってぎくしゃくして子どもを育てる環境になくなってしまうと、こういう心配があるわけ

ですけれども、その点については教育委員会はどう考えているのかお伺いします。 
〇議長（千野秀一君） 

 答弁を求めます。 
 浅川教育部長。 

〇教育部長（浅川一彦君） 
 中村隆一議員の再々質問にお答えいたします。 
 公務員法が改正をされまして、教職員を含む公務員に関して来年度から正式な人事評価が開

始されるというふうなことでございます。その中で教職員につきましては最終的に一次、二次

評価、最終評価をした上でどんな形でその給与に反映されるかといった部分に関しては、やは

り最終的には県費負担教員ということで、県が確認をするというふうな状況になっております

ので、そちらに関しての市の見解というのは避けたいというふうに思っております。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁が終わりました。 

〇２１番議員（中村隆一君） 
 終わります。 

〇議長（千野秀一君） 
 中村隆一君の質問が終わりました。 
 関連質問はありませんか。 
 （ な し ） 
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 以上で質問を打ち切ります。 
 これで、日本共産党の会派代表質問を終結いたします。 
 次に、北杜クラブの会派代表質問を許します。 
 北杜クラブ、１５番議員、中嶋新君。 
 中嶋新君。 

〇１５番議員（中嶋新君） 
 会派を代表しまして、北杜クラブの代表質問をさせていただきます。 
 ここ１週間、先週、先々週、雪が降ったり氷点下になったりと、また今日は本当に春が近い

ような、本当に暖かいよい日になりました。そこで北杜市議会、会派の代表質問は私がラスト

ですので、ゆっくりとしっかりと市長の市政について質したいと思いますのでよろしくお願い

いたします。 
 今般は大項目で５項目の質問をいたします。 
 最初に新年度の市政方針について。２項目めが市の特性を生かす産業振興策について。３項

目めが地域活性化につなげる移住定住策について。また４項目めに児童福祉の取り組みについ

て。最後に５項目め、教育環境整備の取り組みについてお伺いいたします。 
 それでは、最初の新年度の市政方針について伺います。 
 北杜市人口ビジョンには平成３２年までの５年間は現行の人口を維持するとあり、出生率を

改善し子育て世代の転入者を１，８００人増やす計画としております。市総合計画も最終年度

を迎え、現在策定中の第２次総合計画を柱に地域創生を支える総合戦略や八ヶ岳定住自立圏事

業など新規事業を効果的に展開して、何よりまず必要な若者が魅力を感じる地域として定住人

口を維持すると宣言しています。このことに期待しまして３項目、９点について以下伺います。 
 １項目め、第１次総合計画の評価と課題は。 
 ①地域委員会の評価と今後のあり方について伺います。 
 ②現在の総合支所の体制と本庁舎の検討について伺います。 
 それから２項目め、新年度の市政方針と主なる事業は。 
 ①総合戦略事業等、重点の施策はなんでしょうか。 
 ②当面の政策課題と中長期的な市政への方針はを伺います。 
 ③観光地域づくりブランド確立支援事業、これは大きな今後もポイントになろうかと思いま

す。市の経済の。その点について伺います。 
 ④南アルプスユネスコエコパーク推進事業、これも重ねて大きなポイントだと思います。に

ついてお伺いします。 
 ⑤やっぱり６０２キロ平方メートルの北杜市にとっては、なかなか公共交通の充実といいま

しょうか、経営が難しいと思いますけども、⑤としてこの２次交通の整備と観光周遊バス整

備事業について伺います。 
 ３項目めです。職員体制の強化は。 
 ①複線型の人事コースの活用は。伺います。 
 ②としまして現在、観光圏を中心に観光課の仕事も多岐にわたり、またボリュームが増えて

いると思います。以前には観光課は単独であったとお聞きしていますけども、現在、観光・

商工課という形の中で、この観光課の単独の設置と職員体制の強化について伺います。 
 それから大きく第２項目めですけども、市の特性を生かす産業振興策について伺います。 
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 北杜市の大半は森林と農地であります。県下でも米の生産量が多い本市は、しかし現在の米

の消費低迷や外食等の食生活の変化により米価は下落し続けてきました。兼業農家など家族営

農を引き継ぐこと自体に困難が生じています。また後継者を育成する施策も行っておりますが、

まったく新しい新規就農者の確保や経営規模の拡大や集団営農組織の育成が重要かつ急務であ

ります。また市の特色でもある自然環境を観光資源として活用し、観光客や交流人口を増やす

政策がさらに重要であり、これをもって地域の活性化につなげる施策に何より期待するもので

あります。そこで２項目、９点について伺います。 
 １項目めとしまして、継続可能な農業政策の取り組みは。 
 ①農業経営の改善と小規模経営のあり方は。これは、小規模は兼業の家族営農、旧態の形、

そういった今後のあり方です。 
 ②としまして１７社プラス３社、２０社と聞いておりますが企業型農業法人の市政に与える

メリットについてお聞きいたします。 
 ③としまして、それら進出法人への市民の就業の状況を。就業といいましても中には社員、

また臨時職員、パート等、分かりましたら具体的にお伺いいたします。 
 ④としまして、農業部門の地域おこし協力隊の活動と年々の成果は。平成２１年度より総務

省等で創生、設置されましたこの地域おこし協力隊の交付金で充当できまして、市のほうの

負担はないと考えていますけども、そういった協力隊の活動の成果をお聞きいたします。 
 ２項目めとしまして、地域が輝く観光地づくりの取り組みについてお伺いいたします。 
 ①としまして、観光振興に資する新規事業の展開は。具体的にお示しください。 
 ②としましてインバウンド、訪日観光客向けの英語対応や通信環境の整備についてお伺いし

ます。 
 ③としまして、日本文化を体験型プログラムとして活用する考えについてお伺いします。 
 ④現在、各所あります北杜市内の道の駅の直売所運営とそこにおける情報発信の強化策につ

いて伺います。 
 ⑤としまして、ここにも観光部門の地域おこし協力隊、６名でしたか、何名かいらっしゃい

ますけども、その今までの活動と成果についてお伺いいたします。 
 これで大きい２項目めです。 
 大きく３項目めですけども、地域活性化につなげる移住定住策について伺います。 
 本市の人口ビジョンでは特例の交付税の減額がピークになる最終年度以降、３２年までの

５年短期的目標値を現状維持４万７千人として子育て世代への支援を強化し、転入の人口を増

加させる施策をさらに重点施策として展開する、そういった政策戦略です。もちろん移住先と

して人気の高い本市は、移住者と地域住民が有効な関係を築く意識を共有できることが重要だ

と考えます。日本各地で臨んでいるであろう、あらゆる世代が暮らしやすいまちづくりには、

この本市、特に１人当たりの行政コストの比率が高いと思われる本市にとっては政策の優先順

位をつけ施策を効果的に行うことが重要とされています。そこで数値目標を確実に達成し、さ

らに活力ある地域を維持するために以下伺います。大きく２項目です。 
 １つ目が移住定住の成果の取り組みはということで、①平成２７年度の移住定住の実績と流

出人口は。 
 ②空き家の調査結果と利活用施策は。昨年の６月ですか、その調査の結果ですね。 
 ③移住希望者の行政や地域への意見や要望はありますか。 
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 ④地域の移住者に対する受け入れの態勢は。 
 ⑤移住定住アドバイザーと移住相談員を設置しているとお聞きしております。その活動につ

いてお伺いいたします。 
 大きく２項目めです。移住定住促進政策について伺います。 
 ①としまして、賃貸や古民家の移住体験のできる制度の創設は。 
 ②相談窓口業務と空き家対策の職員体制の強化策は。 
 ③やまなし暮らし支援センターとの連携と強化策は。 
 以上です。 
 次に大きい第４の項目ですけども、児童福祉の取り組みについて伺います。 
 同じく北杜市の子育て支援策は、第２子以降の保育料無料化や子育て支援住宅の整備など全

国的にも自治体トップとして先進的な政策に取り組んでいます。国の一億総活躍社会の構築に

はさらに女性の社会進出、就業の障壁をなくす政策、今後もますます女性進出、規制緩和や、

また所得の安定など強力に推進されることと思います。またそれが期待されます。そこで本市

の児童福祉に関する政策は多義にわたります。そこで以下２項目、６点について伺います。 
 １項目め、子育て世代の支援策について。 
 ①としまして、子育て世代マイホーム補助金の活用状況は。 
 ②子育て応援企業等支援事業の展開と今後も期待する成果は。 
 ③定住促進住宅、現在３棟の計画があると思います。この子育て支援住宅の整備の今後も含

めた取り組みについてお伺いいたします。 
 大きく２項目めは、保育園の運営についてお伺いします。 
 まず①小淵沢地区の保育園施設整備の今後のあり方と計画は。 
 ②認定保育園、今般整備するという認定保育園の整備とこれに関わる保育士の確保策をお伺

いいたします。 
 ③としまして県の第２子以降保育料無料化になっておりますが、その内容とわが市における

対応をお聞きいたします。 
 最後になりますけども、大きく第５項目めです。教育環境整備の取り組みについて教育委員

会にお伺いいたします。これは３項目、８点についてお伺いいたします。 
 市内８つの中学校を一定数以上の生徒数を確保する各２校ごと統合する案を提示して、関係

者の意見を聴取しておられます。また高根地区では統合小学校の整備事業、新たに須玉小学校

は大規模な改修工事も計画されております。市の教育行政の大きな転換期でもあります。児童

生徒の学習環境の整備と充実は急務でもあります。そこで市民や関係者の理解や協力が欠かせ

ません。そこで３項目、８点について以下伺います。 
 最初に１として、中学校の統合事業について伺います。 
 ①今般の聴取で、地域の具体的な意見と課題について伺います。 
 ②選定によりましょうけども、校舎の選定基準と選定の時期について伺います。これはケー

ス・バイ・ケースですけども、片方に決まっているという案内と、両方可能性があるという

ような中でお聞きします。 
 ③番目としまして通学バス、また通学補助の基準と対応は。私、ついつい通学補助と基準と

お聞きしますけども、過去の長坂小学校の統合、要するに小学校は４キロ以上の部分につい

ては親、燃料費とかいろんな手立てができる。中学校は６キロ以上の距離においてというよ
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うなことがありますけども、この基準というよりは今後統合される小学校、また遠方から来

る中学生について、市民の中、保護者の中には多少歩かせないと原っぱ教育でいう足腰の強

い子どもにならないというような意見もございますし、中学校にはもちろんそれぞれバス停

がありますからね、それが一定の基準の停留所といいますか、そういう形になろうかと思い

ますけど、そういったことについて具体的にお伺いいたします。 
 大きく２項目め、小学校整備事業について。 
 ①高根地区統合小学校整備事業の詳細とスケジュールは。 
 ②通学バス、通学補助の基準と対応は。 
 ③今般の須玉小学校大規模改修事業の詳細とスケジュールは。これは過日、全員協議会で議

会のほうには具体的に示されているわけですけども、その中でまた質問、再質問等がありま

したらよろしくお願いいたしたいと思います。 
 大きな３番目、「おはよう！！朝ごはんコンテスト」について。 
 ①としまして、毎年入賞作品を食育推進の一環として普及、また拡大する施策は。入賞者の

表彰も私も立ち会っていますけども、そういった今後、普及、拡大する施策はどのように考

えておりますか。 
 ②としまして、この作品を給食の献立に役立てる取り組みはどのように行っているか、お聞

きしたいと思います。 
 以上、大項目５項目について伺います。北杜クラブです。 
 以上、ご答弁のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（千野秀一君） 
 ここで暫時休憩といたします。 
 再開は１１時１０分。 

休憩 午前１０時５９分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時１０分 
〇議長（千野秀一君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 中嶋新議員の、北杜クラブの代表質問にお答えします。 
 新年度の市政方針について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、第１次総合計画における地域委員会の評価と今後のあり方についてであります。 
 第１次総合計画の評価については「市民アンケートや団体・企業等へのヒアリングにおいて

一定の評価とともに次期計画においても継続する方向で進めてほしい」との意見を多くいただ

きました。 
 地域委員会は市民と行政が協働してよりよい地域づくりを行う上で非常に重要な役割を担っ

ており、総合計画の策定に当たっても北杜市地域委員会設置条例において地域委員会の意見を

聞くことが義務付けられております。 
 このようなことからも「市民とともに」の理念に基づき、市民の意見を市政に反映しやすく
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するという地域委員会としての存在意義は大きいといえます。 
 一方、評価では「地域委員会の活動がイベント主体となり、地域の意見を市長に提言すると

いう本来の役割を果たせていない」との意見もいただいております。 
 このようなことからも、次期総合計画の策定では総合計画審議会の委員として審議をお願い

するとともに、地域委員会の意見が十分反映される計画にしてまいりたいと考えております。 
 次に、当面の政策課題と中長期的な市政方針についてであります。 
 人口減少、少子高齢化の進行は全国的な傾向と同様に本市においても顕著に表れ、その抑制

と地域活力の維持が大きな課題となっております。その対策として昨年、北杜市総合戦略を策

定し、新年度においても積極的にふるさと創生に向けた事業に取り組むこととしております。 
 また人口の定住を促進するためには、近隣市町村との連携により地域住民の暮らしやすさを

確保する取り組みも重要であり、長野県富士見町、原村と連携している八ヶ岳定住自立圏事業

についても積極的に進め、圏域全体の定住人口増加につなげることとしております。 
 中長期的な市政方針については、人口減少による税収減や地方交付税の段階的縮減が見込ま

れる中、引き続き限られた財源でより効率的な市政運営を図らなければならないと考えており

ます。 
 現在、第２次北杜市総合計画の策定を進めており、多くの市民、団体から市の将来像につい

てご意見をいただいております。 
 これらの意見を踏まえ、基本的には第１次総合計画の方針を継続し、人口減少、少子高齢化

社会への対応力強化という視点を持って、８つの杜づくりをまちづくりの大きな柱として掲げ

取り組んでまいりたいと考えております。 
 次に市の特性を生かす産業振興策について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、農業経営の改善と小規模経営のあり方についてであります。 
 北杜市は農業を基幹産業とし、個人経営の農家がそれぞれ農業経営を行ってまいりました。

しかしながら少子・高齢化社会を迎え農業の担い手が不足する中、農業機械の更新や経営の効

率化など個人経営も限界に近づきつつある状況と思われます。 
 市としては今後も小規模経営農家の支援を引き続き行うとともに、集落営農の組織化にも取

り組んでまいりたいと考えております。 
 組織化により農業機械の共同化や農作業の効率化などコストダウンにもつながる大きな利点

がありますので組織ぐるみ、地域ぐるみで農地を守っていける体制づくりを構築してまいりま

す。 
 次に、企業型農業法人のメリットについてであります。 
 企業型農業法人については、昨年までに１７の法人が参入しております。今年に入りまして

新たに武川町山高地区、須玉町江草地区および高根町箕輪地区に３法人が参入を決定していた

だきました。 
 参入については地域の活性化や雇用の創出、耕作放棄地の解消や有効活用、北杜市の情報を

外部に発信するなど市政へのメリットが多く若者世代の定住促進にもつながる動きであります。 
 また今後予定している地方創生加速化交付金、北の杜フードバレー構築プロジェクト事業に

おいては、参入企業で構成される北杜市農業企業コンソーシアムを核として既存の集落営農組

織や新規就農者などと連携し、新たな産業の創出など持続可能な地域農業の枠組みをつくるこ

ととしておりますので、さらに企業型農業参入を進めてまいりたいと考えております。 
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 次に、地域活性化につなげる移住定住策における移住相談員等の活動についてであります。 
 ところでありがたいことに今月１４日に総務省の情報サイト「全国移住ナビ」において家具

職人として北杜市に移住された方の体験談が北杜市での取り組みと併せて評価されて、全国

５００件の中から総務大臣表彰を受けました。大変ありがたく今後も情報発信に努めてまいり

たいと思います。 
 市役所地域課内の相談窓口は昨年４月の開設以来、４００名を超える方々が相談に訪れてお

ります。昨年９月に委嘱した１０名の移住定住相談員は、空き家バンク現地見学会や田舎体験

ツアー等において、居住地域に特化した気候や風土等の相談に応じていただきました。また、

東京有楽町等で開催している移住セミナーにも参加いただいたところであります。 
 今後も移住定住相談員と連携を密にとり、移住定住に向けて取り組んでまいります。 
 その他につきましては、教育長および担当部長が答弁いたします。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁をお願いします。 
 藤森教育長。 

〇教育長（藤森顕治君） 
 中嶋新議員の、北杜クラブの代表質問にお答えいたします。 
 教育環境整備の取り組みについて、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、中学校統合事業についてであります。 
 市立中学校の統合計画については、本年１月から３月にかけて北杜市立中学校統合計画案に

対する小中学校ＰＴＡ、区長会、地域委員会による町ごとの意見を伺い、これから分類・分析

等を行っていく予定となっておりますが、その中の主な意見としましては「少子化により生徒

数が減少する中で、学校統合はやむを得ない」「学校統合により遠距離通学となることからス

クールバスなど通学手段の確保と支援をお願いしたい」などの意見が出ております。 
 一方、「統合により学校がなくなる地域は、人口減がさらに進み地域が衰退してしまうのでは

ないか」「計画案は、地域性や立地条件などが考慮されていない」などの意見も出ております。 
 今後、定例教育委員会において８つの町から出された意見をもとに市全体の傾向や方向性等、

さまざまな角度から検討を行い本計画案に合意が得られたと判断ができた場合、学校関係者、

保護者、区長等で構成する（仮称）新しい学校づくり協議会を設置し、この会において校舎の

選定、統合の時期、通学バスの運行、通学補助等の課題について協議していただくこととして

おります。 
 次に、小学校整備事業についてであります。 
 高根地区統合小学校整備事業については、平成３１年４月の開校に向け本年度において基本

設計を行い、高根地区新しい学校づくり会議から要望のありましたスクールバス乗降所等を整

備するための用地確保を行っているところであります。 
 また、来年度から高根東小学校の校舎の改修や屋内プールの設計、スクールバス等による安

全対策のための周辺整備を実施してまいります。 
 一方、来年度高根地区統合小学校の校名などを検討する委員会等を設置し、通学バス、通学

補助、ＰＴＡ組織運営、児童の交流事業等のソフト面での検討・協議を進めてまいります。 
 次に、須玉小学校大規模改修事業についてであります。 
 本年度において大規模改修の実施設計、仮設校舎の借り上げを行っているところであります。
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校舎については昭和５９年建築以来、改修を行っていないことから施設・設備の全面的な再整

備により長寿命化と安全性を確保するとともに防災、ユニバーサルデザイン、防犯、衛生面等

に重点を置いた改修工事を実施してまいります。 
 事業スケジュールについては仮設校舎を設置し、来年度の夏休みに引っ越しを行い、改修後

の校舎への引っ越しは平成２９年度の夏休みを予定しております。 
 工事期間中においても児童の安全と学習環境の維持を最優先に考え、事業を実施してまいり

ます。 
〇議長（千野秀一君） 

 伊藤総務部長。 
〇総務部長（伊藤勝美君） 

 中嶋新議員の、北杜クラブの代表質問にお答えいたします。 
 職員体制の強化における複線型人事コースの活用についてであります。 
 職員の人材育成の取り組みについては北杜市職員人材育成基本方針を定めており、この中で

職員がやりがいを持って意欲的に仕事に取り組めるよう、職務段階の一定時期に職員の適性と

意欲に応じスペシャリスト、ゼネラリストのコースを選択し、キャリア形成できる仕組みとし

て複線型人事コースの導入を位置づけております。 
 これに基づき職員に対し、自らがスペシャリストとして能力を発揮してみたい仕事や能力開

発のためにやってみたい仕事など将来的な展望も含め、毎年職員から提出される「私の希望と

意見」を参考として職員人事に反映しているところであります。 
 今後も市民の負託に応えるべく効率的な行政運営を推進するため、さらなる人材育成に積極

的に取り組んでまいります。 
 次に地域活性化につなげる移住定住策について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、平成２７年度の移住実績と流出人口についてであります。 
 昨年４月から本年２月までの本市への転入者は約１，３００人でありました。このうち、市

の移住定住相談窓口およびやまなし暮らし支援センターの相談窓口を経由して転入された方の

数はおおむね１５０人であります。 
 なお、本市から転出された方は同時期で約１，２５０人であります。 
 次に、空き家の調査結果と利活用についてであります。 
 市内の空き家については、昨年６月に行政区長を通じ３５０件を超える各地区の空き家に関

する情報提供をいただきました。その情報を含め、昨年の１３件を上回る２３件が空き家バン

クに登録されました。 
 しかし、移住者の受け皿は十分とは言えない状況でありますので、引き続き提供していただ

いた情報等をもとに登録可能物件の掘り起こしに努めてまいります。 
 また、空き家バンク登録にあたり残置する家財道具の処分や清掃費用等が課題となる事例が

多いことから、来年度も空き家バンク清掃費等補助金を交付し所有者の負担軽減を図ることで

登録物件を増やし、移住希望者のニーズに応えてまいりたいと考えております。 
 次に、移住希望者の意見や要望についてであります。 
 市役所の移住相談窓口や首都圏等で開催している移住セミナー等で数多く寄せられる相談内

容は、住まいに関することと雇用に関することであります。次いで、気候や子育て・教育等に

関することであります。その際には、インターネットや電子メール等を用いた迅速な情報提供
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が求められていることから、今後も市ホームページや移住定住の専用サイトを活用し、生きた

情報の提供に努めてまいります。また郵送での情報提供を求められている方も数多くおります

ので、現在２００名を超える方々に登録していただいている空き家バンク利用登録制度につき

ましても、積極的にＰＲしてまいりたいと考えております。 
 次に、地域の受け入れ態勢についてであります。 
 行政区の加入については転入時に市役所の各窓口で資料をもとにご案内しており、地域への

受け入れについても区長会等を通じてお願いをしているところであります。移住を希望される

方々も増えてきておりますので、引き続き身近なコミュニティの一員として、住みやすい地域

が築いていけるよう加入促進および受け入れ態勢の構築に努めてまいりたいと考えております。 
 次に、移住体験制度の創設についてであります。 
 これまでに市の宿泊体験施設２カ所を活用し、１泊２日の田舎体験ツアーを３回開催し県内

外から数多くの方々に足を運んでいただき、北杜の気候や魅力を体感していただきました。ま

た来年度から須玉町の就業促進住宅を活用し、移住定住お試し住宅を開設することといたしま

した。本市が取り組む移住定住に関する施策等に参加していただくとともに、季節を問わず体

験していただける機会を設けることで、本市の魅力を多くの方に伝えていければと考えており

ます。 
 次に、職員体制の強化についてであります。 
 移住定住相談業務については、昨年４月に新設した総務部地域課ふるさと創生担当において

空き家バンク対策等と併せて担当しております。 
 職員体制の強化については、昨年９月に１０名の移住定住相談員を委嘱しておりますので地

域の実情に応じた相談業務や空き家の発掘等については、市役所と相談員が連携を図る中で移

住希望者の対応に努めてまいりたいと考えております。 
 次に、やまなし暮らし支援センターとの連携についてであります。 
 本市は移住定住の希望先として人気が高く、東京有楽町のやまなし暮らし支援センターにも

連日多くの方々が訪れ、きめ細やかな対応と効果的な情報提供が求められています。このこと

から、山梨県では同センターにおいて１週間単位で移住相談に集中的に対応する制度を設けて

おります。この制度を北杜市相談ウィークとして積極的に活用することで、移住定住相談や情

報提供等に努めてまいりたいと考えております。 
 また国の移住・交流情報ガーデンや甲斐適生活応援隊相談会とも連携を図り、各種相談会等

を通じて本市の魅力を伝えることとしております。 
 先ほど答弁の中で一部訂正がございました。空き家の調査結果等利活用についてというとこ

ろで、その情報を含め昨年の１３件を上回る２３件と申し上げましたが、２８件を２３件と申

し上げてしまいました。２８件が正解でございますので、訂正させていただきます。失礼しま

した。 
 以上で答弁を終わります。 

〇議長（千野秀一君） 
 菊原企画部長。 

〇企画部長（菊原忍君） 
 中嶋新議員の、北杜クラブの代表質問にお答えいたします。 
 新年度の市政方針について、いくつかご質問をいただいております。 

 １５０



 はじめに、総合支所の体制と本庁舎の検討についてであります。 
 第１次総合計画では、行政推進体制の強化において適切な公共施設の配置と行政組織の合理

化に基づき本庁舎、総合支所の検討や行政組織等の見直しを進めてきたところであります。こ

のような中で、本庁舎については東日本大震災を契機に防災拠点としての機能が強く求められ

たため、プレハブ庁舎を建設し耐震化を図ったことから当面先送りすることとしております。 
 第１次総合計画の評価における意見では「旧町村体制が維持されている状況を変えていかな

ければ新しいものが生まれない」。また「総論賛成、各論反対となりがちで、本庁舎の問題はタ

ブー視されているが、前向きに検討しなければならない時期がきていると思う」という意見な

どもありました。 
 これらの意見も踏まえ、第２次総合計画前期基本計画では総合支所の体制も含めた行政推進

体制について検討していくこととしております。 
 次に総合戦略事業等、重点施策についてであります。 
 まず、来年度の当初予算における北杜市総合戦略に基づく主な事業としては、社員寮を建設

する企業や就業者等の賃貸住宅などを建設する事業者への助成、市内に新たに創業する事業者

への支援制度の創設、子育て世代マイホーム補助金、認定こども園や病児・病後児保育園の設

置運営、白州町への就業促進住宅の整備、移住定住相談員の設置や都内への移住定住臨時相談

所の開設、市ホームページリニューアルなどとなっております。 
 また、そのほかの重点施策としては、南アルプスユネスコエコパークの推進や質の高い文化

芸術鑑賞の機会の提供など八ヶ岳定住自立圏共生ビジョンに基づく施策や小淵沢駅舎改築・駅

前広場整備、武川町への子育て支援住宅整備などの継続事業をはじめ須玉小学校大規模改修、

高根統合小学校整備、上下水道事業の公営企業法適用化対応、介護保険法における地域支援事

業の充実強化など、市政各般にわたる重要課題に対応する予算を計上しております。 
 次に、観光課の単独設置と職員体制の強化についてであります。 
 市ではさらなる行政改革を推進するため北杜市行財政改革大綱、北杜市定員適正化計画に基

づき組織の再編やスリム化などを図るとともに限られた人員の中で効果を上げるため、組織・

職員の体制の見直しを進めております。 
 観光に関わる業務については年間を通してイベント事業が多く、職員の相互協力による対応

が必要なことから観光と商工を１つの課として組織しており、イベントなどではスピーディー

な対応がとれているものと考えております。 
 しかしながら組織・職員の体制の見直しについては、効率性・機能性を重視するとともに新

たな行政ニーズなどにも的確に対応することが求められることから、必要に応じ各部署からの

事務分掌や事務量などのヒアリングを行い対応してまいりたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 茅野福祉部長。 

〇福祉部長（茅野臣恵君） 
 中嶋新議員の、北杜クラブの代表質問にお答えします。 
 児童福祉の取り組みについて、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、子育て世代マイホーム補助金の活用状況についてであります。 
 子育て世代の経済的支援と移住定住人口の増加を目的とした北杜市子育て世代マイホーム補
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助金については昨年１０月にスタートしてからこれまでに８３件、補助金額１億１，３００万

円を超える計画書の提出をいただきました。 
 その内訳は新築家屋が６４件、建売・中古住宅の購入が１０件、リフォーム・増築が９件で

あり、移住を目的とした市外からの申請件数１８件であります。 
 また住宅の建て替え等が３４件、市営住宅やアパート等からマイホームを取得する予定の方

は３１件となり、市外への転出の抑制も図られたものと考えております。 
 次に、子育て応援企業等支援事業についてであります。 
 急速に進む少子化対策には子育て世代の地域への定着が必要であり、子育て世代に魅力ある

まちづくりには、市内事業所との連携は必要であると考えております。 
 平成２３年度から１２件の認定を行ったところでありますが、社会情勢や周知不足等の影響

から認定数については伸び悩んでいる状況にあります。 
 また、昨年１０月に行われた北杜市事務事業外部評価においては、市の特性を生かした方法

等の改善や事業のＰＲが必要であるなど、評価をいただいたところであります。 
 今後は北杜市子ども・子育て会議や北杜市商工会、北杜市企業交流会、北杜市農業企業コン

ソーシアム、母親グループなどの子育て世代からのご意見もお伺いする中で制度の見直しを

行ってまいりたいと考えております。 
 次に、小淵沢地区の保育園の施設整備についてであります。 
 北杜市立保育園の施設整備については児童の安全を確保し、円滑な保育園の運営を図るため

現在、長寿命化、大規模改修、建て替え等の検討を進めているところであります。 
 整備に当たっては地域の皆さまや北杜市子ども・子育て会議のご意見をお伺いし、北杜市立

保育園既存建物改修計画の策定を進めてまいりたいと考えております。 
 また小淵沢西保育園は昭和５１年度に、小淵沢東保育園は昭和５７年度に建設された施設で

あり、小淵沢東保育園についてはここ数年、園児数が減少していることから地域からの要望を

いただきながら統合等も考慮し、対応してまいります。 
 次に、認定こども園の整備と保育士の確保についてであります。 
 認定こども園については施設面で大きな整備を行わず、既存する施設で運営を行ってまいり

ますが、各園には子育て支援センターを設置するとともに園庭の開放も行い、地域に開かれた

保育園として運営を行ってまいります。 
 なお、来年度の入園申し込みにおいては、幼稚園部門には３園で１９名の入園希望があり受

け入れを行います。また、認定こども園には幼稚園部門を設置することから保育士のほか幼稚

園教諭の資格を有した職員の配置が必要となりますが、現在、保育園で働く保育士の７割が資

格を有しており、運営には支障がなく開園できるものと考えております。 
 次に、県の第２子以降保育料無料化についてであります。 
 県の補助制度では特に保育料が高い０歳から２歳までの負担軽減を図るため、年収約

６４０万円未満の世帯において第２子以降が３歳になるまでの間、保育料を無料化としたとこ

ろであります。 
 保育料第２子以降無料化については、本市の特色ある子育て支援策として平成２１年度から

独自に実施している状況にあり、所得制限や年齢制限を設けず保育園、幼稚園および認定こど

も園に通う第２子以降の園児を対象に保育料を無料としているところであります。 
 県が創設する制度は、すでに本市が実施している取り組みを財政的に後押しいただけるもの
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であると考えており、県から交付が見込まれる約２，２００万円の補助金については、現行の

保育料制度の財源に充ててまいります。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 田中産業観光部長。 

〇産業観光部長（田中幸男君） 
 中嶋新議員の、北杜クラブの代表質問にお答えいたします。 
 新年度の市政方針について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、観光地域ブランド確立支援事業についてであります。 
 市では平成２２年度から国が進める観光圏事業に取り組み、「１，０００ｍの天空リゾート

八ヶ岳 澄みきった自分に還る場所」をキャッチフレーズに滞在型のブランド観光地として

八ヶ岳観光圏が全国１３カ所の観光圏として認定され、事業を展開しているところであります。 
 八ヶ岳観光圏では一般社団法人 八ヶ岳ツーリズムマネジメントが民間事業者とともに観光

地域ブランド確立支援事業において、モニタリングツアーなど観光ブランドの醸成に取り組ん

でおります。 
 今後は八ヶ岳定住自立圏共生ビジョンの事業としても支援を行う中で、宿や食の認証制度の

導入等、新たな事業に地域と一体となって取り組む計画であります。 
 市としては、八ヶ岳ツーリズムマネジメントの運営支援や農業と観光が連携した滞在プログ

ラムの開発などを行い、市全域への誘客や観光振興を図ってまいります。 
 次に、南アルプスユネスコエコパーク推進事業についてであります。 
 市では南アルプスのユネスコエコパークへの登録を受け、甲斐駒ヶ岳を中心とした世界に誇

れる貴重な資源を再発見・再認識し、自然と文化のつながりを市民共有の財産として位置づけ

魅力ある地域づくりを進めることとしております。 
 来年度は八ヶ岳定住自立圏共生ビジョンの事業として、地域連絡会が甲斐駒ヶ岳登山道や尾

白川の清掃活動および外来種の調査除去作業、カジカの生息調査を実施し自然環境の保護とＰ

Ｒを図ってまいります。 
 また地域にある伝統文化や伝統芸能等を映像による記録保存を行い、人と自然と文化が共生

する地域づくりを推進してまいります。 
 また甲斐駒ヶ岳が開山２００周年を迎えることから、これを記念して市内外の多くの方に甲

斐駒ヶ岳とこのエリアに訪れていただくため、南アルプスやユネスコエコパークを含めたＰＲ

やシンポジウム等の事業を計画しています。 
 また安全・安心で快適な施設利用が図られるよう、尾白川渓谷駐車場やトイレの整備を計画

しており、環境整備の推進を行ってまいります。 
 次に２次交通の整備と観光周遊バス整備事業についてであります。 
 ２次交通の整備と観光周遊バス整備については、八ヶ岳定住自立圏共生ビジョンの事業とし

てバス等の２次交通の整備や支援によりエリア内の交通網を充実させ、住民や観光客等の利便

性の向上を図ることとしております。 
 観光を中心としたエリア内の交通網の整備については費用対効果等の課題もありますので、

当面は八ヶ岳ツーリズムマネジメントが行う清里ピクニックバスの車両整備や観光地を巡るツ

アーバスの実証運行について支援を行ってまいります。 
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 次に市の特性を生かした産業振興策について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、進出法人への市民の就業状況であります。 
 操業を開始している１６社の参入法人に対し聞き取りを行ったところ、雇用数が４４５人で

あり、そのうち北杜市民は２４９人であります。 
 次に農業部門の地域おこし協力隊の活動と成果についてであります。 
 農業地域おこし協力隊については営農組織、ＮＰＯ法人、農産物加工組織など１３組織を研

修受け入れ機関として認定しており、現在８名が活動しております。 
 活動については支援機関に従事することにより農業技術を習得し、地域へ定住できるよう支

援するとともに隊員が地域の共同活動や行事に積極的に参加するよう支援機関に要請していま

す。これまでに２２名を委嘱し、そのうち１３世帯３９人が市内へ定住したところであります。 
 次に、観光振興に資する新規事業の展開についてであります。 
 市では来年度に行う新たな事業として総合戦略で取り組む外国人誘客のため韓国ソウル市、

抱川市と連携した観光誘客事業、八ヶ岳定住自立圏事業で取り組む２次交通の整備支援事業を

計画しております。 
 また南アルプスユネスコエコパークの推進やＰＲ、甲斐駒ヶ岳開山２００周年記念事業、尾

白川渓谷駐車場、公衆トイレの整備事業を計画しているところであります。さらに特色ある観

光地域づくりを行うための健康と温泉フォーラム開催事業などの新規事業の実施を計画してお

ります。 
 次に、訪日観光客向けの英語対応や通信環境の整備についてであります。 
 訪日観光客向けの英語対応の取り組みについては、北杜市観光協会と八ヶ岳観光圏のホーム

ページ、市の総合パンフレット「ほくと物語」がすでに多言語化に対応済みであります。さら

に外国語を話すことができない施設の環境整備を図るため、翻訳機能のある観光案内用情報ソ

フトを作成し配布を予定しております。 
 通信環境についてはＷｉ－Ｆｉ機能が利用できる環境の充実を図り、現在、道の駅や観光案

内所など市内１２８カ所において利用が可能となっております。 
 通信環境の整備については、さらに施設等へ呼びかけを行うなど整備推進を図ってまいりま

す。 
 次に、日本文化の体験型プログラムとしての活用についてであります。 
 日本文化の体験型プログラムの実施は、外国人観光客の誘客には大変効果的であると考えて

おります。このため八ヶ岳観光圏のインバウンド部会で、今後の外国人観光客向けのコンテン

ツとして日本固有の文化や習慣、食べ物の提供等をプログラムとして提供できるか検討も始め

ております。 
 市では八ヶ岳観光圏と連携し外国人誘客で成功している地域でのプログラム等の内容を参考

に、この地域に合ったプログラムの構築や事業者の育成を図ってまいりたいと考えております。 
 次に、道の駅の直売所運営と情報発信の強化策についてであります。 
 市内３カ所の道の駅の農産物直売所は、各指定管理者に管理運営をお願いしております。各

直売所には生産者組合があり、指定管理者と連携し先進地視察や農業技術等の研修会、対面販

売などを行っております。 
 今後も北杜市の安全・安心な農産物等を安定的に提供することにより、さらなる直売所の運

営の強化につなげてまいりたいと考えております。 
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 また情報発信についてはイベント情報のチラシの配布、各道の駅ホームページの活用を積極

的に行っておりますが、道の駅山梨県ブロック連絡会が開設したやまなし道の駅ツイッターの

利用やＷｉ－Ｆｉ環境の充実による情報発信の強化について指定管理者と協議してまいりたい

と考えています。 
 次に、観光部門の地域おこし協力隊の活動と成果についてであります。 
 観光地域おこし協力隊は昨年度から事業を開始し、本年度は６名が八ヶ岳観光圏や北杜市観

光協会、北杜市南アルプスユネスコエコパーク地域連絡会の支援をするとともに観光事業者や

地域との活動を通じて外からの目線による意見、考えを提案し観光振興に資する取り組みを実

施しております。 
 各隊員は支援先でホームページのグレードアップや新たなイベントの提案・誘致等、成果は

それぞれ出ており３年後の定住、定着に向け地域とのつながりを深めながら活動を行っており

ます。 
 次に教育環境整備の取り組みにおける「おはよう！！朝ごはんコンテスト」についてであり

ます。 
 コンテストは「おはよう朝ごはん宣言」を推進するため、北杜市産の食材を使用したレシピ

を募集し、北杜市食育推進計画の施策の１つとして市内の中学生を対象に実施しております。

６回目の開催となった本年度は、過去最高の３１８点の応募がありました。 
 毎年、コンテストの様子を市ケーブルテレビで放映し、入賞作品については市広報紙でも市

民の皆さんに広く紹介をしております。 
 今後は地域の食育推進を行っている食生活改善推進員による活用、エコひいき登録店や道の

駅等での活用など、さらなる普及拡大を図ってまいりたいと考えております。また、昨年度か

ら入賞作品を学校給食の献立の一部に採用し、給食だよりで紹介を始めたところであります。 
 今後も教育委員会と連携し、このような取り組みを拡充してまいりたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 神宮司建設部長。 

〇建設部長（神宮司浩君） 
 中嶋新議員の、北杜クラブの代表質問にお答えいたします。 
 児童福祉の取り組みにおける子育て支援住宅の整備についてであります。 
 平成２５年度から進めております子育て支援住宅は、ミキハウス子育て総研の子育てにやさ

しい住まいと環境の認定を受け、子育て世帯の居住に配慮した仕様としています。 
 須玉団地は現在１８世帯７０人が入居しており、入居者から好評をいただいているところで

あります。 
 大泉団地については建設工事が本年９月末に、また外構工事も１１月末の完成を目指してお

り、来年１月の入居開始に向け本年６月から入居の募集を始めることとしております。 
 武川団地についても今月中に実施設計を完了し、本年９月に工事着手し、平成３０年１月の

入居に向けて準備を行っているところであります。 
 以上であります。 

〇議長（千野秀一君） 
 ここで昼食のため、暫時休憩といたします。 
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 再開は１時３０分。 
休憩 午前１１時５５分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
再開 午後 １時３０分 

〇議長（千野秀一君） 
 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 中嶋新君の再質問を許します。 
 中嶋新君。 

〇１５番議員（中嶋新君） 
 再質問をさせていただきます。 
 最初に第１項目の新年度の市政方針についての中で、答弁の中にあったと思いますけども、

ホームページを更新する、特にどう言っていいんですかね、ソーシャルネットワーク、ＳＮＳ

等、要するに情報を双方の受け取る側も市民も、また国民といいますか、相手に対しても双方

で瞬時に対応ができることがこれからの体制づくりだというふうにお聞きしました。 
 その中でホームページを更新すると。形のみですね、要するに容量が大きくなるのか。要す

るに今までも、これは手前的ですけど議場の放送、俗にある各県内の市でもホームページの中

に議会の情報がありまして、そこに動画の発信もできているような状況でございます。そのホー

ムページのリニューアルという点について、そういったことは可能になるのか。また、要する

に不法なアクセス等を防御するために強靭化計画等をなさるようですから、そういった点から

も今、申し上げました市のホームページですから、議会のほうの情報ということで今後もしっ

かりと情報提供したいと議会側として、私ども考えるところですけども、いかがでしょうか。 
〇議長（千野秀一君） 

 丸茂政策秘書課長。 
〇政策秘書課長（丸茂和彦君） 

 中嶋新議員のご質問にお答えいたします。 
 現在、市のホームページはぐちゃぐちゃしているというか、見にくいというふうな声も伺っ

ております。それから検索してもなかなか自分の思うところにたどり着かないというふうなご

意見も伺っております。そんな中で今現在のものはもう５年を経過しておりますので、今の情

報に、皆さんの要望に対応できるようなものになっていないんではないかというふうな反省点

がございました。 
 そんな中でまず１点は今、皆さんが検索する場合にはスマホでほとんど検索されると思いま

す。うちのホームページは、スマホでやった場合にはそのまま出てしまいますから非常に重い

というか大きいんですね、字が見にくい。そんなことでワンソース・マルチデバイスという方

法を取り入れまして、ワンソース・マルチデバイスと言うんですが、ホームページがつくって

おります。そのホームページを瞬時にスマホ対応になるような設定をしていこうと。見やすさ

を確保しようということ。それから入力する際にも、職員がやりますけども入力しやすい方法。

それからあとツイッターやフェイスブック、こういったものにも対応できるようなものにして

いこうというふうなことです。 
 今、議員がおっしゃいました動画発信ですけれども、このへんの内容についてはもうちょっ

と今後詰めてまいります。いずれにしても見やすいものを、今風にマッチしたものというふう
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に考えております。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁が終わりました。 
 中嶋新君。 

〇１５番議員（中嶋新君） 
 再々質問ということでお許しください。 
 詰めるということは、動画の配信も十分可能であるというふうに判断してよろしいですか。 

〇議長（千野秀一君） 
 丸茂政策秘書課長。 

〇政策秘書課長（丸茂和彦君） 
 情報の発信は可能でありますけれども、ただ中身的なものはもうちょっと詰めたいというと

ころです。 
〇議長（千野秀一君） 

 中嶋新君。 
〇１５番議員（中嶋新君） 

 続いて大きい２の市の特性を生かす産業振興策について、お伺いいたします。 
 先ほども農業部門の地域おこし協力隊、８名がいらっしゃると。平成２１年度よりスタート

していると。こちらのほうに２２名ですか、１３世帯の３９人が定住していただいているとい

うふうにお聞きしました。これは私のちょっと聞き間違いではないと思いますけど、考え方は

ご家族がいてこの人数ということでよろしいですか。結局、地域おこし協力隊の方はご夫婦で

きている場合もあるでしょうし、これは一人ひとりが市の嘱託というか、職員という立場で活

動していると思いますけども。 
 それからこのあと交付金で対応できる、卒業してから３年以降と言っていいんですかね、そ

ういった本人の手当等々はあるのか、お聞きします。 
 あともう１つ。この地域おこしという観点から国では地域おこし企業人、要するに企業で割

といろんな技術や知識を持っている方が率先して地方のほうにということで、導入するケース

もあるようにお聞きしていますが、その点については本市、北杜市については検討してあるの

か、またその点についてお聞きします。 
〇議長（千野秀一君） 

 田中産業観光部長。 
〇産業観光部長（田中幸男君） 

 中嶋新議員の再質問にお答えします。 
 先ほどの農業の地域おこし協力隊でございますけど、その中で農業の関係だと思いますけど、

１３世帯の３９人というご答弁をさせていただいたんですけど、単身の方もいらっしゃいます

し、世帯の方もいらっしゃいます。またこちらに地域おこしとして頑張っている中で、その後、

結婚されたという方もいるということで、その中で１３世帯、家族を構成している方がいらっ

しゃいますので３９人が市内に定着をしたという内容でございます。 
 それと地域おこし協力隊の、その後の３年経過したあとの国の報奨金等があるかというよう

なご質問だと思いますが、３年を経過しますと本市に定住していただくということをできるだ
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けしているわけでございます。これにつきましても最終的に３年過ぎたところで、最終的な国

の報酬金等もございますから、定住する場合についてはそれらの交付金を活用してまいりたい

というふうに考えております。 
 ３番目ですけど地域おこし企業人事業ということで、専門の方というような捉え方だと思い

ますけど、本市におきましては農業、ならびに観光ということで、農業につきましては農業を

受け入れていただく組織を認定して、そこで入っていただいています。 
 観光につきましては、専門ということの中での採用がなかなか難しいこともございますので、

一般の採用で、３年の中で観光の業務を支援していただきながらその後、定住していただくと

いうことで、現在その企業人の事業ということは本市では行っておりません。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁が終わりました。 
 中嶋新君。 

〇１５番議員（中嶋新君） 
 では続きまして３項目めですけども、地域活性化につなげる移住定住策について再質問いた

します。 
 やはり先ほども少し話に出たんですけども、私のほうから。空き家の情報が３５０件あがっ

てきたと。もちろんその中で空き家バンクを利用してお貸ししてもいいというのが２８件であ

ると。昨年度より掘り起こしができていますよという答弁だと思いますし、これからその

３５０件が特定空き家ではない、要するにもう手がつけられない危険物以外のものとの仕分け

は難しいとは思いますし、今後の課題だとは思いますけども、さらにやはり私の個人的に集落

でも、ここ５年１０年で２件、３件、５件というような、これ正直あります。そういったとこ

ろの掘り起こしをすればニーズ、要するに使いたいという方は以前にもお聞きしましたが大変

多うございますよね。そういったことでお聞きしたとおり、それの仲立ちをしたり、契約をし

たりという、その業者、民間の資格がある方が間に入って手続きをしていただくことになろう

かと思いますけども、そういった点からさらに確定したというか、掘り起こした空き家をバン

クに登録していただけるような方法を、先ほどはどのような方法で、さらに掘り起こす手法で

すけども、考えていらっしゃるかお聞きします。 
〇議長（千野秀一君） 

 答弁を求めます。 
 伊藤総務部長。 

〇総務部長（伊藤勝美君） 
 中嶋新議員の再質問でございます。 
 空き家の掘り起こしとニーズを生かした空き家バンク等の登録というご意見だと思います。 
 空き家の登録につきましては、空き家バンク清掃費の補助金を年間３０件ほど見込んでおり

ます。当然、登録数につきましてもその同等数以上を今のところ見込みたいと考えております。

このようなことで貴重な資源といいますか、そういったものを大事に活用しながら移住者の

ニーズにこれからも積極的に応えていきたいと、かように考えています。 
 以上です。 
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〇議長（千野秀一君） 
 答弁が終わりました。 
 中嶋新君。 

〇１５番議員（中嶋新君） 
 ４番目の児童福祉の取り組みについてですけども、やはり非常に評判がよいようでミキハウ

スの子育ての住宅の認定を受けている定住促進住宅、子育て支援住宅の件ですけども、先ほど

建設部長のほうから今、計画されているといいますか、着手している住宅についてはお聞きし

ました。また実に短期間、今はＲＣというか、建物自体も高度で実に工期が短く正確にできる

と理解していますけども、その先ですけどもいろんな会派の答弁の中にもありましたけど、今

ある公共の住宅を少しずつ整理、基本的には古いものとか単独のものとかいろんなものを整理

しながらまたこういった子育てに特化した住宅、また集合住宅等を計画していくと理解してい

ますけども、武川が終わったというか、中間のところで中長期的な計画の中で地域性もあって

要望もあればそういったことを計画できるのか、少し先になりますけどご答弁願います。 
〇議長（千野秀一君） 

 答弁を求めます。 
 神宮司建設部長。 

〇建設部長（神宮司浩君） 
 中嶋新議員の再質問にお答えをしたいと思います。 
 先ほど今年度までということで答弁をさせていただきました。２９年度につきましては、ご

承知のとおり白州の就業促進住宅をと。これも合併特例債を活用してやりたいということであ

ります。議員の今の質問ですと３０年、３１年、３２年にまだ合併特例債があるということで

今後の計画はあるかということでありますけども、子育て支援住宅を建てるのには約５千平方

メートルくらいのまとまった土地が必要だと。白州の就業促進については、芝生広場等を整備

しませんので約２，５００平方メートルぐらいということであります。そういうまとまった土

地があればということであります。 
 いずれにしましても３２年度末で合併特例債がなくなるということですので、計画にするの

であればそれまでに計画しなければならないということで、あとは今言ったように、昨日の答

弁ですけども木造戸建ての団地は随時整理していきたいと。それに続いて簡易平屋建ての住宅

も潰すんですけども、あくまでも今言ったように簡易平屋、あるいは木造戸建てに入っている

人たちの住居もしなければいけませんので、そこらへんの用地があるかどうかということを検

討させていただいて、今後３０年以降については検討させていただきたいということでありま

す。 
 以上であります。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁が終わりました。 
 中嶋新君。 

〇１５番議員（中嶋新君） 
 最後の５項目めの教育環境整備の取り組みについてですけども、１番の中学校統合事業につ

いての中で、②で校舎の選定基準と選定の時期ということでお聞きしました。たしかに今、そ

れぞれの地区の意見をよく分析調査して、今後教育委員会中心といいますか、教育委員会で議
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論をしていくということだと理解していますけども、非常に素人ながらに市民の話題として両

方の学校を使う、適地といいますか、その点について市民とお話しする機会があるとついつい

そういう話になります。例えば白州と小淵沢ですか、武川と長坂ですか、武川と長坂について

はというようなご意見もありますよね。それは武川に長坂の、下るというか校舎を考えても、

だろうとかというようなこともあります。ですので逆に本当にこの小中学校適正配置というか

適正規模、また配置の一番最初の前段で公的な文書が出たときは３エリアがいいというような

話とか、武川・白州というエリアはそこの方々に私、二度、三度行きまして、これは特定の人

ですけども、話を聞けばどうしてもやはりそのエリアで学校というものが、中学校というもの

が必要と言いますか、あって然るべきではないかというようなご意見も多々聞くわけですけど

も、まずはその点が先と、あとは学校を選ぶ場合の、これは新しい学校の協議会等を非常にも

ちろん教育委員会のほうからデータなり根拠を示してそういった形になろうかと思いますけど

も、そういった点についても合意ができたところからか、この２８年度のところで相談をしな

がらか、地域とどのように進めていくのか再度お聞きします。 
〇議長（千野秀一君） 

 浅川教育部長。 
〇教育部長（浅川一彦君） 

 中嶋新議員の再質問にお答えしたいと思います。 
 校舎の選定も含めて地域としての合意というふうなところになると思いますけども、先ほど

の答弁の中でも１月から３月までの間に各町をまわらせていただいているというふうな状況で

あります。その中でまだ、例えば統合自体が決まったということは一切ございません。まだま

だ議論を尽くさなければならない時期もあるのかなというふうに思います。その中でもやはり

今、議員がおっしゃったように意見の中では賛成は例えばするという場合でも自分のところの

町を使ってほしいというふうな、また賛成の意見、反対としても例えば組み合わせ以外の選択

肢を与えてほしい。さらには大きくもっと、エリアを捉えてほしいというようなさまざまな意

見をいただいているというふうな状況であります。 
 そうしたことから、各町、やっと今終わったところというふうなことで、例えば賛成の中で

も条件付き、反対であってもやはり統合に向けては条件としては基本的には賛成の部分という

ものもありますので、そのさまざまな意見の中をどのような形で今後取りまとめていくかとい

うことはまだまだ課題が大きいところだと考えております。その上で教育委員会としては、い

ただいた意見を来年度以降になりますけども、４月になりますけども４月以降、まずは各町か

ら出たその生の意見というふうな形で提示をさせていただいて、その上で今言ったようなさま

ざまな形で分析をさせていただく。それをもとに仮に例えば２校、４校の中でどこかの組み合

わせが仮に進められるというふうな状況があれば、はじめてそこでまた改めて地域の中で議論

をしていただくという形で慎重に進めていきたいと考えているところでございます。よろしく

お願いいたします。 
〇議長（千野秀一君） 

 答弁が終わりました。 
 中嶋新君。 

〇１５番議員（中嶋新君） 
 再々質問ということの中で今、教育関係ですけども「おはよう！！朝ごはんコンテスト」と
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いうことの中で、先ほど答弁でももちろんせっかく入賞したり、非常にこれは「安心・安全 日

本の台所 北杜市」ということの中で市長がしっかりと位置づけていただいていると思います

し、これからもこの作品をＳＮＳ、どんな方法かいろいろあろうかとは思いますけども、例え

ば市外に出ても、そういう要請というか、特に都会のほうですけどもそういったものをＰＲす

る機会、もちろん姉妹都市でも結構ですし、現在もそういった形の中で交流というか情報交換

はしているというような私も感覚がありますけども、そういった中で実によい作品でもありま

すし、私も参考にさせてもらっていますので、そういったちょっと具体的なこれからの普及と

いいますか、利用の方法があればお聞きしたいと思います。何か、せっかくなので。 
〇議長（千野秀一君） 

 答弁を求めます。 
 田中産業観光部長。 

〇産業観光部長（田中幸男君） 
 中嶋新議員の再々質問にお答えします。 
 「おはよう！！朝ごはんコンテスト」の入賞作品等を市外にＰＲしていくというご質問だと

思いますけど、先ほども答弁したとおり現在につきましては市のＣＡＴＶ、市の広報等を利用

して作品等をＰＲしているわけでございますが、今、議員さんからもご指摘のありましたこと

につきましては、これもひとつの、作品を応募するほうにとってもひとつの有効なことなのか

なと考えますので、これにつきましてはまた検討しながらどこまで、市外等に対してＰＲでき

るかを十分に検討してまいりたいというふうに考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁が終わりました。 

〇１５番議員（中嶋新君） 
 以上で終わります。 

〇議長（千野秀一君） 
 中嶋新君の質問が終わりました。 
 関連質問はありませんか。 
 （ な し ） 
 以上で質問を打ち切ります。 
 これで、北杜クラブの会派代表質問を終結いたします。 
 ここで暫時休憩を取ります。 
 その場でしばらくお待ちください 

休憩 午後 １時５２分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 １時５３分 
〇議長（千野秀一君） 

 再開をいたします。 
   日程第２ 一般質問を行います。 

 今定例会の一般質問は６人の議員が市政について質問いたします。 
 ここで、質問順序および一般質問の割り当て時間をお知らせいたします。 
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 最初に北杜クラブ、４７分。次にほくと未来、２６分。次に明政クラブ、１０分。次に市民

フォーラム、８分。次に日本共産党、１５分。最後に市民の声、８分となります。 
 申し合わせにより一般質問の関連質問はできませんので、よろしくお願いをいたします。 
 なお残り時間を掲示板に表示いたしますがその都度、残り時間を報告いたします。 
 それでは順次、質問を許します。 
 最初に北杜クラブ、９番、中山宏樹君。 
 中山宏樹君。 

〇９番議員（中山宏樹君） 
 太陽光と林業振興について質問させていただきます。 
 ２０１０年に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第１０回締結国会議（ＣＯＰ１０）

で里山イニシアティブが合意されました。日本の里地里山のような持続可能な形で農林水産業

が行われているランドスケープを維持回復することで、人と自然との共生を実現していこうと

する国際的なプログラムです。 
 里山はもともと薪、堆肥、木材の生産に使われていた総称であります。日本をはじめとする

多くのアジア諸国では長い歴史の中で、自然を壊さないで持続的に生活の糧を得る知恵や習慣

を身に付けてきました。里山イニシアティブは単に昔の共生の姿を懐かしむのではなくて、こ

れまで地域社会が蓄積してきた自然と共生する知恵や習慣を、これから持続可能な社会づくり

に生かしていこうという試みであります。 
 私の住む上笹尾は典型的な里地里山であります。太古の昔より大滝湧水を水神さまと崇め大

滝神社をつくりまつってきました。大滝湧水の水は今でも飲料水であり、稲作の始まりととも

に水田をつくられ、長坂町のほうまで下流域を潤してまいりました。松向地区、清春地区の人

たちは機械のない江戸時代に随道を造り今日に至っております。 
 人間を含むすべての生き物はほかの多くの生き物と大気、水、土などで構成される環境の中

で相互に関わりながら生きてきました。里地里山は最も身近な生態系であります。 
 笹尾村づくり協議会を始めたところ、手伝っていただきました東京農大の中村先生は里山の

典型的な場所だということで里山イニシアティブの当時、特集を計画しておりましたＮＨＫ特

集で取材先を探しておりましたディレクターを紹介され、一緒に見てまいりました。大滝湧水

の前を走っているＪＲが映像的にふさわしくないということで取り上げてはもらえませんでし

たけども、ここは素晴らしい場所だと言っていただきました。 
 このように地元の人は気が付きませんが、ほかから見ていただくと非常に大きい価値がある

ということであります。ＮＨＫ特集の候補にあがったということだけで、光栄だと思っており

ます。 
 本市の優れた自然環境と豊かな自然環境を生かした農業・観光を主な産業にしている本市に

おいて、その大規模な太陽光発電施設の立地については景観や環境、防災、農業への影響に関

して十分検討した上で設置しなければなりません。また大規模な森林伐採を伴う計画に対して

は景観や環境の問題だけでなく、豪雨による土石流、河川の氾濫等の発生が懸念されます。こ

の全量買い取り制度の先進国ドイツでは森林伐採を伴う太陽光設置では、伐採面積の６倍もの

面積に植樹を求めております。本市でも６倍は難しくてもせめて倍ぐらいの植樹を求めてもい

いのではないでしょうか。今、里山が存亡の危機といっても過言ではないでしょう。 
 松くい虫による赤松の立ち枯れが非常に目立つようになってきました。地球温暖化のせいで
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しょうか。標高８００メートル以下ではもう止めることが難しいと思います。立ち枯れして１年

以上過ぎてくると倒木の危険性が非常に高くなります。 
 赤松は樹高２０メートルのところに枝葉が出ておりまして、立ち枯れすると根が支えられな

くなり、ちょっとした強風や大雪で簡単に倒れてしまいます。昨年の中央道では倒木による死

亡事故も起きてしまいました。被害者の補償を考えると億という金額になるかもしれません。

今後、市道・県道においても同様な事故が起こらないという補償は何もありません。また隣接

した住宅や太陽光へ倒れた場合の補償も地主に責任がきてしまいます。私のところの財産区で

も２年ほど前に赤松が倒れて別荘の一部を壊してしまい、１００万円余の補償をしたことがあ

ります。これでは地主も山が財産どころか負の遺産となってしまうため、利益の見込める太陽

光発電設置へと向かってしまいます。 
 また今年１月３０日に松本市で雨氷という現象が見られました。道路に倒木して温泉旅館の

お客様が１００人ほど一時孤立になったことでニュースになりましたけども、実際の被害は数

万本という大変大きなものです。雨氷とは上空のほうが暖かくて、雲から出るときは雨で地上

のほうが低い氷点下でありますから、過冷却状態の雨が衝撃で凍ってしまうという現象です。

木の枝にぶつかると瞬間凍ってしまって、つらら状態となります。１本の木で１トンにもなる

ということもあるそうで、これではかなりの木が倒木になってしまいます。標高１千メートル

近くで見られる現象とのことですので、これが北杜市内で起きますとぞっとする、大変な被害

が出ます。山の中に別荘などの建物がありますと赤松などの高木は２０メートルありますので

半径２０メートルの木を伐採しなくてはなりません。この費用を誰がみるんでしょうか。地主

ですか。これでは北杜の山は木がみんななくなってしまいます。それでいいんでしょうか。市

民全体で本市の山林のあり方を考える必要があると思います。これは非常に緊急事態です。 
 以上、これらを踏まえて以下質問いたします。 
 ①太陽光設置で植林が少なくなっているように思いますけども、過去５年の太陽光設置面積

と植林面積の推移を教えてください。 
 ②山梨県の太陽光発電の適正導入ガイドラインで、本市は太陽光設置の立地を避けるべきエ

リアが点でしかありませんけども、面とする考えはありませんか。 
 ③県のガイドラインの立地を避けるべきエリアと立地に慎重なエリアをどう指導するので

しょうか。 
 ④伐採届が出た時点で造林計画の確認および無記載の場合など、たくさん植林してもらえる

ような指導はどうしていますでしょうか。 
 ⑤森林の重要性はみんなが認識しているところでありますけども、前文で申し上げたように

地主は負担を感じています。林業が儲かる仕組みがないと太陽光発電に向かってしまいます。

儲かるにはどうしたらよいでしょうか。 
 ⑥松くい虫被害の赤松の伐倒に対して補助があるでしょうか。被害木はもう価値がなくなり、

チップぐらいにしかなりません。しかもかなり進むとチップ屋さんでも断れてしまいます。

あとは薪ですけども、赤松は高温になりますのでストーブを傷めるということで向きません

し、煙突に煤が溜まりやすいということで薪も難しい。また赤松からコナラ、ヒノキなどに

植え替える樹種転換事業が有効と思いますが、周知はどうなっているでしょうか。 
 ⑦別荘など建物や太陽光発電の設置をするとき、いきなり伐採されてしまいます。隣地地主

は何にも知らないでいるということもあり得ます。これで倒れたから補償しろではおかしい
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と思いますが、隣地地主の承諾が必要と考えますが対策はあるでしょうか。 
 ⑧道路や河川の支障木除去に補助する考えはありますか。 
 ⑨植樹祭をするのが少ないように感じます。現状では森林組合がほとんど植えていますが、

大勢の人が植えることに意義があり、里山に対する意識も高まると思います。一般の人が参

加できる植樹祭を増やす考えはありますか。特に小学生は植樹するのが大変重要だと思いま

す。彼らが成長したとき、ここは自分たちが植えた森だ、こんなに大きくなったんだと地域

への愛着、ふるさとを思う心を持ってもらえると思います。市内の小学生に植樹祭を体験す

る機会をつくってもらえないでしょうか。全員に体験してほしいと思いますので、授業の中

に入れる考えはありますか。 
 以上、よろしくご答弁をお願いいたします。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 中山宏樹議員のご質問にお答えします。 
 太陽光発電と林業振興について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、林業が儲かる仕組みづくりについてであります。 
 林業については、木材における需要の低迷・安定供給と輸入材との価格差および搬出に経費

が掛かること、市内に製材業者がないことから利益を生み出す仕組みづくりは困難な状況にあ

ると考えております。 
 しかしながら２０２０年開催の東京オリンピックの新国立競技場は「杜のスタジアム」をテー

マに建設される予定であり、木材の需要も大きく見込まれております。 
 また新建材ＣＬＴの開発によりカラマツ材等の需要も期待されており、企業からも問い合わ

せがありますので、森林所有者、特に財産区や森林組合等との情報交換を密にして木材の利用

を推進してまいりたいと考えております。 
 次に、松くい虫被害木の伐倒補助と樹種転換事業の周知についてであります。 
 松くい虫被害防除事業は、被害拡大を防止する目的で県と市で実施している事業であります。

所有者による伐倒処理に対しての補助はありません。 
 樹種転換事業の周知は昨年の市広報紙６月号にも掲載し、啓発しているところであります。

また市の調査で被害が出ている森林所有者に樹種転換事業を説明するとともに、問い合わせに

対し本事業を紹介し実施していただけるよう指導しております。 
 その他につきましては、担当部長が答弁いたします。 

〇議長（千野秀一君） 
 名取生活環境部長。 

〇生活環境部長（名取文昭君） 
 ９番、中山宏樹議員のご質問にお答えいたします。 
 太陽光発電と林業振興について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに県のガイドラインで本市の立地を避けるべきエリアは点であるが、面とする考えに

ついてであります。 
 県の太陽光発電施設の適正導入ガイドラインでは、他の市町村においてそれぞれの景観条例
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に基づく景観形成区域を掲載しておりますが、本市では立地を避けるべきエリアは特に重要な

地域・地点として自然公園法の特別地域および普通地域、自然環境保全地区および自然記念物、

保安林および文化財指定エリアとして法令等により制限された区域としたところであります。 
 一方、法令等による制限を受けない地域については、財産権等の課題もあることから慎重に

対応する必要があると考えております。 
 次に県ガイドラインで立地を避けるべきエリアと慎重なエリアをどう指導するかについてで

あります。 
 県のガイドラインに示されている立地を避けるべきエリアは自然公園地域および文化財指定

区域などを設けており、また立地に慎重な検討が必要なエリアは重要な観光施設等に近接する

エリアを設けており、市においても県ガイドラインに沿った指導を行っております。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 田中産業観光部長。 

〇産業観光部長（田中幸男君） 
 ９番、中山宏樹議員のご質問にお答えいたします。 
 太陽光発電と林業振興について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、過去５年間の伐採後の太陽光設置面積と植林面積の推移についてであります。 
 伐採後の太陽光設置面積については平成２３年度３．２ヘクタール、平成２４年度５．４ヘ

クタール、平成２５年度２２．６ヘクタール、平成２６年度２４ヘクタール、平成２７年度２月

まで３２．１ヘクタールであります。 
 里山整備事業における植林面積は平成２３年度２１．８ヘクタール、平成２４年度３５．１ヘ

クタール、平成２５年度５３．６ヘクタール、平成２６年度３９．５ヘクタール、平成２７年

度２月まで２１．８ヘクタールであります。 
 次に、伐採届提出時の造林計画の確認等についてであります。 
 伐採届の正式名称は伐採および伐採後の造林の届出書であり、その中の造林計画において確

認しております。また植林する本数は、国の植林基準に適合するよう指導しております。 
 次に、隣地地主への承諾についてであります。 
 被害木の伐倒については原則として所有者地内で処理を行っておりますが、隣接土地に倒木

等の恐れがある場合は必要に応じて隣接地主の理解を得るよう指導しているところであります。 
 次に、道路や河川の支障木除去の補助についてであります。 
 市では、支障木除去については北杜市道路危険木緊急点検マニュアルに基づいて、倒木を発

見した場合、枯れ木を発見した場合、市による緊急伐採、倒木撤去での対応をしているところ

であります。通行や通学等の安全を確保するため特に緊急性があり、所有者での対応が極めて

困難と判断される場合に限り市で実施しているもので、市民等が行う道路や河川の支障木除去

の補助制度はありません。 
 次に一般の人が参加できる植樹祭についてであります。 
 植樹祭については、山梨県および中北林務環境事務所管内で植樹祭を実施するとともに市で

は９月に音事協の森記念植樹祭を開催しておりますので、一般の方の参加を呼びかけ、周知を

図りながら植樹祭を充実してまいりたいと考えております。 
 また北の杜づくり講座においては、本年度からグループによる実践的な森林整備活動を３回
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実施しております。来年度は植樹作業も取り入れながら多くの参加者を募り、植樹等の森林整

備を推進してまいります。 
 次に、市内小学生への植樹祭の体験や授業での取り組みについてであります。 
 市では例年、明野森林環境教育の森において明野小学校の５・６年生による下草刈・植林等

を実施するとともに本年度は植林を通して子どもたちの感受性を育むため、長坂町の森林公園

において、長坂小学校の５・６年生を対象とした植林作業の体験事業を実施しております。 
 また他の小学校でも保護者とともに学校林の手入れや植林等を実施しておりますので、引き

続き森林に接する機会を多く計画してまいります。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 当局の答弁が終わりました。 
 中山宏樹君の再質問を許します。 
 中山宏樹君。 

〇９番議員（中山宏樹君） 
 それでは再質問させていただきます。 
 課がいくつかに飛んでおりますので、課ごとにちょっとまとめてみました。 
 山梨県ガイドラインで韮崎市は立地を避けるべきエリアがかなりの面積になっております。

本市では点しかないわけですけども、韮崎市にできて本市にできない理由はなんでしょうか。 
 それから先ほど財産権とかというお答えをいただきましたけども、財産権は持っている人は

財産が上がるんでしょうけども、まわりの持っている方の財産は下がるんです。ですからあま

り適当な答えではないかと思います。それから先ほど答弁で法令等に制限を受けない地域と言

われましたけども、韮崎も同じことではないでしょうか。 
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
―――――――――――――― 
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
――――――――――――――――― 
 次に林政課のほうですが、林業はやはり儲からないというようですね。２７年度は植林面積

より太陽光面積のほうが多いということであります。赤松を切って太陽光という流れになって

きているのかなと思います。マイナス金利がある中、利益が見込まれる太陽光はますます増え

ていくのではないでしょうか。赤松の樹種転換事業を大いにしてもらって、地主が制度を利用

していただくよう、もっともっと周知をしていかなければならないと思います。植林時に５％
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の負担、また下刈りも補助が出ますが全額とはいきません。地主の意識は負担があると、なか

なかそちらへはいきません。地主に負担がかからないようにできないか、ここの答弁もお願い

いたします。 
 山梨県の森林環境税を使った里山再生・広葉樹の里づくり事業は、地主に負担がかからない

ようになっていると聞いております。これもあまり知られていないように思いますが、周知の

ほうはいかがなっていますでしょうか。前文で言いましたけども、伐採を伴う太陽光設置の場

合、ドイツのように植樹を求めるようなことはどうでしょうか。面積を求めるのが難しいので

あれば里山整備協力金などのように、お金でもらうことも可能ではないでしょうか。 
 松くい虫被害木伐倒には補助がないようですけども、地主としては深刻な問題であります。

昨年の中央道の交通事故のようなことが今後も起こらないということはありません。人的被害

だけでなく、物的被害が大変多いと思います。今後バタバタ倒れた赤松、このまま放置するこ

とは大変なことだと思いますけども、いかがお考えでしょうか。 
 またある日、いきなり隣の土地の木が切られ、そこに別荘や建物、太陽光などができてしま

います。隣地地主は全然、気が付かない場合があります。そして木が倒れたから補償しろでは、

これではあまりにも理不尽。山を持っていたばかりに巨額な負債を抱えてしまうということも

考えられます。隣地地主は計画自体すら知らされていないわけですから、知らす必要があると

思いますけども、いかがお考えでしょうか。 
 次に道路河川課ですが政府は２０２０年には自動運転の車を走らせるよう、ただいま計画し

ているようであります。老人や運転のできない人には朗報ですけども、この自動運転は障害が

あると止まってしまいます。道路に出た木、枝を障害物と認識して止まるようです。これでは

自動運転車は使えません。２０２０年までですから、まだ対策を考えるには時間があります。 
 お隣の富士見町では行政区からの要請があれば、重機と作業員を派遣するという政策をして

いるようでありますけども、本市で導入する考えはございますか。 
 次に教育委員会ですが、小学生が植樹するのは大変意義深いと感じます。自分が植えた木が

成長するのを見るのは非常に大切であります。それが地域を愛することにつながり、ふるさと

を愛することになります。やがて大人になったとき北杜市に帰ってくると思います。先ほどの

答弁の中で授業の中に組み込むということがあまり語られていないようでしたけども、授業で

ないとすべての子どもが体験することにはなりません。ですから授業のカリキュラムが非常に

厳しいことは承知しておりますけども、それ以上に北杜の子どもたちに何を学んでほしいか、

ふるさとを愛する心を学んでほしいと思います。これは原っぱ教育のそのものではないでしょ

うか。北杜市すべての小学生に広げてほしいと思いますが、いかがでしょうか。 
〇議長（千野秀一君） 

 答弁を求めます。 
 名取生活環境部長。 

〇生活環境部長（名取文昭君） 
 中山宏樹議員の再質問にお答えいたします。何点かあります。 
 まず韮崎市の事例かと思われます。先日、相吉議員にもご説明いたしました。韮崎市におい

ても景観計画の変更をしておりますが、その概要は景観計画の届出対象行為に追加すること、

また届出の対象規模を５００平方メートル、または１千平方メートルとゾーンによって設定す

ること。また太陽光発電施設等に関する景観形成基準を新設すること等であります。県ガイド
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ラインに指定されたエリアにつきましても、周囲の景観に違和感を与えないよう特に配慮する

こと、眺望場所からできるだけ避けて設置し、やむを得ず視認できる場所に設置する場所は周

辺景観と調和する位置、形態意匠、色彩等について特に配慮すること等としており、設置自体

を禁止できるものではない条例内容であると考えております。 
 ２点目でありますが、財産権の件でありますが財産権につきましては年々、地価が下落傾向

にある中、まず太陽光パネルにより地価が下がっているということは市としても確認はしてお

りません。地価についてはまさに財産権の行使による処分としてどのような意図、目的でなさ

れるのかによって変動はあり得るものと考えております。 
 ――――――――――――――― 
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
――――――――――――――――――――― 
 ―――――――――――――――――――― 
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
―――――――――――――――――――― 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 田中産業観光部長。 

〇産業観光部長（田中幸男君） 
 中山宏樹議員の再質問にお答えします。 
 何点かいただいたと思うんですけど、最初に樹種転換の周知についてというご質問でござい

ますが、先ほども答弁で述べましたとおり周知のほうはしているわけでございますが、今日の

松くいの状況を考えるとひどいということもありますので、ＣＡＴＶ、広報等で積極的に今後

も行ってまいりたいと考えます。 
 それから２点目の里山整備の事業の地主の負担だというご質問でございますが、北杜市にお

きましては県内で唯一、里山整備事業で国・県の補助金に上乗せをして実施をしております。

受益者が限定される場合は負担金があるものと考えます。 
 その次に広葉樹里づくり事業の周知はというご質問でございますが、県の環境税で始めた事

業でございまして、まだ市内に周知というところも十分でないところも十分存じております。

このへんにつきましては松くいということもありますので、今後、県とも連携する中で十分に

周知、また市独自としても周知のほうを強く行ってまいりたいと考えております。 
 次に松くいの補助はないけど市としてはどう考えるのかというご質問でございますが、北杜

市では８００メートル以上の先端地域を中心に松くい虫防除事業を行っております。松くい虫

は原則として所有者の管理責任でありますので、今後も樹種転換事業等を活用するよう広報紙

等で周知してまいります。 
 次に隣接地主の承諾についてというご質問でございますが、伐採届出は隣地地主の承諾は必

要としないため、一般的に地域でのトラブルがないよう伐採届出時にお願いをしているところ
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であります。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 神宮司建設部長。 

〇建設部長（神宮司浩君） 
 中山宏樹議員の再質問にお答えをしたいと思います。 
 富士見町で行っている重機の貸し出しというふうな予定はないかということだと思います。 
 まだ予算ですとか、そういう詳細をまだ確認をさせていただいておりません。共生自立圏で

富士見町とも連携をしていますので、担当者からいろんなことをお聞きした上で行政区に貸し

出せというお話ですけれども、貸し出すのがいいのか、あるいはまとめて市のほうで行政区か

らの伐採する木の承諾をいただいて短期間で切るのがいいのかということは、今後検討してま

いりたいというふうに考えております。 
 以上であります。 

〇議長（千野秀一君） 
 浅川教育部長。 

〇教育部長（浅川一彦君） 
 中山宏樹議員の再質問にお答えいたします。 
 植樹の体験を小学校の授業に取り入れられないかということだと思います。 
 各学校では授業において森林の機能や役割などについて、すでに学習は行っているというと

ころでございます。植樹などの実体験になりますけども、やはり子どもたちにとって貴重な体

験とは考えているところでございますが、授業として取り組むにはその場所へ行くための安全

のための準備、それから往復にかかる移動時間等々を考えますと、やはり授業以外にかかる時

間や負担が大きいということが言えると思います。そうしたことから年間の行事の一環として

そうした体験を学校の中にも取り組むような形で、今現在も多くの小学校で植樹とは別にさま

ざまな学校林の手入れですとか学校で山に対する授業を取り組んでおりますので、そうした中

でまた植樹等も対応してまいりたいと考えております。 
 以上でございます。 

―――――――――― 
 ――――――――― 

―――――――――――――― 
 ――――――――――――――――――――――――――――――― 
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
―――――――――――――――――――――――――――――― 
 ――――― 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁が終わりました。 
 中山宏樹君。 

〇９番議員（中山宏樹君） 
 それでは何点か、再々質問をさせていただきます。 
 韮崎市の立地を避けるべきエリアというのが非常に大きくて山岳森林ゾーン、高原樹園ゾー
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ン、これらがほとんど立地を避けるべきエリアとなっております。先ほどの答弁で禁止するも

のではないという答弁ではありましたけども、これはやはり市の姿勢を示すということもある

のかなと思います。やはり北杜市みたいに点だけでは、ではどこでもいいんだろうということ

になってしまいます。その点どうお考えか、ご答弁をお願いします。 
 ここに眺望を重視するエリア、観光資源となる丘陵エリアでありますとか、登山者が多く重

要な観光拠点となるエリアでございます。これは北杜市もそのまま当てはまります。でありま

すから北杜市も立地を避けるべきエリアをやはり面としなければいけないように感じます。 
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
――――――――――――――――――――――― 
 以上、お願いします。 

―――――――――― 
 ――――――――――――――――― 

―――――――――――― 
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
――――――――――――――――――――――――――――――――― 

―――――――――― 
 ――― 

――――――――――― 
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（千野秀一君） 
 ―――――――――――――― 
 名取生活環境部長。 

〇生活環境部長（名取文昭君） 
 ―――――――――――――――――――――――― 
 市では市の立地を避けるべきエリアは国立公園、国定公園内、また自然環境保全条例による

自然環境保全地区および国指定文化財および保安林指定地を指定したもので、すべての地域は

政令等により明確にエリアを指定している個所であります。したがいまして、今の説明が市の

立地を避けるべきエリアということであります。 
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
――――――――― 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 内田議員。 

〇２０番議員（内田俊彦君） 
 ただいまの質疑を聞いておりますと通告外に当たる、議題外に当たるものについての発言が

多々あるように思いますけども、これらについては会議規則に則りまして、きちっとした対応

を議長にお願いしたいと思います。 
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〇議長（千野秀一君） 
 承知いたしました。 
 以上で質問を打ち切ります・・・。 
 秋山議員。 

〇２２番議員（秋山俊和君） 
 先ほどの件については内田議員からそのような指摘があるわけですから、暫時休憩をして精

査するべきだと私は思いますが、よろしくご配慮をお願いします。 
〇議長（千野秀一君） 

 では暫時休憩といたします。 
 では暫時休憩の間に議運を開きます。議運のメンバーの皆さんは大至急、議運の部屋に移動

してください。 
休憩 午後 ２時４１分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
再開 午後 ３時１０分 

〇議長（千野秀一君） 
 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 中山宏樹君。 

〇９番議員（中山宏樹君） 
 先ほどの③の再質問の中で、大滝湧水に関する質問は通告外でありました。これに関する質

問および答弁は削除をお願いしたいと思います。誠に申し訳ありませんでした。今後こんなこ

とがないように十分気を付けてまいりたいと思います。 
〇議長（千野秀一君） 

 今、中山議員から発言がありました。そのように処置をいたします。 
 以上で質問を打ち切ります。 
 これで９番議員、中山宏樹君の一般質問を終わります。 
 次にほくと未来、４番議員、福井俊克君。 
 福井俊克君。 

〇４番議員（福井俊克君） 
 私のほうからは、主要道路網の整備状況について質問をいたします。 
 平成１６年に誕生した北杜市は人と自然と文化が躍動する環境創造都市を目指し、早いもの

で１２年目を迎えております。特に主要道路網の整備にあたっては、合併当時から山梨県への

期待が厚く平成１７年３月に策定された新北杜市建設計画では、北杜市は県内最大の面積を有

する地域であることから利便性の高い道路網の整備実現に向けた支援を行うとし、主要県道の

整備を行い、公共施設へのアクセス機能やすべての産業基盤と生活圏域を結ぶ道路の整備を山

梨県事業として北杜市と連携しながら行うとしております。つきましては、それらの整備状況

について防災面を含めて、次の４点についてお伺いいたします。 
 まず１点目につきましては、県道横手・日野春停車場線の駒城橋の架け替えについてであり

ます。この橋の架け替えにつきましては、平成１８年のころより市から県へ要望をはじめ、さ

らに平成２５年７月には市長が中心となり、地元区長と私ども地元市議会議員が県に対して要

望活動を行ったところでもあります。平成２７年、昨年の３月定例会において私からの質問に

 １７１



対して市長から武川地区は昭和３４年災害をはじめ、多くの災害の歴史があり治水に対する関

心が高い地域であり、県もこのような状況を鑑み防災面での視点に立った検討も必要との判断

から現在、橋梁の補修、補強による拡幅計画ではなく治水対策として併せて橋梁の架け替えに

ついて検討を行っていくと前向きなご答弁をいただいたところでありますが、それから１年が

計画し、その後の進捗状況についてお伺いをいたします。 
 ２点目につきましては、県道横手・日野春停車場線の国道１４１号線から和田トンネルまで

の通称、鯨バイパスについてであります。この件につきましても先のご答弁をいただいた中で、

県では事業化に向けて事務を進めていくこととなっていますが、市としてもこの道路は武川・

白州地区と須玉インターチェンジを結び、また同地区と須玉・明野地区を連携する重要な路線

であるため、一日も早くバイパスが整備されるよう県に積極的に働きかけてまいりますと前向

きなご答弁をいただいたところでもございます。その後の進捗状況につきまして、お伺いをし

たいと思います。 
 ３点目につきましては県道駒ヶ岳公園線の白州中学校東側のバイパスと、ならびに県道駒ヶ

岳公園線の県道横手日野春停車場線交差点部分までの未改良区間についてであります。この道

路は国道２０号線のいわゆる花水坂がスタック車両で通行止めになった際の重要な迂回路であ

ることから、早期の改良工事が求められております。今後の計画について併せてお願いします。 
 それから４点目です。県道北杜八ヶ岳公園線の通称、乙坂についてであります。乙坂につき

ましては国道１４１号、西川橋西詰より北の杜聖苑入口までの間、狭小で曲がりくねった道路

でありました。現在、進められている乙坂の橋梁は早急な開通が望まれる区間でありますので

今後の整備状況についてお伺いをいたします。 
 以上４点について、ご答弁をお願いいたします。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 福井俊克議員のご質問にお答えいたします。 
 県道の改良計画について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、駒城橋の架け替えについてであります。 
 武川地区の治水事業に対する思いは深く、福井議員とまったく同じ思いであります。県道横

手日野春停車場線駒城橋は橋脚が多く、また橋の断面も小さく河川の流れを妨げやすい構造の

ため過去に何度となく水位が上昇し、濁流が橋を乗り越え流木が堆積したことや右岸が決壊の

危機にあったこともあり、大きな災害を経験した白州・武川地区の住民の皆さまの安全・安心

な暮らしのためには治水上、早急の対応が必要と考えております。 
 治水事業は、この地域の最大の課題であったことから市としても国・県に強く要望をしてき

たところであり、県では昨年から治水対策と併せて駒城橋の架け替えの検討を進めており、現

在、河川砂防の条件整理、線形、道路構造等の検討作業を行っております。これらの検討結果

に基づき地元との合意形成に向けた取り組みを進めていくとのことであり、市でも積極的に連

携し一日も早い完成に向けて取り組んでまいります。 
 次に県道日野春停車場線、鯨バイパスについてであります。 
 県道日野春停車場線は国道２０号と国道１４１号を結ぶ重要な路線でありますが、須玉町若
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神子の薬師堂橋付近の幅員が狭く、大型車同士のすれ違いも困難な状況にあり、朝夕の通勤時

間帯には渋滞が発生するなど、車や歩行者の通行に支障が生じている状況であります。このこ

とから交通の円滑化や通行の安全確保を図るため、新たに須玉町若神子鯨地内に道路を整備す

ることとし、昨年９月の県土整備部事業評価会議において来年度からの事業実施が決定したと

ころであります。 
 整備内容については道路改良８３０メートルで幅員５．５メートルの車道を整備するもので

あり、平成３３年度の完成を目指すと聞いております。 
 来年度は詳細設計および用地測量を予定しているとのことであり、市としても地元の皆さま

と連携して早期の完成を県に要望してまいります。 
 その他につきましては、担当部長が答弁いたします。 

〇議長（千野秀一君） 
 神宮司建設部長。 

〇建設部長（神宮司浩君） 
 ４番、福井俊克議員のご質問にお答えいたします。 
 県道の改良計画について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、県道駒ヶ岳公園線についてであります。 
 本路線の白州中学校東側交差点はＴ字路になっており、直進の市道を優先道路と勘違いし交

差点で一旦停止することなく進入する車両があるなど危険な状況であり、通学路でもあること

から学校や地域から早期の整備を望まれている個所であります。 
 このため県では新たな道路改良計画に取り組んでおりましたが、詳細設計および用地買収が

完了したことから、来年度からの工事着手に向けて準備を進めているところであります。 
 また、横手地内も道路幅員が狭く危険な状況であることから、拡幅計画を進めているところ

であり、地元と協議しながら詳細設計に着手したところであります。 
 次に、県道北杜八ヶ岳公園線についてであります。 
 本路線は市の北部地域と須玉町の国道１４１号を結ぶ重要な路線であり、特に乙坂のヘアピ

ンカーブは冬季には凍結し危険な状況であることから、平成１６年度から本格的に整備が進め

られ、来年度中の供用開始を予定しているとのことであります。 
 以上であります。 

〇議長（千野秀一君） 
 当局の答弁が終わりました。 
 福井俊克君の再質問を許します。 
 福井俊克君。 

〇４番議員（福井俊克君） 
 それぞれ前向きに対応していただきまして誠にありがとうございます。一日も早く早急な完

成を期していただきたいなと、このように思っております。県に対して強く要望をしていただ

きたいと思いますし、また県道の改修につきましては合併当時以来、これらの路線以外に数多

くの整備区間等の必要性を感じるところが多くあります。したがいまして、これらのものにつ

いても市のほうとしても状況を精査した中で県のほうに併せて協議し、それから整備の推進を

図られるよう力を入れていただきたいなと、このように思います。再度質問をいたします。 
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〇議長（千野秀一君） 
 神宮司建設部長。 

〇建設部長（神宮司浩君） 
 福井俊克議員の再質問にお答えをいたします。 
 議員のおっしゃるとおり、いろんな要望が寄せられております。そのほかにも茅野・北杜・

韮崎線でありますとか、いろんな情報がきております。そういうことで県に強く要望してまい

りたいというふうに考えております。 
 以上であります。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁が終わりました。 

〇４番議員（福井俊克君） 
 終わります。 

〇議長（千野秀一君） 
 以上で質問を打ち切ります。 
 これで４番議員、福井俊克君の一般質問を終わります。 
 次に明政クラブ、１６番議員、保坂多枝子君。 
 保坂多枝子君。 

〇１６番議員（保坂多枝子君） 
 ２点について質問いたします。 
 まずはじめに、スペシャルオリンピックスについてお伺いいたします。 
 私たちの一生には限りがあります。その限られた時間の中でどのような人生が送れるのかと

いうことが大切です。心身ともに健康であることは幸せの１つの要因ですが、何らかの障害を

持ち苦しむこともあります。しかし障害はその人が持つ個性であり、その個性を特性として伸

ばすことによって思いもよらぬ成果を見出すことが多々あります。 
 オリンピックが３つあることをご存じでしょうか。２０２０年に東京でオリンピックが、ま

たそのあとパラリンピックが開催されますが、あと１つはやはり４年に一度、開催される知的

障がいのある方たちのスペシャルオリンピックスです。このスペシャルオリンピックスは知的

障がいがある方たちに日常のスポーツと競技会を提供する団体であり、スポーツをとおして自

立や社会参加をしていくことを促進し、生活の質を豊かにしていくことを目的としています。 
 私は１６年ほど前、当時熱心に活動をしていた元総理の細川護熙様の奥様、細川佳代子さん

にお目にかかる機会がございまして、初めてこのことを知りました。ユニス・ケネディ・シュ

ライバーさんにより設立されたこの活動は現在、マラソンランナーだった有森裕子氏が理事長

を務めておられます。 
 山梨では２００６年にスペシャルオリンピックス日本山梨が設立され、スケート、フィギュ

ア・スピードともにスケート競技としてございます。ほかにはスキー、スノーボード、ボーリ

ング、水泳、フロアホッケーなどが行われ、馬術競技のプログラムも検討されているところで

ございます。 
 この２月２７日の山梨日日新聞でも紹介されましたが、２月１２日から１４日にかけて新潟

県で国内大会が行われ、初出場でありながら北杜市在住の中学２年生がアルペンスキー中級で

金メダルに輝きました。もし彼が高校生であったなら来年オーストリアで行われる世界大会に
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出場できる腕前です。今回は４競技、１６人が出場した山梨県出身のアスリートではスケート、

フロアホッケーで銀メダルを獲っています。しかし、まだまだこの活動を知っている人は少な

く、参加してくれるアスリートやアスリートをサポートしてくれるボランティア、運営費も不

足している状況です。心からスポーツを楽しみ、生き生きと活動しているこのスペシャルオリ

ンピックスがアスリートと共に発信したメッセージは障害の有無にかかわらず、お互いの違い

を理解し認め合うことで共に生き共に育つ、こうした社会を実現する一助となるはずでありま

す。市の福祉政策としても有効な手立てであると考え、以下伺います。 
 １点目、市ではこの活動に対して今までどのように捉え、どのような支援をしていますか。 
 次に競技内容、実施日、実施時間、場所等の広報をしていく考えはありますか。 
 ３点目、今後、障害者福祉として参加者を増やす等、何らかの支援は考えられますか。 
 次に窓口届出用紙にアイデアを。 
 市の業務として住民票・戸籍等、各種さまざまな届出がありますが届出用紙が形式化してい

るように思います。記載事項が正確に記されていること、記載漏れがないことなど諸々の注意

事項や要点があると思いますが、事務的で味気ないような気がすることもあります。例えば婚

姻届ですが、他の市ではご当地婚姻届のような結婚に対する夢や希望が膨らむような取り組み

をしているところもあります。窓口提出用のものと個人の保存用のものも用意されています。

中には写真を入れられる書式になっているものやかわいらしいイラストが入っているものがあ

ります。お役所というと何か固いイメージがあり、市民には馴染みにくい雰囲気があります。

窓口の対応や職員の対応など人的な部分と通知の仕方や紙面の工夫などで、かなり感じが変

わってくるものと思います。以上のことを踏まえまして市の見解を伺います。 
 以上、よろしくお願いいたします。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 保坂多枝子議員のご質問にお答えいたします。 
 スペシャルオリンピックスについて、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、スペシャルオリンピックスの捉え方と支援についてであります。 
 パラリンピックやスペシャルオリンピックス等、身体や知的に障害があってもスポーツを通

じて活躍することや自分自身の可能性に目的を持って取り組む方々を応援することは大切なこ

とであると考えております。 
 現在、市では具体的な支援は行っておりませんが、市民の方がスペシャルオリンピックス山

梨の理事に就いていることやボランティアにより指導に当たっていることは承知しております。 
 次に、競技内容等の広報についてであります。 
 市内で競技が開催される場合や市民が出場する場合については、積極的に市広報紙等で周知

してまいりたいと思います。 
 次に障害福祉としての支援についてであります。 
 県内においては障害者スポーツ大会が開催され、障害者の社会参加と成果の発表の場となっ

ております。専門的な種目に取り組むためには、理解のある指導者や選手育成のための場づく

り、スペシャルオリンピックスの存在の周知なども重要であると考えております。 
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 障害のある方の意欲や能力はさまざまであるため、今後はそれぞれの個性を尊重し理解する

ことで障害者のスポーツへの応援に努めてまいります。 
 その他につきましては、担当部長が答弁いたします。 

〇議長（千野秀一君） 
 平井市民部長。 

〇市民部長（平井光君） 
 １６番、保坂多枝子議員の窓口届出用紙等についてのご質問にお答えいたします。 
 市役所への届書の用紙は、各部署・各担当それぞれにおいて記入項目の簡素化や文字の大き

さなど工夫をしているところであります。 
 戸籍の届書の様式については戸籍法施行規則により、サイズや記載する項目は定められてお

りますが、デザインそのものには規程がありません。 
 届書の用紙については各自治体の窓口でお渡ししておりますが、最近は全国の自治体や結婚

情報誌等がデザインしたオリジナルの出生届や婚姻届の用紙がインターネットから手軽にダウ

ンロードでき、届書として利用することも可能となっております。 
 本市においてもイラスト入りの用紙での婚姻届が出されるようになってまいりました。文書

や窓口の対応については市民目線で分かりやすい文書に努めるとともに、今後も職員研修等を

行い、窓口では親しみやすい雰囲気、また個人情報に配慮した対応を心掛けてまいります。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 当局の答弁が終わりました。 
 保坂多枝子君の再質問を許します。 
 保坂多枝子君。 

〇１６番議員（保坂多枝子君） 
 スペシャルオリンピックスについてですが、北杜市のアスリートが非常に頑張っています。

フロアホッケーも須玉で練習をしているということがございまして、それから馬術競技は石黒

選手も関わってくださるということで今、検討を始めています。ぜひ北杜市のほうでも何らか

の支援、先ほど広報等をしていただけるようなお話でしたが、ぜひ前に進めていただきたいと

思います。 
 届出用紙について質問させていただきます。 
 この届出用紙は今、北杜市以外では甲府市、甲斐市、南アルプス市、笛吹市、山梨市、富士

吉田市とかいろいろ、県内のほとんどの自治体で取り入れているような例がございます。この

届出用紙は本人用のものと、それから市役所に届けるものがございまして、先ほども話をしま

したように写真を入れるようなものもあります。ご本人は結婚式のウェルカムボードだとか、

それから記念写真の中にその届を入れるなんていうことで非常に好評を得ています。また隣の

市の韮崎市なんですが、婚活誌のゼクシィと連携しておりましてその用紙をダウンロードして

いく。そうするとその用紙が取れるというふうになっているんですが、その間にはアンケート、

例えば年代だとか男性、女性だとか居住地をどうするというふうなアンケートを取りながら、

そのダウンロードにたどり着くというふうな方法があります。ちょっとした動向だとか様子と

いうのが分かるような仕組みになっていまして、なんかとてもうまいやり方ではないかなとい

うふうに思います。 
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 婚姻届の色が今、茶色なんですね、私はよくテレビで見ていたら、見ていると変な話なんで

すけども、離婚届がグリーンというのは頭にあったんですが、婚姻届が茶色の枠でなんか寂し

い感じがちょっとしました。なんかそんな楽しいイラスト入りのものができたら、とってもい

いなと思います。 
〇議長（千野秀一君） 

 残り時間がありません。 
〇１６番議員（保坂多枝子君） 

 用紙だけではなくて、北杜市に居住したくなるような工夫を望みますがお願いいたします。 
〇議長（千野秀一君） 

 答弁を求めます。 
 茅野福祉部長。 

〇福祉部長（茅野臣恵君） 
 スペシャルオリンピックスについて、保坂多枝子議員からの再質問でございます。 
 スポーツを楽しむ機会が少なかった知的障がいのある方たちにスポーツを通じて社会参加を

応援するスペシャルオリンピックスは障害があっても可能性が持ってチャレンジすること、ま

た障害がある人への理解を深めていただくためにも意義ある大会だと思います。この大会があ

ること、市内でも活躍している選手がおられることなどを知らない市民も多いと思いますので、

今後積極的に周知を図るなどまた支援が何かお手伝いできるかどうか検討してまいりたいと思

います。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 平井市民部長。 

〇市民部長（平井光君） 
 保坂多枝子議員の再質問にお答えいたします。 
 北杜市に行きたくなるような届出書にということでございます。 
 先ほど質問の中にもありました婚姻届は茶色で、離婚届はグリーンだとかというような色は

すでに決まっておりまして、間違わないようにということで色の区分けがございますので、そ

のへんはご理解いただきたいと思います。 
 よその市町村でやっている戸籍の届出書のデザインでございますけども、余白にちょっとし

たデザインが入っているわけでございます。それ以外に先ほど言ったインターネットを見ると

もっとこれは使ってもいいなというようなものが、無料ではございませんけども有料でありま

す。それぞれそれで婚姻してくれる方が増えるとかというようなことがあればいいと思うんで

すけども、そのようなことも考えられないですので、市としましてはこれの導入は考えており

ません。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁が終わりました。 
 保坂多枝子君。残り時間２１秒です。 

〇１６番議員（保坂多枝子君） 
 ちょっと今、難しいのかなと思いましたが、なんか夢のあるものがほしいと思います。婚姻
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届ばかりではなくて出生届なんかも扱っているところでありまして、転入届なんかもできたら

いいなというふうに思います。見解を伺いたいと思います。 
〇議長（千野秀一君） 

 平井市民部長。 
〇市民部長（平井光君） 

 保坂多枝子議員の再々質問にお答えいたします。 
 すみません、先ほど申したとおり現段階ではそのようなことは検討しておりません。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 以上で質問を打ち切ります。 
 これで１６番議員、保坂多枝子君の一般質問を終わります。 
 次に市民フォーラム、８番議員、岡野淳君。 
 岡野淳君。 

〇８番議員（岡野淳君） 
 よろしくお願いいたします。 
 今回は２つの市立病院について市長にお伺いします。 
 まず１番目ですけども、第２次北杜市立病院改革プランの進捗状況がどうなっているのか伺

います。 
 ２番目、塩川病院、甲陽病院の必要な医師数に対する実際の常勤医師数は現在どうなってい

るでしょうか。また医師の招聘活動は具体的にどのように行っているのか伺います。 
 ３番目、看護師の不足についてです。 
 長期にわたって慢性的になっている看護師が不足している要因は何なのか。 
 また看護師不足の具体的な解消策をどのように考えているのか伺います。 
 ４番目、塩川病院の一般、療養、甲陽病院の一般、療養、感染症、それぞれのベッドの稼働

状況はどうなっているでしょうか。 
 ５番目、２次救急医療機関としての機能は現在どうなっているでしょうか伺います。 
 ６番目、第１次改革プランの結果や現在の国の方針、慢性的な医療スタッフの不足等を踏ま

えて今後の市立病院の経営について、どのような分析をしているのか伺います。 
 ７番目、今後の考え方について第２次改革プランの中で２市立病院の再編成は現段階ではな

い、また経営形態の見直しは必要性が生じた際に改革プランを修正しとありますが、改革プラ

ンを修正すべき必要性とは、具体的にどのような事態を想定しているのか伺います。 
 ８番目、第２次改革プランは平成２８年度、来年度までの３年間となっております。それ以

降の計画、あるいは予定はどうなっているのか伺います。 
 以上、ご答弁よろしくお願いいたします。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 岡野淳議員のご質問にお答えいたします。 
 市立病院改革プランの進捗と課題について、いくつかご質問をいただいております。 
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 はじめに、第２次病院改革プランを修正すべき必要性についてであります。 
 国が示す公立病院改革プランガイドラインで、再編ネットワーク化・経営形態の見直しにつ

いては施設の新設・建て替え等を行う予定のある場合、病床利用率が特に低水準である場合、

県の医療構想等を踏まえ医療機能の見直し検討をすることが必要である場合を想定しておりま

すが、今後ますます高齢化が進み、かつ広大な面積に対し居住地が散在している本市の現状を

踏まえると市立２病院は市民にとって必要不可欠であることから当面の間、経営形態の見直し

等は考えておりません。 
 次に、平成２９年度以降の病院改革プランの予定についてであります。 
 県では医療介護総合確保推進法に基づき、本年度中に山梨県地域医療構想を策定することと

しており、市ではこの構想をもとに来年度中に市立病院の経営の黒字化・安定化を目指すため

の第３次北杜市立病院改革プランを策定することとしております。 
 その他につきましては、担当部長が答弁いたします。 

〇議長（千野秀一君） 
 平井市民部長。 

〇市民部長（平井光君） 
 ８番、岡野淳議員のご質問にお答えいたします。 
 市立病院改革プランの進捗と課題について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、第２次北杜市立病院改革プランの進捗状況についてであります。 
 人口減少と少子高齢化が進む中、さらなる医療制度の改革や市の医療事業の動向・将来の経

営状況の把握を行うため、平成２６年度から平成２８年度までの３カ年を計画期間とした第

２次北杜市立病院改革プランを策定しました。 
 平成２６年度の評価・点検の結果、塩川病院ではおおむね目標を達成することができました

が、甲陽病院では病床利用率などの数値目標をクリアすることができませんでした。しかしな

がら本年度は昨年度と比較し、常勤内科医師の確保および婦人科を開設したことにより入院患

者数は９９人、外来患者数についても２，１５０人と増加傾向にあり、第２次改革プランに基

づき収入増加や人材確保を図りながら、経営の効率化に努めているところであります。 
 次に、必要な医師数に対する実際の医師数と医師の招聘活動についてであります。 
 医師法の規定に基づき算出した塩川病院の必要医師数は７．７人であり、常勤医師は７人で

あります。甲陽病院の必要医師数は７．６人で常勤医師数は同じく７人であり、両病院とも基

準を下回っており、非常勤医師にて不足分を補っているところであります。 
 なお、塩川病院では本年４月から新たに内科医師を採用し、常勤医師は８人になる予定であ

ります。 
 甲陽病院では院長を中心に山梨大学医学部の各科医局へ定期的に訪問し、常勤医師派遣の要

請を行っているところでありますが、臨床研修制度の開始等の影響により地方大学の医局員が

減少したこともあり、いまだに必要医師数の確保ができない状況であります。 
 また医師の求人情報を広く周知するため、全国自治体病院協議会・全国国民健康保険診療施

設協議会の求人情報等のホームページの掲載および山梨県が実施している医師確保事業、ドク

ターバンクやまなしを利用する等、取り組んでおります。 
 次に、看護師不足の要因と解消策についてであります。 
 甲陽病院の看護職員は中途採用の者が大部分であり、新卒者は看護技術の習得等のため甲府
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市周辺の高度医療を提供する病院へ就職を希望する傾向があり、応募がない状況であります。 
 また中途採用者についても、Ｕターンや都会からの移住者および育児環境が落ち着いた方等

が中心であることや夜勤等勤務環境を考慮すると遠方からの通勤が困難という条件もあり、通

勤圏内に絶対数が少ないことも影響していると思われます。 
 看護師不足の具体的な解消策については広く潜在的な看護師に求人情報を周知するため、山

梨県看護協会、ハローワーク、全国国民健康保険診療施設協議会および市など各ホームページ

および市広報紙に求人情報を掲載しております。 
 また市の看護奨学金制度や高校生の一日看護師の受け入れ、さらに山梨県看護協会および県

内看護学校を訪問しＰＲ活動を行っております。 
 なお、塩川病院の看護師数については医療法の基準は満たしております。 
 次にベッドの稼働状況についてであります。 
 平成２７年１２月現在の病床利用率は塩川病院では一般病床８８．６％、療養病床９４．１％

であり、甲陽病院では一般病床６６．８％、療養病床８４．５％、感染病床は利用がありませ

んでした。 
 次に２次救急医療機関としての機能についてであります。 
 ２次救急医療機関として、休日午前８時から午後６時までおよび夜間の午後６時から翌日午

前８時までを峡北広域管内では塩川病院、甲陽病院、韮崎市立病院、韮崎相互病院の４病院が

輪番制で救急患者の受け入れ態勢をとっております。 
 ２次救急医療機関は「症状が重い」「検査が必要」「緊急を要する」など患者さんの治療、検

査、入院を必要とする場合に受け入れる機能を有しております。 
 次に、今後の市立病院の経営分析についてであります。 
 第１次病院改革プランの検証結果として病床利用率、平均在院日数、損益計算書、１日平均

の患者数、１日１人当たりの診療収入、薬品の使用効率、１００床当たりの職員数など多項目

について全国平均と類似病院平均と比較分析を行い経常収支を黒字化するため、毎年度点検・

評価を行ってきましたが、一部数値目標が達成できなかったため、第２次病院改革プランを策

定し、引き続き経営改善に向け努めているところであります。 
 今後策定する第３次病院改革プランにおいては、収入増加対策、病床利用率の向上など将来

の経営状況を見据えた経営分析を行いながら、改善に取り組むこととしております。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 当局の答弁が終わりました。 
 岡野淳君の再質問を許します。 
 岡野淳君。 

〇８番議員（岡野淳君） 
 それでは再質問をさせていただきます。 
 まず医師の招聘について、実はたぶん平成２０年だと思うんですけども、同じような質問を

させてもらったことがあります。そのときにその出身大学、医局が違うので難しいという答弁

だったので実は大変心配しておりました。今日の答弁を伺うとかなり広くお医者さんの招聘に

挑戦しているということなんだろうというふうに理解しましたので、その点、安心してはいけ

ないんですけども、もっと広くやっていただいているんだなということが分かりました。引き
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続き、ある意味、恥も外聞もなくといいますか、徹底的に広く医師招聘の活動を続けていただ

けるだろうと思いますので、そこらへんを再度確認させていただきたいと思います。 
 一方、看護師さんですけれども、今のお話にもあったように高度医療を提供する病院のほう

に行きたがる傾向がある。それからもう１つは、申し訳ない言い方ですけども、例えば甲陽病

院のように端っこのほうにある病院だと、その周辺に通勤距離の短い人が、絶対数がいないと

いうことになって構造的になかなか来てくれる人がいないという形になってしまっているんで

はないかなと思います。そういう中でいろいろ努力されているわけですけども、引き続き看護

師不足もこれは早急に改善しないと第２次、あるいは第３次のプランを立てても同じことに

なってしまうのかなというふうに感じますので、そこもちょっとお考えをもう一度聞かせてい

ただけないかなと思います。 
 それで看護師さん、例えば報酬を上げるとかそういうことはなかなか簡単にはできないんだ

ろうなと思いますけれども、例えば今、北杜市は待機児童がいないからいいんですけども、例

えばお子さん持ちだったら保育所に優先的に入れられるようにするとかという、まわりの環境

整備をすることができると思うんです。そういうような手立てが考えられないのかどうか、そ

こもちょっとまた聞かせていただきたいというふうに思います。 
 それから病床利用率ですけども、やはり塩川病院は比較的横一線でずっときているようです

けども、甲陽病院はこの５、６年の間でやっぱりかなり落ち込んでいるというふうにみていま

す。この落ち込みの理由がどういうことなのかというのをもし分かれば教えていただきたいな

と思います。 
 ちなみに甲陽病院、１９年度と２５年度を比べると４分の３ぐらいになっているんではない

かと思います。そこをどういうふうに分析しているのかを教えていただきたいということです。

トータルの話ですけども、今まで申し上げましたようにお医者さんが不足する、看護師さんが

不足する、それからもう１つは国からベッド数を減らせといわれている、そういうようなこと

を考えていくと、いわゆる病院経営を取り巻く環境というのが負のスパイラルになってしまっ

ているんではないかなという気がします。そこらへんの見方をどういうふうにすればいいのか、

どういうふうなところから手をつけていけば病院の経営が黒字になっていくのか、そこらへん

をどういうふうに考えているのかもちょっとお聞かせいただければありがたいと思います。よ

ろしくお願いします。 
〇議長（千野秀一君） 

 平井市民部長。 
〇市民部長（平井光君） 

 岡野議員の再質問にお答えいたします。５点ほどもらったと思います。 
 まずはじめに、医師の招聘についてでございます。 
 答弁でも申しました、これまでは医大の医局があるからということでございましたけども、

最近は広く至るところの情報機関を通じて医師の募集を行っている。比較的、最近はその医局

というものがだんだん壊れつつございますので、そういう意味で広く募集はかけております。

これからもそのようにしていきたいと思います。 
 また次に看護師不足でございます。 
 答弁で申しましたとおり、甲陽のほうは、塩川は比較的韮崎だとか甲府に近いですので通勤

できる範囲ですけども、甲陽になりますとまた２５分ぐらい遠いということで、中途での人材
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が不足しているというのが現状で今、このような状態になっているところでございます。それ

につきましても、さまざまな機関を通じながら募集活動は今後も続けていきたいというふうに

考えております。 
 ３番目の看護師の環境整備を行ったらどうかということでございます。 
 その点は前々から考えておりまして、保育園のほうはちょっと保育園の課が違いますからあ

れですけども、看護師がそういう意味で遠くまで通わなければならないということで住まいが

ほしいとかというようなことがあれば、これは雇用促進住宅の何室かを優先的に抑えておいて

貸し出しをするというようなことも考えたことはございます。要望がないからやっておりませ

んけども、そのような要望があればそれなりに対応していきたいと。保育園のほうもそれなり

に担当課と協議しながら対応は行っていきたいと考えております。 
 それから４番目の病床利用率の落ち込みでございます。 
 病床利用率が落ち込んだのは甲陽病院、内科医師の先生が退職されたのを機に入院患者が診

られないということで落ち込みました。それに伴って看護師も当時はいたんですけども、伴っ

て看護師の数も減っていったという中で、現在、急には増えませんので、内科医師の先生は来

ましたけども入院患者を増やせるようなところにいっていないというのが現状でございます。 
 次に経営の負のスパイラルに陥っているのではないかということでございます。 
 今まで申してきたとおり医師がいなくなって、看護師がいなくなってということで病床利用

率が落ちたのを上げるためにはまた医師の確保、看護師の確保というのが必要になってきてお

りますので、そういう意味では辞めて病床率が落ちたことを契機に負のスパイラル的なところ

にはいっているのではないかというふうに考えております。これにつきましては、今後３次病

院改革プランを作成する上でも、県の構想計画の中に病床をどの程度減らせというようなもの

が出てくるのかも分かりませんけども、そのへんも含めた中で３次計画をつくっていきたいと

いうふうに考えております。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁が終わりました。 
 岡野淳君。 

〇８番議員（岡野淳君） 
 看護師さんがいない、お医者さんも辞めてしまった、それでベッドの稼働が落ちるというと

今度は逆にそんなにベッドを使っていないんだったらもっと減らせみたいな話になっては困り

ますので、なんとか立て直しを急がなくてはいけないなと思います。 
 その看護師さんなんですけど、塩川病院は基準を満たしていると。たしか１０対１だという

ふうに計画ではなっていたと思うんですけど、甲陽はどういうふうになっているんでしょうか。 
〇議長（千野秀一君） 

 平井市民部長。 
〇市民部長（平井光君） 

 岡野議員の再々質問にお答えいたします。 
 甲陽も１０対１で計算したときに、人数的には１０人から１３人少ないということでござい

ます。 
 以上です。 
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〇議長（千野秀一君） 
 答弁が終わりました。 
 以上で質問を打ち切ります。 
 これで８番議員、岡野淳君の一般質問を終わります。 
 ここで暫時休憩といたします。 
 再開は４時１５分。 

休憩 午後 ４時０２分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ４時１５分 
〇議長（千野秀一君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 次に日本共産党、１１番議員、清水進君。 
 清水進君。 

〇１１番議員（清水進君） 
 ３月の新年度予算議会において、市民の暮らしを支え地域を元気にしていく市の施策等につ

いて伺います。 
 第１に酪農家、農家、中小商工業者が元気になる支援策を求めます。 
 第１は酪農家への支援について伺います。 
 近年、酪農家数は減少しています。円安による飼料の高騰などが経営を圧迫する一方、乳価

は上がっても経費の増加に追いつかないのが現状です。 
 酪農家は一日も休むことができません。しかし中小農家は人を雇うことも経費の面で難しく、

家族でほとんど休まず働いているのが現状です。このような厳しい環境の中、若者があとを継

ごうと思っても困難があります。ある青年酪農家は昨年、休みが取れたのは６日だけ。子ども

と泊りで出かけることはできない。大きくなりこの仕事を継いでくれとは言えない。このまま

では酪農家はさらに減ってしまうと話しております。 
 抜本的解決には国の農業政策の転換が必要ですが、市としても県や関係機関と連携して飼料

代の補助、酪農ヘルパー制度への補助など支援強化を求めます。 
 次に農業後継者の育成、米価に不足払い制度の導入についてお伺いをいたします。 
 日本の食糧自給率は４０％で食料の安全確保もおぼつかない事態です。戦後日本の農業を中

心に支えてきた世代の引退が加速し、農家や農業就業人口の減少に拍車がかかっています。農

業就業者の超高齢化も進み、担い手の面からも農業と農村が崩壊しかねない事態です。わが国

の食糧生産を誰が担うのか。国土や環境を誰が守るのか。農村地域に留まらず日本社会が真剣

に向き合うべき待ったなしの課題です。国や自治体、関係団体が営農や暮らしの条件と根本的

な改善と一体で農業・農村の現在と将来の担い手の確保・育成に特別な力を注ぐことが求めら

れます。 
 １．新規就農者を増やす特別な努力を求め伺います。 
 農業就農者が急速に減少する中、農家子弟や都市住民を含めて新規就農者を飛躍的に増加さ

せる対策が必要です。 
 青年と６０歳以上の定年退職者でも農業を続けたい人、やりたい人、みんな担い手として位

置づけて支援が必要だと考えます。見解を伺います。 
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 ２．農業や農村の担い手の確保に最も必要なことは安心して農業生産に取り組め、農村に暮

らし続けられる条件です。その最大の柱の１つは、農産物の価格保証を中心に所得補償を組み

合わせ、生産コストをカバーする施策をしっかりと行うことです。米価に不足払い制度の導入

することを求めます。ここ１０数年、生産者米価が一貫して下がり続け多くの農家が家族労働

費どころか経営費も賄えない「米作って飯食えねえ」こうした状況が続いています。この事態

を根本から改善し、基幹産業である米作経営を安定させることは農業再生の出発点となります。 
 米価に過去３年の生産コストの平均を基準として販売価格との差額を補てんする不足払い制

度です。併せて水田が持つ国土・環境保全の役割を評価して当面１０アール当たり１万円の所

得補償する考えを伺います。 
 次に中小商工業者が元気になる支援を伺います。 
 消費税増税は営業破壊税の声は業者の４割強にものぼります。中小企業は企業の９９％、全

労働者の６７％を占めている雇用の担い手です。この中小企業が元気になってこそ日本経済、

地方経済再生の道も開かれます。大企業栄えれば中小企業もよくなる、こうしたアベノミクス

の経済政策は破綻しております。消費税増税による物価高・金融緩和の円高は国民と中小商工

業者に新たな困難をもたらしております。 
 １．消費税８％増税の影響が市内中小商工業者の経営を圧迫しています。どのような実態・

影響を受けているのか、調査しているのか伺います。 
 ２項目めに太陽光パネルに関し、下黒沢地区市民から２回の要望の対応についてお伺いをい

たします。 
 昨年までに設置された太陽光パネル発電所は、地元地区住民や自治会区への説明がされずに

工事が始まっております。複数の太陽光パネル発電所により、この地区で起きていること。雨

が降るとトイレが使えなくなること。水が排水されない。これは広く林が伐採されたこと、一

部に盛り土がされていることにより発生をしています。周辺の温度が上がり息苦しいなど睡眠

障害も生まれ病気になる方も出ております。家のすぐ脇がパネルで敷き詰められており、道路

からの後退もなく植栽もない状況です。夏場は夜間においても室内気温が３０度を下がらず脱

水症や不眠となる、こうしたことが原因であります。これはこの地域に太陽光パネル発電所が

できたことにより発生をしています。 
 昨年１２月の答弁。因果関係は少ないと考える。この答弁は撤回すべきだと考えますが市の

見解を伺います。 
 また同じ地区に新たに増設は、この水が排水しづらいこの土地では排水対策など根本的に解

決しないと今以上の被害が予測されます。現状の排水枡の増設では解決していません。排水対

策の根本的解決がされない限り、新たな増設は考えられないがはっきりと事業者にそのことを

伝えていく考えはありますか、伺いをいたします。 
 また市民の戸別訪問による説明ではなく、地域全体の関係者を集めての説明会が大切です。

地域の合意形成に対する事業者へ指導も併せて伺います。 
 ３点目に国保税の引き下げ、多子減免制度創設することについて伺います。 
 ２０１８年度から国保の都道府県化を進める法改正がされ、さまざまな不安や矛盾が噴き出

しています。そうした事態への対応として保険者への財政支援＝公費拡充等による財政基盤の

強化として、２０１５年度から低所得者対策の保険者支援制度の拡充を行いました。保険料の

軽減世帯数に応じて財政支援を行う保険者支援制度の拡充が全国で１，７００億円、追加され
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ています。この増額分はいくらになりますか。昨年９月には未定と答弁されていますが、再度

この金額について伺いをいたします。 
 併せて厚生労働省保険局、国民健康保険課の国民健康保険税の見直しについてでは以下のよ

うに述べております。これに伴って被保険者の保険料負担の軽減やその伸びが可能、そして被

保険者１人当たり約５千円の財政改善効果とあります。この通達に沿った改善をすべきではあ

りませんか、伺います。 
 そして次に国保世帯の中で１．１８歳未満の子ども等を２人以上扶養する世帯に対して、２．

世帯の前年の総所得が３００万円以下の世帯、３．所得割増が賦課されている世帯については

多子減免制度を創設し、国保税の引き下げを行うことを提案いたします。市民の健康と命を守

る施策を推進する考えがあるか併せて伺います。 
 以上であります。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 清水進議員のご質問にお答えします。 
 酪農家・中小商工業者が元気になる支援策について、いくつかご質問をいただいております。 
 はじめに、酪農家への支援策についてであります。 
 酪農家が本来処理すべき糞尿を原材料とする堆肥の使用についての助成、また耕畜連携にお

いて耕種農家が酪農農家に安価な飼料を提供するためのホールクロップサイレージ用の機械整

備に助成するなどの支援を行っております。 
 ＴＰＰ関連対策で畜産クラスター事業等を活用することにより酪農ヘルパー組合、飼料メー

カーや県および市を構成員として飼料代の低減やヘルパー組合の有効活用、機械整備などが実

施可能なことから必要があれば県等関係機関と連携し、畜産クラスター構築等に向け積極的に

参加してまいります。 
 次に、消費税８％による市内中小商工業者の実態と影響についてであります。 
 消費税の引き上げによる影響の実態については、全国商工会連合会が実施した実態調査によ

ると全国的に売上の減少や消費税の価格転嫁ができないなど、影響を受けているとのことであ

りました。 
 このことから中小商工業者の経営環境は厳しい状況が続いていると考えておりますので、市

では商工会や金融機関など関係機関と連携し、専門家による相談会やセミナーなどを実施する

とともに北杜市商工業振興支援事業費補助金により、販売促進や新たな販路を開拓する事業等

を支援しており、引き続き中小商工業者の経営の安定が図られる取り組みを支援してまいりた

いと考えております。 
 その他につきましては、担当部長が答弁いたします。 

〇議長（千野秀一君） 
 平井市民部長。 

〇市民部長（平井光君） 
 １１番、清水進議員のご質問にお答えします。 
 国保税の引き下げ、多子減免制度創設についていくつかご質問をいただいております。 
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 はじめに、保険者支援制度の増額分についてであります。 
 低所得者対策の強化のため、国保税の軽減対象となる低所得者数に応じた保険者支援制度の

国からの増額分は８，８００万円を見込んでおります。 
 次に、厚生労働省の通知に沿った改善についてであります。 
 国においてはこの増額分は保険税の引き下げを示すものではなく、低所得者対策強化のため

保険税の軽減対象となる低所得者数に応じた保険者への財政支援を拡充するための財源に充て

るものとしております。 
 次に、多子減免制度の創設による国保税引き下げについてであります。 
 現在、１８歳以下の被保険者が２人以上の国保世帯は２９２世帯であり、このうち約８２％

の世帯が保険税の軽減措置が適用されております。 
 軽減判定所得の見直しが昨年度から３年連続で来年度も予定されておりますので、軽減対象

者はさらに拡大されると思われます。 
 本市の医療給付費は医療の高度化等に伴い年々増加し、特に本年度下半期の医療給付費は大

幅に伸びている状況であります。一方、国保の被保険者数は年々減少しており、財政運営は大

変厳しくなっておりますので、多子世帯を対象とした保険税減免制度の創設および国保税の引

き下げは困難であると考えております。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 名取生活環境部長。 

〇生活環境部長（名取文昭君） 
 １１番、清水進議員のご質問にお答えいたします。 
 高根町下黒沢地区市民からの要望への対応についてであります。 
 １２月議会での答弁でありますが、本地区の状況等については従前から道路に雨水が集まる

状態であったことから、近年、太陽光発電設備が設置されたこととの因果関係は少ないものと

答弁したものであります。 
 排水対策に対する指導については、市では事業者に対し地域の状況等に応じた雨水排水対策

を講じるよう指導したところであります。また、地域の合意形成に対する事業者への指導であ

りますが、本地域では先月１７日に行政区長をはじめ関係者に対し、事業者による説明会が行

われました。事業者には設置に当たり地域の方々が不安、懸念に思っている事項があれば対応

するよう指導要綱により指導しております。 
〇議長（千野秀一君） 

 田中産業観光部長。 
〇産業観光部長（田中幸男君） 

 １１番、清水進議員のご質問にお答えいたします。 
 農家が元気になる支援策について、いくつかご質問をいただいています。 
 はじめに、農業の担い手への支援についてであります。 
 新規就農希望者に対して認定就農者制度があります。これは１８歳以上６５歳未満の自立経

営を行おうとする新規就農者が対象で、就農計画が認定されれば制度資金の活用や支援事業に

よる機械整備などが可能となります。意欲ある新規就農者については積極的に制度を活用して

いただき、新たな担い手として支援してまいりたいと考えております。 
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 次に、米価に対しての不足払い制度と水田への所得補償についてであります。 
 米価については国の経営所得安定対策の中で、販売収入と標準的収入額との差を補填するナ

ラシ対策があります。これは当年産収入と標準収入額の９０％まで補填する基金事業であるた

め、この制度に加入することが農家の経営に資するものと考えます。 
 また、所得補償については日本型直接支払制度があり、中山間地域等直接支払事業、多面的

機能支払事業、環境保全型農業直接支払事業を組み合わせて活用することにより所得補償につ

ながりますので事業の活用を農家等に周知してまいります。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 当局の答弁が終わりました。 
 清水進君の再質問を許します。 

〇１１番議員（清水進君） 
 それでは下黒沢地区の太陽光パネルに関して、まずお伺いをいたします。 
 この点では事業者への指導という点についてお伺いをいたします。 
 新たに設置を進めようとする事業者の社長さんは、市より地区合意に関して説明は個別に

行ってよいと市役所の担当課より指導されている。法令違反していないから工事はすぐにでも

やれる。説明は夜、訪ねていってでもやる。このように地区の方々に話をしています。担当す

る部署から説明は個別に行ってよい、このように指導がされていれば現行の要綱の精神からみ

ても行政が取るべき姿勢ではなく、断じて許されない状況ではないでしょうか。もう一度、改

めてどのように業者を指導しているのかお伺いをいたします。 
 そしてこの事業者、新しく事業をしようとする人はすでに市内の小淵沢町内で設置工事を

行っております。この現場の確認、状況を市で確認されているのか、併せてこの点についてお

伺いをいたします。 
 そしてそもそもこの地区の方々は昨年と今年と２回、この巨大ソーラーパネルの弊害から生

活と健康を守ってほしいと。病気になる方もおります。この願いにどのように応えていくのか、

この点について再度ご答弁をお願いいたします。 
〇議長（千野秀一君） 

 答弁を求めます。 
 名取生活環境部長。 

〇生活環境部長（名取文昭君） 
 清水進議員の再質問にお答えいたします。 
 まず事業者への指導ということですが、先ほど答弁の中でも申し上げました。先月の２月

１７日に行政区長をはじめ関係者に対し事業者による説明会が行われております。その際、繰

り返しになりますが事業者には地元の方の不安視することについての指導等を行っております。 
 併せて２点目ですが小淵沢での事業個所ということでありますが、この点についてはまた現

段階でちょっと今、把握はしておりません。 
 それとトータル的なこの地区の見解でありますが、先ほど病気のことを議員さん、質問の中

で言われておりますが、これについては太陽光発電の設置により、この地区に住んでいる方が

病気になっているということについては、市としてここで答弁することは避けることといたし

ます。 
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 そして地元のこの地区の方から直接、当初から聞いております。市のほうでも現場のほうに

は何回か行っておりますが、この地区の住民の方は２０年前にこの土地に住んで、たしかに当

時からこの排水はもう大雨が降るたびに水が敷地内に流入しています。ただ、私たちはこの地

を業者から買って、もう高齢になっていますし、ほかへ移り住むこともできないので、なんと

か市の方に頼ってこうやって電話をかけたところですと、そういうふうに聞いております。市

でも排水対策の根本的な解決につきましては、近隣住民がこの地区に住み始めたころからの悩

みごとと聞いておりますので、先月２５日には、数回現地のほうにはうかがっておりますが周

辺を調査し、根本的な解決策を検討しております。 
 いずれにいたしましても地域の方々の不安は、まず排水対策と思われますので根本的な解決

に向けて現在、事業者等も含め対応しているところであります。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁が終わりました。 
 清水進君。 

〇１１番議員（清水進君） 
 再度お伺いをいたしますが、今のこの地区では事業者の例えば表示、そのひとつとってもさ

れていません。前回も植栽はしたというふうにお話がありましたけれど、本当に１メートルぐ

らいのフェンスに防霜シートを掛けてあるだけであります。本当に市民が安心して、その場所

で暮らせる、そういった指導を市は責任を持ってするのかどうかということが問われているの

ではないでしょうか。今、病気のことは別だというふうに言いましたけれど、実際にこの太陽

光パネルが設置されて真横に出て、夜間、室温が上がってそして眠れない。そんな日々が続い

て、そうした中で健康を害するという状況が生まれています。排水のことも今までは林があっ

たわけですね。そこが伐採されて、パネルが敷き詰められて大雨が降ると一気に傾斜地、土地

が低いところに流れ込むという状況であります。ですから以前のパネルがないときとあるとき

では全然、今の形態は違います。ですのでパネルがなかったときと比べると本当にひどい状況、

先ほど言ったみたいにトイレが使えない。夜間、眠れない。そうした事態になるわけでありま

す。ですので先ほど業者のほうに、説明は個別に行って構わないんだというふうな指導を、社

長さんははっきりと言ってこの近所を歩いているわけです。ですので、本当に個人個人がやは

りまとまって対応するというところでは、先ほど言った地区の区長さんも含めて何回か業者等、

やはり住民が納得するまで話し合いを持たせる、そうしたことが、指導が必要ではないかと考

えます。ですので困っている人たちを本当に救うということで、その気があるのかどうか、そ

の点について再度お伺いをいたします。 
〇議長（千野秀一君） 

 名取生活環境部長。 
〇生活環境部長（名取文昭君） 

 清水議員の再々質問にお答えいたします。 
 先月、２月１７日に区長さんをはじめ地元の方への説明があったわけでありますが、まだそ

の折にまだ納得のいかない部分、まだ不安な部分があるということであれば、また市としまし

ても事業者に説明会を投げかける、お話をすることも今後考えていきたいと思います。 
 そして今、議員さんが再質問の中で言われましたが、病気のことは別だとは私は言っており
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ません。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁が終わりました。 
 再々質問が終わりました。 

〇１１番議員（清水進君） 
 次の項目を。 

〇議長（千野秀一君） 
 清水進君。 

〇１１番議員（清水進君） 
 それでは、国保税の引き下げについてお伺いをいたします。 
 市の国保世帯の加入者の中で年間１００万円以下の世帯の割合、この割合が分かれば教えて

いただきたい。そして今、高齢者の方で入院すると入院費以外に差額ベッド代や入院給食費な

ど高額療養費制度の対象にならず、１カ月の入院で数十万円の費用がかかったと訴えを聞いて

います。高額な医療費の支払いで高齢者が破産する事態も生まれています。公的医療保険がい

ざというときの頼りにならず、逆に高すぎる患者負担や保険料負担が高齢者を追い詰める異常

事態であります。こうしたときだからこそ、先ほどの国の支援制度を使って市民の生活を守る

国保税の引き下げが必要だと思いますが、国ではその引き下げができると述べております。再

度、市の見解をお伺いいたします。 
〇議長（千野秀一君） 

 答弁を求めます。 
 平井市民部長。 

〇市民部長（平井光君） 
 清水進議員の再質問にお答えいたします。 
 １番目の１００万円以下の世帯についてということですけども、それについては資料はござ

いません。 
 ２点目の、国からの支援制度を使って保険税を引き下げたらということでございます。 
 先ほども答弁いたしましたとおりでございます。支援制度で８，８００万円が入ってきたわ

けでございますので、それが個人の被保険者の保険料の伸びを抑制したという効果がございま

す。そこをそのお金を使って引き下げてしまったのでは、来年また引き上げなければならない

というようなことになりますので、そのへんはご理解をお願いいたします。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁が終わりました。 
 清水進君。 

〇１１番議員（清水進君） 
 それでは最後に、農家支援についてお伺いをいたします。 
 将来にわたって、この北杜市の農村風景を継続していくためにはこの地域ならではのやはり

農家支援が必要ではないかと思います。今、ＴＰＰを前にして米の価格はどんどんと下がって

いる、そうした状況にあります。やはり地域を活性化していく農家の支援が必要だと考えます。
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例えば合併前に武川町時代に大豆に対する価格保障を行っております。やはり転作絡みでした

けれど、こうした経験が北杜市内にもありました。ですので今、本当に農家の経営も厳しい状

況にある、こうした中で農家への支援のことについて、そうした価格保障などこれから進むべ

き、取るべき対策があるかどうか併せて伺いをいたします。 
〇議長（千野秀一君） 

 答弁を求めます。 
 田中産業観光部長。 

〇産業観光部長（田中幸男君） 
 清水進議員の再質問にお答えいたします。 
 北杜市の農家支援はというご質問だと思いますけど、昨日から答弁でも述べさせていただい

ているとおり、農家の環境というのは非常に厳しくなっていると思います。そのため市が何が

できるか、国が何ができるかということを考えると市としてもやはり国の制度を使って農家を

支援していくことが大切なのかなというふうに考えております。ただ、しかしながらやっぱり

個人経営ですと限界があるということは私たちも非常に感じていまして、最近、集落営農組織

等のグループをつくっていただいて、その中で生産コストを下げながら収益を上げていく。ま

た農家不足で耕作放棄地にならないということで農地を利用していくということでございます。 
 また遊休農地を活用した中で企業的な参入法人も増えておりますので、その中でも雇用があ

るということがありますので、本日の答弁でも述べさせていただいたとおり小規模農家を支援

しながらできるだけ集落というか、グループをつくっていただく農家を支援していくというよ

うな考えでいます。 
 それから先ほど質問の中に価格保障がということがございますけど、農業経営安定経営の中

で価格、大豆、それから麦ということの価格保障は現在もしておりますのでご了解をお願いし

たいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 答弁が終わりました。 
 いいですか。 

〇１１番議員（清水進君） 
 終わります。 

〇議長（千野秀一君） 
 以上で質問を打ち切ります。 
 これで１１番議員、清水進君の一般質問を終わります。 
 次に市民の声、２番議員、小野光一君。 
 小野光一君。 

〇２番議員（小野光一君） 
 本日、最後になりました。よろしくどうぞお願いいたします。 
 本定例会では、景観条例の一部改正や地上設置型太陽光発電に関する質問が多く出されまし

た。今、北杜市が抱えている問題がたくさん出たわけなんですが、これは市民の太陽光発電に

関する過去にない高い関心を示しているものと思いますし、この関心はむしろ今からもっとま

だまだ高まってくると思います。そういった意味でも職員の方々の仕事ぶりにも高い関心を
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持っていることとご承知いただき、以後もそういった観点で市の行政に当たられていただけた

らと思います。できましたら今回の条例改正の施行日が少しでも繰り上げられれば、施行でき

ればと願っております。 
 それでは質問をさせていただきたいと思います。 
 南アルプスユネスコエコパーク地域の環境整備はということで、第１番目に白州町と武川町

にまたがる標高８８０メートルの中山の山頂付近には武川地区に昭和６２年の武川村当時、史

跡として文化財指定された中山砦があります。また徒歩数分で隣接する白州地域には白州町時

代に建てられた展望台がございます。武川地区の砦は土塁に囲まれた廓や周囲を囲む空堀など

が、そういった遺構がしっかりと現存しております。長年の放置で灌木などが生い茂りまして、

戦国時代の史跡としての価値を大きく阻害しております。また白州地区の展望台は建設後の管

理がその後行き届かず、各所に錆が発生しており維持管理が必要な状態となっています。 
 展望台の周辺は自生した松に囲まれております。そもそもその展望の価値が発揮されていま

せん。それらの松は今現在、大概が松くい虫の被害によって朽ちておりまして、本当にドンと

倒れているもの、それから立ち枯れて今にも倒れてきそうなものなどが相当ありまして、時折

訪れるハイカーにとっては危険な状態となっています。 
 南アルプスエコパークを構成する文化・観光の重要な財産を堅持して、光を当てていく必要

があると思いますが見解を伺います。 
 ２番目としまして、名水百選尾白川は全国のミネラルウォーターの生産量２５％の、北杜市

を代表するシンボルであると思います。白州地域では環境保全基金を利用して毎年河川の立木

や雑草を取り除き、親水のエリアを確保しています。 
 尾白川は昭和３４年の水害で、有史以来から保ち地域に溶け込み利用されていました自然の

川が３４年の７号台風で一気に失われてしまいました。原因は戦後の木材不足のため、もとも

と不安定であった山肌の木を大量に伐採し、それによって保水力を失った山が崩落・流失した

ことが原因でございます。そしてその当時の土木治水の考え方で堤防が築かれ、床固めをされ

ました。それ以前の自然河川とは打って変わった姿になっています。白州に限らず多くの方々

がもっとより自然に近い尾白川に再生されるならばと思っております。 
 北杜市でできることではないということは十分承知しているところですが、市においてはぜ

ひ国に働きかけていただき、３４年災以前の景観に近づけるべく運動を行ってもらいたいこと

を切望いたします。市のお考えを伺います。 
 次に新電力大手の撤退による北杜市は。 
 市は新電力の日本ロジテック協同組合と買電契約をしておりました。この質問を出したあと、

その日本ロジテックは倒産いたしまして数十億円の負債ということでございました。それに伴

う北杜市の買い取り価格予算の変更などが発生すると思いますし、新たな切り替えが生じると

思いますが市の今後の実情と見通しを伺いたいと思います。 
 以上です。よろしくどうぞお願いします。 

〇議長（千野秀一君） 
 本日の会議時間は、あらかじめ延長いたします。 
 それでは答弁を求めます。 
 白倉市長。 
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〇市長（白倉政司君） 
 小野光一議員の、南アルプスユネスコエコパーク地域の環境整備についてのご質問にお答え

します。 
 中山展望台は旧白州町で整備し、これまでに展望台や遊歩道の整備、樹木の伐採などを実施

し、市民有志による草刈りも行っていただいているところであります。しかしながら整備から

長年が経過し、樹木の成長による眺望の悪化や展望台の老朽化も進んでおります。このため市

では昨年、柳沢史跡保存会のご協力をいただき、展望台と中山砦、遊歩道の確認を行ったとこ

ろでありますが、樹木の伐採については民地であることから所有者との協議が必要なこと、ま

た遊歩道入口は道幅も狭く駐車スペースが必要な状況でありますので、北杜市南アルプスユネ

スコエコパーク地域連絡会と協議しながら検討してまいりたいと考えております。 
 その他につきましては、担当部長が答弁いたします。 

〇議長（千野秀一君） 
 菊原企画部長。 

〇企画部長（菊原忍君） 
 ２番、小野光一議員の新電力大手の撤退についてのご質問にお答えいたします。 
 本市においては、第２次行政改革アクションプランで定められた施設等の経常経費の節減を

図るため、平成２４年１２月から主に高圧で受電している公共施設７０施設の電力を販売量国

内５位の特定規模電気事業者であります日本ロジテック協同組合と平成３１年３月３１日を期

限とする契約を締結し供給を受けております。 
 しかしながら、日本ロジテック協同組合は本年４月以降も継続して電力供給ができるよう小

売電気事業者として登録申請を経済産業大臣に行っておりましたが、先月２４日付けで登録申

請を取り下げたことから３月末をもって電力供給事業から撤退をすることとなりました。 
 このようなことから本市としては自前の発電設備を持ち、安定的に電力供給ができ信頼性が

高く、しかも安価で供給可能な事業者を早期に選定し、４月以降も安定的に電力供給が受けら

れるよう準備を進めているところであります。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 神宮司建設部長。 

〇建設部長（神宮司浩君） 
 ２番、小野光一議員の南アルプスユネスコエコパーク地域の環境整備についてのご質問にお

答えをいたします。 
 尾白川の砂防事業について、国では尾白川流域は急勾配の河川であり、流域内に砂防設備が

少ないため砂防事業で床固群を設置することで河床勾配の緩和、下流への土砂流出の抑制を図

り、災害の防止に努めるとともに魅力ある水辺環境を創造し地域貢献のための積極的な整備を

行うこととしております。 
 市内の直轄砂防事業では、これまでも尾白川下流砂防堰堤で堰堤の補強・耐震対策の際、水

に親しめる修景をしたほか武川町地内の大武川床固群、石空川床固群で豊かな周辺環境を生か

した整備が実施されており、地域づくりと一体となった施設づくりに取り組んでいただいてお

ります。 
 本年度も尾白川下流床固群の実施に向けた各種調査を行っており、今後、市等関係機関との
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調整を行うこととされておりますので、地域の皆さまからの声を反映できるよう調査結果をみ

ながら事業者である国と協議してまいります。 
 以上であります。 

〇議長（千野秀一君） 
 当局の答弁が終わりました。 
 小野光一君の再質問を許します。 
 小野光一君。 

〇２番議員（小野光一君） 
 まず１つ目の中山の山頂の整備ですけれども、やはり観光のハイキングコースとしても絶好

なルートでございます。ぜひ早く手をつけていただけたらありがたいなと思います。それから

そのへんでいつごろになるのか、ちょっと伺いたいところです。 
 それから尾白川の景観とかについてでございますけども、やはり大武川の今の施工の状態を

見ると、なんか割と味気なく、さっと水が流れてしまうようなそんなような感じがしまして、

水辺で遊べるようなムードのところがどこにもありません。ただ、尾白には今のあの川でも相

当な人数の方が遊びに夏は来ます。数千人だと思います。延べで。万を超えるかもしれません

が。勘定をしたことがないので分かりません。ですが、やはり同じように計画をできるだけ早

くしていただいて発表していただければ住民も期待感が持てるんではないかと思いますので、

そのへんもよろしくお願いしたいところですが、いかがでしょうか。 
〇議長（千野秀一君） 

 答弁を求めます。 
 田中産業観光部長。 

〇産業観光部長（田中幸男君） 
 小野光一議員の再質問にお答えします。 
 先ほど答弁させていただいたとおり、南アルプスの地域連絡会と十分に協議を行って検討し

てまいりたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 神宮司建設部長。 

〇建設部長（神宮司浩君） 
 ２番、小野光一議員の再質問にお答えをしたいと思います。 
 流路溝についてということだと思います。 
 まず大武川の流路溝につきましては、昭和５０年代に旧建設省が流路溝を整備するというこ

とでつくば市に実験場を造って、ああいう形で水をスムーズに流すんだということで造られた

ものであります。これにつきましては、今言ったようにいろんな実験の結果、ああいうものに

なったということを思っております。 
 なお、大武川もそうでありますけども親水護岸ということで階段状になっていて、そのまま

護岸から普通に河川に下りられるというふうな場所も造っております。そういうものを現在の

国土交通省の富士川砂防になりますけども、要望をして水辺で遊べる環境ということでいろん

な検討をして、いろんな提案をしてまいりたいというふうに考えています。 
 以上であります。 
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〇議長（千野秀一君） 
 答弁が終わりました。 

〇２番議員（小野光一君） 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 以上で質問を打ち切ります。 
 これで２番議員、小野光一君の一般質問を終わります。 
 以上をもちまして、本日の日程は終了いたしました。 
 次の会議は３月１８日、午前１０時に開きます。全員定刻にご参集ください。 
 本日は、これをもって散会いたします。 
 大変ご苦労さまでございました。 

 
散会 午後 ５時０３分 
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開議 午前１０時００分 
〇議長（千野秀一君） 

 改めまして、おはようございます。 
 本日もスムーズな運営のうちに進行できますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 ただいまの出席議員数は２０人であります。 
 定足数に達していますので、ただいまから本日の会議を開きます。 
 諸報告をいたします。 
 市長から本定例会に追加する案件として、議案２件が提出されました。 
 次に３月１４日に経済環境常任委員会が所管事務調査を実施いたしましたので、報告をお願

いいたします。 
 経済環境常任委員長、中山宏樹君。 

〇経済環境常任委員長（中山宏樹君） 
 経済環境常任委員会報告を行います。 
 平成２８年３月１４日 
 北杜市議会議長 千野秀一様 

北杜市議会経済環境常任委員会委員長 中山宏樹 
 委員会所管事務調査報告書 
 本委員会は所管事務について調査いたしましたので、会議規則第１００条の規定により報告

いたします。 
 調査事項 丘の公園の森林伐採について 
 調査期間 平成２８年３月１４日（月）午前１０時３０分～午後１２時０５分 
 出席委員 委員長 中山宏樹 副委員長 小野光一 
      委 員 加藤紀雄、野中真理子、坂本 靜、中嶋 新、内田俊彦 
 調査内容 
 本委員会は所管事務の調査事項である丘の公園の森林伐採について現状を把握するため、担

当部局である産業観光部林政課担当職員より現地において説明を受け、帰庁後、聞き取り調査

を実施いたしました。 
 調査のまとめ 
 現地調査を実施し、帰庁後、担当課から聞き取り調査を行ったが県から提出された報告書の

みでは今回の事件について詳細に把握できないことから、担当課には県に対して関係する資料

等の提出を求めるとともに再度、詳細な事実関係の調査を行うよう要求し、調査を継続するこ

ととなった。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 ご苦労さまでした。 
 以上で諸報告を終わります。 
 なお報道関係者から撮影等の申し出があり、これを許可いたしましたのでご了承を願います。 
 これから本日の日程に入ります。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（千野秀一君） 
   日程第１ 承認第１号 北杜市税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告及び承認を求める

ことについてから日程第３５ 議案第５０号 平成２８年度北杜市浅尾原財産区特別会計予算

までの３５件を一括議題といたします。 
 本件につきましては各常任委員会に付託しておりますので、各常任委員長から審査の経過と

結果について報告を求めます。 
 はじめに総務常任委員会から承認第１号、議案第１６号、議案第１７号、議案第２３号およ

び議案第２９号についての報告を求めます。 
 総務常任委員長、小尾直知君。 
 小尾直知君。 

〇総務常任委員長（小尾直知君） 
 平成２８年３月１８日 
 北杜市議会議長 千野秀一様 

総務常任委員会委員長 小尾直知 
 総務常任委員会委員長報告書 
 総務常任委員会は２月２６日の本会議において付託されました事件を３月７日に議員協議会

室において慎重に審査いたしましたので、その経過ならびに結果についてご報告いたします。 
 付託された事件 
 承認第１号 北杜市税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告及び承認を求めること

について 
 議案第１６号 北杜市職員給与条例の一部を改正する条例について 
 議案第１７号 北杜市防災行政無線通信施設条例の一部を改正する条例について 
 議案第２３号 山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更に伴う山梨県市町村総

合事務組合規約の変更の件 
 議案第２９号 平成２８年度北杜市一般会計予算（所管分） 
 以上５件であります。 
 審査結果 
 議案の審査結果および審査過程における委員からの主な質疑、意見等について申し上げます。 
 まず議案第１７号 北杜市防災行政無線通信施設条例の一部を改正する条例についてであり

ます。 
 「個別受信機があったときに比べ、大雨の際、防災無線が聞こえづらいが現在の対策は」と

の質疑に対し「地形等により聞こえづらい地域もあることから、担当者が現地に赴きスピーカー

の調整を行っている。また防災情報については防災無線以外の手段も取り入れ、伝達手段の多

様化について検討していく」との答弁がありました。 
 質疑終結後、討論はなく全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 次に議案第２３号 山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更に伴う山梨県市町

村総合事務組合規約の変更の件についてであります。 
 「入札参加手続きは市町村総合事務組合で一括して受け付けるのか。また、申請書類の審査

は、入札制度を熟知したプロフェッショナルが行うのか」との質疑に対し「審査内容を熟知し
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た職員が審査業務を行うことになる」との答弁がありました。 
 質疑終結後、討論はなく全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 次に議案第２９号 平成２８年度北杜市一般会計予算（所管分）であります。 
 「過疎地域自立促進基金繰入金の使途の詳細は」との質疑に対し「過疎地域自立促進基金繰

入金は過疎債を財源とした基金であり、本市の各年度の積み立ての上限額は約１億円。ソフト

事業に充てることが可能であるため、来年度は白州小学校プール改修事業や尾白の森名水公園

などの指定管理施設の維持補修・管理事業などハードの起債対象とならない事業の財源として

いる」との答弁がありました。 
 また「市民バスの予算がマイナスとなった要因は」との質疑に対し「小型車両を３台導入し

たことにより、修繕料等が削減できたことが要因である」との答弁がありました。 
 また「自治体情報システム強靭化向上事業により、マイナンバーなどセキュリティは万全と

なるのか」との質疑に対し「他市における情報流出やサイバー攻撃に備える必要があり、セキュ

リティの向上のために予算化をした。サイバー攻撃については新たな手段により常に危険が発

生する恐れがあるが、今後も最善を尽くしていきたい」との答弁がありました。 
 また「固定資産税収入の増加理由として、太陽光にかかる償却資産の増や雑種地となること

による増、全棟調査による家屋の増加があると思うがそれぞれどれくらい増加するのか」との

質疑に対し「太陽光による償却資産は、平成２７年度の増分５，２００万円および平成２８年

度新規分として１，７００万円の見込みである。雑種地分としては１，３００万円の見込みで

全棟調査による増は２，７００万円と見込んでいる」との答弁がありました。 
 また「人事交流事業により国や韓国に職員を派遣しているが、交流終了後の人材活用の考え

方は」との質疑に対し「国や抱川市へ派遣した職員については、関係する部署へ配置するよう

にしている。また交流してきた経験が大切であり、今後経験を生かして職務に従事してもらえ

るよう配置を行っていきたい」との答弁がありました。 
 また「移住定住相談員の配置は。また、やまなし暮らし支援センターや移住交流ガーデンな

どとの連携はどのように行っていくのか」との質疑に対し「昨年１０月に移住定住相談員を

１０名委嘱し、やまなし暮らし支援センターや移住交流ガーデンと連携して臨時相談所の開設

を行っていく」との答弁がありました。 
 質疑終結後、「第１に消費税８％への増税は市民に負担増をもたらしており、国保税や介護保

険料の減額や市民や業者の暮らし支援につながる住宅リフォーム事業の実施、子ども医療費窓

口無料化を高校３年生まで拡充、子どもの貧困解消のため就学援助金給付の拡充など当初予算

３２５億円の１％以内の財源で実施可能であること。第２に繰上償還の元金だけでも１８億６，

３３０万円が計上されており、これを市民の暮らしを支える財源に振り返るべきであること。

第３にマイナンバー制度について予算計上しているが、この制度の一番の狙いは国民一人ひと

りの収入と財産を丸裸にし、税・保険料の徴収強化、社会保障の給付制限を押し付けていくこ

とであり、メリットがなく実施を中止しても住民生活になんら支障がないこと。第４に市民バ

ス運行費が計上されているが、広い面積を持つ市内において、バスのみの公共交通だけでなく

タクシー業者と連携し、デマンドタクシー制度の導入など地域の特性に応じた生活交通の維持

確保のための対策が講じられていないことがある。これらの理由により市民の暮らしを支える

事業の実施を求めることから反対する」。一方「まず平成２８年度一般会計の予算案は総額

３２５億８，３４０万円であり、須玉小学校の大規模改修に９億５，４３３万円、ＪＲ小淵沢
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駅舎改築・駅前整備事業に１４億３，０１５万円、子育て住宅整備事業に５億７，０３３万円、

子育て世代マイホーム補助金１億１，１００万円など大型事業が重なったことがあり、過去最

大の予算となった。この予算は積極的に地方創生に取り組み、定住自立などの施策に取り組ん

だ結果である。また、市民バスの運行は市民の生活の足として通学、買い物、通院、駅への接

続など欠かすことのできない交通手段となっている。加えて、自由乗降の実施や一部路線の延

長など利用者の利便性を高めるための見直しを行っている。さらに一部のエリアで車両の小型

化を行い、新たな路線の再編を行うなど利用者の利便性はさらに高まり、利用者の増加が期待

されるものである。超高齢社会を迎え運転免許返納者も増えることから、高齢者運転免許証自

主返納支援制度を創設し、高齢者に市民バスの利用を促す取り組みもはじめており、この制度

は多くの高齢者が利用するなど市民の足として市民バスに寄せる期待は大きいものがある。こ

れらのことから市民バスは市民にとって欠かすことのできない公共交通である。マイナンバー

社会保障・税番号制度においては住民票を有するすべての方に、１人１つの番号を付して社会

保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、国・地方公共団体等の複数の機関に存在

する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために利用されるものである。複数の機

関で横断的に１つの番号を利用するマイナンバー制度の導入により、公平・公正な社会の実現

のため、所得やほかの行政サービスの需給状況が把握しやすくなり、負担を不当に逃れること

や不正受給の防止などに役立つ。また国民の利便性の向上のため年金や福祉などの申請時に用

意しなければならない書類が減るなど行政手続きが簡素化され、さらには行政事務が効率化さ

れることで事務がより正確で迅速になる。これらの理由により賛成する」との討論があり、起

立採決の結果、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 次に承認第１号 北杜市税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告及び承認を求めるこ

とについて、議案第１６号 北杜市職員給与条例の一部を改正する条例についての２件は質疑、

討論ともになく全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 以上で委員長報告を終わります。 

〇議長（千野秀一君） 
 総務常任委員長の報告が終わりました。 
 これから、総務常任委員長報告に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 ないようですので、これをもって総務常任委員長報告に対する質疑を終結いたします。 
 次に文教厚生常任委員会から議案第１８号から議案第２０号、議案第２９号から議案第

３３号、議案第３８号から議案第４０号までについて報告を求めます。 
 文教厚生常任委員長、上村英司君。 
 上村英司君。 

〇文教厚生常任委員長（上村英司君） 
 平成２８年３月１８日 
 北杜市議会議長 千野秀一様 

文教厚生常任委員会委員長 上村英司 
 文教厚生常任委員会委員長報告書 
 文教厚生常任委員会は２月２６日の本会議において付託されました事件を３月８日に議員協
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議会室において慎重に審査いたしましたので、その経過ならびに結果についてご報告いたしま

す。 
 付託された事件 
 議案第１８号 北杜市地域支援事業の利用料に関する条例の一部を改正する条例について 
 議案第１９号 北杜市立診療所条例の一部を改正する条例について 
 議案第２０号 北杜市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例について 
 議案第２９号 平成２８年度北杜市一般会計予算（所管分） 
 議案第３０号 平成２８年度北杜市国民健康保険特別会計予算 
 議案第３１号 平成２８年度北杜市後期高齢者医療特別会計予算 
 議案第３２号 平成２８年度北杜市介護保険特別会計予算 
 議案第３３号 平成２８年度北杜市居宅介護支援事業特別会計予算 
 議案第３８号 平成２８年度北杜市病院事業特別会計予算 
 議案第３９号 平成２８年度北杜市辺見診療所特別会計予算 
 議案第４０号 平成２８年度北杜市白州診療所特別会計予算 
 以上１１件であります。 
 審査結果 
 議案の審査結果および審査過程における委員からの主な質疑、意見等について申し上げます。 
 まず議案第２０号 北杜市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例についてで

あります。 
 「助成対象者は何名いるのか。また、国からのペナルティはいくらあったのか」との質疑に

対し「０歳から６歳までが１３人、７歳から１２歳までが２２人、１３歳から１５歳までが９人、

対象者は合計４４人となる。また、国保会計へのペナルティはおおよそ２０万円くらいである」

との答弁がありました。 
 質疑終結後、討論はなく全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 次に議案第２９号 平成２８年度北杜市一般会計予算（所管分）であります。 
 「保健センターの改修事業が予定されているが、改修中に実施される検診などはどうするの

か」との質疑に対し「保健センターの改修は６月から実施するが、総合検診は保健センターで

実施し、乳幼児の検診については長坂保育園秋田分園で実施する。また出会いサポートセンター

については長坂支所で実施する」との答弁がありました。 
 また「保育所費の新たな事業は何が予定されているのか」との質疑に対し「認定こども園３園

の子どもたちへの給食費や小泉に開設する子育て支援センターの運営のための経費、全園統一

して音楽教育を進めるためにマーチング備品の購入費である」との答弁がありました。 
 また「浅川伯教の業績をまとめた論文集を刊行する予定となっているが、韓国語版も作成す

るのか。また、浅川兄弟の功績を韓国の方にもっと周知すべきと考えるが今後の予定は」との

質疑に対し「伯教の論文集は日本語版を５００部作成する予定であるが、韓国語版は予定して

いない。また偲ぶ会と協力して、今後も浅川兄弟の功績を日韓ともに周知していく」との答弁

がありました。 
 また「甲陵中・高等学校のグラウンドに夜間照明施設を設置する予定はあるのか」との質疑

に対し「夜間照明について要望はないが、他の部活動のこともあるので検討していく」との答

弁がありました。 
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 また「小中学校のスクールバスの経費が増えているが要因は」との質疑に対し「スクールバ

スの経費が増えた要因は４月から市民バスの利用からスクールバス利用へ移行するため、長坂

小学校に１台、泉小学校に１台、長坂中学校に２台、泉中学校に１台導入することによる」と

の答弁がありました。 
 また「保健体育総務費が減少した理由は」との質疑に対し「大泉体育館・格技場等の管理を

指定管理者に委任したことから嘱託職員の報酬が減額となったためである」との答弁がありま

した。 
 また「図書館に防犯カメラを設置する理由は。また、設置を予定する図書館はどこになるの

か」との質疑に対し「ここ数年市内においても不審者情報があり、公共施設へ防犯カメラを設

置するようにとの要望があったことから、市内で一番利用者が多い金田一春彦記念図書館と高

根図書館に設置することにした」との答弁がありました。 
 質疑終結後、「中学校３年生まで医療費を無料にできたこと、重度心身障害児の窓口無料化に

取り組んだことは評価できるが、小中学校就学援助金の対象にメガネ、制服、カバンまで拡充

しておらず、また入学前２月３月に支給することができないこと。また、広島平和使節団の予

算が計上されていないことから反対する」。一方、「交付税が縮減されていく中で総合戦略にしっ

かり取り組み努力が見られること、一度廃止された重度心身障害者医療費助成をペナルティも

ありながら復活したこと、また就学支援についても制度に則り適正に支援をしていることから

賛成する」との討論があり、起立採決の結果、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと

決定いたしました。 
 次に議案第３０号 平成２８年度北杜市国民健康保険特別会計予算であります。 
 「国保税の徴収率見込みは。徴収率向上に向けた対策は」との質疑に対し「国保税の徴収率

は現年度分を９４．６３％、滞納繰越分については２３．４９％と見込んでいる。徴収率の向

上については、コンビニ収納などを実施することにより着実に伸びてきている」との答弁があ

りました。 
 また「１人当たりの国保税調定額は、県内の他市町村と比較してどのようになっているのか」

との質疑に対し「県内１３市の中では一番低い」との答弁がありました。 
 質疑終結後、討論はなく全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 次に議案第３１号 平成２８年度北杜市後期高齢者医療特別会計予算であります。 
 「特別徴収と普通徴収の対象者数は」との質疑に対し「特別徴収は６，５００人ほど、普通

徴収は１，８７０人ほど予測している。保険料算定において特別徴収の対象者の割合を７８％、

普通徴収を２２％と見込んでいる」との答弁がありました。 
 質疑終結後、討論はなく全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 次に議案第３２号 平成２８年度北杜市介護保険特別会計予算であります。 
 「認知症総合支援事業は医療機関とどのように連携する予定なのか。また、委託先の病院は

どこになるのか」との質疑に対し「認知症の対策については、認知症を多くの方に理解しても

らい、予防することが重要である。認知症になった方にとっては、早期に治療して進行を抑え

ることが重要であり、認知症患者とその家族のサポート支援が大切である。また、認知症に気

づかない方が多いことから早く気づいてもらい早く手立てをするため、市内に専門の医療機関

がないため、早期診断・早期治療につなげるための体制づくりに力を入れていく。認知症初期

集中支援チームについては、市立病院に委託する予定である」との答弁がありました。 
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 質疑終結後、討論はなく全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 次に議案第３３号 平成２８年度北杜市居宅介護支援事業特別会計予算であります。 
 「毎年予算額が減少しているがその理由は」との質疑に対し「少しずつではあるが、要介護

支援者を介護予防サービスの利用から総合相談事業に移行していることが要因である」との答

弁がありました。 
 質疑終結後、討論はなく全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第１８号 北杜市地域支援事業の利用料に関する条例の一部を改正する条例について、

議案第１９号 北杜市立診療所条例の一部を改正する条例について、議案第３８号 平成

２８年度北杜市病院事業特別会計予算、議案第３９号 平成２８年度北杜市辺見診療所特別会

計予算、議案第４０号 平成２８年度北杜市白州診療所特別会計予算の５件は質疑、討論とも

になく全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 以上で委員長報告を終わります。 

〇議長（千野秀一君） 
 文教厚生常任委員長の報告が終わりました。 
 これから、文教厚生常任委員長報告に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 ないようですので、これをもって文教厚生常任委員長報告に対する質疑を終結いたします。 
 次に経済環境常任委員会から議案第２１号、議案第２４号から議案第２９号まで、議案第

３４号から議案第３７号まで、議案第４１号から議案第５０号までについて報告を求めます。 
 経済環境常任委員長、中山宏樹君。 
 中山宏樹君。 

〇経済環境常任委員長（中山宏樹君） 
 平成２８年３月１８日 
 北杜市議会議長 千野秀一様 

経済環境常任委員会委員長 中山宏樹 
 経済環境常任委員会委員長報告書 
 経済環境常任委員会は２月２６日の本会議において付託されました事件を３月９日に議員協

議会室において慎重に審査をいたしましたので、その経過と結果についてご報告いたします。 
 付託された事件 
 議案第２１号 北杜市景観条例の一部を改正する条例について 
 議案第２４号 農地耕作条件改善事業（箕輪地区）土地改良事業計画について 
 議案第２５号 農地耕作条件改善事業（山高地区）土地改良事業計画について 
 議案第２６号 農地耕作条件改善事業（原長澤地区）土地改良事業計画について 
 議案第２７号 字の区域の変更（明野町浅尾）について 
 議案第２８号 字の区域の変更（白州町白須）について 
 議案第２９号 平成２８年度北杜市一般会計予算（所管分） 
 議案第３４号 平成２８年度北杜市簡易水道事業特別会計予算 
 議案第３５号 平成２８年度北杜市下水道事業特別会計予算 
 議案第３６号 平成２８年度北杜市農業集落排水事業特別会計予算 
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 議案第３７号 平成２８年度北杜市新エネルギー事業特別会計予算 
 議案第４１号 平成２８年度北杜市土地開発事業特別会計予算 
 議案第４２号 平成２８年度北杜市明野財産区特別会計予算 
 議案第４３号 平成２８年度北杜市須玉財産区特別会計予算 
 議案第４４号 平成２８年度北杜市高根財産区特別会計予算 
 議案第４５号 平成２８年度北杜市長坂財産区特別会計予算 
 議案第４６号 平成２８年度北杜市大泉財産区特別会計予算 
 議案第４７号 平成２８年度北杜市小淵沢財産区特別会計予算 
 議案第４８号 平成２８年度北杜市白州財産区特別会計予算 
 議案第４９号 平成２８年度北杜市武川財産区特別会計予算 
 議案第５０号 平成２８年度北杜市浅尾原財産区特別会計予算 
 以上２１件であります。 
 審査結果 
 議案の審査結果および審査過程における委員からの主な質疑、意見等について申し上げます。 
 まず議案第２１号 北杜市景観条例の一部を改正する条例についてであります。 
 「まちづくり審議会からの答申やパブリックコメントが多数寄せられたが、高さ等について

数値化することについて条例にどう反映していくのか」との質疑に対し「高さ等の数値を設定

するためには、根拠となる上位法がなく困難である。太陽光設置に対しては、事業者と地域住

民との合意が重要となる。例えば清里地域の建築物の高さ制限については、土地所有者と地域

住民が合意するまで２年近くを費やし、互いに納得して高さを決めたことからすれば、今後、

事業者と市民の話し合いの中で数値化できることもある。また、上位法の整備や判例など国等

の動向に注視して改正できるようであれば速やかに改正を行う」との答弁がありました。 
 また「太陽光設置事業者は、経済産業省に事業規模の認定を受けて事業を実施しようとして

おり、条例で高さ等の制限を設けることにより、当初の事業規模計画を変更することを強いら

れ、再度、経済産業省に事業の認定をとることになる。売電単価が下落している状況において

は、当初予定していた事業収益が得られず損益を与えてしまうことになり、現行の法例では条

例等に数値を表記することは困難ではないのか」との質疑に対し「経済産業省が既に行った認

定に対して、景観法などで規定がない中において条例等で制約することは難しい」との答弁が

ありました。 
 また「今回の条例改正により届出が義務化され、違反した場合には告発することが可能とな

り、３０万円以下の罰金が科せられる。加えて氏名等の公表により社会的なペナルティを科す

こともできるが、市としては厳正に対処していくのか。また、届出を義務化することによって

地域住民への説明等の指導が可能となり、住民と業者の話し合いに関与できることになるが積

極的に対応する考えは」との質疑に対して「届出が出されない場合には、法律に従い事務を進

め、告発については関係機関と協議して対処していく。また、事業者に対し十分に指導できる

態勢を整える必要があることから、対応する職員数の増員や組織の一元化についても検討し対

応していく」との答弁がありました。 
 質疑終結後、委員より施行期日を１カ月間短縮し平成２８年６月１日とすること。景観計画

および指導要綱のさらなる検討を行うこと。適正導入に向けて国ならびに関係機関に建築基準

法等関連法の整備を求めること。総合的な見地から必要に応じて事業者、地元住民、地権者と
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の協議調整を図ることを求める議案第２１号 北杜市景観条例の一部を改正する条例について

の附帯決議（案）が提出され、別紙の附帯決議を附すことを決議し、討論はなく全員異議なく

原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 次に議案第２９号 平成２８年度北杜市一般会計予算（所管分）であります。 
 「北部ふるさと公苑の予算の今後の考え方は。また、市内のし尿の処理を北部ふるさと公苑

に一元化していくのか」との質疑に対し「これまで北部ふるさと公苑の修繕については、必要

に応じて大規模なものも含め修繕してきたが、精密機能検査の結果を受けて、北部ふるさと公

苑での一元化も含めた検討を行いつつ、緊急を要する修繕から計画的に実施する予定である」

との答弁がありました。 
 また「災害に強い安全・安心のまちづくりとはどのような事業か。また、クリーンエナジー

清里太陽光発電の運営の事業の内容は」との質疑に対し「再生可能エネルギービジョンに基づ

き須玉保育園太陽光発電設備工事や停電の際に避難所の明かりを確保するため、太陽光発電に

よる街路灯を設置する。クリーンエナジー清里太陽光発電の運営費の内容は、県有地の借地料

や動植物相調査を実施する」との答弁がありました。 
 また「観光協会は一般社団法人として自立に向けて歩み出しており、観光協会のみならず観

光業者が利益を生むよう自主的に事業展開していくべきである。そのためには今後、観光協会

が北杜市の観光を担えるよう、また観光協会が生き生きと活動できるよう市が指導・支援をし

ていくべきではないか」との質疑に対し「市から人件費を補助していることもあり、北杜市の

観光業務を担えるよう土日の観光案内にも対応してもらいながら、自立に向けて積極的に指導

していく」との答弁がありました。 
 また「高齢化により農業の担い手不足を農業生産法人が補っているが、その支援策は」との

質疑に対し「市の補助としては、農業振興推進事業や産地づくり対策市単事業があり、県とし

ては水田農業支援事業山梨農村総合支援事業、国においては経営安定所得対策、ＴＰＰに絡ん

で産地パワーアップ事業があり、それぞれ機械の購入や修繕、転作奨励や産地としての強化を

図ることができる支援策がある」との答弁がありました。 
 また「松くい虫防除対策として、標高８００メートル以上の重点地区はどこになるのか」と

の質疑に対し「松くい虫の防除対策として標高の高いところで食い止めるため、標高８００メー

トル以上のすべての地区を事業の対象としている」との答弁がありました。 
 また「空き店舗の活用策は」との質疑に対し「北杜市創業促進支援事業にて、地域の要望等

を確認しながら取り組んでいきたい」との答弁がありました。 
 質疑終結後、討論はなく全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 次に議案第３４号 平成２８年度北杜市簡易水道事業特別会計予算であります。 
 「昨年と比べ加入金が減る理由は」との質疑に対し「平成２５年度は３０６件の加入があり、

平成２６年度は２１７件であった。このことから減少することを見込んだ」との答弁がありま

した。 
 また「人口減少等により水道使用料が減少することが予想でき、それらも影響して繰入金が

増加しているが、公営企業会計への移行を踏まえ今後の経営の方針は」との質疑に対し「人口

減少等や節水などにより使用料は減少傾向にあり、それらも影響し繰入金は増加傾向にある。

今年度も一般会計からの繰り入れのほか基金繰入を約１億円予算計上しているが、基金も現在

おおよそ３億円ほどであり、基金繰入金に頼ることは困難な状況である。平成２９年度に水道
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料金が統一されたあとには、市民の皆さまにもご理解を求めた上で水道料金の値上げについて

も検討していく必要がある」との答弁がありました。 
 質疑終結後、討論はなく全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 議案第２４号 農地耕作条件改善事業（箕輪地区）土地改良事業計画について、議案第２５号 農

地耕作条件改善事業（山高地区）土地改良事業計画について、議案第２６号 農地耕作条件改

善事業（原長澤地区）土地改良事業計画について、議案第２７号 字の区域の変更（明野町浅

尾）について、議案第２８号 字の区域の変更（白州町白須）について、議案第３５号 平成

２８年度北杜市下水道事業特別会計予算、議案第３６号 平成２８年度北杜市農業集落排水事

業特別会計予算、議案第３７号 平成２８年度北杜市新エネルギー事業特別会計予算、議案第

４１号 平成２８年度北杜市土地開発事業特別会計予算、議案第４２号 平成２８年度北杜市

明野財産区特別会計予算、議案第４３号 平成２８年度北杜市須玉財産区特別会計予算、議案

第４４号 平成２８年度北杜市高根財産区特別会計予算、議案第４５号 平成２８年度北杜市

長坂財産区特別会計予算、議案第４６号 平成２８年度北杜市大泉財産区特別会計予算、議案

第４７号 平成２８年度北杜市小淵沢財産区特別会計予算、議案第４８号 平成２８年度北杜

市白州財産区特別会計予算、議案第４９号 平成２８年度北杜市武川財産区特別会計予算、議

案第５０号 平成２８年度北杜市浅尾原財産区特別会計予算の１８件については質疑、討論と

もになく全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
 以上で委員長報告を終わります。 

〇議長（千野秀一君） 
 経済環境常任委員長の報告が終わりました。 
 これから、経済環境常任委員長の報告に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 保坂多枝子君。 

〇１６番議員（保坂多枝子君） 
 ただいまの委員長報告によりますと議案第２１号 北杜市景観条例の一部を改正する条例に

ついての附帯決議案は、討論はなく全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定されまし

たとあります。この件は大変重要な案件でありまして、必要なことであるかとも思います。こ

の決議された件に対しまして、その後、委員長はどのように対応され、また処理されたのか伺

います。 
〇議長（千野秀一君） 

 委員長、中山宏樹君。 
〇経済環境常任委員長（中山宏樹君） 

 ただいまの保坂議員さんのご質問にお答えいたします。 
 附帯決議を議長のほうへ提出いたしまして、そこから執行のほうへいっているものと確認し

ております。 
〇議長（千野秀一君） 

 内田俊彦君。 
〇２０番議員（内田俊彦君） 

 私は当委員会の委員でございます。委員会の質疑におきましては、委員会の委員長に対して

の質疑に対しましては説明員、もしくは委員が代われるということとなっております。代わり

 ２０９



まして私のほうからこの委員会の質疑の内容、またその後のことについての、附帯決議がいか

なるものかということについてご説明をさせていただきますが、よろしいでしょうか。 
〇議長（千野秀一君） 

 許可します。 
〇２０番議員（内田俊彦君） 

 議案第２１号 北杜市景観条例の一部を改正する条例についての附帯決議でございます。こ

れにつきましては、先ほど保坂議員から指摘がありましたとおり非常に市民、また住民、また

われわれ議員の注目をする議案でございました。それに当たりまして、当委員会は慎重審議を

したわけでございますが、これにつきましてはこのまま採決をして可とするということもあり

ますが、当委員会として、これについては私が暫時休憩中に附帯決議を提出したものでござい

ますが、これを委員会に諮りまして結果が出たわけでございます。 
 附帯決議は皆さまご承知のとおり紳士協定的なものもございますが、委員会としてのこれは

附帯決議を決議して条例案を可決したということでございますから、それを委員長が今、報告

しているということだと思います。附帯決議を報告した。それによって、執行側がこれについ

て対応するどうすることについては、やはりこれは執行側の考えとして今後、われわれは見守っ

ていかなければならないという状況でありますから、これは当委員会の附帯決議をこの本会議

場でされたということを報告することをもって、当委員会の報告とするということが妥当な対

応だというふうに思いますので、この附帯決議の中の案件は皆さま方、お手元に配布してござ

いますからご理解をいただきたいと思います。 
 以上でございます。 

〇議長（千野秀一君） 
 よろしいですか。 
 （はい。の声） 
 ほかにありませんか。 
 （ な し ） 
 ないようですので、これをもって経済環境常任委員長報告に対する質疑を終結いたします。 
 これから承認第１号 北杜市税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告及び承認を求め

ることについて討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 これから、承認第１号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、承認です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、総務常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、承認第１号は総務常任委員長の報告のとおり承認することに決定いたしました。 

 次に議案第１６号 北杜市職員給与条例の一部を改正する条例について討論を行います。 
 討論はありませんか。 
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 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第１６号の採決をいたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、総務常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１６号は総務常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたしまし

た。 

 次に議案第１７号 北杜市防災行政無線通信施設条例の一部を改正する条例について討論を

行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第１７号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、総務常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１７号は総務常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたしまし

た。 

 次に議案第１８号 北杜市地域支援事業の利用料に関する条例の一部を改正する条例につい

て討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第１８号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、文教厚生常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１８号は文教厚生常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第１９号 北杜市立診療所条例の一部を改正する条例について討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 
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 これから、議案第１９号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、文教厚生常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１９号は文教厚生常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第２０号 北杜市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例について討

論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第２０号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、文教厚生常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２０号は文教厚生常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 ここで暫時休憩といたします。 

 再開は１１時５分といたします。 

休憩 午前１０時５４分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１１時０５分 
〇議長（千野秀一君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
 休憩中、市長から事件訂正請求書が提出されました。 

 お諮りいたします。 

 事件訂正請求書についてを日程に追加し、直ちに議題とすることにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 よって、事件訂正請求書についてを日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしまし

た。 

 暫時休憩いたします。 
休憩 午前１１時０６分 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
再開 午前１１時０７分 
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〇議長（千野秀一君） 
 再開いたします。 

   追加日程第１ 事件訂正請求書についてを議題といたします。 
 市長に説明を求めます。 

 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 

 議案第２１号 北杜市景観条例の一部を改正する条例につきましては、施行日を平成２８年

７月１日としておりましたが、平成２８年３月９日に行われた経済環境常任委員会での審議お

よび同委員会の附帯決議を熟慮した結果、当該条例の施行日を平成２８年６月１日に訂正した

いため、議案訂正をお願いするものであります。 

 よろしくご審議の上、ご承認いただけますようお願い申し上げます。 

〇議長（千野秀一君） 

 原堅志君。 

〇７番議員（原堅志君） 

 今の件につきまして、議会運営委員会を開催したいと思いますけども、お願いいたします。 

〇議長（千野秀一君） 

 続けていきたいと思います。 

 お諮りいたします。 

 議案第２１号・・・。 

〇７番議員（原堅志君） 

 動議。 

〇議長（千野秀一君） 

 原堅志君。 

〇７番議員（原堅志君） 

 この件につきまして、議会運営委員会を開催することをお諮りお願いいたします。 

〇議長（千野秀一君） 

 議長として必要ないと認めます。 

 進めます。 

 お諮りいたします。 

〇７番議員（原堅志君） 

 賛成者がいるんですよ、議長。 

〇議長（千野秀一君） 

 今の内容について、もう一度説明をお願いします。 

 原堅志君。 

〇７番議員（原堅志君） 

 この件につきまして、担当課から議会運営委員会で説明を受けて、この審議に入りたいと思

いますで、ぜひお計らいのほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（千野秀一君） 

 議案の訂正でありますから、議事を続けます。 

 お諮りいたします。 
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 原堅志君。 

〇７番議員（原堅志君） 

 動議としてお願いします。暫時休憩をお願いします。 

〇議長（千野秀一君） 

 どういう必要がありますか。 

〇７番議員（原堅志君） 

 訂正は分かりますけども、議会運営委員会に対して、この件について議長のほうからも、こ

れは訂正ですので変わりませんけども、議会運営上、今後のこともありますので、ぜひその件

につきまして、議会運営委員会の委員長として議会運営委員会を開催したいということの動議

です。 

〇議長（千野秀一君） 
 内田俊彦君。 

〇２０番議員（内田俊彦君） 
 ただいま市長より事件訂正請求書が出まして、これについては追加日程として事件訂正請求

書ということで議長が追加日程に諮られました。その諮られた中で、この本会議の中に提出が

されているわけですから、議会運営委員会を諮らずにしても議長はそれを諮問せず、本会議に

おいて議員にお諮りをしてこれを決定したわけですから、議会運営委員会を改めて開くという

ことは当然、一事不再議からみてもこれはあり得ないことであります。議会運営委員長がその

ようなことを言われるのは甚だ遺憾でありますし、もう少し見識ある発言をしていただきたい

と思います。議長よりその旨をお伝えいただいて、議事進行をよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（千野秀一君） 

 議長として議運を開く必要はないと認めます。 

 したがいまして、会議を続けます。 

 原堅志君。 

〇７番議員（原堅志君） 

 議長、暫時休憩をお願いします。 

〇議長（千野秀一君） 

 どういう理由でしょうか。 

 ・・・内田俊彦君。 
〇２０番議員（内田俊彦君） 

 暫時休憩の動議に対しまして、議事進行の動議を提出いたします。口頭にて提出いたします。 

〇議長（千野秀一君） 

 （「賛成。」の声） 

 議事進行いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第２１号 北杜市景観条例の一部を改正する条例についての議案訂正を承認することに

ご異議ありませんか。 

 （異議あり。の声） 

 異議がありますので、起立採決いたします。 

 議案第２１号 北杜市景観条例の一部を改正する条例についての議案訂正を承認することに
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ついて、賛成の方の起立を求めます。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数です。 

 よって議案第２１号 北杜市景観条例の一部を改正する条例についての議案訂正を承認する

ことに決定いたしました。 

 なお、訂正後の議案書につきましては本会議閉会後に議員控室に措置いたします。 

 議案第２１号 北杜市景観条例の一部を改正する条例については、先ほど議案の訂正が承認

されました。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議案となっております議案第２１号は、会議規則第３７条３項の規定により委員会

付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 したがって、議案第２１号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 これから、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 原堅志君。討論ですか。 

〇７番議員（原堅志君） 

 違います。間違えました。 

〇議長（千野秀一君） 

 これで、討論を終結いたします。 

 これから、議案第２１号に対する採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２１号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に議案第２３号 山梨県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更に伴う山梨県市町

村事務組合規約の変更について討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第２３号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、総務常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２３号は総務常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたしまし

た。 
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 次に議案第２４号 農地耕作条件改善事業（箕輪地区）土地改良事業計画について討論を行

います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第２４号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２４号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第２５号 農地耕作条件改善事業（山高地区）土地改良事業計画について討論を行

います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第２５号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２５号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第２６号 農地耕作条件改善事業（原長澤地区）土地改良事業計画について討論を

行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第２６号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２６号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第２７号 字の区域の変更（明野町浅尾）について討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第２７号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２７号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第２８号 字の区域の変更（白州町白須）について討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第２８号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２８号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第２９号 平成２８年度北杜市一般会計予算について討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 反対討論ですか。 

 清水進君。 

〇１１番議員（清水進君） 

 議案第２９号 北杜市一般会計予算に反対の立場から討論を行います。 

 総務省の家計調査で、２人以上世帯のうち勤労世帯の実質可処分所得が３０年前以下の水準

に落ち込んでいることが明らかになりました。消費税率８％への引き上げで消費者物価指数が

２０１５年に１０４．６まで跳ね上がり、物価上昇は過去最高の水準となりました。また日本

商工会議所は主に個人事業主２千社を対象に行った消費税率８％に伴う価格転嫁の実態調査で

売上高１千万円以下の事業者や小売業、飲食業等の半数がまったく転嫁できないと回答し、業

者が消費税の納付について生命保険を解約して払った、自分の年金を充てたと述べております。 

 社会保障と年金の削減も深刻な影響を与えています。特に利用したい介護保険制度が軽度と

判断されれば、今までのサービスが利用できず全額負担しなければならず、保険あって介護な

しの実態が生まれています。医療費の支払いができない、破たんする高齢者も生まれています。 

 こうした市民の暮らしの実態から市の新年度予算では市民の暮らしを支え、福祉の充実によ

り誰でも住んでよかったと思える施策を行っていくことが求められております。その点で私た

 ２１７



ちが要望してきた障害がある子どもの医療費窓口無料化が復活すること、そしてこの１月より

中学３年生まで医療費の窓口無料化が拡充されたことは喜ばしいことだと考えております。 

 しかし反対の第１の理由は、国の消費税８％の増税は市民に負担増をもたらしています。市

の施策により国保税や介護保険料の軽減、市民や業者の暮らしの支援につながる住宅リフォー

ム事業の実施、子どもの医療費、窓口無料化を高校３年生までの拡充、子どもの貧困解消のた

め就学援助金給付の拡充、子ども第１子保育料支援など当初予算３２５億円の１％以内の財源

で実施可能と考えます。 

 第２に本年度の公債費のうち繰上償還に元金だけでも１８億６，３００万円が計上されてい

ます。市民の暮らしを支える財源に振り替えるべきではありませんか。 

 第３にいわゆるマイナンバー制度を実施していく予算が計上されています。この制度の一番

の狙いは国民一人ひとりの収入と財産を丸裸にし、税・保険料の徴収強化、社会保障の給付制

限を押し付けていくことが今後考えられています。市民にとってはほとんどメリットがありま

せん。実施を中止しても市民生活になんら支障がありません。 

 第４に市民バス運行費が計上されています。しかしこの広い面積を持つ市内でバスの公共交

通だけでなく、タクシー業者と連携しデマンドタクシー制度など導入を提案してきました。他

自治体等は実施しています。高齢者が多く認知症による事故も今、増加しています。国土交通

省では地域公共交通確保維持改善事業があり、地域の特性に応じた生活交通の維持確保で過疎

地域等におけるバス、デマンドタクシーの運行も盛り込まれています。こうした対策が立てら

れておりません。早期に実施すべきではありませんか。 

 第５に峡北広域水道企業団に責任水量買い取りの予算計上がされています。１００％、利用

されていません。今後も人口が減少してきます。利用されていない水が増加してきます。利用

していない分はダムを設置した山梨県に負担を求めるべきだと考えます。今後、この制度を改

革していくべきであります。こうした理由により前年度より予算金額規模は１１１．５％増と

なりましたが、市民の暮らしを支える事業実施を求め当予算案に反対をいたすものであります。 

 以上であります。 

〇議長（千野秀一君） 
 ほかにありませんか。 

 賛成討論。 

 秋山俊和君。 

〇２２番議員（秋山俊和君） 

 議案第２９号 平成２８年度北杜市一般会計予算案に賛成の立場で討論をいたします。 

 まずもって平成２８年度の一般会計予算案は、総額３２５億８，３４０万円で須玉小大規模

改修事業に９億５，４３３万円。ＪＲ小淵沢駅舎駅前広場整備事業に１４億３，０１５万円。

子育て支援住宅整備事業に５億７，０３３万円。子育て世帯マイホーム補助金１億１，１００万

円など大型事業が重なったこともあり、過去最大の予算であります。 

 交付税の段階的縮減に対応し、さらなる歳入歳出の見直しを行うとともに財政健全化の取り

組みをより一層進めることとし、基金財源を活用して１８億６千万円にのぼる市債の繰上償還

を行う一方で北杜市総合計画および北杜市総合戦略定住自立支援、八ヶ岳観光圏などを着実に

推進するため事業の選択と集中を図り、重点的かつ効率的な予算であると思います。 

 市民バスの運行については市民の生活の足として通学、買い物、通院、駅への接続など欠か
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せない交通手段となっております。また自由乗降の実施や一部路線の延長など利用者の利便性

を高めるための見直しを行っております。さらに新年度からは一部エリアで車両を小型化し、

新たな路線の再編を行うなど利用者の利便性はさらに高まり、利用者の増加が期待されるとこ

ろであります。 

 超高齢社会を迎え運転免許証返納者も増えることから、高齢者運転免許証自主返納支援制度

を創設し、高齢者に市民バスの利用を促す取り組みも始めており、この制度は多くの高齢者が

利用するなど市民の足として市民バスに寄せる期待は大きいといえます。これらのことから市

民バスは市民にとって欠かせない公共交通であります。 

 マイナンバー社会保障税番号制度では、住民票を有するすべての方に１人１つの番号を付し

て社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、国・地方公共団体等の複数の機関

に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。 

 複数の機関で横断的に１つの番号を利用するマイナンバー制度の導入により、公平・公正な

社会の実現のため所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に逃れ

ることや不正受給の防止に役立ちます。 

 また国民の利便性の向上のため、年金や福祉などの申請時に用意しなければならない書類が

減るなど行政手続きが簡素化されます。さらに行政事務が効率化されることで事務がより正確

で迅速になります。 

 昨年１０月から各戸へ通知カードの配達が始まり、今年１月からは個人番号カードの発行と

マイナンバーの利用が市役所で始まりましたが、大きなトラブルもなく順調に業務が行われて

いると聞いております。 

 一部の国民の間には個人情報がすべて把握されたり、情報が芋づる式に流出してしまうとい

う心配もあるようですが、行政機関が持っている個人の情報について社会保障、税、災害の分

野に限定した上で活用することとしており、漏えいに関しても直接のやりとりはマイナンバー

ではなく、暗号化された符号が使われるなどセキュリティにも万全を期しております。 

 すでに自治体のみならず全国の事業所等でもマイナンバーの利用が始まっており、制度を後

戻りさせることなど決してできるものではありません。 

 以上を申し上げて議案第２９号 平成２８年度北杜市一般会計予算案に賛成をいたします。 

〇議長（千野秀一君） 
 ほかに討論はありませんか。 

 反対の討論。 

 岡野淳君。 

〇８番議員（岡野淳君） 

 平成２８年度北杜市一般会計予算に反対の立場で討論させていただきます。 

 本予算では、北杜市簡易水道特別会計に繰入金として７億６，８７６万９千円計上されてお

ります。この繰入金のほぼ半分に当たる３億６，２９０万８千円は基準外繰入であります。簡

易水道事業には非常に多くの経費がかかることは十分承知をしております。しかし毎年、一般

会計から当然のように繰入金が投入されるというのは水道法の精神からみて健全とはいえない

と思います。交付税が年々縮減され、高齢化によって医療費が膨らみ、人口減少による水道使

用料が減少するなど歳入の厳しさは増す一方です。 

 その一方、目玉政策である少子化対策、子育て支援など人口維持のための予算はますます必
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要になってきます。そのような状況の中、基準外繰入金をいかに減らすかという工夫はあって

当然です。 

 市民の大切な足であるデマンドバスの運行をタクシー業界の経営を圧迫するという理由など

で廃止するなど非常に重大な決断ができるのであれば、責任水量の買い取りを見直すなどそう

いった判断もできるはずです。 

 先ほどの経済環境常任委員会の委員長報告にもありましたように、今後水道料金の値上げに

ついても検討していく必要があるというのも新しい提案の１つかもしれませんが、安易に市民

に負担増を求めるだけで、繰入金を投入し続ける予算案に対しては賛成しかねます。 

 以上の理由で平成２８年度北杜市一般会計予算に反対いたします。 

 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 ほかに討論はありませんか。 

 賛成討論。 

 福井俊克君。 

〇４番議員（福井俊克君） 

 議案第２９号 平成２８年度北杜市一般会計について賛成の立場で討論をいたします。 

 まず各常任委員会での審査結果は常任委員長の報告のとおり、いずれも可決であります。こ

のため委員会の結論を尊重すべきと思います。北杜市は合併から１２年目を迎えております。

白倉市政はその間、財政の健全化を第一に位置づけ、行政の課題に職員と一丸となって取り組

んできた姿勢は、まさに北杜市が目指す人と自然と文化が躍動する環境創造都市の構築に大き

な礎となっているものであります。その努力に敬意を表すところであり、新年度予算において

もその心意気が表れております。 

 平成２８年度北杜市一般会計予算３２５億８，３４０万５千円は、対前年比で３３億４，

８０９万２千円の増、１１．５％の増と合併以来、最大の予算でもあります。 

 歳入面においてみますと税収の確保に努め、第３次行財政改革アクションプランに基づき市

債の抑制と税収面では景気動向から住民税の減額見込み、太陽光発電の増額に伴う固定資産税

の増額、地方交付税については段階的縮減ならびに国勢調査の人口減による影響など的確な見

込みが反映され、さらに減債基金からの市債繰上償還への充当を考慮もされており、将来を見

据えた適切な歳入予算でもあります。 

 一方、歳出面においては公共事業の前年度予算範囲内、経常経費、行政経費においても厳し

いシーリングを設定し総額の抑制を行っております。ともに財政の一層の健全化のために

１８億６千万円の繰上償還を計上し、平成２８年度末の市債残高はピーク時から３２６億円削

減し６８３億円程度に、さらには基金残高においては合併時から９９億円の増加の１４９億円、

市債と合わせた４２５億円の改善を見込んでおる予算であります。この予算においては交付税

の段階的縮減への対応と歳入歳出の見直しなど、財政健全化の取り組みの強化と市債の繰上償

還を行う一方で少子化対策、定住促進に傾注した施策と北杜市総合計画、北杜市総合戦略の着

実な推進を図るため、積極的で果敢な取り組みを感じさせる予算でもあるものと私は高く評価

をしております。 

 少子高齢化が進む中で北杜市の現状を的確に見つめ、将来の発展につながるものと確信をし

ております。 
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 議案第２９号 平成２８年度北杜市一般会計予算についての賛成の討論といたします。 

〇議長（千野秀一君） 

 ほかに討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 これで討論を終結します。 

 これから、議案第２９号を採決いたします。 

 この採決は、起立により行います。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数です。 

 したがって、議案第２９号は各常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に議案第３０号 平成２８年度北杜市国民健康保険特別会計予算についての討論を行いま

す。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第３０号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、文教厚生常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３０号は文教厚生常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第３１号 平成２８年度北杜市後期高齢者医療特別会計予算について討論を行いま

す。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結します。 

 これから、議案第３１号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、文教厚生常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３１号は文教厚生常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第３２号 平成２８年度北杜市介護保険特別会計予算について討論を行います。 
 討論はありませんか。 
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 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第３２号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、文教厚生常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３２号は文教厚生常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第３３号 平成２８年度北杜市居宅介護保険支援事業特別会計予算について討論を

行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第３３号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、文教厚生常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３３号は文教厚生常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第３４号 平成２８年度北杜市簡易水道事業特別会計予算について討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 反対討論ですか。 
 岡野淳君。 

〇８番議員（岡野淳君） 
 平成２８年度北杜市簡易水道事業特別会計予算に反対の立場で討論させていただきます。 

 先ほどの一般会計の討論のところで申したとおり、本会計には一般会計より７億６，８７６万

９千円の繰入金が計上されております。このうちの半分は基準外繰入金として３億６，２９０万

８千円であります。先ほど申し上げたとおり財政が逼迫し、これから人口減少を食い止めるた

めの予算がますます必要になってくる中、本会計の特に基準外繰入をいかに減らしていくかと

いう工夫が必要になってくるはずなんです。 

 ところが例えば最近の水道運営委員会を見てみても、そういう議論がほとんどないというふ

うに思います。例えば引き合いに出しますと、繰入金の額が大きいという委員からの指摘があ

ります。これはなんとかしろというふうな趣旨ではなくて、一定期間、繰入金をしてもらわな

いと困る、そういう約束がほしいんだと、こういう発言です。答弁については必要な分だけ、

ある程度要求していかなくてはならない。あるいは公営企業化されます、将来。公営企業化さ

れたときに市の一般財源から繰り入れは見込まれるのか、こういう委員の発言があります。そ
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れに対して今の料金水準を維持するだけであれば繰り入れは避けられない。市の財政状況を考

えた中で繰入金を減らすこと、独立採算による運営が求められている、こういう答弁もあるん

ですけれども、全体にこの委員会の発言の趣旨が、はなからもう繰入金をあてにしている、そ

ういう発言だと言わざるを得ません。こういう考え方では繰入金、特に繰入金をまったくゼロ

にしろなんていうことを言うつもりはありませんけども、せめて基準外を少しでも減らすとい

う工夫はこの委員会の中でも議論があって然るべきだというふうに思います。 

 以上の理由でこの平成２８年度北杜市簡易水道事業特別会計予算に反対するものであります。 

 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 ほかに討論はありませんか。 

 内田議員。 

〇２０番議員（内田俊彦君） 

 平成２８年度北杜市簡易水道事業特別会計予算につきまして、賛成の立場で討論させていた

だきます。 

 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２４億１，６８６万９千円になるわけでございます。

先ほど岡野議員のほうからの反対討論によりますと繰出金、繰入金ということの中で討論があ

るわけでございますが、一般会計から簡易水道へ繰り入れがされ、そこから企業団へ責任水量

の下に受水の料金が払われているわけでございます。そしてそれによって企業団は成り立って

いるわけでございますから、そこへとにかく責任水量制の分担分を支払わなければ企業団が潰

れてしまうわけであります。そういたしますと当然、水道の、要するに水道水が確保できずに

市民の皆さまに水道水が供給できなくなってしまうという現実があります。 

 市は市民の皆さんにできるだけ安価で安全な水を供給するために、財政も厳しいわけであり

ますが料金を上げずに今までやってきたわけであります。繰り出し・繰り入れを防ぐというこ

とになりますと、どうしても料金を上げなければならないわけでありまして、市は今、企業会

計に移行し、経営の効率化を図りながらそれらを今、模索しながらどうしていくということを

今、頑張っているわけでございます。 

 そういたしますと繰り入れ・繰り出しに対しましては、どうしてもこれは市民の皆さまに水

道水を供給するという立場から致し方ないことでございます。 

 以上の理由によりまして、簡易水道事業特別会計につきまして賛成といたします。 

〇議長（千野秀一君） 
 ほかに討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 これで討論を終結いたします。 

 これから、議案第３４号を採決いたします。 

 この採決は、起立により行います。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を願います。 

 （ 起 立 多 数 ） 

 起立多数です。 

 したがって、議案第３４号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし
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ました。 

 次に議案第３５号 平成２８年度北杜市下水道事業特別会計予算について討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第３５号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３５号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第３６号 平成２８年度北杜市農業集落排水事業特別会計予算について討論を行い

ます。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第３６号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３６号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第３７号 平成２８年度北杜市新エネルギー事業特別会計予算について討論を行い

ます。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第３７号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３７号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第３８号 平成２８年度北杜市病院事業特別会計予算について討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第３８号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、文教厚生常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３８号は文教厚生常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第３９号 平成２８年度北杜市辺見診療所特別会計予算について討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第３９号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、文教厚生常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３９号は文教厚生常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第４０号 平成２８年度北杜市白州診療所特別会計予算について討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第４０号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、文教厚生常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４０号は文教厚生常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第４１号 平成２８年度北杜市土地開発事業特別会計予算について討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第４１号を採決いたします。 
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 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４１号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第４２号 平成２８年度北杜市明野財産区特別会計予算について討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第４２号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４２号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第４３号 平成２８年度北杜市須玉財産区特別会計予算について討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第４３号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４３号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第４４号 平成２８年度北杜市高根財産区特別会計予算について討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第４４号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 ２２６



 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４４号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第４５号 平成２８年度北杜市長坂財産区特別会計予算について討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第４５号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４５号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第４６号 平成２８年度北杜市大泉財産区特別会計予算について討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第４６号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４６号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第４７号 平成２８年度北杜市小淵沢財産区特別会計予算について討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第４７号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４７号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第４８号 平成２８年度北杜市白州財産区特別会計予算について討論を行います。 

 ２２７



 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第４８号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４８号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第４９号 平成２８年度北杜市武川財産区特別会計予算について討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第４９号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４９号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に議案第５０号 平成２８年度北杜市浅尾原財産区特別会計予算について討論を行います。 
 討論はありませんか。 

 （ な し ） 

 討論を終結いたします。 

 これから、議案第５０号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りいたします。 

 本案は、経済環境常任委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なし。の声） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５０号は経済環境常任委員長の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（千野秀一君） 
   日程第３６ 議案第１２号 北杜市法務専門職員の任用等に関する条例の制定について 
   日程第３７ 議案第１３号 北杜市行政不服審査会条例の制定について 

の２件を一括議題といたします。 

 ２２８



 内容説明を求めます。 
 伊藤総務部長。 

〇総務部長（伊藤勝美君） 
 それでは議案第１２号 北杜市法務専門職員の任用等に関する条例の制定についてご説明を

申し上げます。 
 概要書をご覧いただきたいと思います。趣旨でございます。 
 行政不服審査法第２章第３節に規定する審理手続きの業務を行う法務専門職員を任用するた

め北杜市法務専門職員の任用等に関する条例を制定するものであります。 
 制定の内容であります。 
 法第２章第３節に規定する審理手続きを行う高度な法律の知識を有する法務専門職員を任用

するに当たり、身分、報酬等の支給、勤務時間、守秘義務および罰則等について必要な事項を

規定するもの、また法務専門職員の報酬を規定するため、附則において北杜市特別職の職員で

非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものであります。 
 条例本文の２ページをご覧いただきたいと思います。 
 この条例は第１条から第７条、ならびに附則により構成されております。 
 第１条では趣旨を定めてございます。 
 第２条では任用を規定しております。 
 第３条では身分を定めており、法務専門職員は地方公務員法第３条第３項第３号に規定する

特別職とすることを規定しております。 
 第４条では法務専門職員報酬等の支給等についてを、第５条では職務上知り得た秘密を漏ら

してはならない。その職を退いたあとも同様とすることなど、守秘義務についてを規定してお

ります。 
 第６条では委任について規定しています。 
 第７条では守秘義務の規定に違反して秘密をもらした者に対して罰則を規定しています。 
 附則といたしまして、この条例は平成２８年４月１日から施行することを規定しております。 
 また法務専門職員の報酬は、北杜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部改正で規定することとし、法務専門職員の報酬日額を２万円とすることを規定

しております。 
 続きまして議案第１３号 北杜市行政不服審査会条例の制定についてご説明を申し上げます。 
 概要書をご覧いただきたいと思います。 
 趣旨でございます。行政不服審査法第８１条第１項の規定により審査請求に係る事務を処理

することを目的とする北杜市行政不服審査会を設置するため、北杜市行政不服審査会条例を制

定するものであります。 
 制定の内容であります。北杜市行政不服審査会を設置するに当たり組織、委員、任期、会長、

専門委員、会議、調査審議手続の非公開、罰則等について条例で規定するものであります。 
 条例本文の２ページをご覧いただきたいと思います。 
 この条例は第１条から第１１条、ならびに附則により構成されております。 
 第１条では設置を定めてございます。 
 第２条では所掌事務について規定しており、審査会は法の規定により市長の諮問に応じ調査

審議し、市長に答申することとしています。 

 ２２９



 第３条では審査会は委員５人以内をもって組織することを規定しています。 
 第４条では委員の委嘱、任期、解任、守秘義務、政治運動等の禁止、委員の報酬および費用

弁償等を規定しています。 
 第５条では会長は互選によりこれを定めることとし、会長に事故がある場合の職務代理等に

ついて規定しております。 
 ３ページでございます。 
 第６条では審査会に専門事項を調査させるため、専門委員を置くことができる旨等を規定し

ています。 
 第７条では会議の招集、議長、議決の決定等について規定しています。 
 第８条では審議手続きを非公開とすることを、第９条では審査会の庶務は総務部総務課で処

理することを、第１０条では委任事項について規定しています。第１１条では守秘義務の規定

に違反して秘密を洩らした者に対する罰則を規定しています。 
 附則としまして、この条例は平成２８年４月１日から施行することを規定しています。 
 また最初の審査会の会議の招集は、特例として市長が招集することを規定しています。 
 以上２案件につきましてよろしくご審議の上、ご議決いただけますようよろしくお願い申し

上げます。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 説明が終わりました。 
 これから質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題となっております議案第１２号および議案第１３号の２件は、会議規則第

３７条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１２号および議案第１３号の２件は委員会への付託を省略することに決

定いたしました。 
 これから討論を行います。 
 討論がある方は議案番号、議案名を述べてから討論に入ってください。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これから議案第１２号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 

 ２３０



 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１２号は原案のとおり可決するものと決定いたしました。 
 これから議案第１３号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１３号は原案のとおり可決するものと決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（千野秀一君） 

   日程第３８ 議案第１４号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について

を議題といたします。 
 内容説明を求めます。 
 伊藤総務部長。 

〇総務部長（伊藤勝美君） 
 議案第１４号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について、ご説明

を申し上げます。 
 概要書をご覧いただきたいと思います。 
 趣旨でございます。行政不服審査法が施行されることに伴い、関係条例の整備を行うため北

杜市情報公開条例他７条例の一部を改正するものであります。 
 改正の内容であります。関係する８条例について一括して改正を行うものであります。 
 それでは条例本文の２ページをご覧いただきたいと思います。 
 第１条では、北杜市情報公開条例の一部改正を規定しております。 
 開示請求にかかる審査請求の諮問については北杜市情報公開・個人情報保護審査会で実施し

ていますが、引き続き北杜市情報公開個人情報保護審査会で実施すること等を規定するととも

に法改正に伴う字句の改正であります。 
 ２ページから３ページにかけまして、第２条では北杜市行政手続条例の一部改正を規定して

おります。法改正に伴う字句の改正であります。 
 第３条では、北杜市固定資産評価審査委員会条例の一部改正を規定しております。固定資産

評価審査委員会の審査にかかる決定書の記載事項を追加する規定および審査委員会に提出され

た書類の交付手続き手数料等について規定したものであります。 
 ４ページであります。 
 第４条関係では北杜市職員給与条例の一部改正を規定しております。法改正に伴う字句の改

正であります。 
 第５条関係では北杜市手数料条例の一部改正を規定しております。審理員に対する書類の交

付手数料、北杜市行政不服審査会に対する書類の交付手数料、地方自治法の規定により行政不

服審査会の規定を準用する交付手数料、公職選挙法の規定により行政不服審査法を準用する交

付手数料等について規定したものであります。 
 ページが飛びまして、１１ページをお願いいたします。 
 第６条関係では、北杜市個人情報保護条例の一部改正を規定しております。 

 ２３１



 本条例第１条の北杜市情報公開条例の一部改正と同様に北杜市個人情報保護条例による開示

請求にかかる審査請求の諮問については、北杜市情報公開個人情報保護審査会で引き続き実施

することを規定するほか法改正に伴う字句の改正であります。 
 １３ページをお願いいたします。 
 第７条関係では、北杜市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正を規定して

おります。法改正に伴う字句の改正であります。 
 第８条関係では、北杜市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正を規定しております。

審査請求人、または実施機関が審査会に提出した資料について閲覧を求めることができる等を

規定するほか字句の改正を行うものであります。 
 １４ページですけども施行期日は平成２８年４月１日から施行することとしております。 
 以上、よろしくご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 
 以上です。 

〇議長（千野秀一君） 
 説明が終わりました。 
 これから質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題となっております議案第１４号は、会議規則第３７条第３項の規定により委員

会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ございませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１４号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これから議案第１４号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第１４号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（千野秀一君） 

   日程第３９ 議案第２２号 北杜市過疎地域自立促進計画の策定についてを議題といたします。 
 内容説明を求めます。 
 菊原企画部長。 

 ２３２



〇企画部長（菊原忍君） 
 議案第２２号 北杜市過疎地域自立促進計画の策定について、ご説明いたします。 
 過疎地域自立促進特別措置法第６条第１項の規定により、北杜市過疎地域自立促進計画を別

冊のとおり策定するものであります。 
 今回の策定に当たっては当該法の執行期限が５年間延長されたことから、新たな計画を策定

するため当該法の規定により議会の議決を求めるものであります。 
 それでは計画の概要についてご説明いたします。 
 まず１ページから８ページにつきましては、市の概況および人口の推移などでございます。 
 ９ページから１３ページにつきましては、３地域の財政状況および公共施設の整備状況など

でございます。 
 １４ページから１５ページにかけて地域の自立促進の基本方針を掲げております。 
 過疎地域においても将来にわたり安心して暮らし続けられるよう、地域の魅力を高め定住人

口の維持を図りながら持続可能で活力ある過疎対策を推進することとしており、大きく３つの

項目を掲げております。 
 １つ目が１４ページ、下段の①個性的で魅力的な地域コミュニティの創造、２つ目が１５ペー

ジ上段、②活力ある地域社会の創造、３つ目が③人口減にも耐えうる少子・高齢化社会の形成

であります。 
 なお、計画期間につきましては法の定めにより平成２８年４月１日から平成３３年３月

３１日までの５カ年間としております。 
 １６ページ以降が具体的に取り組む事業内容でありまして、８つの施策で取り組むこととし

ております。 
 ２０ページが産業の振興として農地基盤整備事業など、２４ページが交通通信体系の整備、

情報化及び地域間交流の促進として道路交通網の整備など、次に３０ページが生活環境の整備

といたしまして簡易水道等のライフラインの整備、３２ページが高齢者等の保健及び福祉の向

上及び増進として介護福祉施設などの整備、次に３４ページが医療の確保といたしまして医療

機器などの整備、３６ページが教育の振興といたしまして教育環境の整備など次に３８ページ

が地域文化の振興等といたしまして地域文化の継承など、３９ページが集落の整備といたしま

して子育て支援住宅などの整備をそれぞれ取り組む事業内容として掲げております。 
 なお、４０ページにおきましては過疎地域自立促進特別事業の円滑で効果的な運営を図るた

め過疎地域自立促進基金を設置することといたしまして、基金の対象となる事業は施設の維持

補修、管理などのソフト事業でありまして４１ページから４４ページに掲載してございます。 
 以上が計画の概要説明であります。よろしくご審議の上、ご議決いただけますようお願いい

たします。 
〇議長（千野秀一君） 

 説明が終わりました。 
 これから質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 

 ２３３



 ただいま議題となっております議案第２２号は、会議規則第３７条第３項の規定により委員

会への付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２２号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これから議案第２２号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第２２号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（千野秀一君） 

   日程第４０ 議案第５１号 平成２７年度北杜市一般会計補正予算（第５号）を議題といたしま

す。 
 提案理由の説明を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 追加提案をいたします議案につきまして、ご説明申し上げます。 
 議案第５１号 平成２７年度北杜市一般会計補正予算（第５号）についてであります。 
 歳入歳出予算の総額に５億９，５０２万６千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

３２４億２，８７１万１千円とするものであります。 
 国では、今国会において一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策や総合的なＴ

ＰＰ関連政策大綱を踏まえた予算として総額３兆３，２１３億円の補正予算が成立いたしまし

た。本市といたしましては地方版総合戦略に基づく各自治体の取り組みについて先駆性を高め

レベルアップの加速化を図るために創生された地方創生加速化交付金を充当する事業や賃金引

き上げの恩恵が及びにくい所得の少ない高齢者を支援するための給付金の支給、ＴＰＰ関連予

算関連事業として実施する土地改良事業などについて、国費を有効に取り組みながら補正予算

案を取りまとめました。緊急の対策でありますので本日、追加提案させていただいたところで

あります。よろしくご審議の上、ご議決のほどをお願い申し上げます。 
〇議長（千野秀一君） 

 次に内容説明を求めます。 
 菊原企画部長。 

〇企画部長（菊原忍君） 
 議案第５１号 平成２７年度北杜市一般会計補正予算書（第５号）をご覧いただきたいと思

います。 

 ２３４



 １ページをお開きください。 
 歳入歳出予算の総額にそれぞれ５億９，５０２万６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

３２４億２，８７１万１千円とするものでございます。 
 ４ページをお開きください。第２表 繰越明許費補正でございます。 
 まず追加といたしまして２款総務費、１項総務管理費、個人番号制度事業１，３９０万３千

円は個人番号カードの作成について国の追加方針が年度内での事業完了が困難な時期に出され

たことから繰越明許費を設定するものでございます。 
 次に同款同項自治体情報システム強靭化向上事業２，２５１万２千円は、国の補正予算に伴っ

て実施するもので、年度内に事業の完了が見込めないことから繰越明許費を設定するものでご

ざいます。 
 次に３款民生費、１項社会福祉費、年金生活者等支援臨時福祉給付金事業２億３，８９６万

４千円は国の補正予算に伴って実施するもので、年度内に事業の完了が見込めないことから繰

越明許費を設定するものでございます。 
 次に同款２項児童福祉費、子ども子育て支援システム改修事業８７万円は国の補正予算に

伴って実施するもので、年度内に事業の完了が見込めないことから繰越明許費を設定するもの

でございます。 
 次に６款農林水産業費、１項農業費、農業振興事業３千万円は国の補正予算に伴って実施す

る北の杜フードバレー構築プロジェクト事業について、年度内に事業の完了が見込めないため

繰越明許費を設定するものでございます。 
 次に７款１項商工費、観光振興事業６，５２１万円は国の補正予算に伴って実施する世界に

誇る水の山北杜ブランド推進事業および日本の顔となる観光地域づくりのための八ヶ岳ＤＭＯ

構築事業について年度内に事業の完了が見込めないため、繰越明許費を設定するものでござい

ます。 
 次に９款１項消防費、防災ラジオ導入事業２７７万８千円は防災ラジオにかかる仕様書の再

検討と製造に不測の日数を要したことから年度内に事業の完了が見込めないため、繰越明許費

を設定するものでございます。 
 次に変更といたしまして６款農林水産業費、１項農業費、県営土地改良事業の２，２５３万

５千円を３，７１５万円増額し５，９６８万５千円とするものは、国の補正予算に伴って実施

するものおよび関係機関との調整に不測の日数を要した事業について、年度内に事業の完了が

見込めないため繰越明許費を変更するものでございます。 
 次に５ページの第３表 地方債補正をご覧ください。 
 まず追加といたしまして、国の補正予算に伴い実施する自治体情報システム強靭化向上事業

の地方負担分に補正予算債として措置される一般補助施設整備等事業債を充当することとし、

限度額を８８０万円とするものでございます。 
 変更といたしまして合併特例事業債を２，６８０万円増額し、限度額を２０億６６０万円と

し発行限度額の計を２４億７，４９０万円とするものでございます。 
 次に歳入歳出予算の補正内容についてご説明いたしますので、恐れ入ります２ページ、３ペー

ジにお戻りください。 
 はじめに歳入でございます。 
 ６款１項地方消費税交付金１億７，７８９万７千円の増額は、交付額の決定に伴うものでご

 ２３５



ざいます。 
 １０款１項地方交付税１，９８６万４千円の増額につきましては、一般財源として普通交付

税を充当するものでございます。 
 なお、特別交付税のことでちょっとご説明いたします。 
 特別交付税につきましては本日、総務大臣から閣議報告がなされ本市の配分額も判明いたし

ました。その結果、県内１３市の総額が昨年度から約１億円、１．１％のマイナスとなる中、

本市の配分額につきましては昨年から１５０万円、０．１％の増となる１１億８，５００万円

余となり、県内で最大の配分額となっております。これは八ヶ岳定住自立圏共生ビジョンに基

づく事業の実施などの本市独自のプラス要因が影響しているものと考えられます。今回の配分

額は２月補正後の特別交付税の予算額１０億円を１億８，５００万円余上回っておりますが、

これは平成２７年度の決算剰余金となるものであります。 
 次に１２款分担金及び負担金、１項分担金７２０万円の増額は県営土地改良事業分担金でご

ざいます。 
 ２項負担金４５５万１千円の増額は、観光振興事業に関する長野県富士見町と原村からの負

担金でございます。 
 １４款国庫支出金、１項国庫負担金１２５万７千円の増額は子どものための教育保育給付費

に対する保育所運営費負担金でございます。 
 ２項国庫補助金３億４，７０２万９千円の増額は、国の補正予算に伴って交付される個人番

号カード交付事業費補助金、地方創生加速化交付金、地方公共団体情報セキュリティ強化対策

費補助金、臨時福祉給付金事業費補助金および子ども・子育て支援整備交付金でございます。 
 １７款１項寄附金１００万円の増額は個人からの寄附金でございます。 
 ２１款１項市債３，５６０万円の増額は、県営土地改良事業に充当する合併特例事業債およ

び自治体情報システム強靭化向上事業に補正予算債として充当する一般補助施設整備等事業債

でございます。 
 次に３ページをご覧ください。 
 歳出でございます。２款総務費、１項総務管理費３，０６３万４千円の増額は個人番号カー

ドの交付枚数の増加に対応する個人番号制度事業費およびセキュリティ対策を強化する自治体

情報システム強靭化向上事業費でございます。 
 ３款民生費、１項社会福祉費２億３，８９６万４千円の増額は賃金引き上げの恩恵が及びに

くい低所得の高齢者を支援するための年金生活者等支援臨時福祉給付金事業でございます。 
 ２項児童福祉費３３８万４千円の増額は、民間の保育所や幼稚園等への給付費に国の人事院

勧告に伴う給与改善措置を反映する子どものための教育保育給付費でございます。 
 ６款農林水産業費、１項農業費６，５５０万円の増額は地方創生加速化交付金を充当する北

の杜フードバレー構築プロジェクト事業費および県営土地改良事業費でございます。 
 ７款１項商工費６，５２１万円の増額は、地方創生加速化交付金を充当する世界に誇る水の

山北杜ブランド推進事業費および日本の顔となる観光地域づくりのための八ヶ岳ＤＭＯ構築事

業費でございます。 
 １３款諸支出金、２項基金費１億９，１３３万４千円の増額は繰上償還の財源とするための

減債基金積立金および個人からの寄附金を市内の芸術文化活動の財源とするための芸術文化ス

ポーツ振興基金積立金でございます。 

 ２３６



 以上でございます。よろしくご審議の上、ご議決いただけますようお願い申し上げます。 
〇議長（千野秀一君） 

 説明が終わりました。 
 これから質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題となっております議案第５１号は、会議規則第３７条第３項の規定により委員

会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５１号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これから、議案第５１号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５１号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（千野秀一君） 

   日程第４１ 議案第５２号 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の

一部を改正する省令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例についてを議題といたします。 
 提案理由の説明を求めます。 
 白倉市長。 

〇市長（白倉政司君） 
 議案第５２号 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改

正する省令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例についてであります。 
 改正省令が平成２８年２月５日に公布、４月１日から施行されることに伴い北杜市指定地域

密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例ほか１条例を改正する

必要が生じたため、追加提案させていただくものであります。 
 よろしくご審議の上、ご議決のほどをお願い申し上げます。 

〇議長（千野秀一君） 

 次に内容説明を求めます。 
 平井市民部長。 

 ２３７



〇市民部長（平井光君） 
 議案第５２号 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改

正する省令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について、ご説明申し上げます。 
 概要書をご覧いただきたいと思います。 
 趣旨でございます。指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部

を改正する省令が施行されることに伴い、北杜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例および北杜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス事業に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正するものでございます。 
 次に改正の内容でありますが、改正省令が平成２８年４月１日に施行されることに伴い関係

する２つの条例を改正するものです。 
 条例本文２ページをご覧ください。 
 第１条では北杜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正を規定しております。 
 中段以降からになりますが、指定認知症対応型通所介護事業者はその事業の提供に当たって

は運営推進会議を設置し、おおむね６月に１回以上開催する規定、また運営推進会議の活動状

況の報告、評価、要望、助言等に関する記録の作成および公表の規定、ならびに事業所と同一

の建物に居住する者以外へのサービス提供に関する努力義務の規定を新たに追加するとともに

省令の改正に伴う所要の改正を行っております。 
 ３ページをお願いします。 
 中段からになりますが第２条では北杜市指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部改正を規定しております。 
 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者がその事業を提供するに当たっては、第１条と同

様、運営推進会議の設置と記録の作成、公表およびサービスの提供に関する努力義務を新たに

追加規定しております。 
 ４ページは省令改正に伴う所要の改正になります。 
 ５ページをお願いします。 
 経過措置になります。小規模な通所介護事業所が小規模多機能型居宅介護のサテライト型事

業所に移行する場合は平成３０年３月３１日までの間、宿泊室を設けないことができることを

規定しています。 
 施行期日は平成２８年４月１日から施行するものです。 
 以上よろしくご審議の上、ご議決いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（千野秀一君） 
 説明が終わりました。 
 これから質疑を許します。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。 

 ２３８



 ただいま議題となっております議案第５２号は、会議規則第３７条第３項の規定により委員

会付託を省略したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５２号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 
 これから討論を行います。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論を終結いたします。 
 これから議案第５２号に対する採決を行います。 
 お諮りいたします。 
 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議案第５２号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（千野秀一君） 

   日程第４２ 選挙第１号 奥野山恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙を行います。 
 お諮りいたします。 
 選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条２項の規定により指名推選といたしたい

と思いますが、これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、選挙の方法は指名推選とすることに決定いたしました。 
 お諮りいたします。 
 指名の方法については、議長が指名することにいたしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議長が指名することに決定いたしました。 
 奥野山恩賜県有財産保護組合議会議員にお手元に配布いたしましたとおり落合孝一君、清水

廣雄君を指名いたします。 
 ただいま、議長が指名いたしました２人を奥野山恩賜県有財産保護組合議会議員の当選人と

して定めることにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、ただいま指名いたしました諸君が奥野山恩賜県有財産保護組合議会議員に当選

されました。 
 

 ２３９



  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（千野秀一君） 

   日程第４３ 議員派遣の件を議題といたします。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議題となっております議員派遣の件につきましては、会議規則第１５７条の規定に

よりお手元に配布したとおり議員を派遣したいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、議員派遣の件につきましては別紙のとおり決定いたしました。 
 お諮りいたします。 
 ただいま議決いたしました議員派遣の件につき、やむを得ず変更が生ずるときは議長に一任

をお願いいたしたいと思いますがご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、やむを得ず変更が生ずる場合は議長に一任することに決定いたしました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
〇議長（千野秀一君） 

   日程第４４ 閉会中の継続審査の件を議題といたします。 
 総務常任委員会、文教厚生常任委員会、経済環境常任委員会および議会運営委員会の各委員

長から会議規則第１０８条の規定により、お手元に配布いたしました申出書のとおり所管事項

の審査につき閉会中の継続審査の申し出がありました。 
 お諮りいたします。 
 各委員長の申し出のとおり、継続審査とすることにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、閉会中の継続審査の件は各委員長の申し出のとおりとすることに決定いたしま

した。 
 以上で本定例会に付議されました議案審査はすべて終了いたしました。 
 ２月２６日に開会された本定例会は議員各位には慎重なご審議をいただき、また市当局の皆

さまには丁寧なご答弁をいただき、誠にありがとうございました。 
 以上をもちまして、平成２８年第１回北杜市議会定例会を閉会といたします。 
 大変ご苦労さまでございました。 

 

閉会 午後１２時２７分 
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